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は
じ
め
に

　
本
稿
の
目
的
は
、
明
治
三
十
六
年
に
貴
族
院
議
長
で
あ
っ
た
近
衛
篤
麿
を
戴
い
て
設
立
さ
れ
た
政
治
組
織
「
櫻
田
倶
楽
部
」
の
形
成
過
程

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
組
織
の
政
治
史
的
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
櫻
田
倶
楽
部
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
対
外
硬
運
動
に
関
す
る
研
究
や
近
衛
篤
麿
に
関
す
る
研
究
の
中
で
簡
単
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、研
究
の
主
題
に
お
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、こ
の
政
治
組
織
が
具
体
的
な
実
績
を
残
せ
な
い
ま
ま
頓
挫
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
か
ら
、
泡
沫
的
な
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
⑴

。

　
本
稿
で
は
、
櫻
田
倶
楽
部
の
設
立
に
奔
走
し
た
二
人
の
人
物
の
活
動
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
中
の
五
百
木
良
三
に
つ

い
て
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
人
物
と
思
わ
れ
る
た
め
、
若
干
の
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。
五
百
木
良
三
は
松
山
出
身
で
正
岡
子
規

と
同
郷
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
飄
亭
と
号
し
た
俳
人
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
五
百
木
良
三
は
俳
人
と
し
て
の
業
績
の
他

に
、
医
師
、
新
聞
人
、
そ
し
て
政
治
活
動
家
と
い
っ
た
多
方
面
で
の
活
躍
を
見
せ
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
正
岡
子
規
と
の
縁
で
日
本
新
聞
社

に
入
社
し
た
五
百
木
良
三
は
、
貴
族
院
担
当
の
記
者
と
な
り
、
貴
族
院
議
長
で
あ
っ
た
近
衛
篤
麿
の
知
遇
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
五
百
木

良
三
は
自
ら
の
回
想
に
お
い
て
、「
私
は
正
岡
子
規
と
一
緒
に
俳
句
を
や
っ
た
り
し
て
、
そ
の
関
係
で
日
本
新
聞
へ
入
っ
た
の
で
、
最
初
は

文
藝
を
以
て
立
た
う
な
ど
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で
す
が
、
一
度
公
爵
に
御
縁
が
あ
っ
て
以
来
、
す
っ
か
り
方
針
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
、
対
外

対
外
硬
派
と
櫻
田
倶
楽
部

石
　
川

　
徳

　
幸

―
小
川
平
吉
と
五
百
木
良
三
の
活
動
を
中
心
と
し
て
―
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問
題
に
没
頭
す
る
や
う
に
な
っ
た
⑵

」
と
述
べ
て
い
る
。
明
治
三
十
四
年
に
近
衛
篤
麿
が
雑
誌
『
東
洋
』
を
発
行
し
た
際
に
は
、
五
百
木
は

日
本
新
聞
社
を
一
時
退
社
し
て
こ
の
雑
誌
の
編
集
に
あ
た
っ
た
。
翌
三
十
五
年
、
同
雑
誌
が
日
本
新
聞
社
の
発
行
す
る
『
日
本
週
報
』
と
合

併
す
る
こ
と
に
な
り
、
五
百
木
良
三
は
再
び
日
本
新
聞
社
に
戻
っ
た
。
本
稿
が
扱
う
明
治
三
十
六
年
当
時
は
、
日
本
新
聞
社
の
編
集
長
の
地

位
に
あ
っ
た
。

　
な
お
、
も
う
一
人
の
中
心
人
物
で
あ
る
小
川
平
吉
は
、
の
ち
に
法
相
や
鉄
道
相
を
務
め
て
政
友
会
の
重
鎮
と
な
る
人
物
で
あ
る
が
、
明
治

三
十
六
年
当
時
は
ま
だ
衆
議
院
議
員
当
選
一
回
生
で
あ
る
。

一
、
櫻
田
倶
楽
部
以
前
の
政
治
組
織

　
近
衛
篤
麿
は
、
所
謂
「
対
外
硬
派
」
を
束
ね
る
領
袖
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
近
衛
は
ま
ず
明
治
三
十
一
年
に
、
中
国
問
題
を
討

究
す
る
同
文
会
を
組
織
し
て
い
る
。
こ
の
同
文
会
に
は
、
当
時
、
日
本
新
聞
社
で
貴
族
院
担
当
の
記
者
を
し
て
い
た
五
百
木
良
三
も
参
加
し

た
。
同
じ
年
、
日
本
新
聞
社
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
東
亜
会
が
組
織
さ
れ
、
目
的
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
同
文
会
と
東
亜
会
は
、
合
併
し
て

東
亜
同
文
会
と
な
る
。
東
亜
同
文
会
で
は
、
近
衛
篤
麿
が
会
長
と
な
り
、
幹
事
に
は
日
本
新
聞
社
社
長
の
陸
羯
南
が
就
任
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、「
対
外
硬
」
の
運
動
を
通
し
て
、
近
衛
篤
麿
と
日
本
新
聞
社
の
面
々
が
よ
り
接
近
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
五
百
木

良
三
は
そ
の
中
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　
東
亜
同
文
会
の
中
で
五
百
木
良
三
が
果
た
し
た
役
割
に
関
し
て
は
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
義
和
団
事
件
の
後
、
ロ
シ
ア
が
満

州
を
支
配
下
に
置
い
た
こ
と
を
受
け
て
発
足
し
た
国
民
同
盟
会
に
お
い
て
は
重
要
な
役
回
り
を
担
っ
て
い
る
。
近
衛
篤
麿
は
、
国
民
同
盟
会

の
機
関
誌
的
な
役
割
を
担
う
雑
誌
の
発
行
を
企
画
し
、
そ
の
編
集
を
五
百
木
良
三
に
任
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
五
百
木
良
三
が
政

治
的
な
活
動
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
に
は
、
貴
族
院
議
長
で
あ
っ
た
近
衛
篤
麿
と
の
出
会
い
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
え

る
。
そ
こ
で
、
近
衛
篤
麿
の
政
治
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
五
百
木
良
三
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
お
き
た
い
。

　
国
民
同
盟
会
は
明
治
三
十
三
年
九
月
二
十
四
日
に
発
足
し
た
。
こ
れ
に
先
駆
け
て
、
同
年
七
月
に
東
洋
倶
楽
部
と
い
う
組
織
が
発
足
し
て
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い
る
。
こ
れ
は
、
近
衛
篤
麿
の
も
と
に
集
ま
っ
て
い
た
青
年
た
ち
が
設
立
し
た
も
の
で
、
若
手
の
た
め
の
政
治
組
織
で
あ
っ
た
。

　
近
衛
篤
麿
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
十
三
年
四
月
の
段
階
で
大
内
暢
三
や
五
百
木
良
三
ら
と
共
に
「
青
年
団
体
組
織
の
事
に
付
種
々
協

議
」
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
⑶

。
こ
の
よ
う
に
し
て
準
備
さ
れ
た
青
年
組
織
は
、
七
月
十
九
日
に
二
十
人
ほ
ど
が
集
ま
っ
て
発
起
人

会
を
開
い
て
い
る
。
五
百
木
良
三
は
、
大
内
暢
三
や
柏
原
文
太
郎
ら
と
と
も
に
、
こ
の
青
年
団
体
組
織
「
東
洋
倶
楽
部
」
の
中
心
人
物
と
し

て
活
動
し
た
。

　
東
洋
倶
楽
部
の
構
成
員
は
、
学
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
実
業
家
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
当
時
数
え
年
で
三
十
九
歳
で
あ
っ
た
近
衛
篤

麿
と
同
世
代
な
い
し
は
年
少
者
の
若
手
で
構
成
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
の
ち
に
「
七
博
士
事
件
」
を
起
す
戸
水
寛
人
や
寺
尾
亨
ら
法
学
者

や
、
の
ち
に
衆
議
院
議
員
と
な
る
弁
護
士
の
小
川
平
吉
や
斎
藤
隆
夫
ら
も
名
を
連
ね
て
い
た
。

　
東
洋
倶
楽
部
と
同
じ
時
期
に
発
足
し
た
国
民
同
盟
会
は
、
明
治
三
十
五
年
四
月
に
解
散
し
て
い
る
が
、
一
方
で
、
東
洋
倶
楽
部
は
そ
の
後

も
存
続
し
続
け
、
若
手
が
政
治
討
論
を
行
う
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
櫻
田
倶
楽
部
の
設
立
過
程

　
明
治
三
十
六
年
に
な
る
と
、
東
洋
倶
楽
部
を
発
展
的
に
解
消
し
て
別
の
組
織
に
改
め
よ
う
と
い
う
動
き
が
で
て
く
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

櫻
田
倶
楽
部
と
い
う
政
治
組
織
が
誕
生
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
新
し
い
倶
楽
部
の
立
ち
上
げ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
年
に
衆
議

院
議
員
一
回
生
と
な
っ
た
ば
か
り
の
小
川
平
吉
と
、
近
衛
篤
麿
の
側
近
で
あ
る
五
百
木
良
三
で
あ
っ
た
。
五
百
木
良
三
は
新
し
い
倶
楽
部
を

設
立
し
た
目
的
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
公
爵
が
櫻
田
倶
楽
部
と
い
ふ
も
の
を
作
ら
れ
る
前
に
、
私
に
云
は

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
ど
う
も
日
本
の
議
会
制
度
で
は
、
衆
議
院
だ
け
で
は
い
け
な
い
、
一
方
貴
族
院
の
方
も
纏
め
て
行
く
よ
り
仕
方
が
無
い
、

そ
れ
に
は
現
在
の
様
に
別
々
に
対
立
し
て
ゐ
た
の
で
は
、
と
て
も
上
下
の
親
密
を
計
る
わ
け
に
行
か
な
い
か
ら
、
一
つ
其
の
接
触
機
関
と
し

て
社
交
倶
楽
部
を
作
り
、
両
方
か
ら
人
材
を
集
め
よ
う
ぢ
や
な
い
か
、
さ
う
し
な
け
れ
ば
本
当
の
政
治
は
出
来
な
い
」
と
、
近
衛
篤
麿
が
貴

衆
両
院
か
ら
人
材
を
集
め
た
政
治
組
織
を
つ
く
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
⑷

。
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こ
の
年
、
衆
議
院
第
一
党
で
あ
る
政
友
会
の
内
部
で
は
、
党
の
改
革
を
求
め
る
運
動
が
起
き
て
お
り
、
地
租
増
徴
案
や
対
ロ
シ
ア
策
に
関

し
て
政
府
と
党
執
行
部
の
間
で
妥
協
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
反
発
す
る
動
き
が
広
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
活
動
の
中
心
に
い
た
小
川
平
吉

は
、
同
郷
の
渡
辺
国
武
と
近
衛
篤
麿
を
引
き
合
わ
せ
て
、
政
界
の
刷
新
を
図
る
新
た
な
政
党
組
織
を
設
立
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
小
川
平

吉
の
日
記
に
は
、「
去
年
来
、
政
界
革
新
の
機
を
作
る
に
苦
心
す
。
無
辺
、
霞
山
公
の
密
会
成
り
、
十
一
月
白
城
を
伴
ふ
て
無
辺
を
函
嶺
に

訪
ひ
、
爾
後
密
に
計
画
す
る
所
あ
り
⑸

」
と
あ
り
、
政
界
革
新
の
た
め
に
「
無
辺
（
無
辺
侠
禅
＝
渡
辺
国
武
子
爵
）」
と
「
霞
山
公
（
近
衛

篤
麿
公
爵
）」
と
を
接
触
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
政
界
革
新
の
計
画
に
は
、「
白
城
（
大
内
暢
三
）」
の
名
前
が
あ
る
よ
う
に
、

東
洋
倶
楽
部
の
メ
ン
バ
ー
も
関
与
し
て
い
た
。

　
渡
辺
国
武
は
小
川
平
吉
と
同
郷
で
信
濃
出
身
の
有
力
政
治
家
で
あ
っ
た
が
、
第
四
次
伊
藤
内
閣
で
蔵
相
を
務
め
た
際
、
閣
内
不
一
致
に
よ

る
内
閣
総
辞
職
を
拒
否
し
て
諭
旨
免
官
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
後
は
、
政
治
の
表
舞
台
か
ら
は
退
い
た
状
態
に
あ
っ
た
。

　
明
治
三
十
六
年
四
月
、
小
川
平
吉
は
公
然
と
政
友
会
の
組
織
改
革
を
訴
え
は
じ
め
る
⑹

。
小
川
の
日
記
に
よ
れ
ば
四
月
一
日
に
「
無
辺
子

を
訪
ふ
て
経
過
を
談
じ
、
且
発
表
的
行
動
の
余
り
に
遅
延
す
る
時
は
、
攻
守
の
勢
を
異
に
し
失
敗
の
虞
あ
り
、
故
に
大
阪
の
会
合
を
以
て
同

志
の
意
志
を
発
表
し
、公
然
積
極
的
行
動
を
執
ら
ん
と
欲
す
る
旨
を
語
ふ
」
と
、渡
辺
国
武
と
の
間
で
政
界
革
新
に
関
す
る
話
し
合
い
を
行
っ

て
い
る
⑺

。
そ
の
席
上
で
は
、
東
洋
倶
楽
部
の
こ
と
も
話
題
に
上
が
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
か
ら
小
川
平
吉
の
東
洋
倶
楽
部
を
め
ぐ
る
動
き
が

多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
小
川
平
吉
は
こ
の
革
新
運
動
に
つ
い
て
、五
百
木
良
三
に
も
事
情
を
説
明
し
て
い
た
こ
と
が
日
記
か
ら
う
か
が
え
る
。四
月
四
日
に
は
、『
萬

朝
報
』
の
小
林
天
竜
、
安
藤
久
三
郎
、『
都
新
聞
』
の
大
谷
誠
夫
、『
二
六
新
報
』
の
福
田
和
五
郎
、『
日
本
』
の
古
島
一
雄
、
五
百
木
良
三

を
招
い
て
「
革
新
の
事
を
議
」
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
翌
五
日
に
も
「
事
の
経
過
」
を
五
百
木
良
三
に
語
っ
て
い
る
⑻

。

　
小
川
平
吉
は
、
政
友
会
に
革
新
の
建
議
書
を
提
出
し
て
党
の
組
織
改
革
を
要
求
す
る
一
方
、
政
友
会
内
の
不
満
分
子
を
新
た
な
政
治
組
織

に
結
集
し
て
政
界
の
主
導
権
を
近
衛
篤
麿
や
渡
辺
国
武
に
握
ら
せ
よ
う
と
画
策
し
て
い
た
。
五
百
木
良
三
と
小
川
平
吉
は
す
で
に
東
洋
倶
楽

部
で
活
動
を
と
も
に
す
る
関
係
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
政
界
革
新
に
お
い
て
小
川
平
吉
は
、
近
衛
篤
麿
の
腹
心
で
あ
る
五
百
木
良
三
に
橋
渡
し
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的
存
在
を
期
待
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
う
し
て
、
第
十
八
議
会
が
閉
会
し
た
六
月
に
な
る
と
、
こ
の
二
人
の
活
動
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
六
月
の
中
旬
に
は
、
倶

楽
部
の
設
立
に
向
け
て
様
々
な
会
合
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
五
百
木
良
三
と
小
川
平
吉
は
、
六
月
十
四
日
に
多
額
納
税
議
員
で
あ
る
鎌
田
勝

太
郎
と
近
衛
篤
麿
と
の
会
合
を
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
て
い
る
ほ
か
、
六
月
十
八
日
に
は
近
衛
篤
麿
、
渡
辺
国
武
、
金
杉
英
太
郎
を
引
き
合
わ
せ

て
、
倶
楽
部
に
関
す
る
約
束
を
取
り
付
け
て
い
る
。
六
月
十
八
日
の
小
川
平
吉
の
日
記
に
は
「
望
月
来
る
、
満
州
問
題
、
倶
楽
部
問
題
。
夜

金
杉
を
訪
ふ
、
五
百
木
在
り
。
此
夕
、
渡
辺
、
近
衛
両
者
金
杉
氏
に
会
合
、
明
か
に
倶
楽
部
設
立
の
事
を
約
せ
り
」
と
あ
り
、
小
川
平
吉
・

五
百
木
良
三
・
望
月
竜
太
郎
と
い
っ
た
東
洋
倶
楽
部
の
メ
ン
バ
ー
が
立
ち
回
り
、
金
杉
英
五
郎
の
立
ち
会
い
の
も
と
で
、
近
衛
篤
麿
と
渡
辺

国
武
が
新
し
い
倶
楽
部
の
設
立
を
約
束
し
た
こ
と
が
わ
か
る
⑼

。

　
ま
た
、
こ
の
頃
、
五
百
木
良
三
は
近
衛
篤
麿
か
ら
活
動
資
金
を
借
り
出
し
て
お
り
、
倶
楽
部
新
設
に
向
け
た
活
動
を
本
格
化
さ
せ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
⑽

。

　
近
衛
篤
麿
と
渡
辺
国
武
の
間
で
新
し
い
倶
楽
部
の
設
立
が
約
束
さ
れ
た
後
、
六
月
二
十
二
日
に
は
倶
楽
部
に
関
す
る
相
談
会
が
催
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
相
談
会
に
は
、
金
杉
英
五
郎
、
北
里
柴
三
郎
、
村
井
吉
兵
衛
、
五
十
嵐
敬
止
、
添
田
寿
一
、
木
下
謙
次
郎
、
五
百
木
良
三
、
小

川
平
吉
ら
が
参
加
し
て
い
る
が
、
近
衛
篤
麿
は
咽
喉
を
憂
え
て
参
加
せ
ず
、
渡
辺
国
武
も
不
意
の
支
障
が
あ
っ
て
不
参
加
と
な
っ
た
。
こ
の

相
談
会
で
は
、
倶
楽
部
の
事
務
所
を
置
く
建
物
を
買
い
入
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
が
、
近
衛
篤
麿
や
渡
辺
国
武
が
欠
席
し
た
こ
と
か
ら
、
そ

れ
以
上
の
事
は
決
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
相
談
会
の
後
、
五
百
木
良
三
は
近
衛
篤
麿
に
手
紙
で
会
合
が
上
首
尾
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
、「
委
細
は
、
明
二
十
三
日
参
邸
の
北

里
博
士
よ
り
お
聞
取
の
こ
と
ゝ
存
じ
候
⑾

」
と
書
い
て
い
る
。
相
談
会
の
詳
細
は
北
里
柴
三
郎
か
ら
詳
し
い
話
が
聞
け
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
を
述
べ
た
上
で
、
五
百
木
良
三
は
「
只
小
生
の
此
の
間
申
上
置
度
き
は
、
右
博
士
参
邸
の
節
は
、
十
分
閣
下
最
後
の
御
決
心
を
ほ
の
め
か

さ
れ
た
き
こ
と
に
候
」
と
具
申
し
て
い
る
。
五
百
木
良
三
が
近
衛
篤
麿
に
こ
の
よ
う
な
進
言
を
行
っ
た
背
景
に
は
、
倶
楽
部
新
設
の
相
談
会

に
近
衛
篤
麿
や
渡
辺
国
武
と
い
っ
た
重
要
人
物
が
来
な
か
っ
た
た
め
に
、
北
里
柴
三
郎
が
「
公
が
果
し
て
や
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
、
御
本
尊
の
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決
意
が
フ
ラ
〳
〵
し
て
は
、
働
い
て
も
働
き
が
ひ
な
き
話
な
り
」
と
い
っ
た
不
安
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
近
衛
篤
麿
の
体
調
の
悪
化
は
、
小
川
平
吉
に
と
っ
て
も
不
安
要
素
と
し
て
圧
し
掛
か
っ
て
い
た
。
小
川
平
吉
は
日
記
の
中
で
、「
夜
五
百

木
を
拉
し
帰
り
て
倶
楽
部
の
事
を
議
す
。
其
方
法
多
岐
に
渉
り
決
断
に
苦
む
。
不
幸
霞
山
公
病
む
を
以
て
一
層
の
困
難
を
感
ず
」
と
い
う
思

い
を
披
瀝
し
て
お
り
⑿

、
こ
の
頃
か
ら
政
界
刷
新
の
手
段
を
別
方
面
で
も
模
索
し
始
め
て
い
る
⒀

。

　
一
方
、
五
百
木
良
三
は
病
に
伏
せ
る
近
衛
篤
麿
に
対
し
、
書
簡
で
倶
楽
部
の
名
称
や
規
約
案
の
修
正
を
求
め
て
い
る
。

　
拝
啓
、
御
病
気
追
々
御
快
方
の
よ
し
、
奉
慶
候
。
例
の
倶
楽
部
の
件
も
、
二
日
の
金
杉
邸
の
会
合
に
て
、
大
体
結
着
可
仕
と
存
じ
候
。

就
て
は
先
日
金
杉
博
士
よ
り
申
出
候
倶
楽
部
の
名
称
、
可
然
御
撰
定
下
さ
れ
た
く
願
上
候
。
又
同
規
約
は
、
左
の
如
き
原
案
に
御
座
候
間
、

可
然
御
修
正
煩
し
度
希
望
仕
候
。
今
日
閣
下
の
御
病
気
御
静
養
は
、
時
局
上
遺
憾
千
万
な
れ
ど
、
詮
方
も
な
く
、
只
一
日
も
速
に
御
全
快

の
日
を
待
つ
の
外
無
御
座
候
。
十
分
御
摂
養
奉
祈
候
⒁

。

　
こ
の
よ
う
に
、
新
し
く
倶
楽
部
を
つ
く
る
約
束
は
さ
れ
た
も
の
の
、
近
衛
篤
麿
の
病
に
よ
っ
て
組
織
の
中
身
に
関
す
る
話
し
合
い
は
遅
々

と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
小
川
平
吉
は
「
無
辺
子
は
予
の
案
に
ほ
ゞ
賛
成
な
れ
ど
も
先
づ
口
を
開
く
を
好
ま
ず
、
公
を
し
て
先
決
せ
し
め
ん

と
欲
す
⒂

」
と
し
、
遷
延
し
て
い
る
倶
楽
部
の
中
身
に
つ
い
て
近
衛
篤
麿
の
意
向
を
先
に
伺
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
小
川
平

吉
は
近
衛
篤
麿
に
対
し
、
文
書
で
提
案
を
示
し
て
意
見
を
求
め
た
。
そ
の
内
容
は
「
第
一
案
、
信
者
拡
張
の
組
織
。
第
二
案
、
一
に
加
ふ
る

に
下
院
政
治
家
を
以
て
す
る
も
の
。
第
三
案
、
政
界
人
心
動
揺
一
般
に
新
な
る
中
心
点
を
求
む
る
の
時
に
当
り
、
之
に
交
渉
の
機
を
与
る
は

極
め
て
時
宜
に
適
す
る
も
の
な
り
と
前
提
し
て
、
各
政
派
の
情
実
を
瞭
然
概
記
し
、
以
て
最
近
の
状
況
を
公
に
報
ず
る
」
も
の
で
あ
っ
た
⒃

。

こ
の
小
川
平
吉
の
提
案
に
つ
い
て
、
近
衛
篤
麿
は
「
第
一
、
第
二
を
本
と
し
て
、
差
支
な
き
限
り
第
三
を
行
ふ
⒄

」
と
の
希
望
を
伝
え
た
。

近
衛
篤
麿
の
意
向
を
確
認
し
た
小
川
平
吉
は
、
さ
っ
そ
く
熱
海
に
在
る
渡
辺
国
武
に
、
そ
の
旨
を
郵
書
で
伝
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
時
間
は
か
か
り
な
が
ら
も
倶
楽
部
新
設
の
準
備
は
漸
次
す
す
め
ら
れ
、
七
月
下
旬
に
は
建
物
の
買
入
れ
が
正
式
に
決
ま
る
な

ど
、
そ
の
素
地
が
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
、
櫻
田
倶
楽
部
の
構
成
員

　
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
新
し
い
倶
楽
部
の
立
ち
上
げ
に
は
様
々
な
人
物
が
関
与
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
櫻
田
倶
楽
部
に
参
加
し

た
人
物
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

　
櫻
田
倶
楽
部
に
は
、
前
身
で
あ
る
東
洋
倶
楽
部
と
同
様
に
、
法
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
実
業
家
と
い
っ
た
知
識
人
層
が
参
加
し
た
。

ま
た
、
櫻
田
倶
楽
部
の
特
徴
と
し
て
は
、
現
職
の
衆
議
院
議
員
や
貴
族
院
議
員
が
多
く
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
櫻
田
倶
楽
部
に
は
貴
族
院
と
衆
議
院
か
ら
人
材
を
集
め
て
「
本
当
の
政
治
」
を
行
お
う
と
い
う
意
向
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

　
次
頁
の
一
覧
は
、
櫻
田
倶
楽
部
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
評
議
員
と
幹
事
に
つ
い
て
職
業
別
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
⒅

。
東
洋
倶
楽
部
で
活
動
し
て
い
た
若
手
の
多
く
は
、
櫻
田
倶
楽
部
の
幹
事
に
就
い
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
金
杉
英
五
郎
や
北
里
柴
三
郎
と
い
っ
た
医
者
の
グ
ル
ー
プ
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
櫻
田
倶
楽
部
に
医

者
の
グ
ル
ー
プ
が
参
加
し
て
い
る
理
由
は
、
当
時
病
気
療
養
中
で
あ
っ
た
近
衛
篤
麿
の
周
辺
と
医
者
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
な
っ
た
と
い
う

単
純
な
点
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
、
櫻
田
倶
楽
部
に
お
い
て
将
来
的
に
医
者
と
い
う
エ
リ
ー
ト
層
が
政
治
家
の
リ
ク
ル
ー
ト
メ
ン
ト
に

活
用
で
き
る
こ
と
を
視
野
に
い
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
五
百
木
良
三
の
書
簡
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
拝
啓
、
駿
河
台
の
ド
ク
ト
ル
、
昨
今
の
熱
は
百
二
、三
十
度
に
達
し
居
申
候
。
而
か
も
昨
今
の
場
合
、
ド
ク
ト
ル
の
高
熱
は
最
も
必
要

と
存
じ
候
。
麻
布
の
北
里
ド
ク
ト
ル
亦
八
、九
十
度
の
高
熱
に
御
座
候
。
此
の
ド
ク
ト
ル
の
高
熱
亦
又
必
要
と
存
ぜ
ら
れ
申
候
。
閣
下
御

休
養
中
是
非
一
度
招
致
せ
ら
れ
、
患
部
の
診
察
を
た
の
ま
れ
候
は
ん
に
は
、
啻
に
閣
下
御
病
気
の
為
め
の
み
な
ら
ず
、
閣
下
が
国
家
の
治

療
上
に
も
大
に
便
利
あ
る
こ
と
と
確
信
仕
候
。
是
非
々
々
御
決
行
の
ほ
ど
、
偏
に
奉
希
望
候
。
草
⒆々

。

　
五
百
木
良
三
は
、
医
者
の
グ
ル
ー
プ
を
取
り
込
む
こ
と
は
国
家
の
治
療
上
に
も
利
便
の
大
き
い
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
実
際
、

櫻
田
倶
楽
部
に
は
医
者
か
ら
衆
議
院
議
員
に
転
身
し
た
山
根
正
次
も
櫻
田
倶
楽
部
に
参
加
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
医
者
の
グ
ル
ー
プ
と
対
外
硬
派
と
の
接
点
は
、
も
と
も
と
東
亜
同
文
会
の
活
動
の
中
に
あ
っ
た
。
東
亜
同
文
会
の
下
部
組
織
に
、
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北
里
柴
三
郎
ら
が
参
加
し
て
明
治
三
十
四
年
に
つ
く
ら
れ
た
東
亜
同
文
医
会
と
い
う
団
体
が
あ
り
、
こ
れ
が
翌
三
十
五
年
に
同
仁
会
と
い
う

組
織
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
三
十
四
年
に
近
衛
篤
麿
が
中
国
に
外
遊
し
た
際
、
雑
誌
『
東
洋
』
の
編
集
は
五
百
木
良
三
に
任
さ
れ
て

い
た
が
、
発
行
元
の
経
緯
社
の
こ
と
は
金
杉
英
五
郎
と
北
里
柴
三
郎
に
任
さ
れ
て
い
た
⒇

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
明
治
三
十
四
年
の
時
点
で
す

で
に
、
医
者
の
グ
ル
ー
プ
と
近
衛
ら
の
対
外
硬
派
と
の
関
係
が
築
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
櫻
田
倶
楽
部
は
、「
邦
家
の
隆
盛
」
を
目
途
と
し
た
政
治
団
体
で
あ
る
一
方
、
各
界
を
横
断
し
て
人
材
を
集
め
る
た
め
の
社

交
ク
ラ
ブ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
櫻
田
倶
楽
部
の
発
足
と
頓
挫

　
五
百
木
良
三
と
小
川
平
吉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
近
衛
篤
麿
と
渡
辺
国
武
と
の
間
で
橋
渡
し
的
役
割
を
果
し
、
櫻
田
倶
楽
部
の
設
立
の
準
備
を
進

め
た
。
五
百
木
良
三
が
近
衛
篤
麿
に
宛
て
た
書
簡
に
よ
れ
ば
、
櫻
田
倶
楽
部
は
九
月
中
旬
ご
ろ
か
ら
そ
の
活
動
を
具
体
化
さ
せ
て
い
っ
た
�

。

こ
の
こ
と
は
、
櫻
田
倶
楽
部
の
幹
事
で
あ
っ
た
木
下
謙
次
郎
が
、
そ
の
回
顧
談
で
櫻
田
倶
楽
部
の
設
立
時
期
を
「
明
治
三
十
六
年
の
秋
」
と

し
て
い
る
こ
と
と
も
一
致
す
る
�

。

　
櫻
田
倶
楽
部
は
発
足
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
な
設
立
の
趣
旨
を
掲
げ
、
七
か
条
の
規
約
を
定
め
て
い
る
。

　「
設
立
の
趣
旨
」

　
挙
世
浮
薄
に
流
れ
、
滔
々
私
利
に
奔
る
、
政
界
の
紛
争
、
実
業
の
萎
微
、
学
芸
の
不
振
、
職
と
し
て
熱
誠
事
に
従
ひ
、
忠
実
任
を
尽
す

の
気
風
乏
し
き
が
故
な
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
此
風
潮
を
一
転
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
焉
ん
ぞ
邦
家
の
隆
盛
を
期
せ
ん
。
茲
に
同
人
相
謀
り
て

櫻
田
倶
楽
部
を
起
す
。
同
憂
の
士
と
共
に
内
親
睦
を
厚
ふ
し
、
外
時
宜
に
応
じ
、
戮
力
し
て
邦
家
の
為
に
貢
献
せ
ん
と
欲
す
る
が
故
な
り
。

大
方
諸
君
請
ふ
賛
助
せ
よ
。

　「
櫻
田
倶
楽
部
規
約
」

第
一
条
　
本
倶
楽
部
は
政
党
政
派
に
関
係
な
く
、
同
志
の
士
を
以
て
組
織
す
。



─ 10 ─

第
二
条
　
本
倶
楽
部
に
協
議
員
、
幹
事
、
会
計
監
督
各
若
干
名
を
置
く
。
但
任
期
満
二
年
、
出
席
会
員
の
選
挙
を
以
て
之
を
定
む
。

第
三
条
　
本
倶
楽
部
員
は
会
費
と
し
て
在
京
会
員
は
壱
年
金
拾
弐
圓
、
地
方
会
員
は
金
五
圓
を
前
納
す
べ
し
。
但
都
合
に
よ
り
在
京
会
員

は
四
回
、
地
方
会
員
は
二
回
に
分
納
す
る
こ
と
を
得
。

第
四
条
　
新
た
に
倶
楽
部
員
た
ら
ん
と
欲
す
る
も
の
は
倶
楽
部
員
三
名
以
上
の
紹
介
を
経
、
出
席
協
議
員
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
要
す
。

第
五
条
　
毎
年
一
回
総
会
を
開
き
、
毎
月
数
回
常
会
を
開
く
。

第
六
条
　
協
議
員
及
び
幹
事
会
は
必
要
に
応
じ
何
時
た
り
と
も
開
会
す
る
こ
と
を
得
。

第
七
条
　
倶
楽
部
員
不
都
合
の
行
為
あ
る
時
は
協
議
員
協
議
の
上
除
名
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
�
。

　
し
か
し
、
こ
の
櫻
田
倶
楽
部
の
設
立
は
、
小
川
平
吉
が
画
策
し
て
い
た
政
界
革
新
の
た
め
の
組
織
と
し
て
は
遅
き
に
失
し
た
感
が
あ
っ
た
。

小
川
平
吉
を
は
じ
め
、
政
友
会
か
ら
多
く
の
脱
党
者
が
出
た
こ
と
は
、
政
界
全
体
に
再
編
成
の
気
運
を
高
め
る
こ
と
と
な
り
、
政
党
間
の
多

数
派
工
作
が
入
り
乱
れ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
小
川
平
吉
が
期
待
し
て
い
た
政
友
会
か
ら
の
脱
党
者
の
中
か
ら
も
、
板
垣
退
助

を
戴
い
た
新
政
党
を
組
織
し
よ
う
と
い
う
別
の
動
き
が
生
じ
て
い
る
。
小
川
平
吉
は
こ
の
よ
う
な
小
党
を
樹
立
す
る
動
き
に
は
反
対
の
立
場

を
と
っ
て
お
り
、
既
存
の
政
党
勢
力
を
横
断
す
る
倶
楽
部
組
織
に
よ
っ
て
多
数
派
を
形
成
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
�

。

　
だ
が
、
何
よ
り
も
櫻
田
倶
楽
部
に
と
っ
て
悲
劇
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
活
動
を
本
格
化
さ
せ
る
前
に
近
衛
篤
麿
が
急
逝
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
五
百
木
良
三
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
櫻
田
倶
楽
部
の
「
発
会
式
は
丁
度
議
会
解
散
の
当
日
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
第
十
九
回
通
常

議
会
の
開
会
の
際
に
起
き
た
奉
答
文
事
件
に
よ
り
、
衆
議
院
は
十
二
月
十
一
日
に
解
散
と
な
っ
た
。
発
会
式
に
関
す
る
史
料
は
管
見
の
限
り

残
っ
て
い
な
い
た
め
推
知
す
る
他
は
な
い
が
、
衆
議
院
の
解
散
日
と
重
な
っ
た
発
会
式
で
は
、
来
る
べ
き
衆
議
院
議
員
選
挙
を
視
野
に
政
界

革
新
へ
の
気
勢
が
揚
が
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
発
会
式
か
ら
程
な
く
し
て
、
倶
楽
部
の
要
で
あ
っ
た
近
衛
篤
麿
が
明
治
三
十
七
年
一

月
一
日
に
薨
去
し
て
し
ま
う
。
数
え
四
十
二
歳
（
満
四
十
歳
）
と
い
う
若
さ
で
あ
っ
た
。

　
次
期
首
相
候
補
と
も
目
さ
れ
て
い
た
近
衛
篤
麿
に
は
、
日
本
と
ロ
シ
ア
と
の
関
係
が
悪
化
す
る
中
で
、
開
戦
論
者
た
ち
か
ら
対
外
硬
内
閣

樹
立
へ
の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
仮
に
近
衛
篤
麿
内
閣
が
生
ま
れ
た
な
ら
ば
、
櫻
田
倶
楽
部
は
貴
衆
両
院
に
お
け
る
与
党
的
存
在
に
発
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達
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
近
衛
篤
麿
が
こ
の
世
を
去
っ
た
後
、
櫻
田
倶
楽
部
に
政
党
化
の
道
は
つ
い
ぞ
開
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。お

わ
り
に

　
櫻
田
倶
楽
部
は
政
党
化
せ
ず
に
衰
退
し
た
が
、
別
種
の
政
治
団
体
を
生
む
契
機
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
近
衛
篤
麿
の
直
参
幕
下
と
し
て

櫻
田
倶
楽
部
の
設
立
に
尽
力
し
た
若
手
グ
ル
ー
プ
の
中
か
ら
、
近
衛
篤
麿
の
遺
志
を
掲
げ
て
政
治
活
動
を
行
う
者
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
五
百
木
良
三
で
あ
っ
た
。

　
五
百
木
良
三
が
小
川
平
吉
と
櫻
田
倶
楽
部
の
設
立
に
動
き
始
め
た
当
時
、
五
百
木
は
日
本
新
聞
社
の
編
集
長
の
立
場
に
あ
っ
た
が
、
近
衛

篤
麿
の
も
と
で
櫻
田
倶
楽
部
の
仕
事
に
専
念
す
る
た
め
、
明
治
三
十
六
年
秋
頃
に
新
聞
社
を
退
社
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時

中
国
に
渡
っ
て
い
た
佐
藤
肋
骨
は
、「
明
治
三
十
六
年
の
秋
に
帰
朝
し
た
際
に
、
飄
亭
君
が
日
本
新
聞
社
を
辞
し
、
記
者
生
活
を
棄
て
ゝ
、

専
門
に
国
事
の
方
面
で
働
く
こ
と
ゝ
な
っ
た
こ
と
を
知
り
」、「
国
事
に
対
す
る
奔
走
努
力
は
新
聞
記
者
で
あ
っ
て
も
出
来
る
で
は
な
い
か
」

と
苦
言
を
呈
し
た
こ
と
述
懐
し
て
い
る
�

。
五
百
木
良
三
は
新
聞
社
の
編
集
長
と
い
う
立
場
を
棄
て
て
、
櫻
田
倶
楽
部
の
「
常
任
幹
事
格
�

」

と
し
て
働
き
、政
治
活
動
に
傾
注
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、五
百
木
良
三
は
近
衛
篤
麿
の
死
後
、大
竹
貫
一
ら
と
と
も
に
城
南
荘
グ
ル
ー

プ
を
率
い
て
、
日
露
講
和
条
約
反
対
運
動
や
日
韓
併
合
問
題
な
ど
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
櫻
田
倶
楽
部
の
設

立
は
、
近
衛
篤
麿
の
も
と
に
参
集
し
て
い
た
対
外
硬
派
の
人
々
に
と
っ
て
、
一
つ
の
大
き
な
転
換
点
を
も
た
ら
し
た
出
来
事
と
し
て
も
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
櫻
田
倶
楽
部
の
政
治
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
櫻
田
倶
楽
部
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
活
動
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
な

い
ま
ま
に
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
た
め
か
、
政
治
史
上
の
扱
い
が
閑
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
櫻
田
倶
楽
部
の
活
動

そ
の
も
の
は
社
交
ク
ラ
ブ
以
上
の
役
割
を
果
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
櫻
田
倶
楽
部
の
政
治
史
的
意
義
は
、
そ
の
成
立
過
程
に
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
経
緯
か
ら
、
二
つ
の
点
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、
櫻
田
倶
楽
部
と
い
う
新
し
い
政
治
組
織
の
設
立
を
模
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索
し
た
小
川
平
吉
ら
の
政
界
革
新
運
動
は
、
政
友
会
に
お
け
る
革
新
派
や
執
行
部
に
対
し
て
不
満
を
抱
い
て
い
た
者
の
脱
党
を
う
な
が
し
、

政
界
再
編
成
の
気
運
を
高
め
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
政
友
会
や
憲
政
本
党
の
動
向
や
、
四
派
連
合
を
め
ぐ
る
動
き
を
考

察
す
る
上
で
重
要
な
背
景
と
な
る
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
日
露
開
戦
過
程
に
あ
っ
て
櫻
田
倶
楽
部
は
、
対
外
硬
派
の
精
神
的
支
柱
で
あ
っ
た
近

衛
篤
麿
を
戴
い
て
、
政
界
、
学
会
、
実
業
界
、
医
学
界
、
操
觚
界
と
い
っ
た
各
界
の
一
部
分
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
開
戦
世

論
の
形
成
を
考
察
す
る
上
で
、
こ
の
こ
と
は
考
慮
す
べ
き
一
要
素
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
知
見
が
、
当
該
研
究
の
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
に
な
る
こ
と
を
期
し
て
、
本
稿
の
結
び
に
代
え
た
い
。

 

註⑴
　
櫻
田
倶
楽
部
に
関
す
る
先
駆
的
な
業
績
と
し
て
酒
田
正
敏
『
近
代
日
本
に
お
け
る
対
外
硬
運
動
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
や
、

山
本
茂
樹
『
近
衛
篤
麿
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
多
く
の
示
唆
を
得
た
が
、
近
衛
篤
麿
の
側
近
で
あ
る

五
百
木
良
三
が
果
し
た
役
割
に
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
櫻
田
倶
楽
部
の
発
会
式
の
時
期
な
ど
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
の

目
的
に
は
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
の
知
見
を
補
完
す
る
一
面
も
有
し
て
い
る
。

⑵
　『
日
本
及
日
本
人
』
二
九
〇
号
、
八
五
頁
。

⑶
　
近
衛
篤
麿
日
記
刊
行
会
編
『
近
衛
篤
麿
日
記
』（
鹿
島
研
究
所
出
版
会
、
一
九
六
八
〜
一
九
六
九
年
）
三
巻
、
明
治
三
十
三
年
四
月
十
六
日
、

一
二
五
頁
。

⑷
　『
日
本
及
日
本
人
』
二
九
〇
号
、
八
五
頁
。

⑸
　
小
川
平
吉
文
書
研
究
会
編
『
小
川
平
吉
関
係
文
書
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
）、「
明
治
三
十
六
年
日
記
（
二
）」
冒
頭
文
、
一
七
四
頁
。

⑹
　
伊
藤
之
雄
『
立
憲
国
家
と
日
露
戦
争
』（
木
鐸
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
七
四
頁
。

⑺
　
前
掲
『
小
川
平
吉
関
係
文
書
』
明
治
三
十
六
年
四
月
一
日
付
日
記
、
一
七
四
頁
。

⑻
　
前
掲
『
小
川
平
吉
関
係
文
書
』
明
治
三
十
六
年
四
月
四
日
付
日
記
、
一
七
五
頁
。

⑼
　
前
掲
『
小
川
平
吉
関
係
文
書
』
明
治
三
十
六
年
六
月
十
四
日
お
よ
び
十
八
日
の
日
記
、「
近
衛
篤
麿
宛
五
百
木
良
三
書
簡
」
明
治
三
十
六
年
六
月

十
一
日
付
、
十
三
日
付
、
十
八
日
付
（
前
掲
『
近
衛
篤
麿
日
記
』
付
属
文
書
、
五
〇
六
頁
）
を
参
照
。
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⑽
　「
近
衛
篤
麿
宛
五
百
木
良
三
書
簡
」
明
治
三
十
六
年
六
月
十
三
日
付
、
十
五
日
付
（
前
掲
『
近
衛
篤
麿
日
記
』
付
属
文
書
、
五
〇
六
頁
）。

⑾
　「
近
衛
篤
麿
宛
五
百
木
良
三
書
簡
」
明
治
三
十
六
年
六
月
二
十
二
日
付
（
前
掲
『
近
衛
篤
麿
日
記
』
付
属
文
書
、
五
〇
六
〜
五
〇
七
頁
）。

⑿
　
前
掲
『
小
川
平
吉
関
係
文
書
』
明
治
三
十
六
年
六
月
二
十
五
日
付
日
記
、
一
七
八
頁
。

⒀
　
前
掲
『
小
川
平
吉
関
係
文
書
』
明
治
三
十
六
年
六
月
二
十
六
日
付
日
記
、
一
七
八
頁
。

⒁
　「
近
衛
篤
麿
宛
五
百
木
良
三
書
簡
」
明
治
三
十
六
年
六
月
三
十
日
付
（
前
掲
『
近
衛
篤
麿
日
記
』
付
属
文
書
、
五
〇
七
頁
）。

⒂
　
前
掲
『
小
川
平
吉
関
係
文
書
』
明
治
三
十
六
年
七
月
六
日
付
日
記
、
一
七
九
〜
一
八
〇
頁
。

⒃
　
同
右
。

⒄
　
前
掲
『
小
川
平
吉
関
係
文
書
』
明
治
三
十
六
年
七
月
九
日
付
日
記
、
一
八
〇
頁
。

⒅
　
一
覧
表
は
、
前
掲
『
近
衛
篤
麿
日
記
』
付
属
文
書
（
四
二
一
頁
）
を
参
照
し
、
筆
者
が
作
成
し
た
。

⒆
　「
近
衛
篤
麿
宛
五
百
木
良
三
書
簡
」
明
治
三
十
六
年
六
月
十
八
日
付
（
前
掲
『
近
衛
篤
麿
日
記
』
付
属
文
書
、
五
〇
六
頁
）。

⒇
　
前
掲
『
近
衛
篤
麿
日
記
』
四
巻
、
明
治
三
十
四
年
九
月
十
三
日
、
二
七
七
頁
。

�
　「
近
衛
篤
麿
宛
五
百
木
良
三
書
簡
」
明
治
三
十
六
年
八
月
十
六
日
付
（
前
掲
『
近
衛
篤
麿
日
記
』
付
属
文
書
、
五
〇
七
〜
五
〇
九
頁
）。

�
　「
五
百
木
良
三
追
悼
座
談
会
」『
日
本
及
日
本
人
』
三
五
一
号
、
一
一
一
頁
。

�
　
前
掲
『
近
衛
篤
麿
日
記
』
付
属
文
書
、
四
二
一
頁
。

�
　
酒
田
前
掲
書
、
二
五
一
頁
。

�
　
佐
藤
肋
骨
「
日
本
俳
句
草
創
期
の
子
規
と
飄
亭
」『
日
本
及
日
本
人
』
三
五
一
号
、
十
五
頁
。

�
　「
五
百
木
良
三
追
悼
座
談
会
」『
日
本
及
日
本
人
』
三
五
一
号
、
一
一
一
頁
。
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は
じ
め
に

　

野
宿
生
活
者
（
以
下
：
ホ
ー
ム
レ
ス
）
の
状
況
は
、
経
済･

雇
用
情
勢
の
悪
化
と
、
社
会
保
障
制
度
の
劣
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
厳
し
い
生

活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
公
園
な
ど
を
占
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民
は
公
共
施
設
の
適
正
な
利
用
を
妨
げ
ら
れ

た
り
、
街
の
景
観
が
損
な
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
住
民
と
の
間
に
軋
轢
が
生
じ
看
過
で
き
な
い
社
会
問
題
が
派
生
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
事
態
の
改
善
お
よ
び
、
社
会
問
題
の
解
決
を
早
期
に
図
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
国
や
自
治
体
は
ホ
ー
ム
レ
ス
に
関
す
る

施
策
と
し
て
、
平
成
十
四
年
「
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
一
〇
五 

号
：
以
下
特
別
措

置
法
）」
を
公
布
・
施
行
し
た
。
愛
知
県
に
お
い
て
も
、
特
別
措
置
法
を
踏
ま
え
「
愛
知
県
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
策
等
実
施
計
画(

以
下
：

実
施
計
画
：
平
成
十
六
年
か
ら
二
〇
年
の
計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
現
在
、
第
二
期
の
実
施
計
画
（
平
成
二
一
年
か
ら
二
五
年
）
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。

　

第
二
期
の
実
施
計
画
は
、
第
一
期
の
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
の
問
題
点
を
①
ホ
ー
ム
レ
ス
の
高
齢
化
、
期
間
の
長
期
化
、
自
立
意
欲
の
低
下
、

②
ホ
ー
ム
レ
ス
の
流
入
に
よ
る
早
期
の
対
策
、
③
生
活
保
護
の
適
切
な
適
用
と
、
適
用
後
の
ア
フ
タ
ー
フ
ォ
ロ
ー
の
必
要
性
。
ま
た
、
自
立

の
た
め
の
住
居
、
就
労
支
援
、
④
総
合
的
な
対
策
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

愛
知
県
が
示
す
第
二
期
実
施
計
画
を
概
観
す
る
と
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
ら
も
自
立
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
、
ま
た
、
自
立
の
意
思

ホ
ー
ム
レ
ス
の
健
康
と
自
立
へ
の
生
活
環
境
整
備
の
課
題
（
２
）

三　

好　

禎　

之
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の
あ
る
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
て
積
極
的
な
支
援
を
行
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
を
社
会
全
体
が
、
温
か
く
受
け
入
れ

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
施
計
画
は
ホ
ー
ム
レ
ス
の
「
自
立
」
に
対
す
る
支
援
を
中
心
に
位
置
付
け
、

問
題
解
決
を
図
る
た
め
の
諸
施
策
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
厳
し
い
野
宿
生
活
を
お
く
る
ホ
ー
ム
レ
ス
は
、
身
体
や
精
神
に
過
度
な
負
荷
が
掛
か
り
、「
自
立
」
を
手
に
い
れ
る
た
め
の
体

力
が
維
持
さ
れ
て
い
な
い
と
推
察
さ
れ
る
。
先
行
研
究
を
概
観
し
て
も
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
生
活
実
態
に
関
す
る
研
究
や
、
路
上
生
活
に
至
る

プ
ロ
セ
ス
研
究
、
支
援
施
策
の
効
果
測
定
を
伴
う
成
果
研
究
は
広
く
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
路
上
生
活
を
行
う
上
で
ど
れ
ほ
ど
の
体
力
を
必

要
と
し
て
い
る
の
か
、
歩
数
に
着
目
し
た
実
証
的
な
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
消
費
と
補
給
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
て
「
食

事
摂
取
」
は
体
力
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
不
可
欠
な
行
為
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
言
及
し
た
研
究
も
少
な
い
。

　

本
研
究
は
、
先
に
示
し
た
問
題
関
心
を
手
が
か
り
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
１
日
に
ど
れ
ほ
ど
の
歩
数
を
要
し
て
い
る
の
か
、
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
１
日
に
消
費
さ
れ
る
運
動
量
お
よ
び
、
生
命
維
持
に
必
要
な
基
礎
代
謝
量
を
計
測
し
つ
つ
、
微
小
運

動
量
を
加
え
た
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

以
上
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
体
力
に
か
か
わ
る
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
自
立
に
向
け
た
生
活
環
境
整
備
の
課
題
を
提
起
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
研
究
を
論
じ
る
前
に
、
以
下
の
よ
う
に
用
語
を
定
義
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
路
上
生
活
者
と
は
、
ド
ヤ
、
テ
ン
ト
を
使
用
し
て
い
る
者
で
は
な
く
、
新
聞
紙
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
を
路
上
に
敷
い
て
寝
泊
り
を
す

る
「
野
宿
者
」
を
指
す
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
本
研
究
は
、
路
上
生
活
者
の
日
常
的
な
活
動
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
、
便
宜
上
、
路

上
生
活
期
間
を
階
層
区
分
⑴

と
し
て
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。

　

①　

０
～
１
２
ヶ
月
「
表
層
」

　

②　

１
３
～
２
６
ヶ
月
「
上
層
」

　

③　

２
７
～
４
０
ヶ
月
「
中
層
」

　

④　

４
１
～
５
２
ヶ
月
「
漸
深
層
」
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⑤　

５
３
ヶ
月
以
上
「
深
層
」

　

以
上
、
５
階
層
を
操
作
概
念
と
し
て
定
め
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
身
体
活
動
の
実
態
を
と
ら
え
る
。

　

第
二
に
、
体
力
、
基
礎
代
謝
量
、
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
、
摂
取
カ
ロ
リ
ー
、
運
動
量
、
歩
数
、
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。
な
お
、
簡
潔
に
こ

れ
ら
用
語
を
定
め
て
お
き
た
い
。

（
１
）
猪
飼
に
よ
る
と
体
力
は
、「
ス
ト
レ
ス
に
耐
え
て
生
を
維
持
し
て
い
く
、
体
の
防
衛
力
と
積
極
的
に
仕
事
を
し
て
い
く
体
の
行
動
力
」 ⑵

と
し
て
い
る
。
ま
た
、、
体
力
は
、「
身
体
的
要
素
」
と
「
精
神
的
要
素
」
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
行
動
体
力
」
と
「
防
衛
体
力
」
か

ら
構
成
さ
れ
る
。
以
上
、
体
力
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
の
源
で
あ
り
、
物
事
に
取
り
組
む
意
欲
や
気
力
と
い
っ
た
精
神
面
の
充
実
に

も
深
く
か
か
わ
り
、
人
間
の
健
全
な
発
達
・
成
長
を
支
え
、
健
康
的
で
充
実
し
た
生
活
を
送
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

（
２
）
基
礎
代
謝
量
と
は
、
何
も
せ
ず
じ
っ
と
し
て
い
て
も
、
生
命
活
動
を
維
持
す
る
た
め
に
生
体
で
自
動
的
に
（
生
理
的
に
）
行
わ
れ
て

い
る
活
動
で
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
を
い
う
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
は
、
成
長
期
が
終
了
し
て
、
代
謝
が
安
定
し
た
一
般
成
人
の
場
合
、
１
日

に
女
性
で
約
１
２
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
、
男
性
で
約
１
５
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
と
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
歩
数
と
は
、
加
速
度
装
置
が
と
ら
え
た
振
動
の
回
数
を
歩
数
と
し
て
表
す
。

（
４
）運
動
量
と
は
、歩
行
、運
動
に
よ
る
カ
ロ
リ
ー
消
費
量
を
表
す
。
本
研
究
で
用
い
る
加
速
度
装
置
が
と
ら
え
た
運
動
の
強
さ
を
カ
ロ
リ
ー

消
費
量
に
換
算
し
、
運
動
量
と
し
て
表
す
。

（
５
）
摂
取
カ
ロ
リ
ー
は
、
食
べ
物
に
よ
っ
て
体
内
に
入
っ
て
く
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
を
い
う
。

（
６
）
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
と
は
、
基
礎
代
謝
量
、
微
動
運
動
、
運
動
量
を
加
算
し
た
も
の
で
１
日
の
総
消
費
量
を
指
す
も
の
と
す
る
。

　

第
三
に
、
本
研
究
で
用
い
る
自
立
を
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。
愛
知
県
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
策
等
実
施
計
画
に
よ
る
と
、
自
立
と

は
、
個
々
の
ホ
ー
ム
レ
ス
が
そ
の
状
態
を
脱
却
し
、
通
常
の
社
会
生
活
に
復
帰
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
。
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一
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
歩
数
調
査
の
概
要

１　

調
査
協
力
団
体
の
概
要

　

本
研
究
で
調
査
協
力
を
し
て
頂
い
た
団
体
は
、
名
古
屋
市
で
活
動
す
る
「
さ
さ
し
ま
共
生
会
」
で
あ
る
。「
さ
さ
し
ま
共
生
会
」
は
、

１
９
７
５
年
に
名
古
屋
駅
、
笹
島
付
近
で
十
一
人
の
凍
死
、
餓
死
者
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
名
古
屋
駅
構
内
で
炊
き
出
し
を
始
め
、

２
０
０
１
年
に
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
さ
さ
し
ま
共
生
会
」
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
主
な
活
動
は
、
野
宿
生
活
者
の
生
命
と
人
権
を
守
る
活
動
を
行

い
、
衣
食
住
の
提
供
、
医
療
・
生
活
相
談
、
就
労
機
会
の
提
供
な
ど
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
「
自
立
」
の
た
め
の
協
力
・
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

２　

調
査
の
方
法

　

調
査
の
方
法
は
、
さ
さ
し
ま
共
生
会
に
調
査
趣
旨
を
説
明
し
、
第
一
に
事
前
調
査
を
実
施
し
た
。

　

事
前
調
査
の
内
容
は
、
支
援
者
か
ら
炊
き
出
し
に
来
場
す
る
ホ
ー
ム
レ
ス
数
や
、
年
齢
、
路
上
生
活
状
況
を
聞
き
取
っ
た
。
聞
き
取
り
を

し
た
後
、
任
意
で
調
査
協
力
者
と
な
る
ホ
ー
ム
レ
ス
を
５
人
選
出
し
た
。
調
査
協
力
者
と
な
る
ホ
ー
ム
レ
ス
に
調
査
趣
旨
お
よ
び
プ
ラ
イ
バ

シ
ポ
リ
シ
ー
を
説
明
し
た
後
、
加
速
度
装
置
ラ
イ
フ
コ
ー
ダ
―
Ｅ
Ｘ
（
４
秒
版
）
を
用
い
て
、
歩
数
及
び
運
動
強
度
、
運
動
消
費
量
な
ど

２
４
時
間
の
活
動
を
３
日
間
計
測
す
る
方
法
を
毎
月
１
回
実
施
し
た
。

　

な
お
、
事
前
調
査
の
実
施
時
期
は
２
０
１
０
年
１
１
月
か
ら
２
０
１
１
年
２
月
の
４
ヶ
月
間
実
施
し
た
。
調
査
実
施
時
期
を
選
定
し
た
理

由
は
、
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
研
究
所
、
青
栁
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
高
齢
者
の
日
常
的
な
身
体
活
動
と
心
身
の
健
康
に
関
す
る

研
究
を
手
掛
か
り
に
選
定
し
た
。

　

青
栁
ら
に
よ
れ
ば
、
身
体
活
動
の
量
と
質
の
両
方
が
高
齢
者
の
健
康
に
影
響
す
る
と
指
摘
し
つ
つ
、
１
日
１
万
歩
歩
く
こ
と
は
、
必
ず
し

も
健
康
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
む
し
ろ
、
最
大
酸
素
摂
取
量
の
５
０
％
前
後
の
身
体
活
動
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

だ
と
い
う
。 

ま
た
、
日
常
的
な
身
体
活
動
の
総
量
に
つ
い
て
は
、
気
象
の
要
素
も
大
き
い
と
し
て
い
る
。
特
に
降
水
量
と
平
均
気
温
の
影
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響
が
大
き
く
、
降
水
量
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
身
体
活
動
は
減
少
し
、
さ
ら
に
１
日
の
歩
数
は
平
均
気
温
１
７
度
前
後
を
ピ
ー
ク
に
、
こ
れ

よ
り
気
温
が
高
く
て
も
低
く
て
も
減
少
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
先
行
研
究
を
も
と
に
、
３
月
、
４
月
、
５
月
を
除
い
た

気
象
条
件
が
厳
し
く
歩
数
が
減
少
す
る
と
思
わ
れ
る
季
節
に
限
定
し
て
事
前
調
査
を
行
っ
た
。
事
前
調
査
で
計
測
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
収
集
し
、

基
礎
的
な
統
計
処
理
を
行
っ
た
上
で
分
析
方
法
を
検
討
し
た
。
加
え
て
、
事
前
調
査
で
生
じ
た
問
題
点
や
課
題
を
各
月
ご
と
に
整
理
し
、
調

査
方
法
の
修
正
を
行
っ
た
。

　

こ
う
し
た
事
前
調
査
を
基
に
、本
調
査
計
画
を
再
度
作
成
し
、
今
一
度
さ
さ
し
ま
共
生
会
に
調
査
趣
旨
を
説
明
し
、
了
解
の
も
と
実
施
し
た
。

　

本
調
査
の
対
象
地
域
は
名
古
屋
市
栄
を
中
心
と
し
、
さ
さ
し
ま
共
生
会
が
主
催
す
る
炊
き
出
し
会
場
と
し
た
。
ま
た
、
同
会
場
を
ラ
イ
フ

コ
ー
ダ
Ｅ
Ｘ
（
４
秒
版
）
の
配
布
お
よ
び
回
収
場
所
と
し
た
。
一
方
、
調
査
の
実
施
期
間
は
、
２
０
１
１
年
５
月
か
ら
２
０
１
２
年
２
月
ま

で
の
期
間
と
し
、
計
測
日
は
月
１
回
、
月
末
の
木
曜
日
（
土
日
を
挟
む
月
曜
日
に
回
収
し
た
。）
に
ラ
イ
フ
コ
ー
ダ
―
Ｅ
Ｘ
を
装
着
し
て
も

ら
い
、
１
日
２
４
時
間
連
続
５
日
間
の
計
測
を
行
っ
た
。

　

続
い
て
対
象
者
の
選
定
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
支
援
団
体
さ
さ
し
ま
共
生
会
が
主
催
す
る
炊
き
出
し
会
場
に
来
場
す
る
ホ
ー
ム
レ
ス
に
直
接
、

本
調
査
の
主
旨
を
説
明
し
、
理
解
、
賛
同
く
だ
さ
る
方
に
依
頼
し
た
。
調
査
協
力
を
頂
い
た
ホ
ー
ム
レ
ス
は
７
４
人
で
あ
り
、
全
て
男
性
と

な
っ
た
。
加
え
て
、
１
日
の
食
事
摂
取
の
内
容
を
把
握
す
る
た
め
、
食
品
の
内
容
、
飲
料
水
な
ど
を
記
録
で
き
る
よ
う
用
紙
と
鉛
筆
を
渡
し
、

記
入
を
依
頼
し
た
。
こ
こ
で
回
収
で
き
た
標
本
は
４
３
人
で
あ
り
、
全
体
の
５
８
．
９
％
の
回
収
率
で
あ
っ
た
。

３　

分
析
内
容

　

こ
れ
よ
り
、
調
査
結
果
を
「
対
象
者
の
属
性
」「
平
均
歩
数
値
」「
体
重
と
基
礎
代
謝
量
」「
ホ
ー
ム
レ
ス
の
運
動
量
と
基
礎
代
謝
量
」「
摂

取
カ
ロ
リ
ー
」「
主
な
摂
取
栄
養
素
」「
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
」
に
分
類
し
、
統
計
手
法
を
用
い
て
簡
潔
に
結
果
を
論
じ
て
み
た
い
。
ま
た
、
操

作
概
念
で
設
け
た
各
階
層
間
に
有
意
差
が
あ
る
の
か
、
一
元
配
置
分
散
に
よ
っ
て
傾
向
を
と
ら
え
る
。
さ
ら
に
、
有
意
差
が
あ
る
場
合
、
多

重
比
較
を
行
い
、
ど
の
階
層
間
に
有
意
差
が
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
す
る
。
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二
、
調
査
の
結
果

１　

対
象
者
の
属
性

　

調
査
結
果
を
論
じ
る
前
に
、
調
査
対
象
者
の
属
性
を
簡
潔
に
示
し
て
お
き
た
い
。

　

対
象
者
の
年
齢
は
、平
均
５
８
．
３
歳
で
あ
り
、２
０
０
７
年
に
行
わ
れ
た
全
国
調
査
と
比
較
す
る
と
、０
．
５
ポ
イ
ン
ト
低
い
値
と
な
っ

て
い
る
。
一
方
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
身
体
の
特
徴
は
、
平
均
体
重
６
０
．
７
ｋ
ｇ
で
あ
り
、
文
部
科
学
省
「
学
校
保
健
統
計
調
査
・
運
動
能
力

調
査
」
に
お
け
る
５
５
～
５
９
歳
平
均
の
６
７
．
０
１
ｋ
ｇ
と
比
較
し
て
、
約
７
ｋ
ｇ
低
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
身
長
は
１
６
５
．
５

㎝
で
あ
り
、
同
調
査
に
お
け
る
平
均
１
６
８
．
７
３
ｃ
ｍ
と
比
べ
る
と
約
３
ｃ
ｍ
低
い
傾
向
に
あ
っ
た
。

２　

平
均
歩
数
値

　

調
査
期
間
に
お
け
る
最
大
歩
数
は
４
４
１
８
３
歩
で
あ
り
、
最
少
０
歩
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
調
査
対
象
者
の
平
均
歩
数
は
１
４
６
２
２
．

８
歩
を
示
し
、
標
準
偏
差
（
以
下
：
Ｓ
Ｄ
）
１
０
７
３
３
．
２
６
歩
を
示
し
た
。
上
限
の
値
を
示
す
デ
ー
タ
５
件
を
除
い
た
平
均
歩
数
は

１
３
４
６
４
．
８
歩
を
示
す
結
果
で
あ
っ
た
。
厚
生
労
働
省
の
「
平
成
二
一
年
国
民
健
康
・
栄
養
調
査
結
果
の
概
要
」
に
記
さ
れ
る
日
本
人

が
１
日
あ
た
り
に
歩
く
平
均
歩
数
は
男
性
で
７
２
１
４
歩
、
女
性
で
６
３
５
２
歩
で
あ
る
と
い
う
。
単
純
に
こ
う
し
た
デ
ー
タ
と
比
較
は
で

き
な
い
が
、
ホ
ー
ム
レ
ス
は
成
人
男
性
の
約
２
倍
歩
い
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

３　

体
重
と
基
礎
代
謝　
（
図
１
参
照
）

　

ホ
ー
ム
レ
ス
の
平
均
体
重
は
、
先
に
も
示
し
た
よ
う
に
６
０
．
７
ｋ
ｇ
で
あ
り
、
最
大
８
５
ｋ
ｇ
、
最
小
４
７
ｋ
ｇ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

基
礎
代
謝
量
の
平
均
は
１
３
４
４
．
１
９
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、最
大
は
１
６
２
１
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
、最
小
は
１
０
８
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
で
あ
っ

た
。
体
重
と
基
礎
代
謝
と
の
関
係
は
０
．
８
３
と
強
い
相
関
が
見
ら
れ
、
体
重
が
重
い
と
基
礎
代
謝
量
も
高
く
な
る
傾
向
で
あ
っ
た
。
ま
た
、



─ 20 ─

逆
に
体
重
が
軽
い
と
基
礎
代
謝
量
が
減
少
す
る
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
、
回
帰
直
線
を
引
く
と
、
直
線
状
の
上
部
に
デ
ー
タ
は
集
中

し
て
い
る
が
、
下
部
に
も
デ
ー
タ
が
散
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
体
重
が
重
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
基
礎
代
謝
量
が

低
い
場
合
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

４　

ホ
ー
ム
レ
ス
の
運
動
量
と
基
礎
代
謝
量　
（
図
２
参
照
）

　

ホ
ー
ム
レ
ス
の
運
動
量
は
、
最
大
１
２
９
４
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
、
最
少
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
を
示
し
、
平
均
、
３
７
７
．
２
７
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
（
Ｓ
Ｄ
２
７
０
．

９
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
上
限
の
値
５
件
を
除
い
た
平
均
は
３
５
３
．
２
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
を
示
し
た
。
一
方
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
の
平
均

は
、
２
０
７
９
．
３
１
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
（
Ｓ
Ｄ
３
８
０
．
２
７
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
）
を
示
し
た
。

　

こ
う
し
た
結
果
を
基
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
運
動
量
と
歩
数
の
関
係
を
と
ら
え
る
と
、
相
関
関
係
０
．
９
３
と
強
い
相
関
が
み
ら
れ
た
。
ま

た
、
単
回
帰
解
析
に
よ
っ
て
、
運
動
量
と
歩
数
の
動
向
を
分
析
す
る
と
、
決
定
係
数
０
．
８
６
と
非
常
に
高
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。
加
え
て
、
体
重
と
基
礎
代
謝
の
関
係
を
と
ら
え
る
と
０
．
９
２
と
強
い
相
関
が
み
ら
れ
た
。

　

他
方
、
年
齢
と
基
礎
代
謝
の
推
移
を
と
ら
え
る
と
、
マ
イ
ナ
ス
０
．
５
６
と
負
の
弱
い
相
関
が
確
認
さ
れ
、
年
齢
が
高
く
な
る
と
基
礎
代

謝
量
が
減
少
す
る
傾
向
が
確
認
さ
れ
た
。
一
般
的
に
年
齢
が
高
く
な
る
と
基
礎
代
謝
量
（
日
本
人
の
食
事
摂
取
基
準
２
０
１
０
年
：
基
準
値
）

は
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
基
礎
代
謝
量
は
、
基
準
値
を
下
回
る
傾
向
に
あ
る
。
例
え
ば
、
今
回
調
査
し
た
ホ
ー
ム
レ
ス

の
基
礎
代
謝
量
は
、
１
３
４
４
．
１
９
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
が
平
均
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
６
０
歳
代
に
限
っ
て
み
る
と
、
平
均
１
２
７
６
．
７
ｋ
ｃ

ａ
ｌ
を
示
し
、
平
均
値
を
６
７
．
４
９ 

ｋ
ｃ
ａ
ｌ
低
い
傾
向
を
示
し
た
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
が
示
す
「
２
０
１
０
年
日
本
人
の
食
事
摂

取
基
準
」
に
み
る
６
０
歳
代
の
基
礎
代
謝
量
の
基
準
値
は
１
４
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
マ
イ
ナ
ス
１
２
３
．
３

ｋ
ｃ
ａ
ｌ
低
い
傾
向
に
あ
る
。
加
え
て
、
７
０
歳
代
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
基
礎
代
謝
量
は
１
２
１
９
．
３
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
を
示
し
、
先
に
示
し
た

７
０
歳
代
の
基
準
値
１
２
８
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
と
比
較
す
る
と
マ
イ
ナ
ス
６
０
．
７
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
低
い
傾
向
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
調
査
で
「
平
均
歩
数
」
を
１
万
歩
未
満
の
グ
ル
ー
プ
と
、
２
万
歩
か
ら
３
万
歩
以
上
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
比
較
し
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て
み
る
と
、
１
万
歩
未
満
は
１
９
人
で
あ
り
、
９
名
が
６
０
歳
以
上
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
２
万
歩
か
ら
３
万
歩
以
上
も
同
様
に
１
９
人
と
い

う
結
果
で
あ
り
、
こ
の
内
６
０
歳
以
上
は
１
２
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
約
６
割
が
６
０
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
、
１
万
歩
未
満
の
グ
ル
ー
プ
に
み
る
歩
数
と
基
礎
代
謝
の
傾
向
を
と
ら
え
る
と
、
９
０
０
０
歩
を
超
え
る
ホ
ー
ム
レ
ス
の
基
礎
代

謝
量
は
総
じ
て
低
下
し
て
い
た
。
他
方
、
９
０
０
０
歩
を
超
え
、
な
お
か
つ
体
重
も
６
０
ｋ
ｇ
以
上
あ
る
ホ
ー
ム
レ
ス
は
、
基
礎
代
謝
量
も

１
３
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
以
上
の
数
値
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
年
齢
が
６
０
歳
以
上
で
体
重
が
５
０
ｋ
ｇ
台
の
場
合
、
基
礎
代
謝

量
が
１
０
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
以
上
～
１
３
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
未
満
の
範
囲
に
低
下
し
て
い
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
体
重
が
４
０
～
５
０
ｋ

ｇ
台
の
ホ
ー
ム
レ
ス
で
、
３
万
歩
に
近
づ
く
ほ
ど
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
は
増
加
し
、
一
方
で
基
礎
代
謝
量
は
減
少
し
て
い
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　

な
お
、
加
速
度
装
置
ラ
イ
フ
レ
コ
ー
ダ
ー
Ｅ
Ｘ
を
装
着
す
る
際
、
目
標
運
動
消
費
量
を
任
意
で
３
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
に
設
定
し
、
ホ
ー
ム
レ

ス
の
運
動
消
費
量
を
日
別
で
と
ら
え
る
調
査
も
併
せ
て
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、目
標
値
を
超
え
る
日
数
は
全
体
の
５
５
．
７
％
に
及
ん
で
い
た
。

　

ホ
ー
ム
レ
ス
の
活
動
状
況
に
関
し
て
、
１
万
歩
以
上
歩
く
ホ
ー
ム
レ
ス
の
歩
数
を
２
分
毎
に
確
認
す
る
と
、
明
け
方
５
時
ご
ろ
か
ら
歩
行

（
活
動
）
を
は
じ
め
、
断
続
的
に
２
３
時
ご
ろ
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。

一
方
、
１
万
歩
未
満
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
歩
数
は
、
微
小
運
動
を
伴
い
な
が
ら
、
昼
夜
を
問
わ
ず
歩
行
（
活
動
）
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
他
に
、
限
定
的
な
デ
ー
タ
分
析
で
は
あ
る
が
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
法
（
Ｂ
ｏ
ｄ
ｙ　

Ｍ
ａ
ｓ
ｓ　

Ｉ
ｎ
ｄ
ｅ
ｘ
）⑶
よ
り
算
定
し
た
標
準
体
重
の

増
減
に
よ
っ
て
も
、
歩
数
の
変
動
が
確
認
さ
れ
、
標
準
体
重
の
±
１
５
％
を
超
え
た
場
合
、
歩
数
は
著
し
く
減
少
す
る
と
同
時
に
、
歩
行
（
活

動
）
時
間
も
減
少
し
て
い
る
事
例
が
確
認
さ
れ
た
。

５　

摂
取
カ
ロ
リ
ー
は
中
層
を
境
に
減
少
傾
向　

　

ホ
ー
ム
レ
ス
の
摂
取
カ
ロ
リ
ー
の
平
均
は
表
１
に
示
す
よ
う
に
１
２
２
７
．
４
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
最
大
摂
取
カ
ロ
リ
ー
は
、

２
６
１
１
．
２
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
で
あ
り
、
最
小
は
、
４
６
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
で
あ
っ
た
。（
表
１
参
照
）
厚
生
労
働
省
が
示
す
５
０
歳
か
ら
６
９
歳
ま

で
の
平
均
的
な
摂
取
カ
ロ
リ
ー
は
２
０
５
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
摂
取
カ
ロ
リ
ー
は
、
極
度
に
低
い
と
い
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え
よ
う
。
ま
た
、生
命
の
維
持
に
最
小
限
必
要
と
さ
れ
る
摂
取
カ
ロ
リ
ー
数
は
１
２
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
と
さ
れ
る
が
、５
３
．
５
％
に
及
ぶ
ホ
ー

ム
レ
ス
が
、
そ
の
数
値
を
下
回
っ
て
い
た
。
な
お
、
１
０
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
に
達
し
な
い
ホ
ー
ム
レ
ス
は
全
体
の
２
８
％
確
認
さ
れ
た
。
こ
う

し
た
状
況
を
鑑
み
、
戦
後
最
も
飢
え
に
苦
し
ん
だ
と
さ
れ
る
昭
和
２
１
年
、
国
民
の
一
人
１
日
当
た
り
の
栄
養
摂
取
量
は
１
９
０
３
ｋ
ｃ
ａ

ｌ
と
さ
れ
、
さ
ら
に
都
市
部
に
限
っ
て
み
る
と
一
人
当
た
り
の
平
均
摂
取
カ
ロ
リ
ー
は
１
７
２
１
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
示

し
た
都
市
部
と
比
較
し
て
も
約
５
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
低
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。⑷

　

と
こ
ろ
で
、
各
階
層
に
よ
っ
て
摂
取
カ
ロ
リ
ー
に
違
い
が
あ
る
の
か
、
ク
ラ
ス
カ
ル
ウ
ォ
リ
ス
の
検
定
を
行
う
と
、
カ
イ
二
乗
値
３
．

６
１
、
ｐ
値
０
．
４
６
と
５
％
水
準
で
有
意
差
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。（
表
２
参
照
）
ま
た
、
摂
取
カ
ロ
リ
ー
と
年
齢
の
有
意
差
を
同
様

に
検
定
し
た
と
こ
ろ
、
有
意
差
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。（
表
３
参
照
）
上
記
の
と
お
り
有
意
差
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
元
配
置
分

散
に
よ
る
多
重
比
較
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
表
９
に
示
す
と
お
り
２
７
ヶ
月
以
上
～
４
０
ヶ
月
未
満
に
示
し
た
中
層
の
み
マ
イ
ナ
ス
の
値
を

示
し
、
他
の
階
層
と
比
較
し
て
摂
取
カ
ロ
リ
ー
が
低
い
傾
向
で
あ
っ
た
。

　
６　

摂
取
栄
養
素
は
偏
り
の
傾
向

　

本
調
査
か
ら
確
認
さ
れ
た
食
品
は
９
６
１
食
品
で
あ
っ
た
。
食
品
の
内
訳
は
、
お
に
ぎ
り
、
菓
子
パ
ン
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
、
食
パ
ン
、
イ

ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
、
親
子
ど
ん
ぶ
り
、
味
噌
汁
、
う
ど
ん
な
ど
炊
き
出
し
に
提
供
さ
れ
る
食
品
目
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
バ
ナ
ナ
や
野

菜
も
食
さ
れ
て
い
る
が
、
野
菜
の
摂
取
量
は
全
体
の
５
．
８
％
ほ
ど
に
留
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
他
に
、
ビ
ー
ル
、
缶
チ
ュ
ー
ハ
イ
な
ど
も
飲

ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
よ
り
も
コ
ー
ヒ
ー
、
お
茶
、
水
が
多
く
飲
ま
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
摂
取
さ
れ
た
食
品
か
ら
栄
養
素
を
と
ら
え
る
と
、
糖
質
（
炭
水
化
物
）、
脂
質
が
多
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
三
大
栄
養

素
の
一
つ
で
あ
る
た
ん
ぱ
く
質
が
少
な
い
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
活
動
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
、
糖
質
、
脂
質
、
た
ん
ぱ
く
質
は
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
栄
養
素
で
あ
る
。
ま
た
、
生
体
機
能
を
維
持
・
調
整
す
る
た
め
に
は
、
た
ん
ぱ
く
質
、
ビ
タ
ミ
ン
、
無
機
質
が
必
要
と

な
る
。
食
品
目
か
ら
す
る
と
、
た
ん
ぱ
く
質
、
ビ
タ
ミ
ン
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
食
物
繊
維
の
摂
取
が
極
め
て
低
い
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傾
向
に
あ
っ
た
。

　

食
物
繊
維
は
糖
分
の
吸
収
と
食
後
の
急
激
な
血
糖
値
の
上
昇
を
抑
え
、
排
便
促
進
や
血
液
中
の
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
低
下
さ
せ
る
作
用
が

あ
る
。
食
物
繊
維
の
摂
取
が
少
な
い
ほ
ど
、
糖
尿
病
の
発
症
率
が
高
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
が
２
０
０
０
年
か
ら
実
施
し

て
い
る
「
２
１
世
紀
に
お
け
る
国
民
健
康
づ
く
り
運
動
：
健
康
日
本
２
１
」
で
は
、
野
菜
類
の
摂
取
は
３
５
０
ｇ
摂
取
す
る
こ
と
を
推
奨
し

て
い
る
が
、
こ
う
し
た
推
奨
例
か
ら
す
る
と
、
極
め
て
低
い
摂
取
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

７　

総
消
費
カ
ロ
リ
ー
の
減
少
す
る
起
点
は
中
層

　

ホ
ー
ム
レ
ス
の
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
の
平
均
は
表
５
に
示
す
と
お
り
２
０
９
５
．
２
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
で
あ
っ
た
。
最
大
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
は

２
８
５
７
．
２
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
で
あ
り
、
最
小
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
は
１
７
３
２
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
調
査
対
象
者
４
３
人
の
う
ち
５
８
．

１
％
が
、
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
２
０
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
を
超
え
る
結
果
を
示
し
た
。

　

こ
れ
ら
結
果
を
踏
ま
え
、
各
階
層
間
に
お
い
て
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
に
違
い
が
あ
る
の
か
、
ク
ラ
ス
カ
ル
ウ
ォ
リ
ス
の
検
定
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
カ
イ
二
乗
値
１
０
．
５
７
８
、
ｐ
値
０
．
０
３
２
と
５
％
水
準
で
有
意
差
が
確
認
さ
れ
た
。（
表
６
参
照
）
一
方
、
年
齢
と
総
消
費
カ

ロ
リ
ー
を
同
様
に
検
定
し
た
と
こ
ろ
、
カ
イ
二
乗
値
１
５
．
４
２
、
Ｐ
値
０
．
３
５
と
５
％
水
準
で
有
意
差
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。（
表

８
参
照
）
な
お
、
有
意
差
が
確
認
さ
れ
た
階
層
間
に
お
け
る
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
に
つ
い
て
は
、
一
元
配
置
分
散
に
お
い
て
多
重
比
較
を
行
い
、

ど
の
階
層
間
に
有
意
差
が
確
認
さ
れ
た
の
か
ボ
ン
フ
ェ
ロ
ー
ニ
の
検
定
を
行
っ
た
。（
表
１
２
参
照
）
そ
の
結
果
、
上
層
の
項
目
を
み
る
と
、

中
層
、
漸
深
層
、
深
層
に
ア
ス
タ
リ
ス
ク
が
示
さ
れ
５
％
水
準
で
有
意
差
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
、
上
層
は
上
記
三
つ
の
階
層
よ
り
も

高
い
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
言
い
換
え
る
と
、
中
層
を
境
に
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
は
減
少
し
、
漸
深
層
に
入
れ
る
と
す
べ

て
の
階
層
で
、
マ
イ
ナ
ス
に
転
じ
る
傾
向
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
は
深
層
に
移
行
す
る
と
、
深
層
は
中
層
に
比
べ

４
５
．
５
４
Ｋ
ｃ
ａ
ｌ
、
ま
た
、
漸
深
層
は
６
４
．
３
９
Ｋ
ｃ
ａ
ｌ
高
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

　

年
齢
の
高
い
ホ
ー
ム
レ
ス
が
階
層
に
多
数
存
在
す
る
と
、
基
礎
代
謝
量
は
低
い
値
を
示
し
、
総
じ
て
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
も
低
い
値
を
示
す
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と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
階
層
間
に
年
齢
は
等
分
散
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
、
分
散
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｆ
値
５
．
２
１
６
、
Ｐ
値
０
．
０
０
２

と
５
％
水
準
で
有
意
差
が
確
認
さ
れ
た
。（
表
１
３
参
照
）
有
意
差
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
表
１
４
に
示
す
よ
う
に
ボ
ン
フ
ェ
ロ
ー
ニ

の
検
定
に
よ
る
多
重
比
較
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
表
層
と
深
層
に
ア
ス
タ
リ
ス
ク
が
示
さ
れ
、
５
％
水
準
で
有
意
差
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、

上
層
と
深
層
に
お
い
て
も
、
同
様
に
有
意
差
が
確
認
さ
れ
た
。
な
お
、
深
層
は
、
表
層
と
比
較
し
て
約
１
０
歳
（
１
０
．
１
６
歳
）、
上
層

は
約
１
１
歳
（
１
１
．
０
５
歳
）
高
齢
で
あ
る
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
の
変
動
を
階
層
と
年
齢
に
区
分
し
て
と
ら
え
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
総
消
費
カ
ロ
リ
ー

の
低
下
は
年
齢
に
限
ら
ず
、
路
上
生
活
期
間
の
長
さ
が
起
因
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
中
層
を
起
点
と
し
て
運
動
量
、
微
小

運
動
量
は
減
少
し
、
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
は
低
下
し
て
い
た
。

　

三
、
考
察

　

今
回
の
調
査
に
お
い
て
は
、
歩
数
だ
け
で
な
く
起
居
場
所
や
身
体
の
障
害
・
精
神
的
不
安
、
疾
患
の
有
無
な
ど
も
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て

確
認
し
て
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
分
析
に
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
複
合
的
な
要
素
を
含
め
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
体
力
は
検

証
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
本
研
究
に
お
い
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
身
体
活
動
の
実
態
や
、
栄
養
素
の
摂
取
状
況
は
実
証
的
に
明
ら
か
と

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
低
い
摂
取
カ
ロ
リ
ー
で
、
高
い
運
動
量
を
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。

　

ホ
ー
ム
レ
ス
の
運
動
消
費
量
を
日
別
で
と
ら
え
る
調
査
を
行
っ
た
と
先
に
も
示
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
目
標
値
３
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
を
超
え

る
日
数
は
全
体
の
５
５
．
７
％
に
及
ん
で
い
た
。
任
意
で
定
め
た
目
標
運
動
量
を
消
費
す
る
た
め
に
は
、
仮
に
体
重
が
６
０
ｋ
ｇ
の
場
合
、

平
常
歩
と
い
わ
れ
る
毎
分
７
５
ｍ
の
速
さ
で
約
１
０
０
分
間
の
連
続
歩
行
が
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
た
連
続
歩
行
は
、
食
事
摂
取
が
十
分
摂

れ
ず
必
要
な
栄
養
素
を
摂
取
出
来
な
か
っ
た
り
、
ま
た
、
居
住
環
境
が
整
わ
な
か
っ
た
り
す
る
状
況
で
は
、
健
康
被
害
を
招
く
と
考
え
ら
れ



─ 25 ─

る
。　

　

と
り
わ
け
、
路
上
生
活
期
間
が
長
く
な
り
、
過
度
な
歩
行
に
よ
っ
て
、
足
首
、
膝
、
股
関
節
な
ど
の
関
節
痛
な
ど
か
ら
歩
け
な
く
な
っ
た

り
、
腰
、
脊
柱
、
腕
、
手
、
臓
器
な
ど
全
身
状
態
の
機
能
障
害
が
生
じ
た
り
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
歩
行
障
害
か
ら
運
動
量

が
減
少
す
る
と
と
も
に
、
体
力
が
低
下
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
体
力
低
下
は
、
便
秘
や
失
禁
、
低
体
温
症
な
ど
の
自
律
神
経
障
害
や
、
抑
う
つ
、
無
為
無
欲
状
態
な
ど
の
精
神
障
害
を
発
生
し
、

強
い
て
は
生
き
る
意
欲
が
低
下
す
る
な
ど
「
廃
用
症
候
群
」
を
発
生
さ
せ
る
原
因
と
な
る
。

　

本
研
究
に
お
い
て
は
、
著
し
い
筋
力
の
低
下
に
伴
う
歩
行
障
害
や
、
内
分
泌
障
害
が
多
発
的
に
生
じ
た
事
例
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
路
上
生
活
期
間
が
上
層
か
ら
中
層
に
移
行
す
る
際
、
ホ
ー
ム
レ
ス
は
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
大
き
な
負
荷
が
掛
か
り
、
総
消
費
カ

ロ
リ
ー
は
低
下
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
他
方
で
、
十
分
な
食
事
が
摂
れ
な
い
こ
と
か
ら
栄
養
摂
取
が
著
し
く
低
く
、
低
栄
養
状
態
が
身

体
に
影
響
し
て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
ホ
ー
ム
レ
ス
の
身
体
的
な
活
動
は
、
路
上
生
活
が
一
定
の
期
間
を
超
え
る
と
低
下
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
前
段
階
で
の
支
援

が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
著
し
く
身
体
機
能
が
低
下
し
た
段
階
で
の
支
援
内
容
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
か
で
も
、
医
師
、
看
護
師
に
よ
る
、
関
節
、
爪
、
内
部
機
能
、
口
腔
な
ど
の
疾
患
に
関
す
る
診
察
や
検
診
は
、
各
階
層
で
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
管
理
栄
養
士
や
保
健
師
な
ど
に
よ
る
栄
養
状
態
の
確
認
や
啓
発
も
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
総
消
費
カ
ロ
リ
ー
が
低
下
す
る
上

層
か
ら
中
層
に
か
け
て
は
、
理
学
療
法
士
や
ス
ポ
ー
ツ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
、
介
護
予
防
運
動
指
導
員
ら
に
よ
る
身
体
機
能
に
関
す
る
測
定

が
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
活
動
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
も
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
食
生
活
を
改
善
し
、
十
分
な
栄
養
素
を
摂
り
入
れ
る
こ

と
は
、
健
康
な
身
体
を
維
持
す
る
だ
け
で
な
く
、
体
力
を
養
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

　

愛
知
県
が
示
す
第
二
期
実
施
計
画
や
、
愛
知
県
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
が
行
う
生
活
困
窮
者
等
支
援
事
業
な
ど
、
自
立
支
援
に
向
け
た
職
業
訓
練

お
よ
び
日
常
生
活
訓
練
は
、
上
記
の
よ
う
な
運
動
や
栄
養
と
い
っ
た
視
点
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
路
上
生
活
か
ら
の
脱
却
を
支
援
す
る
た
め

に
は
、
運
動
や
栄
養
と
い
う
視
点
に
立
脚
し
た
ホ
ー
ム
レ
ス
支
援
の
開
発
が
求
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
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註⑴　

路
上
生
活
期
間
に
一
部
偏
り
が
生
じ
た
た
め
、
階
層
区
分
は
均
一
に
区
切
っ
て
い
な
い
。

⑵　

猪
飼
道
夫
（
１
９
７
２
）「
体
力
と
身
体
適
正
」『
体
育
科
学
辞
典
』
第
一
法
規
出
版
、
ｐ
ｐ
．
９
９
‐
１
０
１
．

⑶　

身
長
か
ら
み
た
体
重
の
割
合
を
示
す
体
格
指
数

⑷　
「
国
民
の
栄
養
摂
取
量
昭
和
２
１
～
３
８
年
度
」
厚
生
省

参
考
論
文
・
参
考
資
料

１　

三
好
禎
之　

中
尾
治
子　

井
川
淳
史　

上
田
智
子　

古
橋
エ
ツ
子
（
２
０
１
２
）「
ホ
ー
ム
レ
ス
の
健
康
と
生
活
環
境
整
備
の
課
題
（
１
）」
環
境
経

営
研
究
所
年
報
第
１
１
号
名
古
屋
産
業
大
学　

名
古
屋
経
営
短
期
大
学　

２　

厚
生
労
働
省
（
２
０
０
９
）「
平
成
２
１
年
国
民
健
康
・
栄
養
調
査
結
果
の
概
要
」

３　

厚
生
労
働
省
保
険
医
療
局
健
康
増
進
栄
養
課
「
第
五 

次
改
定
日
本
人
の
栄
養
所
要
量
」

４　

安
永
明
智
・
青
栁
幸
利 （
２
０
０
６
）「
高
齢
者
の
健
康
関
連
Ｑ
Ｏ
Ｌ
に
及
ぼ
す
日
常
身
体
活
動
の
影
響
に
関
す
る
前
向
き
研
究
：
中
之
条
研
究
」 

健

康
医
科
学
論
文
集

５　

C
atrina Tudor ―

 Locke and D
avid R

. B
assett Jr

（2004

）「H
ow

 M
any Step/D

ay Aye Enough?

」Sports M
ed2004　

６　

安
永
明
智　

東
郷
史
治　

朴
眩
泰　

渡
辺
英
次　

岡
浩
一
郎　

青
栁
幸
利
（
２
０
０
４
）「
高
齢
者
の
健
康
関
連
Ｑ
Ｏ
Ｌ
に
及
ぼ
す
身
体
活
動
の
影

響 : 

中
之
条
研
究
」
日
本
体
育
学
会
大
会
号　

社
団
法
人
日
本
体
育
学
会

　

http://w
w

w
.ncbi.nlm

.nih.gov/pubm
ed/14715035　

2012.10.20

７　

名
古
屋
市
「
２
０
０
５
年
名
古
屋
市
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
な
ど
に
関
す
る
実
施
計
画
」

８　

愛
知
県　
「
２
０
０
２
年
愛
知
県
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
策
等
実
施
計
画
」
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「ホームレスの健康と自立への生活環境整備の

課題（2）」名古屋経営短期大学 三 好 禎 之 
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 2 

表 7総消費カロリーと年齢の平均値 
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表 13 階層と年齢の分散分析 

 
 
表 14 階層と年齢の多重比較 
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一
、
は
じ
め
に

　

平
成
二
二
年
文
科
省
統
計
資
料
に
よ
れ
ば
、
学
校
現
場
の
抱
え
る
問
題
は
こ
こ

一
〇
年
あ
ま
り
の
間
に
悪
化
の
方
向
に
む
か
っ
て
い
る
。
平
成
五
年
～
一
〇
年
調
査

と
比
べ
不
登
校
児
童
数
、
学
内
暴
力
行
為
は
約
二
倍
、
日
本
語
指
導
が
必
要
な
児
童

数
約
二
・
六
倍
、
通
級
に
よ
る
指
導
児
童
数
約
四
・
七
倍
、
特
別
支
援
学
級
学
校
在
籍

数
約
一
・
八
倍
、
要
保
護
、
準
要
保
護
児
童
数
約
一
・
六
倍
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
学
校
は
、
閉
鎖
的
空
間
と
さ
れ
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
も
情
報
共
有
が
う

ま
く
進
ま
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
近
年
、
地
域
住
民
が
教
育
活
動
へ
積
極
的
に
参
加

し
、
絆
の
醸
成
、
地
域
教
育
力
向
上
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
の
向
上
を
目
指
す
各
種

の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
る 

⑴
（
図
１
参
照
）。
そ
の
一
例
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ス
ク
ー
ル
で
あ
る
⑵ （

図
２
参
照
）。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
に
は
、
学
校
運
営
協
議
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
同

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
と
学
校
教
育
に
関
す
る
一
考
察

佐
々
木　

孝　

夫

─
希
薄
化
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
─

図１　地域における教育支援活動
（引用　文科省ホームページ）



─ 31 ─

協
議
会
は
、
教
育
委
員
会
か
ら
任
命
さ
れ
た
保
護
者
や
地
域
住
民
等
が
、
一
定
の
権
限
と
責
任
を
持
っ
て
学
校
運
営
の
基
本
方
針
を
承
認
し

た
り
、
教
育
活
動
に
つ
い
て
意
見
を
の
べ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
科
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
四
年
現
在
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
指
定
状
況
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
が
一
一
八
三
校
に
拡
大
し
て
い
る
。
地
域
住

民
や
保
護
者
等
が
学
校
づ
く
り
に
参
画
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
指
定
校
数
が
大
幅

に
拡
大
し
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
は
、
こ
こ
数
年
、
年
度
ご
と
一
五
〇
校
程
度

ず
つ
増
え
て
き
た
。
平
成
二
八
年
目
標
約
三
〇
〇
〇
校
に
向
け
て
増
加
傾
向
が
続
く
⑶

」

　

ま
た
地
域
と
学
校
に
関
連
す
る
他
の
取
り
組
み
と
し
て
学
校
支
援
地
域
本
部
制
度
が
あ
る
。

学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
促
進
事
業
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。
①
地
域
の
チ
カ
ラ
で
学
校
を
サ
ポ
ー
ト
、
②
家
庭
や
地
域
の
教
育
力
が
低

下
傾
向
に
あ
る
が
地
域
全
体
で
教
育
に
取
り
組
む
体
制
づ
く
り
、
③
自
治
体
が
選
択
し
自
主
的

に
行
う
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携
協
力
の
た
め
の
様
々
な
取
組
み
を
支
援
し
、
社
会
全
体
の

教
育
力
の
向
上
を
図
る
、
④
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
の
推
進
・
家
庭
教
育
支
援
な
ど
で
あ
る
。

都
区
部
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
現
状
に
つ
い
て
は
東
京
都
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
毎
年
更

新
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
な
ぜ
今
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
を
は
じ
め
と
す

る
各
種
制
度
を
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
そ
の
理
由
を
多
角
的
な
視
点
か
ら
明
ら
か
に

す
る
。
な
お
、
こ
の
研
究
分
野
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
論
に
お
け
る
教
育
と
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
研
究
が
盛
ん
で
あ
り
、
多
く
の
研
究
成
果
の
蓄
積
が
あ
る
。

二
、
希
薄
化
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
と
学
校

　
『
読
売
新
聞
』
が
二
〇
〇
六
年
五
月
に
お
こ
な
っ
た
全
国
意
識
調
査
と
毎
年
実
施
さ
れ
て
い
る

図２　コミュニティ・スクールのイメージ（引用　文科省ホームページ）



─ 32 ─

港
区
意
識
調
査
に
お
い
て
、
人
間
関
係
や
地
域
と

関
係
に
つ
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
意
識
調

査
や
学
校
制
度
へ
の
是
非
に
つ
い
て
質
問
し
て
い

る
。
読
売
新
聞
調
査
に
よ
れ
ば
図
３
の
よ
う
に
人

間
関
係
の
希
薄
化
が
進
ん
で
い
る
。
地
域
や
人
間

関
係
を
作
る
力
の
低
下
と
と
も
に
家
族
要
因
と
の

関
連
性
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、港
区
世
論
調
査
（
第
一
回
～
第
二
八
回
⑷

）

の
結
果
、地
域
活
動
参
加
意
識
は
総
じ
て
高
い
（
イ

ベ
ン
ト
、
お
祭
り
な
ど
中
心
）。
た
だ
、
自
ら
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
ろ
う
と
す
る
意
識
は
低
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
に
ま
ち
づ
く
り
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
る

区
民
も
多
く
、
年
代
層
別
調
査
か
ら
判
断
す
る
と
世
代
間
の
意
識
差
を
解
消
す
る
よ
う
な
取
り
組
み
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象

は
大
都
市
部
だ
け
で
な
く
地
方
で
も
同
様
の
現
象
が
起
き
て
い
る
。
自
分
の
居
住
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い

社
会
が
到
来
し
た
と
い
え
る
。

　

港
区
に
お
け
る
学
校
と
地
域
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
社
会
教
育
委
員
会
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
港
区
は
、
都
内
他
区
と
同
様
に
学
校
選

択
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。
学
校
選
択
制
で
は
、
区
市
町
村
教
育
委
員
会
が
就
学
校
を
指
定
す
る
場
合
に
、
就
学
す
べ
き
学
校
に
つ
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
保
護
者
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
三
二
条
第
一
項
）。
こ
の
保
護
者
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、

区
市
町
村
教
育
委
員
会
が
就
学
校
を
指
定
す
る
場
合
、
学
校
選
択
制
と
い
う
。
港
区
の
場
合
、
小
学
は
学
校
隣
接
地
区
選
択
、
中
学
は
自
由

選
択
制
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
港
区
が
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
⑸

。「
こ
の
制
度
を
続
け
て
欲
し
い
（
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
含
め
て
）」
四
六
％
、「
続
け
て
欲
し
く
な
い
」
一
〇
％
程
度
、「
わ
か
ら
な
い
」
三
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、

図３　人間関係とつながりの変化
（『読売新聞』2006年5月13日付朝刊より引用）
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続
け
て
欲
し
い
理
由
（
平
成
二
三
年
調
査
）
と
し
て
、
①
希
望
校
へ
の
入
学
に
よ
り
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
や
学
校
行
事
地
域
活
動
が
活
発
に
な
る
か

ら
、
②
魅
力
あ
る
学
校
づ
く
り
の
た
め
に
地
域
と
学
校
連
携
す
る
必
要
、
③
地
域
の
様
々
な
人
と
交
流
で
き
る
な
ど
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
続
け
て
ほ
し
く
な
い
理
由
（
平
成
二
三
年
調
査
）
と
し
て
は
、
①
学
校
を
基
盤
と
し
た
地
域
づ
く
り
が
で
き
な
い
、
②
学
校
間
の

競
争
を
煽
り
学
校
規
模
に
偏
り
が
生
じ
る
、
③
災
害
時
に
お
い
て
地
域
連
携
が
図
れ
な
い
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。
調
査
結
果
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
制
度
自
体
に
は
、
あ
る
程
度
賛
成
だ
が
、
一
部
に
不
満
、
不
安
も
残
る
区
民
が
い
る
。
具
体
的
な
学
校
制
度
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

関
心
の
あ
る
区
民
は
、
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
学
校
を
中
心
と
し
た
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
上
で
は
、
区
民
の
関
心
を
高
め
る
広
報
活

動
が
不
可
欠
で
あ
る
。

三
、
学
校
を
中
心
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
連
携

　

筆
者
は
、
都
区
内
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス

ク
ー
ル
を
推
進
し
て
い
る
三
鷹
市
な
ど
を
比
較
事
例
と
し
学
会
報
告
を

行
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
関
係
上
、
港
区
に
お
け
る
事
例
を
取

り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
⑹

。
こ
の
小
学
校
区
の
地
域
環
境
は
、
高
層
マ

ン
シ
ョ
ン
地
域
と
商
店
街
地
域
が
混
在
す
る
学
区
で
あ
る
。
大
使
館
や

緑
も
多
い
が
、
住
民
間
の
強
い
地
域
意
識
を
共
有
で
き
て
い
る
と
は
い

え
な
い
。
高
齢
者
層
も
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
自
治
町
内
会
、
老
人
会

な
ど
へ
の
加
入
率
は
低
下
傾
向
に
あ
る
。「
孤
立
す
る
高
齢
者
層
」「
老

人
漂
流
社
会
」
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど

で
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
三
・
一
一
で
経
験
し
た
防
災
時
に
お
け
る
不
安

も
そ
の
後
の
余
震
を
含
め
現
実
的
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
将
来
的
予
測

図４　スクールコミュニティピラミッド（筆者作成）
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に
よ
れ
ば
三
〇
年
以
内
に
巨
大
地
震
が
起
き
る
確
率
は
過
去
の
予
測
よ
り
高
く
な
っ
た
。
行
政
だ
け
に
依
存
し
た
対
策
で
は
な
く
、
地
域
住

民
一
丸
と
な
っ
た
早
期
の
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。　

　

港
区
は
、
平
成
二
七
年
よ
り
地
域
と
の
連
携
を
重
視
し
た
学
校
運
営
作
り
を
進
展
さ
せ
る
。
今
回
対
象
と
し
て
い
る
公
立
小
学
校
各
校
で

は
、
様
々
な
取
り
組
み
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
筆
者
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
小
学
校
校
長
は
、
三
鷹
市
と
港
区
の
双

方
で
実
務
経
験
が
あ
り
、
図
四
の
よ
う
な
構
想
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
小
学
校
校
長
は
、
自
ら
が
率
先
し
て
地
域
町
内
会
、
歴
代
Ｐ
Ｔ
Ａ
会

長
会
、
防
災
行
事
へ
積
極
的
に
参
加
す
る
。
校
長
の
豊
富
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
運
営
経
験
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
同
事
業
運
営
を

行
っ
て
い
く
上
で
プ
ラ
ス
の
効
果
を
伴
っ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
学
校
を
中
心
と
し
た
「
タ
ウ
ン
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
し
て
の
役
割
を
目
指

し
て
い
る
。
学
校
・
家
庭
・
地
域
が
協
働
し
な
が
ら
様
々
な
立
場
の
大
人
た
ち
が
関
わ
る
。
ま
た
豊
か
な
心
の
育
成
、
規
範
意
識
の
高
揚
、

学
力
定
着
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
連
携
協
力
の
強
化
や
協
働
意
識
を
育
て
る
。
具
体
的
に
は
、
ス
タ
デ
ィ
ー
ア
ド
バ
イ
ザ
（
サ
ポ
ー
タ
）
制

度
の
導
入
（
算
数
・
書
道
・
家
庭
科
な
ど
）、
特
別
な
知
識
技
術
を
も
た
な
い
地
域
住
民
や
保
護
者
の
授
業
へ
の
参
加
、
教
員
の
専
門
性
を

大
事
に
し
学
習
目
標
共
有
、
個
性
に
応
じ
た
学
習
支
援
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ
て
も
教
育
の
当
事
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
、
サ
ポ
ー

タ
と
先
生
、
事
務
局
な
ど
と
の
信
頼
関
係
が
重
要
で
意
見
交
換
会
な
ど
の
実
施
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
校
区
に
お
け
る
防
災
計
画
の

立
案
と
地
域
団
体
と
の
調
整
を
行
う
な
ど
そ
の
実
施
範
囲
は
広
い
。

　

以
上
の
具
体
例
を
実
施
し
て
い
く
過
程
で
課
題
も
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
な
ど
制
度
自
体
へ
の
理
解
不
足
、
既
存
組
織
（
Ｐ

Ｔ
Ａ
）・
行
政
な
ど
と
の
関
係
や
教
職
員
間
の
調
整
、
全
国
に
拡
大
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
と
補
完
関
係
に
あ
る
制
度
と
の
関
連
性
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
な
ど
の
制
度
評
価
な
ど
が
あ
る
。
評
価
方
法
（
学
力
到
達
度
以
外
の
指
標
）
に
つ
い
て
は
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ス
ク
ー
ル
実
施
校
・
教
育
委
員
会
に
関
す
る
委
託
調
査
（
平
成
二
四
年
佐
藤
晴
雄
日
大
教
授
）⑺
』
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら

に
体
系
的
な
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

今
回
の
分
析
の
焦
点
で
あ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
が
薄
れ
ゆ
く
現
状
（
各
種
世
論
調
査
）」
は
全
国
的
に
拡
大
し
て
い
る
。
都
市
部
農

村
部
を
隔
て
る
こ
と
な
く
、
こ
の
傾
向
は
進
ん
で
い
る
。
学
校
運
営
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
作
り
を
通
じ
て
教
育
面
だ
け
で
な
く
防
災
と
し
て
の
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学
校
、
学
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
整
備
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
社
会
科
学
全
般
で
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
研
究
が
進
展
し
て
い

る
。
同
理
論
提
唱
者
の
重
要
な
人
物
と
い
わ
れ
て
い
る
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
指
数
は
小
～
高
校
に
お

け
る
生
徒
の
標
準
テ
ス
ト
の
成
績
と
生
徒
在
学
継
続
率
と
強
い
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
成
績
だ
け
で
な
く
、
様
々

な
社
会
指
標
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
で
の
研
究
成
果
も
多
く
、
今
後
の
研
究
の
参
考
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
平
成
二
二

年
四
月
二
二
日
付
『
琉
球
新
報
』
に
お
い
て
以
下
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。「
一
方
、
大
阪
大
の
志
水
宏
吉
教
授
に
よ
る
と
、
所
得
が
相
対

的
に
低
い
農
村
部
で
も
、
教
師
と
子
ど
も
の
信
頼
関
係
が
深
い
学
校
で
は
学
力
向
上
の
効
果
が
高
い
。
家
庭
・
学
校
・
地
域
の
人
間
関
係
の

強
さ
が
学
力
を
左
右
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
き
こ
と
は
明
確
だ
。
親
と
子
、
教
師
と
子
ど
も
が
向
か
い
合
う
時
間
を
確

保
し
、
信
頼
感
を
つ
く
り
出
す
こ
と
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
社
会
関
係
資
本
）、
言
い
換
え
れ
ば
人
と
人
の
き
ず
な
を
回
復
す
る
こ

と
だ
」

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
何
か
、
教
育
と
は
何
か
が
問
わ
れ
て
い
る
今
日
、
そ
の
問
に
対
す
る
答
え
は
、
じ
つ
は
我
々
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
も

う
す
で
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
研
究
に
お
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
指
標
の

尺
度
に
つ
い
て
の
再
検
討
や
地
域
の
自
律
的
発
展
に
む
け
た
地
域
住
民
の
参
加
方
法
に
つ
い
て
更
な
る
議
論
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
後
者
に

つ
い
て
は
、
地
域
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
円
滑
化
の
た
め
に
地
域
住
民
意
見
反
映
な
ど
の
た
め
（
ネ
ッ
ト
や
住
民
モ
ニ
タ
ー
な
ど
制

度
導
入
、　

審
議
会
な
ど
へ
の
住
民
参
加
な
ど
実
施
）
も
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。　

　

平
成
二
五
年
一
月
、
安
倍
内
閣
に
お
い
て
教
育
再
生
実
行
会
議
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
日
本
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
提
唱
者
・

貝
ノ
瀬
滋
は
人
間
力
、
社
会
力
、
つ
ま
り
「
身
近
な
関
係
を
超
え
て
私
た
ち
の
社
会
と
の
関
わ
り
を
も
ち
社
会
の
一
員
と
な
っ
て
役
割
を
果

た
し
つ
つ
自
己
実
現
を
図
る
力
」
を
育
て
る
べ
き
で
あ
る
と
強
調
す
る
⑻

。
今
回
協
力
い
た
だ
い
た
港
区
小
学
校
長
も
貝
ノ
瀬
三
鷹
市
教
育

長
の
下
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
学
校
運
営
を
実
施
し
て
き
た
⑼

。
同
会
議
メ
ン
バ
ー
に
貝
ノ
瀬
が
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
は
新
た
な
段
階
に
す
す
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
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四
、
終
わ
り
に
代
え
て
　
　

　

最
後
に
社
会
的
共
通
資
本
と
し
て
の
教
育
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
⑽

。『
日
本
の
教
育
を
考
え
る
』
で
宇
沢
弘
文
氏
が
述
べ

て
い
る
「
教
育
と
は
何
か
」
の
定
義
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
に
「
一
人
一
人
の
子
ど
も
が
も
っ
て
い
る
多
様
な

先
天
的
、
後
天
的
資
質
を
で
き
る
だ
け
生
か
し
、
そ
の
能
力
を
で
き
る
だ
け
伸
ば
し
、
発
展
さ
せ
、
実
り
多
い
、
幸
福
な
人
生
を
お
く
る
こ

と
が
で
き
る
一
人
の
人
間
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
を
助
け
る
こ
と
で
あ
る
。」
第
二
に
「
こ
の
と
き
、
あ
る
特
定
の
国
家
的
、
宗
教
的
、
人

種
的
、
階
級
的
、
経
済
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
と
づ
い
て
子
ど
も
を
教
育
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
教
育
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
「
一
人
一
人
の
子
ど
も
が
持
っ
て
い
る
個
性
的
な
資
質
を
大
事
に
し
、
そ
の
能
力
を
可
能
な
か

ぎ
り
育
て
る
。
第
二
に
「
一
人
の
社
会
的
人
間
と
し
て
充
実
し
た
幸
福
な
人
生
を
お
く
る
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に
人
格
的
諸
条
件
を
身
に
つ

け
る
」
と
明
確
に
目
的
理
念
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
学
校
教
育
制
度
に
つ
い
て
は
「
で
き
る
だ
け
ひ
ろ
く
、
多
様
な
社
会
的
、

経
済
的
、
文
化
的
背
景
を
も
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
一
緒
学
び
、
遊
べ
る
場
所
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
考
え
方
は
こ
れ
か
ら
の
学
校
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
上
で
示
唆
に
富
む
内
容
で
あ
り
、
学
際
的
研
究
の
進
展
が
期

待
さ
れ
る
。

　

以
上
、
学
校
教
育
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
関
連
に
つ
い
て
紙
幅
の
都
合
上
、
全
て
に
言
及
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
が
、
福
澤
諭
吉
も

指
摘
し
て
い
る
個
の
重
要
性
、「
発
育
」
こ
そ
本
来
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
も
つ
意
味
で
あ
る
⑾

。
ま
た
福
澤
は
ソ
サ
エ
テ
ィ
を
人
間
交
際

と
訳
し
た
。
こ
の
人
と
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
希
薄
化
が
、
教
育
の
現
場
や
日
常
生
活
に
多
く
の
問
題
を
引
き
お
こ
し
て
い
る
。
こ

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
と
い
う
二
つ
の
単
語
は
別
々
の
概
念
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。
い
ま
学
校
制
度
の
変
化
に
伴
い
、
こ
の
両

方
の
言
葉
と
教
育
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
再
考
す
る
時
と
考
え
る
。
今
後
も
多
様
な
社
会
に
お
け
る
教
育
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
そ

の
歴
史
的
背
景
を
含
め
た
体
系
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
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注⑴　

例
え
ば
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
と
は
「
人
間
関
係
、
つ
な
が
り
の
変
化
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
地
域
社
会
に
対
す
る
意
識
、
態
度
尺
度
か

ら
構
成
さ
れ
る
」（
例　

積
極
的
地
域
活
動
と
意
思
決
定
市
民
が
中
心
）。
石
盛
真
徳
（
二
〇
一
〇
）『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意
識
と
地
域
情
報
化
の
社
会
心

理
学
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
第
二
章
参
照
。

⑵　

金
子
郁
容
（
二
〇
〇
八
）『 

日
本
で
「
一
番
い
い
」
学
校
』
岩
波
書
店
。

⑶　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
は
、
地
域
住
民
や
保
護
者
等
で
構
成
す
る
学
校
運
営
協
議
会
が
置
か
れ
る
学
校
を
い
う
。
米
国
九
〇
年
代
か
ら
チ
ャ
ー

タ
ー
ス
ク
ー
ル
（
公
設
民
営
）、
英
国
「
学
校
理
事
会
（
人
事
に
決
定
権
あ
り
）」、
日
本
「
学
校
運
営
協
議
会
（
人
事
に
意
見
表
明
）」
な
ど
が
あ
る
。 

⑷　
「
港
区
の
世
論　

第
二
一
」（『
第
二
八
回
港
区
民
世
論
調
査
報
告
書
』
港
区
）
第
一
～
二
一
参
照
。

⑸　

http://w
w

w
.city.m

inato.tokyo.jp/gakkouuneishien/kodom
o/gakko/tetsuzuki/tennyugaku/sentaku/enquete/index.htm

l

（
平
成
二
五
年
三
月
参

照
）。

⑹　

日
本
法
政
学
会
第
27
回
総
会
及
び
研
究
会
（
平
成
二
四
年
一
一
月
一
七
日
）。
当
日
、
質
問
、
様
々
な
ご
指
摘
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
か
り
て

感
謝
い
た
し
ま
す
。

⑺　

http://w
w
w
.m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/chousa/shotou/090/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2012/10/10/1326698_4.pdf

（
平
成
二
五
年
三
月
参
照
）。

⑻　

貝
ノ
瀬
滋
（
二
〇
一
〇
）『
小
・
中
一
貫
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
つ
く
り
か
た
』
ポ
プ
ラ
社
。

⑼　

三
鷹
市
・
八
王
子
の
協
働
の
制
度
化
に
つ
い
て
は
進
邦
徹
夫
「
地
方
分
権
と
協
働
の
時
代
」『
法
政
論
叢
』
日
本
法
政
学
会
、
二
〇
〇
五　

第
四
一

巻
第
二
号　

七
五
～
八
五
頁
。

⑽　

宇
沢
弘
文
（
一
九
九
八
）『
日
本
の
教
育
を
考
え
る
』
岩
波
新
書 
一
〇
～
二
五
頁
参
照
。

⑾　
「
も
と
よ
り
直
接
に
事
物
を
教
え
ん
と
す
る
も
で
き
難
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
そ
の
事
に
あ
た
り
物
に
接
し
て
狼
狽
（
ろ
う
ば
い
）
せ
ず
、
よ
く
事
物

の
理
を
究
め
て
こ
れ
に
処
す
る
の
能
力
を
発
育
す
る
こ
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
で
き
得
べ
き
こ
と
に
て
、
す
な
わ
ち
学
校
は
人
に
物
を
教
う
る
所
に
あ
ら
ず
、

た
だ
そ
の
天
資
の
発
達
を
妨
げ
ず
し
て
よ
く
こ
れ
を
発
育
す
る
た
め
の
具
な
り
。
教
育
の
文
字
は
な
は
だ
穏
当
な
ら
ず
、
よ
ろ
し
く
こ
れ
を
発
育
と
称

す
べ
き
な
り
」「
諭
吉
教
育
論
」
富
田
正
文
・
土
橋
俊
一
編
『
福
澤
諭
吉
全
集
』
岩
波
書
店
、（
一
九
六
〇
）
一
一
頁
。

参
考
文
献

黒
崎
勲　
（
二
〇
〇
四
）『
新
し
い
タ
イ
プ
の
公
立
学
校
』
同
時
代
社
。
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葉
養
正
明
（
二
〇
〇
六
） 『
よ
み
が
え
れ
公
立
学
校
』
紫
峰
図
書
。　

読
売
新
聞
生
活
情
報
部
（
二
〇
〇
八
）『
つ
な
が
る
－
信
頼
で
つ
く
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
学
校
と
地
域
」
研
究
委
員
会
二
〇
〇
九
』
全
国
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
。

佐
藤
晴
雄
（
二
〇
一
〇
） 『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
研
究
』
風
間
書
房
。

奥
村
俊
子
・
貝
ノ
瀬
滋
（
二
〇
〇
八
）『
子
ど
も
・
学
校
・
地
域
を
つ
な
ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
』
学
事
出
版
。

今
村
晴
彦
他
（
二
〇
一
〇
） 『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ち
か
ら
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
。
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一
、
は
じ
め
に

　

人
の
生
活
に
不
可
欠
な
衣
・
食
・
住
の
中
で
も
、「
食
」
に
つ
い
て
は
、
毎
日
、
関
心
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
日
常
生
活

の
中
で
「
食
」
を
考
え
、
話
題
に
す
る
こ
と
が
多
い
。
景
気
が
後
退
し
た
今
日
に
お
い
て
は
、
ヤ
キ
ソ
バ
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
、
ホ
ル
モ
ン
焼

き
等
の
Ｂ
級
グ
ル
メ
と
称
さ
れ
る
大
衆
的
・
庶
民
的
料
理
が
、
世
間
の
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
食
」
に
関
す
る
ブ
ー
ム
は
、
私

達
の
日
々
の
生
活
の
糧
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
食
」
の
楽
し
み
、
嗜
好
の
対
象
で
も
あ
り
、
更
に
は
食
文
化
と
し
て
の
体

験
の
場
を
提
供
す
る
。
こ
こ
数
年
、
こ
の
「
食
」
の
多
面
的
な
魅
力
は
、
地
域
振
興
（
ま
ち
お
こ
し
）
の
現
場
に
お
い
て
、
そ
の
効
果
を
発

揮
し
つ
つ
あ
る
。
特
に
Ｂ
級
グ
ル
メ
と
称
さ
れ
る
大
衆
的
・
庶
民
的
料
理
を
ま
ち
お
こ
し
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、
そ
の
料
理
と
そ
の
料
理
を
生

ん
だ
地
域
の
良
さ
を
伝
え
、
集
客
に
つ
な
げ
、
地
域
経
済
を
活
性
化
さ
せ
、
地
域
に
誇
り
と
自
信
を
養
う
地
域
住
民
に
よ
る
取
組
み
が
出
現

し
た
。
こ
の
現
象
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
ま
ち
お
こ
し
の
在
り
方
、
更
に
は
、
地
方
自
治
の
在
り
方
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
の

方
向
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

本
論
文
で
は
、
ま
ず
、
地
域
振
興
（
ま
ち
お
こ
し
）
の
法
的
位
置
づ
け
を
確
認
し
、
地
方
自
治
の
在
り
方
に
つ
い
て
「
二　

地
域
振
興
の

法
的
位
置
づ
け
」
で
考
え
る
。
次
に
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
が
出
現
し
た
背
景
に
つ
い
て
、「
三　

Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち

お
こ
し
の
背
景
」
で
述
べ
、
そ
の
地
域
振
興
に
お
け
る
Ｂ
級
グ
ル
メ
が
果
た
す
役
割
と
ま
ち
お
こ
し
の
成
功
要
件
に
つ
い
て
「
四　

Ｂ
級
グ

「
Ｂ
級
グ
ル
メ
と
地
域
振
興
」

松　

永　

光　

雄

―
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
に
み
る
地
方
自
治
の
新
た
な
動
き
―
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ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
の
目
的
と
そ
の
成
功
要
件
」
で
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
五　

ま
と
め
」
と
し
て
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ

し
に
み
る
地
方
自
治
の
新
た
な
動
き
の
特
徴
を
指
摘
し
た
い
。

二
、
地
域
振
興
の
法
的
位
置
づ
け

（
一
）
地
域
振
興
（
ま
ち
お
こ
し
）
の
定
義

　

地
域
振
興
（
ま
ち
お
こ
し
）
と
は
、「
地
域
が
主
体
と
な
っ
て
、
地
域
の
観
光
資
源
を
活
用
し
域
外
か
ら
交
流
人
口
を
拡
大
す
る
観
光
諸

活
動
を
通
し
、
地
域
を
活
性
化
さ
せ
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
魅
力
あ
る
地
域
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
活
動
」
で
あ
る
⑴

。

　

つ
ま
り
、
ま
ち
お
こ
し
は
、
人
口
が
減
少
し
、
産
業
が
衰
退
し
、
経
済
状
況
が
悪
化
し
た
地
域
を
経
済
的
に
建
て
直
す
こ
と
で
、
人
口
を

回
復
し
、
産
業
を
振
興
さ
せ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
構
築
し
て
地
域
を
活
性
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
①
経
済
の
建
て
直
し
、

②
人
口
の
回
復
、
③
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
築
を
一
つ
の
取
組
み
で
賄
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
地
域
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
、
地

域
を
経
済
的
に
も
、
社
会
的
に
も
活
性
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
取
組
み
は
、
地
域
住
民
の
自
律
性
に
基
づ
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
・
維

持
の
行
為
で
あ
り
、
ま
た
、
歴
史
的
・
文
化
的
特
徴
を
共
有
す
る
地
域
共
同
体
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
る
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、

地
方
自
治
の
本
旨
に
沿
っ
た
取
組
み
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
憲
法
九
二
条
と
地
方
自
治
の
本
旨

　

憲
法
九
二
条
は
、
地
方
自
治
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
基
づ
く
地
方
公
共
団
体
の
運

営
が
住
民
の
直
接
参
加
を
想
定
し
て
い
る
。

　
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
と
は
、
地
方
自
治
の
本
来
の
在
り
方
、
あ
る
べ
き
姿
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
住
民
自
治
と
団
体
自
治

の
二
つ
の
要
素
を
含
む
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
住
民
自
治
に
お
い
て
は
、
地
域
住
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
地
方
公
共
団
体
の
事
務

が
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
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こ
の
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
の
あ
る
べ
き
姿
と
は
、
地
域
を
支
え
る
地
域
住
民
が
共
同
体
意
識
を
持
ち
、
地
方
自
治
体
の
意
思
決
定
に
も

主
体
的
に
関
与
す
る
在
り
方
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
域
住
民
の
在
り
方
は
、
地
域
の
歴
史
的
文
化
的
特
徴
を
地
域
住
民
間
に
共
有

さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
地
域
住
民
自
ら
が
地
域
共
同
体
の
主
体
と
な
っ
て
活
躍
す
る
環
境
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
憲
法
が
想
定
す
る
地

方
自
治
と
は
、
地
域
住
民
が
共
同
体
意
識
を
も
ち
、
地
域
や
地
方
公
共
団
体
の
意
思
決
定
に
自
律
的
に
関
与
す
る
在
り
方
で
あ
る
。

（
三
）
地
域
振
興
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け

　

先
述
の
と
お
り
、
地
域
振
興
（
ま
ち
お
こ
し
）
は
、「
地
域
が
主
体
と
な
っ
て
、
地
域
の
観
光
資
源
を
活
用
し
域
外
か
ら
交
流
人
口
を
拡

大
す
る
観
光
諸
活
動
を
通
し
、
地
域
を
活
性
化
さ
せ
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
魅
力
あ
る
地
域
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
活
動
」
で
あ
り
、
そ
れ
を

推
進
す
る
の
は
地
域
住
民
が
中
心
と
な
り
、
自
律
的
に
地
域
の
在
り
方
を
決
定
に
す
る
取
組
み
が
前
提
と
な
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
住
民

自
治
に
つ
な
が
る
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
つ
な
が
る
取
組
み
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、
地
域
住
民
に
よ
る
自
律
的
な
地
域
振
興
（
ま
ち
お
こ
し
）
は
、
地
方
自
治
活
動
の
一
環
と
し
て
、
憲
法
九
二
条
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
と
解
す
る
。
以
下
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
自
律
的
な
地
域
振
興
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
の
背
景

（
一
）
Ｂ
級
グ
ル
メ
の
定
義
と
そ
の
発
生
背
景

　

そ
も
そ
も
「
Ｂ
級
グ
ル
メ
」
と
は
何
か
。「
Ｂ
級
グ
ル
メ
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
景
気
の
時
期
に
出
版
さ
れ

た
書
籍
に
由
来
す
る
。
そ
れ
は
、
文
春
文
庫
ビ
ジ
ュ
ア
ル
版
『
Ｂ
級
グ
ル
メ
』
シ
リ
ー
ズ
に
よ
る
と
も
、
主
婦
と
生
活
社
に
よ
る
『
東
京
グ

ル
メ
通
信
Ｂ
級
グ
ル
メ
の
逆
襲
』
に
よ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
安
く
て
庶
民
か
ら
愛
さ
れ
る
食
べ
物
」
に
つ
い
て
の

総
称
と
し
て
認
知
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
⑵

。

　

そ
の
後
、
こ
こ
数
年
で
Ｂ
級
グ
ル
メ
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
一
般
社
団
法
人
「
Ｂ
級
ご
当
地
グ
ル
メ
で
ま
ち
お
こ
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し
団
体
連
絡
協
議
会
（
通
称
愛
Ｂ
リ
ー
グ
）」
に
よ
る
、二
〇
一
〇
年
五
月
二
六
日
に
初
め
て
開
催
さ
れ
た
「
Ｂ
―
１
グ
ラ
ン
プ
リ
」
と
い
う
、

Ｂ
級
ご
当
地
グ
ル
メ
イ
ベ
ン
ト
が
世
間
の
注
目
を
集
め
、
そ
の
イ
ベ
ン
ト
で
グ
ラ
ン
プ
リ
に
選
ば
れ
た
ヤ
キ
ソ
バ
や
ホ
ル
モ
ン
焼
き
等
の
料

理
が
Ｂ
級
グ
ル
メ
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
に
よ
る
⑶

。

　

従
っ
て
、
ま
ち
お
こ
し
と
の
関
係
か
ら
み
た
「
Ｂ
級
グ
ル
メ
」
と
は
、
昨
今
の
Ｂ
級
グ
ル
メ
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
で
あ
る
「
Ｂ
―
１
グ
ラ

ン
プ
リ
」
及
び
「
愛
Ｂ
リ
ー
グ
」
が
定
義
す
る
、「
安
く
て
、
美
味
し
い
、
地
元
で
愛
さ
れ
て
い
る
食
べ
物
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

こ
の
Ｂ
級
グ
ル
メ
が
ま
ち
お
こ
し
と
結
び
つ
く
背
景
に
は
、
ま
ち
お
こ
し
を
行
う
地
域
の
事
情
と
し
て
「
平
成
の
市
町
村
大
合
併
」
と
、
Ｂ

級
グ
ル
メ
ブ
ー
ム
を
支
え
る
「
Ｂ
層
」
と
呼
ば
れ
る
大
衆
の
動
向
が
関
係
し
て
い
る
。

（
二
）
平
成
の
市
町
村
大
合
併
に
よ
る
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
の
要
請

　

各
地
域
に
お
い
て
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
が
行
わ
れ
、
注
目
さ
れ
る
背
景
に
は
、「
平
成
の
市
町
村
大
合
併
」
に
よ
る
地
域

振
興
政
策
の
変
化
が
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
の
「
新
合
併
特
例
法
⑷

」
の
成
立
に
よ
り
始
ま
っ
た
「
平
成
の
市
町
村
大
合
併
」
に
よ
り
、

一
九
九
五
年
度
末
に
三
二
三
四
あ
っ
た
市
町
村
は
、
二
〇
一
二
年
度
末
に
は
一
七
一
九
に
統
合
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
市
町
村
の
広
域
化
が

進
み
、
人
口
も
集
約
化
し
た
。
公
共
施
設
の
利
活
用
の
向
上
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
・
低
料
金
化
、
情
報
イ
ン
フ
ラ
や
庁
舎
の
整
備
、

職
員
の
削
減
等
の
効
果
が
あ
が
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
人
口
二
〇
万
か
ら
二
五
万
の
中
小
都
市
で
、
し
か
も
中
山
間
地
域
を
含
む
自
治
体
が
増
加
し
た
。
以
前
の
小
都
市
の
産
業

政
策
で
は
、
企
業
誘
致
や
新
産
業
の
創
生
が
中
心
と
さ
れ
て
き
た
が
、
中
山
間
地
域
を
含
む
自
治
体
が
増
え
た
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
自
治
体

は
中
山
間
地
域
の
特
性
で
あ
る
「
農
」、「
食
」、「
暮
ら
し
」
に
目
を
向
け
た
地
域
振
興
政
策
を
採
用
す
る
動
き
が
活
発
化
し
た
。
従
来
の
地

域
振
興
政
策
は
、
国
等
の
補
助
金
や
交
付
金
を
基
に
国
等
の
指
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
ハ
コ
も
の
建
設
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
地
域
を
愛
す
る
地
元
住
民
に
よ
る
新
た
な
価
値
の
創
造
を
目
的
と
す
る
動
き
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。「
平
成
の
市
町
村
大
合
併
」
に
よ

り
発
生
し
た
中
堅
自
治
体
は
、
生
き
残
り
と
繁
栄
を
か
け
て
、
地
域
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
努
力
を
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
、
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中
山
間
地
域
の
地
域
資
源
と
し
て
食
材
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
食
材
を
利
用
し
た
料
理
を
使
っ
て
ま
ち
お
こ
し
を
す
る
動
き
が
、
Ｂ
級
グ
ル
メ

ブ
ー
ム
を
支
え
て
い
る
。

（
三
）「
Ｂ
層
」
大
衆
グ
ル
メ
フ
ァ
ン
の
動
向

　

各
地
域
が
ま
ち
お
こ
し
の
ツ
ー
ル
と
し
て
Ｂ
級
グ
ル
メ
を
選
択
す
る
背
景
に
は
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
人
気
を
支
え
る
大
衆
の
動
向
も
そ
の
要
因

の
一
つ
と
さ
れ
る
。
哲
学
者
の
適
菜
収
氏
は
、
そ
の
著
書
『
ゲ
ー
テ
の
警
告　

日
本
を
滅
ぼ
す
「
Ｂ
層
」
の
正
体
』
の
中
で
こ
の
大
衆
の
こ

と
を
「
Ｂ
層
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
Ｂ
層
」
と
は
、
Ａ
層
（
財
界
の
勝
ち
組
企
業
、
大
学
教
授
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
）
か
ら
の
結
論
を
与
え
ら
れ
、

そ
の
結
論
を
鵜
呑
み
に
し
て
し
ま
う
大
衆
の
こ
と
と
規
定
し
て
い
る
⑸

。

　

こ
の
「
Ｂ
層
」
大
衆
の
特
徴
は
、
自
己
の
価
値
観
に
基
づ
く
選
択
の
根
拠
と
し
て
権
威
を
好
む
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
特
徴

を
利
用
し
て
、
Ａ
層
で
あ
る
大
企
業
は
経
営
戦
略
上
、
Ｂ
層
向
け
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
し
、
マ
ス
コ
ミ
は
Ｂ
層
に
好
ま
れ
る
内
容
の

報
道
を
す
る
。
例
え
ば
、「
食
」
お
い
て
は
、
ラ
ー
メ
ン
屋
に
よ
っ
て
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
投
下
さ
れ
た
、「
門
外
不
出
の
秘
伝
の
ス
ー
プ
」

な
ど
と
謳
う
ラ
ー
メ
ン
屋
の
情
報
を
真
に
受
け
て
行
列
を
作
る
人
た
ち
、そ
れ
が
Ｂ
層
大
衆
で
あ
る
⑹

。
昨
今
の
グ
ル
メ
ブ
ー
ム
は
、こ
の「
Ｂ

層
」
と
定
義
さ
れ
る
大
衆
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

従
っ
て
、
こ
の
「
Ｂ
層
」
と
定
義
さ
れ
る
大
衆
は
、
社
会
の
多
数
派
を
形
成
し
、
政
治
・
文
化
等
様
々
な
分
野
に
お
け
る
動
き
に
影
響
を

与
え
て
い
る
。
こ
の
「
Ｂ
層
」
大
衆
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
、
地
域
振
興
を
考
え
る
上
で
も
事
柄
の
成
否
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
を
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
昨
今
の
Ｂ
級
グ
ル
メ
の
人
気
は
、
ま
ち
お
こ
し
の
主
催
者
に
よ
っ
て
、「
Ａ
層
」
と

定
義
さ
れ
る
マ
ス
コ
ミ
等
を
使
っ
て
情
報
発
信
し
て
、
こ
の
「
Ｂ
層
」
大
衆
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
結
果
で
あ
り
、「
Ｂ
―
１
グ
ラ
ン
プ
リ
」

の
よ
う
な
地
域
イ
ベ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
「
Ｂ
層
」
大
衆
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
、
地
域
に
足
を
運
ば
せ
、
地
域
の
Ｂ
級
ご
当
地
グ
ル
メ

や
地
域
観
光
資
源
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
功
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



─ 44 ─

四
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
の
目
的
と
そ
の
成
功
要
件

（
一
）
ま
ち
お
こ
し
の
目
的
と
そ
の
成
功
要
件

　

Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
の
目
的
は
、
地
域
を
「
食
」
の
体
験
場
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
こ
と
で
、
地
域
を
活
性
化
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
対
外
的
に
は
、
地
域
へ
の
誘
地
を
促
進
し
、
経
済
的
効
果
と
知
名
度
を
高
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
対
内
的
に
は
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
を
促
進
し
、
地
域
住
民
の
地
域
へ
の
誇
り
と
自
信
を
醸
成
す
る
精
神
的
価
値
へ
と
結
び
つ
け
る
効
果
が
期
待
で

き
る
。
こ
の
目
的
達
成
に
は
、
以
下
の
「
食
」
の
選
択
と
「
食
」
の
ブ
ラ
ン
ド
化
が
成
功
要
件
と
な
る
。

（
二
）「
食
」
の
選
択
―
「
発
掘
型
」
料
理
の
選
択
―

　

Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
は
、「
安
く
て
、
う
ま
く
て
、
地
元
で
愛
さ
れ
て
い
る
食
べ
物
」
を
観
光
資
源
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
、
そ
の
地
域
を
象
徴
す
る
Ｂ
級
グ
ル
メ
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
Ｂ
級
グ
ル
メ
の
選
択
に
あ
た
り
、
も
と
も
と
地
元

に
存
在
し
て
い
た
料
理
を
ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
「
発
掘
型
」
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
全
く
新
し
い
グ
ル
メ
を
創
る
「
開
発
型
」
と
に
分
か
れ
る
。

前
述
の
Ｂ
級
グ
ル
メ
ブ
ー
ム
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
Ｂ
―
１
グ
ラ
ン
プ
リ
」
で
グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞
や
上
位
入
賞
す
る
こ
と
で
、
全
国
的
に

知
名
度
を
上
げ
て
い
る
料
理
は
、「
発
掘
型
」
の
料
理
で
あ
る
⑺

。

　

例
え
ば
、「
富
士
宮
や
き
そ
ば
」、「
厚
木
シ
ロ
コ
ロ
ホ
ル
モ
ン
」
は
、
Ｂ
―
１
グ
ラ
ン
プ
リ
に
参
加
す
る
ま
で
は
、
も
と
も
と
地
元
に
存

在
し
て
い
た
「
や
き
そ
ば
」
や
「
ホ
ル
モ
ン
焼
き
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
ま
ち
お
こ
し
の
た
め
の
料
理
と
し
て
選
択
し
た
こ
と
が
、

ブ
ラ
ン
ド
化
の
成
功
に
結
び
付
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
か
ら
、「
発
掘
型
」
の
料
理
の
方
が
、「
開
発
型
」
の
料
理
に
比
べ
て
、

ま
ち
お
こ
し
の
地
域
資
源
と
し
て
成
功
し
や
す
い
と
い
う
理
由
が
三
つ
考
え
ら
れ
る
。

　

一
つ
に
は
、
地
元
で
愛
さ
れ
続
け
て
い
る
料
理
は
、
お
い
し
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
醸
成
さ
れ
る
こ
と
、
二
つ
に
は
、
観
光
客
は
割
高
な

価
格
設
定
を
し
た
観
光
客
を
当
て
込
ん
だ
料
理
を
嫌
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
三
つ
に
は
、
多
少
有
名
に
な
っ
た
地
元
料
理
は
、
地
域
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住
民
の
応
援
を
得
ら
れ
や
す
く
、
地
元
消
費
が
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、「
開
発
型
」
料
理
の
場
合
、
以
下
の
三
つ
の
成
功
し
に
く
い
理
由
が
あ
る
。

　

一
つ
に
は
、
創
作
料
理
は
、
地
元
に
受
け
入
れ
ら
れ
定
着
す
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
、
二
つ
に
は
、
新
た
に
創
造
し
、
発
信
す
る

主
体
が
飲
食
店
等
で
あ
っ
た
り
、ま
た
、グ
ル
メ
レ
シ
ピ
コ
ン
テ
ス
ト
の
優
勝
者
等
の
創
作
料
理
で
あ
っ
た
場
合
、飲
食
店
等
が
主
体
と
な
っ

た
営
利
活
動
で
あ
る
と
の
イ
メ
ー
ジ
や
素
人
の
奇
抜
な
ア
イ
デ
ア
料
理
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
三
つ
に
は
、
国
、
県
等
か

ら
ま
ち
お
こ
し
の
補
助
事
業
の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
地
域
住
民
に
ブ
ラ
ン
ド
化
戦
略
に
主
体
的
に
参
加
す
る
意
識
が
低

く
な
る
傾
向
に
あ
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、「
食
」
の
選
択
に
当
た
り
、「
発
掘
型
」
料
理
を
選
択
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
メ
ニ
ュ
ー
選
択
に
当

た
っ
て
は
、
①
戦
後
か
ら
昭
和
四
〇
年
代
に
派
生
し
、
高
度
成
長
期
に
地
元
に
根
付
い
た
も
の
、
②
製
造
業
を
中
心
と
し
た
労
働
者
を
対
象

と
し
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
も
の
、
そ
し
て
、
③
早
く
て
、
安
く
て
、
う
ま
い
料
理
で
あ
る
こ
と
が
、
選
択
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
⑻

。
そ
し
て
、

そ
の
料
理
が
、
戦
後
か
ら
地
域
の
労
働
者
等
の
大
衆
を
中
心
に
愛
さ
れ
て
き
た
人
気
料
理
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
Ｂ

級
グ
ル
メ
を
地
域
の
象
徴
と
な
る
よ
う
に
、「
地
域
」
自
体
が
客
人
を
も
て
な
す
場
、
住
民
と
旅
行
者
と
の
交
流
の
場
、
そ
し
て
人
の
心
を

癒
し
、
人
生
を
楽
し
ま
せ
る
場
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ブ
ラ
ン
ド
価
値
を
高
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
「
食
」
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
、
メ
イ
ン
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
観
光
客
で
は
な
く
地
元
住
民
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
需
要
を
喚
起
で
き
る

よ
う
な
、
そ
の
地
域
に
昔
か
ら
地
元
住
民
に
愛
さ
れ
て
き
た
料
理
を
発
掘
し
て
、
ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

（
三
）「
食
」
の
ブ
ラ
ン
ド
化
の
成
功
要
件

　

次
に
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
の
成
功
要
件
は
、
選
択
し
た
ご
当
地
グ
ル
メ
を
地
域
資
源
と
し
て
全
国
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
よ

う
に
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
ブ
ラ
ン
ド
」
と
は
、
製
品
等
を
他
の
物
と
差
別
化
す
る
た
め
の
名
称
・
言
葉
・
シ
ン
ボ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
等
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、



─ 46 ─

そ
の
製
品
等
の
印
象
や
体
験
の
蓄
積
に
よ
り
確
立
す
る
も
の
で
あ
る
。「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
」
と
は
、
そ
の
地
域
が
独
自
に
持
つ
歴
史
、
文
化
、

自
然
、
産
業
、
生
活
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
地
域
資
源
を
、
体
験
の
場
を
通
じ
て
精
神
的
な
価
値
（
地
域
の
誇
り
、
自
信
や
地
域
へ
の

憧
れ
）
へ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
⑼

。

　

つ
ま
り
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
「
売
れ
る
仕
組
み
作
り
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ン
ド
構
築
（
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
は
「
売
れ
続
け

る
仕
組
み
作
り
」
で
あ
る
。
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
全
国
的
に
知
名
度
を
高
め
、
か
つ
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
コ
ン
セ
プ
ト
が

明
確
に
認
識
さ
れ
、
地
域
の
内
外
に
渡
っ
て
多
く
の
人
々
に
長
く
愛
顧
さ
れ
て
い
る
状
況
を
い
う
。
こ
の
状
況
を
作
り
出
す
努
力
が
、
Ｂ
級

グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
を
成
功
に
導
く
鍵
と
な
る
。

　

Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
っ
て
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
知
名
・
高
シ
ェ
ア
・
高
愛
顧
を
長
期
間
に
渡
り
、
地
域
及
び

そ
の
グ
ル
メ
を
全
国
に
発
信
す
る
た
め
に
は
、
①
ブ
ラ
ン
ド
目
標
の
設
定
、
②
ブ
ラ
ン
ド
コ
ン
セ
プ
ト
の
確
立
、
そ
し
て
、
③
ブ
ラ
ン
ド
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
が
必
要
と
な
る
。

（
四
）
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立

　

ブ
ラ
ン
ド
目
標
の
設
定
と
は
、
地
域
を
ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
た
め
の
目
標
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
地
域
の
内
外
の
人
々

に
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
で
あ
る
こ
と
を
認
知
し
て
も
ら
う
効
果
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
具
体
的
に
は
、
地
域
外
の
人
間
に
対
し
て
は
、
ご
当
地
グ
ル
メ
を
味
わ
う
こ
と
で
当
該
地
域
の
素
晴
ら
し
さ
を
体
験
し
て
も
ら

い
、
地
域
の
歴
史
、
伝
統
、
文
化
等
に
あ
こ
が
れ
を
抱
い
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
り
、
地
域
の
人
々
に
は
、
地
域
へ
の
自
信
と
誇
り
、
そ
し
て

郷
土
愛
を
抱
い
て
も
ら
う
こ
と
が
目
標
と
な
る
。
そ
れ
が
、
結
果
と
し
て
、
地
元
の
知
名
度
を
上
げ
、
地
域
の
内
外
に
広
く
Ｂ
級
グ
ル
メ
を

通
じ
た
集
客
を
可
能
と
し
、
持
続
的
経
済
発
展
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
へ
と
つ
な
が
る
。

　

ブ
ラ
ン
ド
目
標
が
設
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
次
に
ブ
ラ
ン
ド
コ
ン
セ
プ
ト
の
確
立
が
必
要
と
な
る
。
ブ
ラ
ン
ド
コ
ン
セ
プ
ト
と
は
、
そ
の
ブ

ラ
ン
ド
全
体
を
貫
く
骨
格
と
な
る
発
想
や
概
念
で
あ
る
。
例
え
ば
、
仙
台
で
あ
れ
ば
、「
杜
の
都
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、「
自
然
や
歴
史
と
共
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生
す
る
都
市
」
と
い
う
テ
ー
マ
性
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
感
じ
取
れ
る
。
地
域
ブ
ラ
ン
ド
コ
ン
セ
プ
ト
と
は
、
こ
う
し
た
、
一
つ
の
言
葉
か
ら
連

想
さ
れ
る
地
域
の
特
性
に
つ
い
て
の
概
念
の
こ
と
を
言
う
。
つ
ま
り
、「
地
域
の
か
た
ち
」、「
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ
る
。
Ｂ
級
グ
ル
メ

を
使
っ
て
、「
Ｂ
―
１
グ
ラ
ン
プ
リ
」
の
よ
う
な
ま
ち
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
開
催
す
る
こ
と
で
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
と
い
う
料
理
だ
け
で

な
く
、「
地
域
」
の
歴
史
や
文
化
も
含
め
て
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
コ
ン
セ
プ
ト
と
な
る
。

　

選
択
し
た
料
理
が
地
域
住
民
に
ど
の
様
な
経
緯
で
愛
さ
れ
続
け
て
き
た
か
と
い
う
バ
ッ
ク
ス
ト
ー
リ
ー
に
投
影
さ
れ
、
人
々
の
精
神
や
感

情
と
い
っ
た
「
情
緒
性
」
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
バ
ッ
ク
ス
ト
ー
リ
ー
が
客
の
共
感
を
呼
び
、
そ
の
地
域
を
訪
れ
て
体
験
し
て
み

た
い
と
い
う
「
体
験
価
値
」
獲
得
の
動
き
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
で
最
も
重
要
な
の
が
、
地
域
外
の
人
に
い
か
に
足
を
運
ば
せ
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
を
体
験
し
た
い
か
と
思
わ
せ
る

ブ
ラ
ン
ド
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
が
必
要
と
な
る
。

　

次
に
、
地
域
外
の
人
を
地
域
に
呼
び
込
み
、
リ
ピ
ー
タ
ー
と
な
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
そ
れ
自
体
を
「
商
品
」
と
し
て
売
る

の
で
は
な
く
、「
食
文
化
」
と
し
て
体
験
し
て
も
ら
う
た
め
に
、「
地
域
」
を
体
験
さ
せ
る
た
め
の
シ
ナ
リ
オ
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｂ
級
グ
ル
メ
の
安
全
・
安
心
な
「
商
品
」
と
し
て
の
基
本
的
価
値
に
加
え
て
、
そ
の
地
域
の
自
然
・
文
化
と
融
合
し
た
「
農
耕
文
化
」、「
港

湾
文
化
」、「
中
山
間
地
文
化
」
と
い
う
価
値
を
付
加
さ
せ
て
全
国
に
発
信
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
発
信
方
法
も
、
祭
り
を
は
じ
め
と
す
る
「
体
験
型
イ
ベ
ン
ト
」
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
地
域
内
の
人
々
が
目
的
意
識
と
参
加
意
識
と

を
共
有
し
、
地
域
外
の
人
々
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
き
っ
か
け
と
す
る
。
体
験
型
イ
ベ
ン
ト
は
、
そ
の
地
域
の
固
有
の
体
験
に
つ
な
が
り

や
す
く
、
ま
た
他
の
地
域
と
の
差
別
化
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
も
、
こ
れ
が
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
が
、
地
方
自

治
の
本
旨
に
つ
な
が
る
自
律
的
な
地
域
活
動
と
考
え
る
根
拠
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

　

Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
地
域
振
興
は
、
ま
ち
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト
等
を
通
じ
て
、
地
域
の
「
食
」
を
ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
と
と
も
に
、「
地
域
」
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を
ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
取
組
み
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
地
域
の
内
外
の
人
に
対
し
て
、「
食
」
と
い
う
体
験
を
通
じ
て
、
そ
の
食
材
で
あ
る
Ｂ

級
グ
ル
メ
の
バ
ッ
ク
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
、
地
域
の
文
化
、
歴
史
、
等
の
体
験
の
場
を
提
供
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
取
組
み
を
支
え
る
の
は
、

地
域
の
人
々
で
あ
り
、
ま
ち
お
こ
し
の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
で
行
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
地
方
自
治
の
原
点

で
あ
る
地
域
住
民
と
し
て
の
活
動
に
他
な
ら
な
い
。

　

Ｂ
級
グ
ル
メ
は
、
地
域
振
興
の
た
め
に
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
の
地
域
資
源
の
み
な
ら
ず
、
ま
ち
お
こ
し
を
支
え
る
地
域
の
人
々
の
間
に
連
携

を
生
み
出
し
、地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
へ
と
つ
な
げ
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、Ｂ
級
グ
ル
メ
が
ブ
ー

ム
と
な
っ
た
二
〇
一
〇
年
以
降
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
、
こ
の
取
組
み
を
中
心
的
に
推
進
す
る
主
体
で
あ
る
地
域
住
民
に
よ
る
積

極
的
な
地
域
活
動
・
地
域
運
営
で
あ
り
、
地
方
自
治
の
本
旨
で
あ
る
住
民
自
治
に
つ
な
が
る
社
会
活
動
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
以
前

に
お
け
る
地
域
住
民
の
活
動
は
、
一
部
の
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
配
さ
れ
た
集
団
に
よ
る
活
動
か
、
中
央
政
府
や
自
治
体
の
指
導
・
支

援
を
受
け
た
「
官
」
主
導
の
活
動
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
地
方
自
治
の
本
旨
に
沿
っ
た
活
動
と
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
が
、
最
近
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
地
域
振
興
の
活
動
の
成
功
が
、
地
域
住
民
の
自
律
性
に
基
づ
く
地
方
自
治
の
本
旨
に
つ
な
が
る
活

動
を
後
押
し
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
自
治
の
新
た
な
動
き
の
原
動
力
に
は
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
地
域
振
興
の
目
的
で
あ
る
、
地

域
の
経
済
活
性
化
と
地
域
の
誇
り
の
回
復
と
い
う
二
つ
の
要
因
が
存
在
し
、
そ
の
要
因
は
多
く
の
地
域
住
民
の
共
感
を
得
て
い
る
と
い
え
る
。

地
方
自
治
に
お
け
る
活
動
の
輪
を
地
域
住
民
に
幅
広
く
広
げ
る
た
め
に
は
、
地
域
の
経
済
活
性
化
と
地
域
の
誇
り
の
回
復
と
い
う
観
点
が
欠

か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
Ｂ
級
グ
ル
メ
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
活
動
が
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
る
。

註⑴　

安
田
宣
宏
、「
フ
ー
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
観
光
ま
ち
づ
く
り
の
地
域
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
考
察
」
法
政
大
学
論
文
集
・
地
域
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
第

四
号
）、
二
〇
一
一
年
、
二
六
頁
。 
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⑵　

適
菜
収
『
ゲ
ー
テ
の
警
告　

日
本
を
滅
ぼ
す
「
Ｂ
層
」
の
正
体
』
講
談
社+

α
新
書　

二
〇
一
一
年
、
六
八
頁
。

⑶　

俵
慎
一
『
Ｂ
級
ご
当
地
グ
ル
メ
で
ま
ち
お
こ
し　

成
功
と
失
敗
の
法
則
』
学
芸
出
版　

二
〇
一
一
年
、
五
頁
。

⑷　
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
六
年
五
月
二
六
日
法
律
第
五
九
号
）

⑸　

適
菜
収
、
前
掲
、
三
〇
頁

⑹　

適
菜
収
、
前
掲
、
六
九
頁
。

⑺　

俵
慎
一
、
前
掲
、
三
九
頁

⑻　

俵
慎
一
、
前
掲
、
六
七
頁
。 

⑼　

電
通abic project
編
『
地
域
ブ
ラ
ン
ド
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
有
斐
閣　

二
〇
〇
九
年
、
四
頁
。 
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一
、
は
じ
め
に

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、「
何
が
法
で
あ
る
か
（w

hat the law
 is

）」
を
述
べ
る
こ
と
は
裁
判
所
の
権
限
で
あ
り
、
義
務
で
あ
る
と
宣
言
し
、
違

憲
審
査
制
を
導
入
し
た
も
の
と
し
て
日
本
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
マ
ー
ベ
リ
ー
対
マ
デ
ィ
ソ
ン
（M

arbury v. M
adison

⑴
）
事
件
型
（
以
下
、

マ
ー
ベ
リ
ー
型
と
す
る
。）の
伝
統
的
な
違
憲
審
査
を
、裁
判
所
が
憲
法
上
導
か
れ
た（constitutionally inspired

）構
造
的
準
則（structural 

rules

）⑵
を
用
い
る
こ
と
で
補
完
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
⑶

。
こ
こ
で
い
う
マ
ー
ベ
リ
ー
型
の
違
憲
審
査
と
は
、
憲
法
上
の
規
定

か
ら
裁
判
所
が
あ
る
実
体
的
準
則
（substantive rules
）
を
導
き
、
問
題
と
な
る
法
律
の
合
憲
性
審
査
の
際
に
、
こ
れ
ら
の
準
則
⑷

を
適

用
し
て
判
断
す
る
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
立
法
府
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
あ
る
法
律
が
憲
法
上
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
が

実
体
的
準
則
を
用
い
て
、
そ
の
法
律
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
の
役
割
は
、
問
題
と
な
っ
た
法
律
の
実
体
面
に
つ
い

て
の
み
、
合
憲
・
違
憲
の
判
断
を
し
、
ま
た
そ
れ
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
憲
法
上
の
規
定
の
中
に
は
、
裁
判
所
が
合
憲
性
の
判
断
を
す
る
た
め
の
一
定
の
実
体
的
準
則
を
導
く
こ
と
が
難
し
い
も
の
も
存

在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
従
来
、
裁
判
所
は
半
ば
強
引
に
そ
の
実
体
的
準
則
を
確
立
・
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
件
を
解
決
す
る

か
、
あ
る
い
は
、
議
会
の
裁
量
を
広
く
容
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
ン
ズ
・
オ
フ
の
立
場
を
採
る
か
の
何
れ
か
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
と
き
に
裁
判
所
が
強
引
な
準
則
の
確
立
を
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
の
制
度
的
な
問
題
で
あ
る
「
司
法
積
極
主
義

立
法
府
に
対
す
る
手
続
的
統
制
の
契
機

小　

林　

祐　

紀

―
連
邦
主
義
の
領
域
に
お
け
る
判
例
の
展
開
を
素
材
と
し
て
―
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（judicial activism

）」
が
批
判
さ
れ
、
裁
判
所
の
反
多
数
派
主
義
的
難
点
（counter-m

ajoritarian diffi
culty

）⑸

が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
後
者
の
場
合
に
は
、
制
度
的
な
問
題
を
回
避
し
な
が
ら
も
、
裁
判
所
の
役
割
を
過
度
に
狭
め
る
こ
と
に
な
る
た
め
に
、
憲
法
上
の
価

値
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
既
知
の
事
実
で
あ
る
。

　

筆
者
の
問
題
意
識
も
こ
れ
と
次
元
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
従
来
、
わ
が
国
に
お
け
る
立
法
裁
量
⑹

に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る
統
制
の
問
題

は
、
審
査
基
準
と
表
裏
一
体
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
立
法
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
裁
判
所
は
法
令
を
緩
や
か
に
審
査
す
る
と
い
う

帰
結
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
に
よ
る
緩
や
か
な
審
査
が
行
わ
れ
て
き
た
領
域
に
対
し
て
、
人
権
保
障
の
観
点
か
ら
立
法
裁
量

に
対
し
て
譲
れ
な
い
領
域
を
確
保
す
る
方
法
で
あ
る
実
体
的
側
面
の
み
な
ら
ず
、
過
少
執
行
さ
れ
て
い
る
憲
法
上
の
価
値
を
十
分
に
保
障
す

る
た
め
の
裁
判
所
に
よ
る
更
な
る
審
査
手
法
で
あ
る
手
続
的
側
面
を
検
討
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
示
唆
を
与
え
る
も
の
が
、
前
述
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
構
造
的
準
則
を
用
い
た

違
憲
審
査
で
あ
る
。
構
造
的
準
則
と
は
、
簡
単
に
述
べ
れ
ば
、
マ
ー
ベ
リ
ー
型
の
違
憲
審
査
は
立
法
府
が
制
定
し
た
法
律
の
中
身
＝
「
結
果
」

を
対
象
と
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
立
法
府
が
法
律
を
制
定
す
る
「
方
法
（w

ay

）」（
法
律
を
制
定
す
る
ま
で
の
構
造
）
に
着
目
し
た
準
則

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
準
則
を
用
い
る
こ
と
で
、
裁
判
所
は
立
法
府
に
対
し
て
、
一
定
の
「
方
法
」
に
関
す
る
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
る
が
、

他
方
で
、
立
法
府
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
「
方
法
」
を
満
た
す
こ
と
で
、
法
律
を
再
び
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
構
造
的
準
則
は
、
幾
つ
か
の
準
則
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
の
総
称
で
あ
る
。
筆
者
は
既
に
、
前
述
の
問
題
意
識
か
ら
、
こ
の
構
造
的

準
則
の
一
つ
に
類
型
さ
れ
る
「
立
法
記
録
審
査
（legislative record review

）」
を
別
稿
⑺

で
検
討
し
た
。
た
だ
、
そ
の
別
稿
で
筆
者
が
指

摘
し
た
よ
う
に
⑻

、
立
法
記
録
の
具
備
と
は
別
に
も
う
一
つ
要
求
さ
れ
る
要
件
で
あ
る
「
明
確
叙
述
準
則
」（clear statem

ent rules

⑼
―

―
こ
の
準
則
も
先
に
指
摘
し
た
構
造
的
準
則
の
一
つ
に
含
ま
れ
る
）
と
の
関
係
性
の
検
討
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
課
題
の
検

討
に
あ
た
っ
て
は
、
二
つ
の
事
柄
を
分
け
て
論
ず
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、
手
続
的
統
制
の
「
契
機
」
の
検
討
と
い
う
側
面
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
、
こ
の
明
確
叙
述
準
則
を
用
い
た
手
続
的
な
「
統
制
手
法
」
の
検
討
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
本
稿
で
は
前
者
の

問
題
を
扱
う
こ
と
に
し
、
後
者
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。
前
者
の
検
討
に
あ
た
り
、
以
下
で
は
、
立
法
記
録
審
査
が
採
ら
れ
た
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一
九
九
五
年
の
合
衆
国
対
ロ
ペ
ス
（U

nited States v. Lopez

）
事
件
で
判
示
さ
れ
た
内
容
（
二
）、
そ
の
内
容
と
明
確
叙
述
準
則
と
の
関

係
性
、
そ
し
て
明
確
叙
述
準
則
の
連
邦
主
義
の
領
域
に
お
け
る
展
開
（
三
）
を
順
次
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
、
立
法
記
録
審
査

（
一
）
審
査
手
法
の
内
容

　

一
九
九
五
年
の
合
衆
国
対
ロ
ペ
ス
（U

nited States v. Lopez

⑽
）
事
件
で
採
ら
れ
た
立
法
記
録
審
査
は
、
立
法
記
録
を
裁
判
所
の
審
査

の
俎
上
に
載
せ
、
立
法
府
が
認
定
し
た
事
実
の
根
拠
と
な
る
証
拠
が
立
法
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法

律
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
審
査
手
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
用
い
る
立
法
記
録
と
は
、
第
一
に
上
下
院
の
委
員
会
の
報
告
書
、
第
二
に
上
下
院
の

委
員
会
で
行
わ
れ
た
公
聴
会
で
の
証
言
、
第
三
に
上
下
院
の
議
場
で
の
や
り
と
り
を
編
集
し
た
記
録
を
指
す
⑾

。
こ
の
審
査
手
法
は
、
従
来
、

連
邦
最
高
裁
が
連
邦
議
会
の
権
限
を
広
汎
に
認
め
て
い
た
た
め
、
連
邦
法
の
合
憲
性
審
査
の
際
に
は
合
理
性
の
審
査
が
適
用
さ
れ
る
に
過
ぎ

な
か
っ
た
二
つ
の
領
域
で
、
レ
ン
キ
ス
ト
（W

illiam
 H

. Rehnquist

）
連
邦
最
高
裁
首
席
裁
判
官
時
代
の
、
い
わ
ゆ
る
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー

ト
の
時
代
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
二
つ
の
領
域
と
は
、
合
衆
国
憲
法
第
一
編
第
八
節
第
三
項
（
州
際
通
商
条
項
）
と
、
修
正
第
十
四
条

第
五
節
（
平
等
保
護
条
項
の
執
行
条
項
）
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
は
、
周
知
の
通
り
、
連
邦
制
度
を
採
用
し
て
お
り
、
修
正
第
十
条
に
は
「
こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
合
衆
国
に
委
任
さ
れ
て
い
な
い

権
限
で
、
ま
た
こ
の
憲
法
に
よ
っ
て
州
に
対
し
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
権
限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
ま
た
は
国
民
に
留
保
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
連
邦
議
会
が
唯
一
の
立
法
機
関
で
は
な
く
、
州
に
留
保
さ
れ
て
い
る
権
益
に
つ
い
て
は
、
州
議

会
が
立
法
を
行
う
場
面
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
連
邦
議
会
に
対
し
て
合
衆
国
憲
法
が
認
め
る
権
限
は
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
合
衆
国
憲
法
第
一
編
第
八
節
に
列
挙
さ
れ
た
十
八
項
目
の
立
法
権
限
を
含
め
、
そ
の
他
の
幾
つ
か
の
立
法
権
限
が
連
邦
議
会
に
は
認
め

ら
れ
て
い
る
。
州
際
通
商
条
項
（Com

m
erce Clause

）⑿
は
、
そ
の
第
一
編
第
八
節
第
三
項
に
規
定
さ
れ
、
連
邦
議
会
の
立
法
権
限
を
支
え

る
最
も
重
要
な
規
定
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
連
邦
議
会
に
対
し
て
、
州
際
通
商
―
―
州
と
州
と
に
ま
た
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が
る
通
商
―
―
に
関
わ
る
立
法
権
限
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
連
邦
と
州
の
権
限
配
分
、
つ
ま
り
連
邦
主
義
（federalism

）
と
い
う
、
特

殊
ア
メ
リ
カ
的
な
問
題
が
背
景
に
存
在
す
る
。

　

立
法
記
録
審
査
の
展
開
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
連
邦
主
義
を
背
景
と
し
た
問
題
領
域
で
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
連
邦
制
度

を
採
ら
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
、
無
縁
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
⒀

。
し
か
し
、
州
際
通
商
条
項
か
ら
、
ど
こ
ま
で
連
邦
議
会

の
権
限
を
認
め
、
あ
る
い
は
州
の
権
限
を
認
め
る
の
か
と
い
う
判
断
基
準
が
一
義
的
に
導
け
な
い
よ
う
に
、
あ
る
憲
法
上
の
規
定
か
ら
一
義

的
に
実
体
的
な
規
範
が
見
出
し
得
な
い
が
ゆ
え
に
裁
判
所
が
緩
や
か
に
審
査
を
行
う
た
め
、
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
価
値
が
過
少
執
行
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
連
邦
主
義
の
問
題
に
限
ら
れ
る
話
で
は
な
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
生
存
権
や
平
等
な
ど
の
問
題
は
同
様
の
構
造
を
持

つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
が
連
邦
主
義
の
問
題
に
関
し
て
連
邦
議
会
の
権
限
を
ど
の
よ
う
に
統
制
す
る
の
か

と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
裁
量
統
制
の
問
題
を
考
え
る
際
に
も
一
つ
の
検
討
素
材
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

　

で
は
、
具
体
的
に
、
立
法
記
録
審
査
と
は
、
ど
の
よ
う
な
審
査
を
行
う
も
の
な
の
か
を
次
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
二
）
具
体
的
な
適
用
事
例

　

本
稿
の
目
的
と
の
関
係
で
、
こ
こ
で
は
、
一
九
九
五
年
の
合
衆
国
対
ロ
ペ
ス
事
件
（
以
下
、
ロ
ペ
ス
事
件
と
す
る
。）
を
扱
う
こ
と
に
す
る
。

こ
の
事
件
で
は
、
小
中
高
等
学
校
の
周
囲
一
〇
〇
〇
フ
ィ
ー
ト
（
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
）
以
内
で
銃
を
所
持
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
連
邦
法
、

い
わ
ゆ
る「
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
に
お
け
る
銃
所
持
禁
止
法（Gun-Free School Zones Act

）」の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
本
件
で
問
題
と
な
っ

た
連
邦
法
の
銃
所
持
禁
止
法
は
、
州
際
通
商
条
項
を
根
拠
に
制
定
さ
れ
、
州
に
対
し
て
も
規
制
が
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
連
邦
法

に
関
し
て
、
州
は
州
際
通
商
規
制
権
限
に
基
づ
く
立
法
と
は
言
え
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
五
対
四
で
こ
の

法
律
を
違
憲
と
し
た
。
法
廷
意
見
は
、
州
際
通
商
条
項
に
基
づ
き
、
連
邦
議
会
が
規
制
す
る
こ
と
の
で
き
る
領
域
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
の

領
域
を
示
し
た
⒁

。
そ
れ
は
、
①
州
際
通
商
の
流
通
路
の
利
用
方
法
の
規
制
、
②
州
際
通
商
の
道
具
な
い
し
州
際
通
商
に
携
わ
る
人
や
物
の

規
制
、
③
州
際
通
商
に
実
質
的
な
影
響
が
あ
る
活
動
の
規
制
、
で
あ
る
。
特
に
問
題
と
な
る
の
が
第
三
の
規
制
領
域
で
あ
る
。
州
内
部
だ
け
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に
留
ま
る
問
題
で
あ
れ
ば
、
州
の
福
祉
権
能
（police pow

er

）
の
観
点
か
ら
連
邦
政
府
は
規
制
し
得
な
い
が
、
州
と
州
と
に
ま
た
が
る
場

合
に
は
、
連
邦
の
管
轄
事
項
と
し
て
、
連
邦
議
会
が
規
制
し
得
る
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
連
邦
議
会
が
規
制
す
る
こ
と
の
で
き
る
第
一
と

第
二
の
領
域
は
、
あ
る
州
と
他
の
州
と
の
関
係
が
容
易
に
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
第
三
の
領
域
は
そ
の
関
係
性
が
明
確
で
は
な
い
た
め
に

問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
連
邦
法
が
州
際
通
商
条
項
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
州
際
通
商
に
お
け
る

実
質
的
影
響
が
存
在
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
つ
き
、「
法
律
の
テ
ク
ス
ト
内
に
お
け
る
事
実
認
定
」
の
記
載
、

そ
し
て
、そ
の
事
実
認
定
の
前
提
と
な
る
証
拠
を
立
法
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、ス
ク
ー
ル
ゾ
ー

ン
で
銃
を
所
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
州
際
通
商
に
も
た
ら
さ
れ
る
実
質
的
な
影
響
が
あ
る
と
い
う
事
実
認
定
が
な
く
、
ま
た
、
そ
の
根
拠
と

な
る
証
拠
が
立
法
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
⒂

、
連
邦
最
高
裁
は
こ
の
連
邦
法
を
違
憲
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
判
決
か
ら
得
ら
れ
る
視
座

　

以
上
に
見
た
ロ
ペ
ス
事
件
か
ら
本
稿
の
目
的
に
お
い
て
得
ら
れ
る
視
座
は
何
か
。
連
邦
最
高
裁
が
ロ
ペ
ス
事
件
で
判
示
し
た
手
続
的
統
制

に
関
す
る
二
つ
の
要
件
の
う
ち
、
前
者
の
「
法
律
の
テ
ク
ス
ト
内
に
お
け
る
事
実
認
定
」
と
い
う
要
件
は
、
後
述
の
明
確
叙
述
準
則
の
問
題

と
関
係
す
る
。
わ
が
国
の
法
律
で
は
、
そ
の
一
条
に
法
律
の
目
的
の
み
が
記
載
さ
れ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
法
律
の
規
定
に
立
法
目
的
と

は
別
に
事
実
認
定
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ロ
ペ
ス
事
件
で
は
こ
の
事
実
認
定
が
法
律
に
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
本
件
の
法
廷

意
見
が
連
邦
議
会
に
対
し
て
求
め
て
い
た
こ
と
は
、
州
際
通
商
条
項
に
照
ら
し
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
に
お
け
る
銃
所

持
を
禁
止
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
を
条
文
の
中
に
記
載
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⒃

。
次
に
、
後
者
の
「
立
法
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
」

と
の
要
件
は
、
本
件
の
場
合
、
連
邦
議
会
が
州
際
通
商
に
実
質
的
な
影
響
を
与
え
る
と
の
事
実
認
定
を
支
え
る
根
拠
が
立
法
記
録
に
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

連
邦
最
高
裁
は
、
州
際
通
商
条
項
を
根
拠
に
制
定
さ
れ
る
法
律
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
立
法
裁
量
を
広
汎
に
認
め
る
合
理
性
の
審
査
で
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は
な
く
、
連
邦
議
会
が
規
制
の
根
拠
と
な
る
事
実
認
定
を
行
い
、
そ
の
前
提
と
な
る
証
拠
を
立
法
記
録
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
つ

ま
り
、
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
内
で
の
銃
所
持
が
州
際
通
商
に
実
質
的
な
影
響
を
与
え
る
と
の
結
論
を
得
る
の
に
、
連
邦
議
会
に
お
い
て
、
十
分

な
プ
ロ
セ
ス
が
踏
ま
れ
た
の
か
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
裁
判
所
は
審
査
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
立
法
記
録
の
審
査
は
、
州
際
通
商
条
項
に
関
す
る
以
前
の
判
例
法
理
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
の

ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
（N

ew
 D

eal

）
期
以
前
に
お
い
て
は
、
州
際
通
商
条
項
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
州
権
擁
護
の
連
邦
最
高
裁
は
、「
あ
る
規

制
対
象
行
為
が
、
本
来
、
州
の
権
限
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
強
引
な
解
釈
を
行
っ
て
⒄

、
次
々
と
連
邦
法
を
違
憲
と
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
強
引
な
姿
勢
に
対
し
て
強
い
反
発
が
生
じ
⒅

、
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
期
以
降
⒆

、
連
邦
最
高
裁
は
連
邦
議
会
の
権
限
を
広
汎
に

認
め
、
法
律
の
合
憲
性
に
つ
い
て
緩
や
か
に
審
査
す
る
と
い
う
立
場
を
一
貫
し
て
採
っ
て
き
た
の
で
あ
る
⒇

。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
に

反
し
て
、
一
九
九
五
年
の
ロ
ペ
ス
事
件
は
、
か
つ
て
見
ら
れ
た
州
際
通
商
条
項
の
強
引
な
解
釈
を
行
う
こ
と
も
、
ま
た
法
律
の
合
憲
性
を
連

邦
議
会
の
判
断
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
も
せ
ず
、
そ
の
中
間
的
な
立
場
、
す
な
わ
ち
立
法
府
の
法
律
制
定
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
立
法
記
録
を
確

認
す
る
と
い
う
形
で
正
統
性
を
担
保
す
る
と
の
立
場
を
採
る
こ
と
で
、
裁
判
所
に
よ
る
審
査
の
可
能
性
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

連
邦
最
高
裁
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
こ
の
よ
う
な
審
査
を
行
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
�

。
一
つ

は
、
立
法
機
関
と
し
て
十
分
な
審
議
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
の
こ
と
に
怠
慢
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る
警
告

で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
緩
や
か
な
審
査
が
行
わ
れ
て
き
た
領
域
で
も
、
裁
判
所
に
よ
る
審
査
の
独
立
性
を
保
障
す
る

こ
と
の
宣
言
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
説
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、
立
法
記
録
審
査
を
導
入
し
た
連
邦
最
高
裁
自

身
は
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
た
め
�

、
ど
の
よ
う
な
背
景
か
ら
こ
の
審
査
手
法
が
導
か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不

明
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
の
立
法
記
録
審
査
が
ど
の
よ
う
な
背
景
か
ら
導
か
れ
た
の
か
と
い
う
点（
立
法
府
に
対
す
る
手
続
的
統
制
の
契
機
）

を
幾
ら
か
で
も
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次
章
以
降
で
、
立
法
記
録
審
査
が
導
入
さ
れ
た
連
邦
主
義
の
領
域
に
限
っ
て
検
討
を
進
め
る
。
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三
、
連
邦
主
義
の
領
域
に
お
け
る
明
確
叙
述
準
則

（
一
）
立
法
記
録
審
査
と
明
確
叙
述
準
則
と
の
関
係
性

　

本
稿
の
目
的
で
あ
る
、
立
法
府
に
対
す
る
手
続
的
統
制
の
契
機
を
探
る
と
い
う
点
で
重
要
と
な
る
の
が
、
連
邦
主
義
に
関
わ
る
事
件
で
明

確
叙
述
準
則
を
用
い
た
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
ロ
ペ
ス
事
件
で
も
、
こ
の
明
確
叙
述
準
則
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
�

。
そ
れ
は
、
ロ
ペ
ス
事
件
の
法
廷
意
見
が
連
邦
議
会
に
対
し
て
要
求
し
た
「
法
律
の
テ
ク
ス
ト
内
に
事
実
認

定
を
す
る
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
明
確
叙
述
準
則
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
簡
単
に
触
れ
た
上
で
、
こ
の
準
則
が
連
邦
主
義
の

領
域
で
、
ど
の
よ
う
な
背
景
で
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

一
般
に
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
か
ら
導
か
れ
る
公
正
な
告
知
（fair notice

）
の
よ
う
に
、
立
法
府
に
対
し
て
法
律
の
明
確
性
を
直

接
要
求
す
る
場
合
に
は
、
法
令
上
、
明
確
性
を
欠
く
こ
と
は
直
ち
に
憲
法
違
反
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
章
で
扱
う
明
確
叙
述
準

則
と
は
、
明
確
性
が
直
接
に
憲
法
上
要
求
さ
れ
て
い
な
い
、
憲
法
の
規
定
に
存
在
す
る
「
価
値
」
を
執
行
す
る
方
法
と
し
て
、
通
常
の
明
確

性
の
要
求
と
は
異
な
る
立
法
の
明
確
性
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
明
確
叙
述
準
則
の
例
と
し
て
は
、「
慈
悲
の
準
則

（rule of lenity

）」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
刑
事
法
の
文
言
を
解
釈
す
る
と
き
、刑
事
法
の
規
定
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、

裁
判
官
に
被
告
人
の
有
利
に
な
る
よ
う
解
釈
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
明
確
叙
述
準
則
は
、
法
律
解
釈
の
一
つ
の
手
法
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
以
下
の
二
つ
の
性
質
を
持
つ
�

。
第
一
に
、
こ
の
準
則
は
、
あ
る
憲
法
上
の
価
値
を
侵
害
す
る
恐
れ
の
あ
る
法
律

を
立
法
府
が
制
定
す
る
場
合
に
、疑
い
も
な
く
明
白
に
立
法
す
る
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
第
二
に
、こ
の
準
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
回
避
さ
れ
た
結
果
そ
れ
自
体
が
憲
法
を
侵
害
す
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
解
釈
準
則
は
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
裁
判

所
に
よ
る
法
律
の
実
体
審
査
と
は
別
に
、
立
法
府
に
対
し
て
独
立
に
課
さ
れ
る
手
続
的
要
件
で
あ
り
、
こ
の
要
件
を
パ
ス
し
た
後
に
は
実
体

審
査
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
明
確
叙
述
準
則
を
「
法
律
を
制
定
す
る
際
の
明
確
性
を
立
法
府
に
対

し
て
要
求
す
る
」
と
い
う
程
度
の
意
味
で
捉
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
明
確
叙
述
準
則
が
立
法
府
に
対
す
る
手
続
的
統
制
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と
し
て
、
連
邦
主
義
の
領
域
で
如
何
な
る
背
景
を
持
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
探
る
こ
と
が
目
的
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
明
確
叙
述
準
則
の
専
占
の
領
域
に
お
け
る
適
用

　

連
邦
主
義
の
領
域
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
連
邦
法
が
州
法
に
勝
る
と
す
る
合
衆
国
憲
法
第
六
編
第
二
節
の
最
高
法
規
条
項
（Suprem

acy 

Clause

）
と
、
第
一
編
や
修
正
第
十
条
に
現
れ
る
連
邦
主
義
の
原
則
と
の
間
の
緊
張
関
係
を
改
善
す
る
た
め
に
、
こ
の
明
確
叙
述
準
則
を
用

い
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
。
連
邦
主
義
に
関
す
る
当
該
準
則
の
展
開
は
、従
来
「
専
占
（preem

ption

）」
の
領
域
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
専
占
と
は
、
憲
法
や
条
約
を
含
む
連
邦
の
法
律
が
州
憲
法
を
含
む
州
の
法
律
の
内
容
と
衝
突
す
る
場
合
に
連
邦
法
が
専
ら
適
用
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
専
占
の
領
域
で
の
明
確
叙
述
準
則
は
、伝
統
的
に
州
の
領
域
と
さ
れ
た
分
野
で
あ
っ
て
も
、「
明
白
な
連
邦
議
会
の
意
図
」

が
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
連
邦
議
会
に
よ
る
専
占
を
認
め
る
と
い
う
形
で
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
準
則
が
最
初
に
示
さ
れ
た
の
が
、
専
占
の
う
ち
、
特
に
分
野
に
関
す
る
黙
示
の
専
占
（im

plied preem
ption

）�
に
関
す
る
ラ
イ
ス

対
サ
ン
タ
フ
ェ
穀
物
倉
庫
会
社
（Rice v. Santa Fe Elevator Corp.

�
）
事
件
で
あ
る
。
本
件
は
、
穀
物
倉
庫
に
対
す
る
規
制
が
問
題
と

な
り
、
一
九
三
一
年
に
改
正
さ
れ
た
連
邦
穀
物
倉
庫
法
（Federal W

arehouse Act

）
に
対
し
て
、
イ
リ
ノ
イ
州
が
連
邦
法
以
上
に
詳
細

な
規
制
を
規
定
し
た
た
め
、
倉
庫
業
者
が
州
法
の
差
止
め
を
求
め
た
事
件
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
七
対
二
で
、
倉
庫
業
者
の
主
張
を
認
め
、

料
金
規
制
、
差
別
禁
止
な
ど
九
項
目
に
関
し
て
連
邦
の
規
制
が
専
占
す
る
と
判
断
し
た
。
ダ
グ
ラ
ス
（W

illiam
 O

. D
ouglas

）
裁
判
官
執

筆
の
法
廷
意
見
は
、
こ
の
種
の
規
制
が
州
に
よ
っ
て
伝
統
的
に
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

連
邦
の
専
占
を
認
め
る
た
め
の
判
断
基
準
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、「
伝
統
的
に
州
の
領
域
と
さ
れ
た
分
野
で
は
、
専
占
な
し
の
推
定
が
働
き
、

そ
れ
で
も
連
邦
の
専
占
を
認
め
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
明
白
な
連
邦
議
会
の
意
図
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
�

（
傍
点
筆
者
）
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
明
白
な
連
邦
議
会
の
意
図
」
と
い
う
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
連
邦
議
会
に
よ
る
明
示
の
専
占
規
定
が

存
在
し
な
い
場
合
で
も
、
黙
示
に
よ
る
分
野
の
専
占
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
専
占
の
領
域
で

適
用
さ
れ
た
明
確
叙
述
準
則
は
、
あ
く
ま
で
も
連
邦
法
を
適
用
す
る
と
い
う
連
邦
議
会
の
「
明
白
な
意
図
」
の
存
否
を
確
認
す
る
に
と
ど
ま
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る
も
の
で
あ
り
、
連
邦
議
会
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る
要
件
と
し
て
は
高
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
三
）
明
確
叙
述
準
則
の
州
際
通
商
条
項
の
領
域
に
お
け
る
適
用

　

こ
の
専
占
の
領
域
か
ら
離
れ
て
、
州
際
通
商
条
項
の
領
域
で
こ
の
準
則
を
採
用
し
た
の
が
、
一
九
九
一
年
の
グ
レ
ゴ
リ
ー
対
ア
シ
ュ
ク
ロ

フ
ト
（Gregory v. Ashcroft

�
）
事
件
で
あ
る
。
ま
ず
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
に
至
る
ま
で
の
判
例
の
展
開
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ

こ
で
扱
う
判
例
は
、
前
述
の
州
際
通
商
条
項
に
関
係
す
る
が
、
主
と
し
て
、
連
邦
議
会
が
州
と
地
方
の
政
府
の
活
動
を
直
接
規
制
す
る
と
い

う
問
題
に
関
す
る
判
例
で
あ
る
�

。
つ
ま
り
、
州
際
通
商
条
項
に
基
づ
い
て
制
定
し
た
連
邦
法
が
州
の
自
律
権
と
の
関
係
で
、
ど
こ
ま
で
及

び
得
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
連
邦
最
高
裁
が
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
く
中
で
、
明
確
叙
述
準
則
を
採

用
し
た
の
か
が
重
要
と
な
る
。

　

１　

全
米
都
市
連
盟
事
件
（
一
九
七
六
年
）

　

一
九
七
六
年
の
全
米
都
市
連
盟
対
ユ
ー
ザ
リ
ー
（N

ational League of Cities v. U
sery

�
）
事
件
は
、
最
低
賃
金
等
の
労
働
基
準
を
定

め
た
公
正
労
働
基
準
法
（Fair Labor Standards Act
：
以
下
、Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ａ
と
す
る
。）
が
州
公
務
員
に
ま
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ

た
事
件
で
あ
る
。
雇
用
者
に
最
低
賃
金
を
支
払
う
こ
と
を
要
求
す
る
当
該
法
律
は
、
も
と
も
と
製
造
業
に
従
事
す
る
民
間
の
雇
用
者
の
規
制

を
行
っ
て
い
た
も
の
を
、
法
改
正
に
よ
り
、
州
と
地
方
の
政
府
の
職
員
に
ま
で
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

全
米
都
市
連
盟
事
件
の
連
邦
最
高
裁
は
五
対
四
で
、
こ
の
法
律
を
、
州
際
通
商
条
項
に
基
づ
く
連
邦
議
会
の
権
限
を
逸
脱
す
る
も
の
と
結

論
付
け
た
。
レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
修
正
第
十
条
等
に
も
触
れ
て
、
連
邦
議
会
の
権
限
に
は
限
界
が
あ
る
と
し
、「
伝

統
的
な
政
府
の
機
能
の
領
域
に
お
け
る
内
部
組
織
を
構
築
す
る
と
い
う
州
の
自
由
を
直
接
剝
奪
す
る
」
場
合
に
は
、
州
際
通
商
条
項
に
基
づ

く
連
邦
の
規
制
権
限
の
範
囲
を
超
え
る
と
し
た
の
で
あ
る
�

。
こ
の
全
米
都
市
連
盟
事
件
で
は
、
裁
判
所
が
「
伝
統
的
な
」
州
の
政
府
機
能

と
は
「
何
か
」
に
つ
い
て
実
体
判
断
を
す
る
、
つ
ま
り
「
裁
判
所
優
位
」
の
立
場
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

２　

ガ
ル
シ
ア
事
件
（
一
九
八
五
年
）
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一
九
八
五
年
の
ガ
ル
シ
ア
対
サ
ン
ア
ン
ト
ニ
オ
大
都
市
圏
交
通
局
（Garcia v. San Antonio M

etropolitan Transit Authority

�
）
事

件
は
、
交
通
局
職
員
へ
の
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ａ
の
適
用
が
問
題
と
な
り
、
最
低
賃
金
等
の
労
働
基
準
を
定
め
た
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ａ
が
州
公
務
員
に
ま
で
適
用
さ

れ
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
前
述
の
全
米
都
市
連
盟
事
件
の
判
断
枠
組
み
を
覆
し
た
事
件
で
あ
る
。

　

こ
の
事
件
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
（H

arry Blackm
un

）
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
ま
ず
、
全
米
都
市
連
盟
事
件
が
用
い
た
「
伝

統
的
な
」
政
府
機
能
と
い
う
も
の
が
、「
非
伝
統
的
な
」
も
の
と
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て

い
な
い
と
指
摘
す
る
�

。
そ
し
て
、
次
の
二
つ
の
理
由
に
基
づ
い
て
、
全
米
都
市
連
盟
事
件
で
示
さ
れ
た
判
断
枠
組
み
を
斥
け
た
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
連
邦
政
府
の
構
造
は
、
主
と
し
て
、
連
邦
議
会
に
よ
る
行
き
過
ぎ
か
ら
州
を
保
護
す
る
た
め
に
構
築
さ
れ
て
お
り
、
憲
法
の
起
草

者
は
州
に
対
し
て
、
連
邦
政
府
の
立
法
機
関
と
行
政
機
関
の
双
方
の
選
択
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
付
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
�

。
第
二

に
、
連
邦
議
会
に
州
の
保
護
を
委
ね
る
こ
と
で
、
連
邦
法
が
州
の
政
府
機
能
に
介
入
す
る
こ
と
を
判
断
す
る
際
に
生
じ
る
、
境
界
線
を
画
定

す
る
と
い
う
困
難
な
問
題
を
連
邦
最
高
裁
が
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
�

。
こ
の
ガ
ル
シ
ア
事
件
で
は
、
連
邦
制
度
は

州
の
利
益
を
連
邦
の
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
十
分
に
反
映
さ
せ
る
構
造
で
あ
る
た
め
�

、
州
の
政
府
機
能
を
裁
判
所
が
判
断
す
る
の
は
適

切
で
は
な
く
、
連
邦
議
会
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
、
つ
ま
り
「
議
会
優
位
」
の
立
場
が
採
ら
れ
た
。
こ
の
事
件
の
後
、
以
下
に
見
る

グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
ま
で
、
州
に
対
す
る
連
邦
の
立
法
権
限
の
適
切
な
範
囲
の
問
題
は
政
治
の
領
域
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
�

。

　

３　

グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
（
一
九
九
一
年
）

　

一
九
九
一
年
の
グ
レ
ゴ
リ
ー
対
ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト
（Gregory v. Ashcroft

）
事
件
は
、
州
裁
判
官
の
七
〇
歳
定
年
制
を
規
定
し
て
い
る

ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
第
五
条
二
六
項
の
規
定
が
、
一
九
六
七
年
の
雇
用
上
の
年
齢
差
別
に
関
す
る
法
律
（Age D

iscrim
ination in 

Em
ploym

ent Act

：
以
下
、
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
と
す
る
。）
お
よ
び
修
正
第
十
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
し
て
、
ミ
ズ
ー
リ
州
裁
判
官

の
原
告
ら
が
訴
訟
を
提
起
し
た
事
件
で
あ
る
。

　

連
邦
最
高
裁
は
七
対
二
で
、
原
告
の
主
張
を
斥
け
、
当
該
規
定
を
合
憲
と
し
た
。
オ
コ
ナ
ー
（Sandra D. O

’Connor

）
裁
判
官
執
筆
の
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法
廷
意
見
は
、
以
下
の
よ
う
に
理
由
付
け
た
。
合
衆
国
憲
法
が
連
邦
制
度
を
設
け
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
と
同
時
に
、
最
高
法
規
条
項
に
よ
り
、

連
邦
議
会
に
対
し
て
憲
法
に
よ
る
権
限
の
委
任
の
範
囲
内
で
立
法
す
る
限
り
に
お
い
て
、
連
邦
議
会
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
州
に
課
す
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
。
連
邦
議
会
に
対
し
て
、
連
邦
と
州
と
い
う
「
こ
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
明
ら
か
な
優
位
（decided advantage

）」

を
付
与
し
て
い
る
。
し
か
し
、
連
邦
議
会
は
伝
統
的
に
州
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
き
た
領
域
に
お
い
て
も
立
法
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

「
特
別
な
権
限
（extraordinary pow

er

）」
を
有
す
る
が
、
連
邦
議
会
が
軽
々
し
く
当
該
権
限
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を

連
邦
最
高
裁
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
�

。
そ
こ
で
、
法
廷
意
見
は
、「
連
邦
議
会
が
『
州
と
連
邦
政
府
の
間
の
通
常
の
憲
法

上
の
均
衡
』
を
変
え
よ
う
と
意
図
す
る
場
合
に
、
連
邦
議
会
は
そ
の
よ
う
に
す
る
意
図
を
制
定
法
の
文
言
の
中
に
、
誤
解
さ
れ
よ
う
も
な
い

ほ
ど
明
確
に
（unm

istakably clear in the language of the statute

）』
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�

」
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
法
廷
意

見
は
、
州
裁
判
官
が
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
の
「
被
雇
用
者
」
に
当
た
る
か
否
か
は
法
文
上
不
明
で
あ
り
、
こ
の
法
律
が
裁
判
官
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を

「
誤
解
さ
れ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
に
明
確
に
し
て
い
る
」
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
違
憲
ま
た
は
違
法
と
判
示
し
た
�

。

　

４　

小
括

　

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
ガ
ル
シ
ア
事
件
は
、
全
米
都
市
同
盟
事
件
で
用
い
ら
れ
た
「
伝
統
的
な
政
府
機
能
（traditional governm

ental 

functions

）」
と
、
州
際
通
商
条
項
の
範
囲
内
と
さ
れ
る
州
の
活
動
と
を
区
別
す
る
と
い
う
従
来
ま
で
の
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
強
引
な
解
釈

は
、
理
論
と
実
践
の
双
方
に
お
い
て
機
能
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
、
従
来
の
判
断
枠
組
み
を
放
棄
し
た
と
言
え
る
。

そ
の
う
え
で
、
州
の
主
権
的
利
益
が
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
連
邦
の
権
限
に
関
す
る
限
界
に
よ
る
よ
り
も
、
連
邦
の
政
治
プ
ロ
セ

ス
の
中
で
よ
り
適
切
に
保
護
さ
れ
得
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
法
廷
意
見
の
認
識
と
は
対
照
的
に
、
反
対
意
見
を
執
筆

し
た
レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
が
、
わ
ず
か
四
文
の
反
対
意
見
の
中
で
、
全
米
都
市
同
盟
事
件
の
「
原
理
」
が
「
再
び
当
裁
判
所
の
多
数
派
の
支

持
を
集
め
」�
、
恐
ら
く
ガ
ル
シ
ア
判
決
が
覆
さ
れ
る
日
が
や
っ
て
く
る
こ
と
を
自
信
を
持
っ
て
予
言
し
て
い
た
よ
う
に
�

、
完
全
に
政
治
プ

ロ
セ
ス
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
は
強
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
裁
判
所
優
位
の
判
断
を
し
た
全
米
都
市
同
盟
事
件
と
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
委
ね
る
と
い
う
議
会
優
位
の
判
断
を
し
た
ガ
ル
シ
ア
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事
件
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
は
明
確
叙
述
準
則
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
�

。
で
は
、
連
邦
最
高
裁
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
判

断
を
す
る
に
至
っ
た
の
か
。
連
邦
最
高
裁
の
判
断
に
こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
、
ま
ず
、
法
廷
意
見
を
構
成
し
た
裁
判
官
の

変
化
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ガ
ル
シ
ア
事
件
の
五
人
の
多
数
意
見
に
加
わ
っ
た
一
人
で
あ
る
ブ
レ
ナ
ン
（W

illiam
 J. Brennan

）

裁
判
官
が
退
任
し
、
そ
の
後
任
に
共
和
党
の
ブ
ッ
シ
ュ
（G. H

. W
. Bush

）
大
統
領
に
指
名
さ
れ
た
ス
ー
タ
ー
（D

avid H
. Souter

）
裁
判

官
が
就
任
し
た
こ
と
で
、
ガ
ル
シ
ア
事
件
の
先
例
と
し
て
の
価
値
が
危
う
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
州
政
府
に
影
響
を

与
え
る
連
邦
法
に
対
す
る
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
に
よ
る
抵
抗
は
、
一
九
八
五
年
の
ガ
ル
シ
ア
事
件
判
決
以
降
の
連
邦
最
高
裁
の
構
成
員
の

変
化
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
�

。

　

し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
構
成
の
変
化
だ
け
に
そ
の
要
因
を
求
め
る
こ
と
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
州
権
擁
護
の
保
守
派
の

裁
判
官
で
あ
れ
ば
、
ガ
ル
シ
ア
事
件
で
覆
さ
れ
た
全
米
都
市
同
盟
事
件
の
判
断
枠
組
み
に
回
帰
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
よ

う
な
判
断
を
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
で
は
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
に
至
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
先
例
拘
束
性
と
の
関
係
も

あ
る
が
、
ガ
ル
シ
ア
事
件
で
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
が
指
摘
し
た
、
従
来
の
実
体
的
準
則
を
用
い
た
判
断
を
す
る
こ
と
の
限
界
を
少
な
か
ら

ず
受
容
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
の
連
邦
最
高
裁
は
、
連
邦
議
会
が
州
の
裁
判
官
を
、
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
の
適
用

範
囲
に
含
め
る
と
い
う
こ
と
を
明
白
に
述
べ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に
の
み
、
こ
の
準
則
を
適
用
し
て
い
る
。
連
邦
議
会
が
年
齢

差
別
を
違
法
と
し
た
り
、
ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
の
強
制
辞
任
要
求
を
禁
止
し
た
り
す
る
と
い
う
連
邦
議
会
の
能
力
を
問
題
に
し
て
い
な
い
た
め
、

こ
の
準
則
は
ガ
ル
シ
ア
事
件
で
示
さ
れ
た
議
会
の
優
位
性
の
考
え
方
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
グ
レ
ゴ
リ
ー

事
件
で
採
用
さ
れ
た
準
則
は
、
全
米
都
市
同
盟
事
件
と
ガ
ル
シ
ア
事
件
と
の
中
間
を
採
る
も
の
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
�

。
連
邦

最
高
裁
の
裁
判
官
の
個
々
の
考
え
を
別
に
し
て
、
こ
の
事
象
を
客
観
的
に
見
た
場
合
に
、
こ
の
準
則
を
用
い
る
こ
と
は
連
邦
主
義
と
い
う
憲

法
上
の
価
値
を
保
護
す
る
た
め
の
議
会
と
の
協
働
を
連
邦
最
高
裁
が
指
向
し
て
い
た
と
指
摘
で
き
る
。

（
四
）
連
邦
主
義
の
領
域
に
お
け
る
明
確
叙
述
準
則
の
意
義
と
問
題
点
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連
邦
主
義
の
領
域
に
お
け
る
明
確
叙
述
準
則
は
、実
体
的
準
則
を
用
い
た
審
査
（
裁
判
所
優
位
型
）
と
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
委
ね
る
審
査
（
議

会
優
位
型
）
の
中
間
を
取
る
試
み
で
あ
る
と
い
う
積
極
的
な
評
価
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
、
こ
の
準
則
の
機
能
と
し
て
は
、
政
治
プ

ロ
セ
ス
に
委
ね
る
審
査
よ
り
も
、
ガ
ル
シ
ア
事
件
で
斥
け
ら
れ
た
裁
判
所
に
よ
る
州
権
の
擁
護
と
い
う
傾
向
が
強
い
こ
と
か
ら
、
批
判
も
な

さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
準
則
の
問
題
点
と
意
義
に
つ
い
て
各
々
の
指
摘
を
確
認
す
る
。

　

１　

問
題
点

　

グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
で
用
い
ら
れ
た
準
則
は
、「
明
確
叙
述
（clear statem

ent

）」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
曖
昧
性
も
含
め
、
幾
つ
か
の
問

題
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
で
同
意
意
見
を
執
筆
し
た
ホ
ワ
イ
ト
（Byron W

hite

）
裁
判
官
（
反
対
意
見
執
筆
の
ブ
ラ
ッ
ク

マ
ン
裁
判
官
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
同
調
�

）
は
、
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
、
こ
の
準
則
を
批
判
し
て
い
る
。

　

第
一
に
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
の
法
廷
意
見
が
用
い
た
準
則
は
先
例
と
相
違
が
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
最
高
裁
は
修

正
第
十
一
条
の
判
例
で
展
開
さ
れ
て
き
た
明
確
叙
述
準
則
を
用
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
当
該
準
則
が
導
か
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
修
正
第

十
一
条
の
先
例
�

は
、
あ
く
ま
で
も
「
連
邦
議
会
が
特
別
の
法
律
を
州
に
対
し
て
適
用
す
る
意
図
が
あ
る
か
否
か
」
を
決
定
す
る
た
め
に
用

い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
�

。
第
二
に
、
ガ
ル
シ
ア
事
件
は
裁
判
所
に
よ
る
州
の
保
護
を
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
委
ね
る
判
断
を
し
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
の
法
廷
意
見
は
そ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
準
則
は
先
例

で
あ
る
一
九
八
五
年
の
ガ
ル
シ
ア
事
件
に
反
し
て
、
結
果
と
し
て
は
、「
連
邦
法
か
ら
特
別
な
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
州
の
活
動
領
域

を
開
拓
す
る
」
た
め
の
試
み
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
�

。
第
三
に
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
の
法
廷
意
見
が
示
し
た
当
該

準
則
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
立
法
府
に
過
度
の
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
準
則
の
範
囲

と
要
件
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
た
め
�

、
こ
の
準
則
は
連
邦
議
会
に
対
し
て
、「
そ
れ
が
規
制
し
よ
う
と
す
る
特
定
の
州
機
能
に
関
す
る
冗

長
で
、
し
か
も
詳
細
な
リ
ス
ト
（long and detailed lists

）
を
作
成
す
る
よ
う
に
強
い
る
」
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
�

。

　

こ
の
よ
う
な
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
の
指
摘
に
加
え
て
、
立
法
府
に
対
す
る
過
度
の
負
担
と
の
指
摘
に
関
し
て
は
、
立
法
府
が
法
律
の
適
用
対

象
に
し
よ
う
と
し
た
州
の
行
為
を
放
置
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
や
、
立
法
府
に
よ
っ
て
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
で
法
律
が
硬
直
化
し
、
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行
政
機
関
や
裁
判
所
が
変
化
す
る
状
況
に
当
該
法
律
を
適
合
さ
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
�

。
さ
ら
に
、
こ
の
準
則
を
用
い

た
場
合
で
も
、
立
法
府
に
対
し
て
再
度
法
律
を
制
定
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
と
す
る
見
解
に
対
し
て
も
批
判
が
な
さ
れ
る
�

。
第
一
に
、

特
に
問
題
と
な
っ
た
法
律
の
狭
義
の
解
釈
に
よ
っ
て
悪
影
響
を
受
け
た
も
の
が
不
十
分
に
組
み
込
ま
れ
た
場
合
に
は
、
連
邦
議
会
は
法
律
を

修
正
し
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
た
と
え
連
邦
議
会
が
再
度
法
律
を
制
定
す
る
と
し
て
も
、
一
度
斥
け
ら
れ
後
に
再
度
法
律

を
制
定
す
る
こ
と
は
裁
判
所
と
立
法
府
の
双
方
の
資
源
を
浪
費
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
。
第
三
に
、
裁
判
所
の
判
断
を
議
会
に
よ
っ
て
覆
す

前
に
そ
の
主
張
が
斥
け
ら
れ
た
者
は
回
復
不
可
能
な
ほ
ど
に
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

２　

意
義

　

以
上
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
で
示
さ
れ
た
準
則
は
以
下
の
観
点
か
ら
意
義
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
�

。

　

第
一
に
、
連
邦
法
の
対
象
が
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
場
合
に
は
、
ガ
ル
シ
ア
事
件
で
州
に
対
し
て
想
定
さ
れ
た
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
、
連
邦
議
会
に
連
邦
法
の
範
囲
を
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
で
、
こ
の
準
則
は
州
の
活
動
が
脅
か
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
明
確
に
し
、
か
つ
州
に
よ
る
対
抗
手
段
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
準
則
は
、
ガ
ル
シ
ア
事
件
の

手
続
的
保
護
を
連
邦
の
公
務
員
（
行
政
機
関
）
が
回
避
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
曖
昧
な
立
法
は
、
意
図
さ
れ
た
連
邦
の

行
為
の
対
象
を
隠
蔽
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
連
邦
の
行
政
機
関
に
よ
る
将
来
的
な
不
正
な
行
使
に
根
拠
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
り
兼
ね
な
い
。

シ
ェ
ブ
ロ
ン
事
件
�

で
裁
判
所
は
関
係
す
る
行
政
機
関
に
よ
る
法
律
の
合
理
的
解
釈
に
敬
譲
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
か
ら
�

、
曖
昧

な
文
言
で
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
は
行
政
機
関
に
対
し
て
連
邦
と
州
の
均
衡
を
乱
す
著
し
い
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
の
準

則
は
行
政
機
関
の
法
律
解
釈
の
余
地
を
狭
め
る
と
い
う
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

以
上
ま
で
に
、
立
法
府
に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る
手
続
的
統
制
の
契
機
を
探
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
の
た
め
に
、
連
邦
主
義
の
領
域
に
お
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け
る
明
確
叙
述
準
則
の
適
用
を
素
材
に
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
の
法
廷
意
見
に
よ
る
当
該
準
則
の
適
用
は
、
ガ
ル
シ
ア
事

件
で
示
さ
れ
た
州
の
保
護
を
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
委
ね
る
と
い
う
考
え
方
（political safeguards of federalism

�
）
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、

如
何
に
連
邦
主
義
と
い
う
憲
法
上
の
価
値
を
裁
判
所
に
よ
っ
て
保
護
す
る
の
か
と
い
う
連
邦
最
高
裁
の
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

こ
こ
で
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
の
法
廷
意
見
が
指
摘
し
た
以
下
の
言
辞
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
ガ
ル
シ
ア
事
件
の
連
邦
最
高
裁

が
…
…
州
の
保
護
を
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
主
と
し
て
委
ね
る
と
し
た
た
め
、
我
々
は
、
連
邦
議
会
が
そ
の
よ
う
な
行
使
を
意
図
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
を
確
実
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」�
と
い
う
判
示
で
あ
る
。
連
邦
主
義
の
問
題
の
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
解
決
と
い
う

こ
と
に
一
定
の
譲
歩
を
示
し
な
が
ら
も
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
委
ね
る
「
条
件
」、
そ
し
て
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
強
化
（
憲
法
上
の
価
値
の
保
護

が
立
法
府
に
お
い
て
十
分
に
な
さ
れ
る
こ
と
）
に
向
け
た
一
つ
の
手
法
と
し
て
明
確
叙
述
準
則
を
連
邦
最
高
裁
は
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

連
邦
最
高
裁
は
―
―
明
言
し
て
い
な
い
も
の
の
―
―
こ
の
準
則
の
持
つ
意
義
で
あ
る
、
議
会
の
優
位
性
の
維
持
、
そ
し
て
裁
判
所
と
議
会

の
協
働
関
係
、
つ
ま
り
議
会
の
熟
議
の
促
進
を
裁
判
所
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
憲
法
上
の
価
値
の
保
護
に
繋
が
る
と
い
う
こ

と
を
根
拠
に
、
立
法
府
の
権
限
に
対
す
る
統
制
の
途
を
拓
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
の
採
っ
た
明
確
叙
述
準
則
に
問
題
点
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
前
述
の
問
題
点
に
加
え
、

グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
に
お
け
る
準
則
は
、
通
常
の
法
律
解
釈
の
方
法
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、

裁
判
所
は
曖
昧
な
文
言
の
意
味
を
決
定
し
、ま
た
、法
律
の
文
言
の
明
確
な
意
味
を
確
認
あ
る
い
は
拒
否
す
る
た
め
に
立
法
資
料（legislative 

history

）
を
従
来
か
ら
参
照
し
て
き
た
�

。
だ
が
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
は
、
何
ら
理
論
的
根
拠
を
示
さ
ず
に
�

、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
を
一
切
採
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
官
の
恣
意
的
な
解
釈
の
余
地
を
広
げ
る
こ
と
に
な
り
兼
ね
ず
、
立
法
府

の
裁
量
を
統
制
し
得
て
も
裁
判
官
の
裁
量
統
制
の
問
題
を
浮
上
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
本
末
転
倒
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
明
確
叙
述
準
則
そ

れ
自
体
の
検
討
は
、
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
は
他
日
に
期
し
た
い
。

　

最
後
に
、
本
稿
で
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
再
度
確
認
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
従
来
か
ら
裁
判
所
が
立
法
府
の
裁
量
を
広
汎
に
認
め
て

き
た
領
域
、
つ
ま
り
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
解
決
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
領
域
こ
そ
、
手
続
的
統
制
の
可
能
性
の
余
地
が
あ
る
こ
と
の
示
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唆
を
我
々
に
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

註⑴　

M
arbury v. M

adison, 5 U
.S.(1 C

ranch) 137 (1803).

⑵　

構
造
的
準
則
に
関
す
る
主
要
な
論
文
と
し
て
、D

an T. C
oenen, A C

onstitution of C
ollaboration: Protecting Fundam

ental Values w
ith Second-

Look Rules of Interbranch D
ialogue, 42 W

m. &
 M

a
ry. L. R

ev. 1575 (2001) 

が
あ
る
。

⑶　

John F. M
anning, C

lear Statem
ent Rules and the C

onstitution, 110 C
o

lu
m. L. R

ev. 399 (2010).

⑷　

準
則
（rule

）
と
は
、
法
規
範
の
重
要
な
分
類
の
一
つ
と
し
て
、
原
理
（principle

）
に
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
法
規
範
は
、
典
型
的
に
、
一

定
の
要
件
事
実
に
対
し
て
一
定
の
法
律
効
果
が
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
指
図
す
る
と
い
う
規
定
方
式
（
要
件
＝
効
果
図
式
）
を
と
る
。
そ
の
う

ち
、
原
理
が
抽
象
的
指
針
に
よ
り
指
図
す
る
タ
イ
プ
の
規
範
（
目
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
準
則
は
法
律
要
件
と
法
律
効
果
を
明
確
に

分
類
し
て
指
図
す
る
タ
イ
プ
の
規
範
（
条
件
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
指
す
。
田
中
成
明
『
現
代
法
理
学
』
六
五
―
六
六
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）。

⑸　

裁
判
所
の
「
反
多
数
派
主
義
的
難
点
」
と
い
う
問
題
は
、
司
法
審
査
の
民
主
的
正
当
性
に
関
し
て
、
二
〇
世
紀
に
お
い
て
最
も
影
響
力
の
あ
る
憲
法

学
者
の
一
人
で
あ
る
ビ
ッ
ケ
ル
（A

lexander M
. B

ickel
）
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
ビ
ッ
ケ
ル
に
つ
い
て
は
、
大
林
啓
吾
「
ア
レ
ク
サ

ン
ダ
ー
・
ビ
ッ
ケ
ル
」
駒
村
圭
吾
・
山
本
龍
彦
・
大
林
啓
吾
編
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
群
像
―
理
論
家
編
』
三
三
頁
（
尚
学
社
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

⑹　

立
法
裁
量
と
は
、
一
般
に
、
立
法
府
が
立
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
す
る
・
し
な
い
を
含
め
て
自
由
に
決
定
で
き
る
こ
と
を
指
す
。

⑺　

立
法
記
録
審
査
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
立
法
記
録
審
査
の
展
開
―
―
立
法
裁
量
の
統
制
手
法
に
関
す
る
予
備
的
考
察
―

―
」
法
学
政
治
学
論
究
第
九
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
九
九
頁
以
下
。

⑻　

拙
稿
・
同　

二
二
四
頁
脚
注
十
六
を
参
照
。

⑼　

こ
のclear statem

ent rules

と
い
う
語
は
、
初
期
の
判
例
に
お
い
て
はplain statem

ent rules

と
も
書
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
判
例
や
論
文
に

お
い
て
はclear statem

ent

と
い
う
語
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
はclear statem

ent rules

に
統
一
す
る
。

⑽　

U
nited States v. Lopez, 514 U

.S. 549 (1995).

⑾　

W
illiam

 W
. B

uzbee &
 R

obert A
. Schapiro, Legislative Record Review, 54 S

ta
n. L. R

ev. 87, 92 (2002).
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⑿　

合
衆
国
憲
法
第
一
編
第
八
節
第
三
項
は
、「
外
国
と
の
通
商
及
び
州
際
間
の
通
商
、
及
び
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族
と
の
通
商
を
規
制
す
る
こ
と
」
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。
松
井
茂
記
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
入
門
』
四
三
六
頁
（
有
斐
閣
、
第
七
版
、
二
〇
一
二
年
）。

⒀　

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
と
州
の
権
限
配
分
の
問
題
が
わ
が
国
に
お
い
て
直
接
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
道
州
制
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
に

お
け
る
近
年
の
地
方
分
権
改
革
に
お
い
て
は
、
特
に
、
地
方
に
ど
こ
ま
で
の
権
限
を
認
め
る
の
か
と
い
う
方
向
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で

扱
う
ア
メ
リ
カ
の
問
題
状
況
と
少
な
か
ら
ず
関
係
す
る
箇
所
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
道
州
制
（
地
方
分
権
改
革
）
の
下
で
、
地
方
の
権

限
を
ど
の
よ
う
に
裁
判
所
に
よ
っ
て
保
障
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
扱
わ
な
い
た
め
、
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
は
別
稿
に
譲
る
。

⒁　

Lopez, 514 U
.S. at 558.

⒂　

Id. at 562.

⒃　

事
実
認
定
が
法
律
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
、「
障
害
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
人
に
関
す
る
法
律
（A

m
ericans w

ith D
isabilities 

A
ct

：
Ａ
Ｄ
Ａ
）」
で
は
、
事
実
認
定
の
項
目
で
、「
①
社
会
は
歴
史
的
に
障
害
の
あ
る
個
人
を
切
り
離
し
孤
立
さ
せ
る
傾
向
が
あ
り
、
障
害
の
あ
る
人

に
対
す
る
差
別
の
形
態
は
深
刻
で
継
続
的
な
社
会
問
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
、
②
障
害
の
あ
る
人
は
、
人
種
差
別
・
性
差
別
の
場
合
に
は
存
在
し

て
い
る
よ
う
な
法
的
救
済
手
段
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
、
③
障
害
の
あ
る
人
々
は
集
団
と
し
て
劣
位
の
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
、
④
障
害
の
あ
る

個
人
は
、
当
該
個
人
に
よ
っ
て
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
特
徴
に
基
づ
い
て
意
図
的
な
不
平
等
取
扱
の
歴
史
に
さ
ら
さ
れ
、
社
会
に
お
い
て
政
治
的
に

無
力
な
地
位
に
置
か
れ
続
け
、
切
り
離
さ
れ
孤
立
し
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。42 U

.S.C
. §12101 (a).

⒄　

連
邦
最
高
裁
に
よ
る
強
引
な
解
釈
（
憲
法
上
の
規
定
の
実
体
的
内
容
の
判
断
）
と
し
て
有
名
な
の
は
、
た
と
え
ば
、
州
際
通
商
条
項
の
「
通
商

（com
m

erce

）」
に
は
「
製
造
（m

anufacturing

）」
は
該
当
し
な
い
と
い
う
解
釈
や
、「
通
商
の
規
制
」
と
い
う
場
合
に
「
直
接
的
な
影
響
」
の
み
を
規

制
し
得
る
と
い
う
解
釈
な
ど
を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

⒅　

大
恐
慌
か
ら
の
経
済
再
生
を
目
的
と
し
た
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
政
策
を
連
邦
最
高
裁
が
違
憲
と
し
て
阻
む
と
い
う
事
情
を
背
景
に
し
て
、
ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
（Franklin D

. R
oosevelt

）
大
統
領
に
よ
る
有
名
なcourt packing plan

（
裁
判
所
抱
き
込
み
策
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
後
、

一
九
三
七
年
の
憲
法
革
命
と
も
呼
ば
れ
る
連
邦
最
高
裁
の
立
場
の
変
更
に
至
る
の
で
あ
る
。

⒆　

転
換
点
と
し
て
有
名
な
判
例
は
、
一
九
三
七
年
のN

LR
B

 v. Jones &
 Laughlin Steel C

orp., 301 U
.S. 1 (1937) 

で
あ
る
。
本
件
で
は
連
邦
議
会
が

一
九
三
五
年
に
制
定
し
た
全
国
労
使
関
係
法
（N

ational Labor R
elations A

ct

：
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
）
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
大
手
鉄
鋼
メ
ー
カ
ー
の
被
告

会
社
は
、
組
合
員
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
従
業
員
を
解
雇
し
た
た
め
に
、
こ
の
法
律
違
反
に
問
わ
れ
、
逆
に
、
こ
の
法
律
が
連
邦
議
会
の
権
限
を
逸
脱

し
て
違
憲
だ
と
主
張
し
た
。
ヒ
ュ
ー
ズ
（C

harles E. H
ughes

）
首
席
裁
判
官
に
よ
る
多
数
意
見
で
は
、
法
律
の
規
制
対
象
を
独
立
に
見
れ
ば
州
内
事
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項
で
あ
る
と
し
て
も
、
州
際
通
商
に
「
密
接
か
つ
実
質
的
な
関
係
（a close and substantial relationship

）」
を
持
つ
よ
う
な
ら
、
州
際
通
商
条
項
に

基
づ
く
連
邦
議
会
の
権
限
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
た
。

⒇　

一
九
三
七
年
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
＆
ラ
フ
リ
ン
事
件
に
お
け
る
憲
法
革
命
以
降
、
一
九
九
〇
年
代
初
め
ま
で
、
連
邦
議
会
が
州
際
通
商
条
項
を
根
拠
に
制

定
し
た
法
律
を
違
憲
と
す
る
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
約
半
世
紀
ぶ
り
に
違
憲
の
判
決
が
下
さ
れ
た
の
が
、
一
九
九
五
年
の
ロ
ペ
ス
事
件
な
の
で
あ

る
。

�　

The Suprem
e C

ourt, 1994 Term
-Leading C

ases, 109 H
a

rv. L. R
ev. 111, 118-119 (1995).

�　

ロ
ペ
ス
事
件
の
法
廷
意
見
は
、
州
際
通
商
条
項
に
基
づ
く
連
邦
法
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
際
に
、
従
来
立
法
記
録
も
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
認
め
な

が
ら
も
、
規
制
対
象
活
動
が
州
際
通
商
に
及
ぼ
す
実
質
的
影
響
に
つ
い
て
の
正
式
な
事
実
認
定
を
連
邦
議
会
は
要
求
さ
れ
な
い
と
い
う
政
府
側
の
主
張

も
認
め
て
い
る
。Lopez, 514 U

.S. at 562.

�　

Id. at 610 (Souter. J., dissenting).　

ス
ー
タ
ー
裁
判
官
は
、
先
例
の
観
点
か
ら
、
法
律
解
釈
と
し
て
明
確
叙
述
準
則
が
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、

立
法
府
の
事
実
認
定
を
法
律
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
明
記
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
よ
う
に
同
準
則
は
判
断
さ
れ
て
き
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
ま
た
、
ブ

ラ
イ
ヤ
ー
（Stephen G

. B
reyer

）
裁
判
官
も
同
様
の
理
由
か
ら
ロ
ペ
ス
事
件
で
同
準
則
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。Id. at 618 (B

reyer J., 

dissenting).

�　

M
anning, supra note 3, at 399.

�　

連
邦
議
会
が
法
律
の
中
で
、
あ
る
分
野
を
連
邦
の
専
占
領
域
と
し
、
州
に
よ
る
規
制
を
許
さ
な
い
と
明
示
す
る
の
が
、
分
野
に
関
す
る
明
示
の
専
占

（express preem
ption

）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
黙
示
の
専
占
は
連
邦
議
会
が
法
律
の
中
で
こ
れ
を
明
示
し
な
い
も
の
を
指
す
。
樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ

カ
憲
法
』
一
七
七
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）。

�　

R
ice v. Santa Fe Elevator C

orp., 331 U
.S. 218 (1947).

�　

Id. at 230.

�　

G
regory v. A

shcroft, 501 U
.S. 452 (1991). 

邦
語
に
よ
る
本
件
の
紹
介
と
し
て
、
戸
松
秀
典
「
連
邦
制
と
州
法
の
専
占
―
州
裁
判
官
の
定
年
制
を

め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
一
七
号
（
一
九
九
三
年
）
一
六
八
頁
以
下
が
あ
る
。

�　

州
際
通
商
条
項
に
基
づ
く
連
邦
議
会
に
よ
る
規
制
は
、
①
州
際
通
商
に
関
係
す
る
私
人
の
行
為
を
規
制
す
る
連
邦
法
を
制
定
す
る
場
合
と
、
②
州
と

地
方
の
政
府
の
活
動
を
直
接
規
制
す
る
連
邦
法
を
制
定
す
る
場
合
の
二
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
何
れ
も
伝
統
的
な
州
の
政
府
機
能
や
州
の
福
祉
権
能
と
の

関
係
で
問
題
と
な
る
。
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�　
N

ational League of C
ities v. U

sery, 426 U
.S. 833 (1976).

�　
Id. at 852.

�　

G
arcia v. San A

ntonio M
etropolitan Transit A

uthority, 469 U
.S. 528 (1985).

�　

Id. at 530.

�　

Id. at 550-551.

�　

Id. at 541-544.

�　

上
院
議
員
は
「
州
の
代
表
」
で
あ
り
、
各
州
か
ら
２
名
選
出
さ
れ
る
（
合
衆
国
憲
法
第
一
編
第
三
節
）。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
議
員
数
は
一
〇
〇

人
で
あ
る
。
初
め
の
頃
は
州
議
会
で
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
修
正
十
七
条
の
制
定
以
降
、
人
民
が
選
挙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
任
期
は

六
年
で
、
二
年
ご
と
に
三
分
の
一
ず
つ
改
選
さ
れ
る
。

�　

C
alvin R

. M
assey, Etiquette Tips: Som

e Im
plications of “Process Federalism

”, 118 H
a

rv. J.L. &
 P

u
b. P

o
l’ y 175 (1994).

�　

G
regory, 501 U

.S. at 460.

�　

Id. (quoting A
tascadero State H

ospital v. Scanlon, 473 U
.S. 234, 242 (1985)) 

法
廷
意
見
は
、
ア
タ
ス
カ
デ
ロ
事
件
が
修
正
第
十
一
条
に
関
す
る

事
件
で
あ
る
も
の
の
、
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
他
の
文
脈
に
も
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。Id. at 461.

�　

Id. at 467.　

な
お
、
法
廷
意
見
は
、
上
告
人
ら
が
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
の
裁
判
官
に

対
す
る
強
制
辞
任
要
求
は
平
等
保
護
条
項
に
反
す
る
と
い
う
上
告
人
ら
の
主
張
に
対
し
て
、
年
齢
は
平
等
保
護
条
項
の
も
と
で
の
疑
わ
し
い
分
類

（suspect classification

）
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
合
理
性
の
審
査
を
適
用
し
、
平
等
保
護
条
項
違
反
の
主
張
を
斥
け
て
い
る
。Id. at 470-473.

�　

G
arcia, 469 U

.S. at 580 (R
ehnquist, J., dissenting).

�　

R
ich


a

r
d H

. F
a

llo
n Jr., T

h
e D

y
n

a
m

ic C
o

n
stitu

tio
n: A

n In
tr

o
d

u
c

tio
n to A

m
er

ic
a

n C
o

n
stitu

tio
n

a
l L

aw
 169-170 (2004).

�　

M
anning, supra note 3, at 409.

�　

D
eanna L. R

uddock, G
regory v. A

shcroft: The Plain Statem
ent Rules and Judicial Supervision on Federal-State Relations, 70 N

.C
. L. R

ev. 

1563, 1586 (1992).

�　

The Suprem
e C

ourt, 1990 Term
-Leading C

ases, 105 H
a

rv. L. R
ev. 177, 200 (1991).

�　

ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
と
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
の
相
違
点
は
、
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
が
適
用
除
外
と
し
た
「
政
策
形
成
を
行
う
被
雇
用
者
（policym

aking 

appointees

）」
に
州
の
裁
判
官
が
含
ま
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
は
、
裁
判
官
が
他
の
統
治
部
門
の
政
策
形
成
を
行
う
公
務
員
と
同
程
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度
の
責
任
と
裁
量
と
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
含
ま
れ
る
と
し
た
の
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
は
、
そ
の
よ
う
に
は
解
さ
ず
、
含
ま
れ
な
い

と
し
た
。

�　

See A
tascadero State H

ospital v. Scanlon, 473 U
.S. 234, 243 (1985); W

ill v. M
ichigan D

ept. of State Police, 491 U
.S. 58, 65 (1989).　

ア
タ

ス
カ
デ
ロ
事
件
は
、
身
体
障
害
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
療
法
士
と
し
て
の
新
卒
採
用
を
拒
否
さ
れ
た
原
告
（
糖
尿
病
疾
患
に
よ

る
片
目
失
明
）
が
、
ア
タ
ス
カ
デ
ロ
州
立
病
院
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
精
神
衛
生
省
を
相
手
取
り
、
一
九
七
三
年
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
法

（R
ehabilitation A

ct
）
の§504

に
基
づ
き
、
遡
及
的
金
銭
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
、
そ
の
訴
訟
に
被
告
（
州
）
が
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
五
対
四
で
、
原
告
の
主
張
を
斥
け
、
修
正
第
十
一
条
に
基
づ
き
主
権
免
責
を
廃
止
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
判
断
し
た
。
パ
ウ
エ
ル
（Lew

is F. Pow
ell, Jr.

）
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
修
正
第
十
一
条
に
対
す
る
例
外
が
特
定
の
条
件
下
で
の
み
一
貫

し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、「
他
の
合
理
的
な
解
釈
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
に
、
法
律
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
最
も
明
白
な
文
言
、
あ
る
い
は
そ

の
よ
う
な
圧
倒
的
な
暗
示
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
場
合
に
の
み
」、
州
の
免
責
を
廃
止
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。A

tascadero, 473 U
.S. 

at 239-240.　

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
は
、
連
邦
法
が
州
に
適
用
さ
れ
る
か
否
か
だ
け
を
判
断
す
る
以
上
に
明
確
叙
述
準
則
を
用

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

�　

G
regory, 501 U

.S. at 475-476 (W
hite, J., concurring).

�　

Id. at 477.

�　

ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
の
同
意
意
見
は
、
当
該
準
則
がGregory

事
件
の
よ
う
な
政
府
職
員
の
資
格
要
件
の
問
題
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
、

「
明
確
叙
述
（clear statem

ent

）」
の
要
件
が
ど
の
程
度
で
満
た
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
州
の
活
動
に
対
す
る
連
邦
法
の
適
用
範
囲
は
法
律

の
テ
ク
ス
ト
だ
け
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
法
廷
意
見
が
答
え
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

�　

G
regory, 501 U

.S. at 478.

�　

M
ichael P. Lee, H

ow
 C

lear is “C
lear”?: A Lenient Interpretation of the G

regory v. A
shcroft C

lear Statem
ent Rule, 65 U

. C
h

i. L. R
ev. 255, 

260-261 (1998).

�　

Id. at 261. 

な
お
、
リ
ー
（M

ichael P. Lee

）
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
で
示
さ
れ
た
準
則
を
明
確
な
「
叙
述
（statem

ent

）」
で
は
な
く
、
明
確
な
「
意

味
（m

eaning

）」
を
要
求
す
る
も
の
と
広
く
解
釈
す
る
場
合
に
は
、
明
確
叙
述
準
則
を
擁
護
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
す
る
。
し
か
し
、
当
該
準
則
は
ガ

ル
シ
ア
事
件
と
グ
レ
ゴ
リ
ー
事
件
の
双
方
の
要
素
を
含
む
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
で
あ
り
、
立
法
府
に
対
す
る
負
担
を
過
度
に
軽
減
す
る
こ
と
は
当
該

準
則
を
形
骸
化
さ
せ
る
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
。
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�　
Leading C

ases, supra note 45, at 202-204.
�　

C
hevron U

.S.A
., Inc. v. N

ational R
esources D

efense C
ouncil, Inc., 467 U

.S. 837 (1984).
�　

シ
ェ
ブ
ロ
ン
事
件
が
示
し
た
基
準
は
、
第
一
段
階
と
し
て
、
行
政
機
関
の
法
律
解
釈
を
裁
判
所
が
審
査
す
る
と
き
、
議
会
の
意
思
が
明
白
で
あ
る
場

合
に
は
そ
れ
に
従
い
、
第
二
段
階
と
し
て
、
議
会
の
意
思
が
明
白
で
な
い
場
合
に
は
、
行
政
機
関
の
法
律
解
釈
が
合
理
的
で
許
容
可
能
で
あ
る
限
り
で

裁
判
所
は
そ
れ
に
敬
譲
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

�　

連
邦
主
義
の
政
治
的
保
護
（political safeguards of federalism

）
と
は
、
ウ
ェ
ス
ラ
ー
（H

erbert W
echsler

）
の
論
文
（The Political Safeguards 

of Federalism
: The Role of the States in the C

om
position and Selection of the N

ational G
overnm

ent, 54 C
o

lu
m. L. R

ev. 543 (1954)

）
で
用
い

ら
れ
た
用
語
で
あ
り
、
チ
ョ
ッ
パ
ー
（Jesse C

hoper

）
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
連
邦
の
政
治
プ
ロ
セ
ス
そ
れ

自
体
が
諸
州
の
利
益
を
保
護
し
て
い
る
と
の
理
由
か
ら
、
州
は
拡
大
す
る
連
邦
権
限
に
対
し
て
、
裁
判
所
に
よ
る
保
護
を
必
要
と
し
な
い
と
考
え
る
。

そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
司
法
審
査
の
余
地
に
関
し
て
、
ウ
ェ
ス
ラ
ー
は
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
ウ
ェ
ス
ラ
ー
の
論
文
を
展
開
し
た
チ
ョ
ッ
パ
ー
に
よ

れ
ば
、
連
邦
主
義
に
関
す
る
問
題
で
も
、
個
人
の
権
利
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
場
合
に
の
み
司
法
審
査
の
余
地
が
認
め
ら
れ
る
。

�　

G
regory, 501 U

.S. at 464.

�　

W
illiam

 N
. Eskridge, Jr., The N

ew
 Textualism

, 37 U
C

LA
 L. R

ev. 621, 626 (1990).

�　

R
uddock, supra note 44, at 1590.
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一
、
は
じ
め
に

　

生
活
保
護
法
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
五
条
に
規
定
す
る
理
念
に
基
づ
き
、
国
が
生
活
に
困
窮
す
る
す
べ
て
の
国
民
に
対
し
、
そ
の
最
低
限

度
の
生
活
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
自
立
を
助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
第
一
条
）。
ま
た
こ
れ
を
受
け
、
厚
生
労
働
省
は
生
活

保
護
受
給
者
に
対
す
る
自
立
支
援
の
た
め
に
平
成
一
七
年
度
か
ら
「
生
活
保
護
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
導
入
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

生
活
保
護
法
に
と
っ
て
自
立
と
い
う
言
葉
は
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
ど
こ
を
見
て
も
自
立
と
い
う
言
葉
は
見
出
せ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
憲
法
第
二
五
条
一
項
の

「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
」
と
し
て
の
生
存
権
が
、
自
立
し
た
生
活
を
営
む
権
利
を
内
包
す
る
と
す
れ
ば
、
自
立

と
無
関
係
で
は
な
く
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
第
一
三
条
の
幸
福
追
求
権
の
一
つ
と
し
て
自
己
決
定
権
が
主
張
さ
れ
る
と
き
、
自
己
決
定

が
自
律
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（『
新
基
本
法
コ
メ
ン
タ
ー
ル 

憲
法
』
な
ど
）⑴

が
、
こ
こ
に
自
立
と
同
音
語
で
し
か

も
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
自
律
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
。

　

生
活
保
護
法
は
最
高
法
規
で
あ
る
憲
法
の
も
と
に
あ
る
下
位
立
法
で
あ
る
う
え
に
、
現
行
生
活
保
護
法
は
憲
法
第
二
五
条
の
生
存
権
の
理

念
の
も
と
に
制
定
さ
れ
、
生
存
権
を
具
現
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
生
活
保
護
法
の
自
立
は
憲
法
の
自
立
と
同
じ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
最
高
法
規
で
あ
る
憲
法
の
自
立
の
観
点
か
ら
生
活
保
護
法
に
お
け
る
自
立
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を

憲
法
と
生
活
保
護
法
に
お
け
る
自
立
・
自
律
・
自
己
決
定山　

﨑　

将　

文
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詳
細
に
考
察
し
て
み
た
い
。

　

そ
れ
で
は
そ
も
そ
も
自
立
や
自
律
と
は
何
か
？
国
語
辞
典
の
意
味
か
ら
み
て
い
こ
う
。

二
、
自
立
・
自
律
・
自
己
決
定
の
言
語
的
意
味

　

国
語
辞
典
を
見
る
と
、
自
立
と
は
、「
自
分
以
外
の
も
の
の
助
け
な
し
で
、
ま
た
は
支
配
を
受
け
ず
に
、
自
分
の
力
で
物
事
を
や
っ
て
ゆ

く
こ
と
。
独
立
。
ひ
と
り
だ
ち
。」（『
岩
波
国
語
辞
典 

第
三
版
』）、「
他
へ
の
従
属
か
ら
離
れ
て
独
立
す
る
こ
と
。
他
か
ら
の
支
配
や
助
力

を
受
け
ず
に
、
存
在
す
る
こ
と
。」（『
大
辞
泉 

第
一
版
』）、「
他
の
経
済
的
・
精
神
的
支
配
を
受
け
ず
、
自
分
の
力
で
物
事
を
や
っ
て
ゆ
く

こ
と
。
独
立
。」（『
新
明
解
国
語
辞
典 

第
三
版
』）
な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
辞
書
に
共
通
す
る
の
は
、
他
の
支
配
を
受
け
な
い
こ
と
と
、

自
分
の
力
で
や
っ
て
ゆ
く
こ
と
あ
る
い
は
独
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
言
え
る
の
は
、
ま
ず
「
自
立
（independence, 

self-help

）
と
は
、『
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
で
き
る
』
あ
る
い
は
『
自
分
で
で
き
る
こ
と
は
自
分
で
す
る
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」⑵
。

　

次
に
、
自
立
と
同
音
語
の
自
律
の
国
語
辞
典
の
意
味
を
み
て
い
こ
う
。

　

自
律
（
英
語
のautonom

y

は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
のautos

自
己
とnom

os

規
範
を
語
源
と
す
る
）⑶

と
は
、「
自
分
の
気
ま
ま
を
押
さ
え
、

ま
た
は
自
分
で
立
て
た
規
範
に
従
っ
て
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
や
っ
て
行
く
こ
と
。」（『
岩
波
国
語
辞
典 

第
三
版
』）、「
他
か
ら
の
支
配
・

制
約
な
ど
を
受
け
ず
に
、自
分
自
身
で
立
て
た
規
範
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
。」（『
大
辞
泉 

第
一
版
』）、「
自
分
で
決
め
た
規
則
に
従
う
（
従

い
、
わ
が
ま
ま
を
押
え
る
）
こ
と
。」（『
新
明
解
国
語
辞
典 

第
三
版 
）
な
ど
と
あ
る
⑷

。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
自
分
で
立
て
た
（
決

め
た
）
規
範
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
他
か
ら
の
支
配
・
制
約
な
ど
を
受
け
ず
に
」
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
自
律
は
自

立
と
近
い
意
味
に
な
り
、
自
分
の
立
て
た
と
い
う
の
を
自
分
で
決
め
た
と
言
い
換
え
る
と
、
自
己
決
定
の
意
味
に
も
近
づ
く
（
辞
書
の
意
味

を
見
る
限
り
、
自
律
か
ら
す
ぐ
に
自
己
決
定
の
意
味
は
で
て
こ
な
い
）⑸
。
ま
た
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
な
か
に
自
分
の
気
ま
ま
を
押
さ
え
、

わ
が
ま
ま
を
押
さ
え
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
（I.Kant

）
は
、「
自
分
で
そ
う
す
べ
き
だ
と
思
う
か
ら
そ
う
す
る
」

と
い
う
主
体
的
で
、
し
か
も
理
性
的
な
判
断
能
力
を
自
律
性
（Autonom

y

）
と
呼
ん
だ
が
、
自
分
で
決
定
し
て
い
れ
ば
何
で
も
い
い
と
い
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う
こ
と
で
は
な
く
、
理
性
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
た
、
一
貫
性
の
あ
る
決
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
⑹

。
そ
の
意
味
で
は
、
自
律
性
と
自

己
決
定
は
必
ず
し
も
同
義
で
は
な
い
と
い
え
る
。
生
活
保
護
を
含
め
た
社
会
福
祉
の
領
域
に
お
い
て
は
、
自
律
は
自
己
決
定
と
同
じ
意
味
で

使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
例
え
ば
、『
自
律
（Autonom

y

）』
は
『
自
己
決
定
が
で
き
る
』『
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
』

と
い
う
こ
と
で
あ
る
」⑺

と
い
わ
れ
た
り
す
る
）
が
、
こ
こ
で
は
自
律
の
な
か
に
含
ま
れ
る
規
範
と
い
う
意
味
が
全
く
消
失
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。

三
、
生
活
保
護
法
に
お
け
る
自
立

　

生
活
保
護
法
は
、
一
条
で
、
法
の
目
的
と
し
て
、「
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
自
立
を
助
長
す
る
こ
と
」
を
掲
げ

て
い
る
。
こ
の
自
立
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
二
つ
の
見
解
が
あ
っ
た
。

　

①
現
行
生
活
保
護
法
制
定
（
一
九
五
〇
年
）
当
時
の
厚
生
省
社
会
局
長
木
村
忠
二
郎
の
次
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。
生
活
保
護
法
第
一
条

は
、「
自
立
を
助
長
す
る
と
い
う
自
力
更
生
を
は
か
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
国
の
道
義
的
責
務
か
ら
い
っ

て
も
当
然
の
こ
と
と
い
う
べ
く
、
こ
の
種
の
制
度
に
伴
い
が
ち
の
惰
民
の
要
請
と
い
っ
た
弊
害
を
生
ぜ
し
め
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
」⑻
。
こ
れ
は
、
自
立
を
就
労
を
通
じ
て
の
経
済
的
自
立
（
自
分
が
働
い
て
得
た
収
入
で
生
活
す
る
こ
と
）
と
し
て
考
え
て
い
た

と
い
え
よ
う
。

　

②
当
時
の
厚
生
省
社
会
局
保
護
課
長
小
山
進
次
郎
の
見
解
で
あ
る
。
生
活
保
護
法
第
一
条
は
、
惰
民
防
止
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

自
立
の
助
長
を
謳
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
内
在
的
な
可
能
性
を
発
見
し
て
、
そ
れ
を
助
長
育
成
す
の
が
自
立
で
あ
り
、
就
労
に
よ

る
経
済
的
な
自
立
と
狭
く
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
条
に
お
い
て
「
最
低
生
活
の
保
障
と
共
に
、
自
立
の
助
長
と

い
う
こ
と
を
目
的
の
中
に
含
め
た
の
は
、『
人
を
し
て
人
た
る
に
値
す
る
存
在
』
た
ら
し
め
る
に
は
単
に
そ
の
最
低
生
活
を
維
持
さ
せ
る
と

い
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
凡
そ
人
は
す
べ
て
そ
の
中
に
何
等
か
の
自
主
独
立
の
意
味
に
お
い
て
可
能
性
を
包
蔵
し
て
い
る
。
こ
の
内

容
的
可
能
性
を
発
見
し
、
こ
れ
を
助
長
育
成
し
、
而
し
て
、
そ
の
人
を
し
て
そ
の
能
力
に
相
応
し
い
状
態
に
お
い
て
社
会
生
活
に
適
応
さ
せ
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る
こ
と
こ
そ
、
真
実
の
意
味
に
お
い
て
生
存
権
を
保
障
す
る
所
以
で
あ
る
」⑼
。
こ
れ
は
、
自
立
を
社
会
的
自
立
と
し
て
考
え
て
い
た
と
い

え
よ
う
。

　

そ
の
後
、
福
祉
の
領
域
に
お
い
て
就
職
の
可
能
性
の
な
い
、
身
体
的
自
立
（
自
分
の
身
の
回
り
の
こ
と
が
自
分
で
で
き
る
こ
と
）
を
図
る

こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
重
度
の
障
害
者
や
高
齢
者
に
と
っ
て
の
自
立
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
経

済
給
付
や
対
人
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
な
が
ら
、
自
己
決
定
・
自
己
選
択
に
基
づ
い
て
生
活
を
営
む
「
人
格
的
自
立
（
精
神
的
自
立
）」
や
「
依

存
的
自
立
」
＝
「
援
助
（
支
援
）
付
自
立
」
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
自
立
が
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
⑽

。
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い

る
者
に
は
高
齢
者
や
障
害
者
が
多
い
こ
と
か
ら
、
生
活
保
護
の
自
立
に
お
い
て
も
、
こ
の
人
格
的
自
立
や
依
存
的
自
立
と
い
う
考
え
方
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
自
立
（
経
済
的
自
立
・
社
会
的
自
立
・
人
格
的
自
立
や
依
存
的
自
立
）
は
、
並
列
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
人
格
的
自
立
や
依
存
的
自
立
が
進
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
経
済
的
自
立
や
社
会
的
自
立
が
果
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
な
か
で
、
自
分
に
あ
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
自
立
の
可
能
性
を
追
求
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

四
、
憲
法
に
お
け
る
自
立
・
自
律
・
自
己
決
定

　

日
本
国
憲
法
の
ど
こ
を
探
し
て
も
、
自
立
や
自
律
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
し
、
そ
れ
に
類
似
す
る
言
葉
す
ら
み
あ
た
ら
な
い
。
た
だ

し
、
憲
法
の
前
提
と
す
る
人
間
像
を
探
る
と
き
に
、
自
立
や
自
律
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
⑾

。
つ
ま
り
、
日
本
国
憲
法
第
一
三
条

の
基
礎
に
あ
る
人
間
像
は
、
一
人
ひ
と
り
が
自
立
4

4

し
た
人
格
的
存
在
で
あ
り
、
理
性
や
自
律
4

4

と
結
び
つ
い
た
人
格
を
も
つ
「
強
い
人
間
」
像

か
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
誤
り
に
満
ち
、
誤
り
を
犯
し
う
る
「
弱
い
人
間
」
で
あ
る
、
一
人
ひ
と
り
の
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
像
か
と
い

う
よ
う
に
お
い
て
、
で
あ
る
。

　

ま
た
、
憲
法
第
一
三
条
の
幸
福
追
求
権
の
一
つ
と
し
て
人
格
的
自
律
4

4

権
（
佐
藤
幸
治
教
授
）⑿

や
自
己
決
定

4

4

4

4

権
の
主
張
が
あ
り
、
こ
こ
に
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自
律
も
し
く
は
自
己
決
定
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
。
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
て
初
め
て
幸
福
と
い
え
る
の
で
、
幸
福

を
追
求
す
る
た
め
に
は
自
己
決
定
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
こ
で
、
憲
法
第
一
三
条
の
幸
福
追
求
権
の
一
つ
と
し
て
、
自
己
の
個
人
的
な
事
柄
に

つ
い
て
、
公
権
力
か
ら
干
渉
さ
れ
ず
に
自
ら
決
定
す
る
権
利
と
し
て
の
自
己
決
定
権
の
主
張
が
新
た
に
出
て
く
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
憲
法

学
説
の
多
数
説
・
有
力
説
は
、
自
己
決
定
権
を
新
し
い
人
権
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
憲
法
学
説
の
中
で
は
、
一
三
条
が
新
し
い
人
権
の

導
出
根
拠
規
定
に
な
る
こ
と
、
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
決
め
る
と
い
う
自
己
決
定
が
憲
法
上
の
保
護
に
値
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

あ
る
程
度
の
共
通
理
解
が
あ
る
⒀

。
も
っ
と
も
、
学
説
内
で
も
、
人
格
的
利
益
説
（
佐
藤
教
授
・
芦
部
信
喜
教
授
な
ど
）⒁

と
一
般
的
行
為
自

由
説
（
戸
波
江
二
教
授
な
ど
）⒂

の
対
立
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
松
井
茂
記
教
授
の
よ
う
に
、
一
三
条
か
ら
、
新
し
い
人
権
、
自
己
決
定
権

を
導
き
出
す
こ
と
に
懐
疑
的
な
も
の
も
い
る
⒃

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
己
決
定
権
の
核
心
部
分
は
そ
の
内
容
が
比
較
的
明
確
で
あ
る
も
の

の
、
周
辺
部
分
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
が
自
己
決
定
権
に
含
ま
れ
る
か
を
明
確
に
定
式
化
し
え
て
い
な
い
段
階
に
あ
る
（「
憲
法
論
と
し
て
未

成
熟
の
状
況
」
に
あ
る
と
の
最
高
裁
判
所
調
査
官
の
指
摘
も
あ
る
）⒄
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
生
活
保
護
を
含
む
社
会
福
祉
の
領
域
で
は
、
障
害
者
や
高
齢
者
の
自
己
決
定
権
が
憲
法
を
根
拠
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、

こ
の
自
己
決
定
権
が
憲
法
上
の
人
権
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
を
も
つ
も
の
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
わ
が
国
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
、

自
己
決
定
権
を
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
認
め
た
か
の
よ
う
な
裁
判
例
さ
え
あ
る
。

　

①
「
エ
ホ
バ
の
証
人
輸
血
拒
否
事
件
」（
東
京
高
判
平
一
〇
・
二
・
九
高
民
集
五
一
巻
一
号
一
頁
）
＝
「
手
術
等
に
対
す
る
患
者
の
同
意
は
、

…
…
自
己
決
定
権
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
」。

　

②
「
修
徳
学
園
高
校
パ
ー
マ
退
学
事
件
」（
東
京
地
判
平
三
・
六
・
二
一
判
時
一
三
八
八
号
三
頁
）
＝
「
個
人
が
頭
髪
に
つ
い
て
髪
型
を
自

由
に
決
定
し
う
る
権
利
は
、
…
…
憲
法
一
三
条
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
」。

　

③
「
高
知
県
立
高
校
バ
イ
ク
無
期
停
学
事
件
」（
高
松
高
判
平
二
・
二
・
一
九
判
時
一
三
六
二
号
四
四
頁
）
＝
「
憲
法
一
三
条
が
保
障
す
る

国
民
の
私
生
活
に
お
け
る
自
由
の
一
つ
と
し
て
、
何
人
も
原
付
免
許
取
得
を
み
だ
り
に
制
限
禁
止
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」。

　

④
「
在
監
者
喫
煙
禁
止
事
件
」（
最
大
判
昭
四
五
・
九
・
一
六
民
集
二
四
巻
一
〇
号
一
四
一
〇
頁
）
＝
在
監
者
に
対
す
る
喫
煙
の
禁
止
に
つ
き
、
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「
喫
煙
の
自
由
は
、
憲
法
一
三
条
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
の
一
つ
に
含
ま
れ
る
と
し
て
も
…
…
」
と
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
①
に
お
い
て
、
私
法
分
野
の
訴
訟
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
自
己
決
定
権
は
、
憲
法
第
一
三
条
の
自
己
決
定
権
と
は
い
わ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
上
告
審
の
最
高
裁
（
最
三
小
判
平
一
二
・
二
・
二
九
民
集
五
四
巻
二
号
五
八
二
頁
）
で
は
、
自
己
決
定
権
は
、
意
思
決

定
す
る
権
利
、
人
格
権
と
言
い
換
え
ら
れ
た
（
最
高
裁
判
所
調
査
官
に
よ
れ
ば
、「
私
法
上
の
権
利
と
し
て
患
者
の
自
己
決
定
権
を
認
め
る

考
え
方
が
我
が
国
の
学
説
判
例
で
は
主
流
で
あ
ろ
う
」⒅

と
い
う
指
摘
も
あ
る
）。
②
に
つ
い
て
、
結
論
と
し
て
、
パ
ー
マ
を
禁
止
す
る
「
校

則
は
、
髪
型
決
定
の
自
由
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」
と
判
示
し
た
。
最
高
裁
（
最
一
小
判
平
八
・
七
・
一
八
判
時
一
五
九
九

号
五
三
頁
）
は
、
私
人
間
効
力
の
問
題
と
し
て
処
理
し
、
憲
法
の
問
題
と
し
な
か
っ
た
。
③
に
つ
い
て
も
、
一
般
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
だ
け
で
あ
り
、「
生
徒
の
原
付
免
許
取
得
の
自
由
の
制
約
と
学
校
の
設
置
目
的
と
の
間
に
、
合
理
的
な
関
連
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、

こ
の
制
約
は
憲
法
一
三
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
④
に
お
い
て
は
、
そ
の
直
後
に
喫
煙
の
自

由
は
、「
あ
ら
ゆ
る
時
、
所
に
お
い
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
で
は
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
自
己
決
定
権
を
真
正
面
か
ら
認
め
た
判
例
は
存
在
し
な
い
と
い
え
る
（
芦
部
教

授
）⒆
。
学
説
に
お
い
て
も
自
己
決
定
が
憲
法
上
の
保
護
に
値
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
で
は
共
通
理
解
が
あ
る
と
し
て
も
、
自
己
決
定
権
の

射
程
範
囲
が
な
お
確
定
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
、
自
己
決
定
権
が
憲
法
上
の
人
権
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
側
面
が
あ

る
の
で
あ
る
。

五
、
生
活
保
護
に
お
け
る
自
己
決
定
権

　

生
活
保
護
制
度
に
お
い
て
、
生
活
保
護
受
給
者
の
自
己
決
定
権
を
示
唆
し
た
裁
判
と
し
て
、「
福
岡
市
中
嶋
学
資
保
険
訴
訟
」
が
有
名
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
生
活
保
護
世
帯
（
中
嶋
夫
妻
）
が
子
ど
も
の
高
校
修
学
の
費
用
に
充
て
る
目
的
で
、
生
活
保
護
費
の
一
部
（
月
々
三
千
円
）

を
学
資
保
険
（
満
期
五
〇
万
円
）
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が
生
活
保
護
法
に
反
す
る
と
し
て
、
福
祉
事
務
所
長
が
学
資
保
険
（
返
戻
金

四
四
万
五
八
〇
七
円
）
を
収
入
と
認
定
し
、
保
護
費
減
額
処
分
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
処
分
の
取
り
消
し
な
ど
を
求
め
た
訴
訟
で
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あ
る
。
控
訴
審
の
福
岡
高
裁
（
福
岡
高
判
平
一
〇
・
一
〇
・
九
賃
金
と
社
会
保
障
一
二
四
〇
号
三
七
頁
）
は
、
生
活
保
護
費
の
一
部
を
学
資
保

険
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が
生
活
保
護
法
の
趣
旨
・
目
的
に
反
し
な
い
と
し
て
福
祉
事
務
所
長
の
行
っ
た
保
護
費
減
額
処
分
を
取
り
消
し

た
（
最
高
裁
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。
最
三
小
判
平
一
六
・
三
・
一
六
民
集
五
八
巻
三
号
六
四
七
頁
・
判
タ
一
一
四
八
号
一
二
八
頁
）。
こ
の
中
で
、

「
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
保
障
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
の
生
活
保
護
制
度
は
、
被
保
護
者
に
人
間
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
を
保
障

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
人
間
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
の
根
本
は
、
人
が
自
ら
の
生
き
方
な
い
し
生
活
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

自
ら
決
す
る

4

4

4

4

4

と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
保
護
者
は
収
入
認
定
さ
れ
た
収
入
は
も
と
よ
り
、
支
給
さ
れ
た
保
護
費
に
つ
い
て
も
、
最

低
限
度
の
生
活
保
障
及
び
自
立
助
長
と
い
っ
た
生
活
保
護
法
の
目
的
か
ら
逸
脱
し
な
い
限
り
、
こ
れ
を
自
由
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

も

の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」（
傍
点
筆
者
）
と
し
た
。
こ
こ
に
生
活
保
護
受
給
者
の
自
己
決
定
権
（
具
体
的
に
は
、
国
か
ら
支
給
さ
れ
た
生
活

保
護
費
に
対
す
る
被
保
護
者
の
使
用
の
自
由
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
を
過
大
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
、
既
に
生
活
扶
助
費
が
金
銭
給
付
で
あ
る
こ
と
の
な
か
に
、

何
を
購
入
し
、
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
生
活
様
式
を
と
る
か
は
原
則
と
し
て
受
給
者
の
責
任
に
お
い
て
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
自
由
の
意
味
合
い
が
内
包
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
、「
本
件
学
資
保
険
な
い
し
そ
の
満

期
保
険
金
は
、
そ
の
積
立
て
の
目
的
及
び
経
緯
は
も
と
よ
り
、
そ
の
月
々
の
保
険
料
の
額
及
び
満
期
保
険
金
の
額
も
、
現
に
控
訴
人
明
子
の

高
校
修
学
の
た
め
に
要
し
た
費
用
の
額
と
の
対
比
に
よ
っ
て
も
、
一
般
の
国
民
感
情
に
照
ら
し
て
違
和
感
を
覚
え
る
よ
う
な
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
と

は
到
底
い
え
な
い
」（
傍
点
筆
者
）
と
し
て
、
減
額
処
分
を
取
り
消
す
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
を
高
校
に
入
学
さ
せ
る
た

め
に
学
資
保
険
に
加
入
す
る
自
由
（
自
己
決
定
）
は
、
国
民
感
情
を
害
さ
な
い
限
り
で
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
判
決
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
裁
判
と
し
て
、
付
添
看
護
費
用
等
の
た
め
生
活
保
護
費
と
国
民
年
金
（
障
害
年
金
）
か
ら

八
一
万
三
四
〇
七
円
の
預
貯
金
を
し
た
こ
と
が
生
活
保
護
法
上
許
さ
れ
る
と
し
た
「
秋
田
生
活
保
護
費
預
貯
金
訴
訟
」（
秋
田
地
判
平
成
五
・

四
・
二
三
法
時
一
四
五
九
号
四
八
頁
＝
確
定
）
が
あ
る
。
こ
の
訴
訟
で
も
、「
本
件
預
貯
金
は
、
そ
の
源マ

マ

資
が
国
が
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
を
維
持
さ
せ
る
た
め
に
保
有
を
許
し
た
金
銭
で
あ
り
、
そ
の
目
的
も
生
活
保
護
費
を
支
給
し
た
目
的
に
反
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
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ま
た
、
そ
の
額
も
国
民
一
般
の
感
情
か
ら
し
て
違
和
感
を
覚
え
る
ほ
ど
高
額
の
も
の
で
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
法
の
目
的
な
い
し

趣
旨
に
照
ら
し
、
本
件
預
貯
金
は
全
体
と
し
て
原
告
世
帯
に
保
有
を
許
す
べ
き
も
の
で
（
生
活
保
護
）
法
四
条
の
活
用
す
べ
き
資
産
な
い
し

（
生
活
保
護
）
法
八
条
の
金
銭
又
は
物
品
に
当
た
る
も
の
と
す
る
の
は
相
当
で
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」（
傍
点
・
括
弧
内
筆
者
）
と
い

い
、
国
民
一
般
の
感
情
を
違
法
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
の
一
つ
に
入
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
生
活
保
護
費
の
原
資
が
国
民
の
税
金
で
あ
る
こ
と

か
ら
当
然
の
帰
結
と
い
え
よ
う
。

　

な
お
、
扶
養
を
受
け
る
か
、
生
活
保
護
を
受
給
す
る
か
を
決
定
す
る
自
己
決
定
権
が
あ
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
裁
判
（「
大
阪
生
活

保
護
申
請
権
訴
訟
」
大
阪
地
判
平
一
三
・
三
・
二
九
、
大
阪
高
判
平
一
三
・
一
〇
・
一
九
、
最
判
平
一
四
・
六
・
一
三
判
例
集
未
搭
載
）
も
あ
る
が
、

「
民
法
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
の
扶
養
は
、
生
活
保
護
法
に
お
け
る
保
護
に
優
先
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
被
控
訴
人
が
、
親
の
扶

養
を
受
け
る
か
、
生
活
保
護
を
受
け
る
か
の
自
己
決
定
権
を
有
す
る
と
す
る
の
は
、
そ
の
前
提
自
体
が
失
当
で
あ
る
」⒇
（
大
阪
高
判
平

一
三
・
一
〇
・
一
九
）
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

六
、
憲
法
か
ら
み
た
生
活
保
護
に
お
け
る
自
立

　

憲
法
学
者
の
笹
沼
弘
志
教
授
は
、
自
助
的
自
立
を
「
古
い
自
立
」
の
観
念
、
依
存
的
自
立
＝
生
活
保
護
を
受
け
な
が
ら
の
自
立
を
「
新
し

い
自
立
」
の
観
念
と
捉
え
、
自
立
の
観
念
に
転
換
が
あ
っ
た
と
み
る
（
社
会
福
祉
領
域
で
は
、
こ
の
「
新
し
い
自
立
」
観
念
が
通
説
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
）�
。
そ
の
う
え
で
、
旧
生
活
保
護
法
第
二
条
の
絶
対
的
欠
格
要
件
（
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勤
労
の
意
思
の
な

い
者
、
勤
労
を
怠
る
者
、
素
行
不
良
な
者
に
は
保
護
を
な
さ
な
い
と
い
う
要
件
）
が
廃
止
さ
れ
、
現
行
生
活
保
護
法
第
二
条
が
無
差
別
平
等

の
原
理
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
勤
労
を
怠
る
者
や
素
行
不
良
者
で
あ
っ
て
も
生
活
に
困
窮
す
る
者
は
す
べ
て
生
活
保
護
か
ら
排
除
せ
ず
、

扶
助
を
行
っ
た
う
え
で
就
労
支
援
と
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
�

。
そ
し
て
、「
実
は
、
日
本
国
憲
法
自

体
が
、
こ
の
『
新
し
い
自
立
』
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」�

と
い
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
こ
の
新
し
い
自
立
は
、
就
職
の
可
能
性
の
な
い
重
度
の
障
害
者
や
高
齢
者
に
対
し
て
例
外
的
に
考
え
出
さ
れ
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た
も
の
で
あ
り
、
急
迫
し
た
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
勤
労
を
怠
る
者
は
そ
の
対
象
外
に
あ
る
。
そ
の
う
え
、
笹
沼
教
授
の
主
張
に
よ

れ
ば
、「
保
護
は
、
生
活
に
困
窮
す
る
者
が
、
そ
の
利
用
し
得
る
…
…
能
力
…
…
を
、
そ
の
最
低
限
度
の
生
活
の
維
持
の
た
め
に
活
用
す
る

こ
と
を
要
件
と
し
て
行
わ
れ
る
」と
い
う
生
活
保
護
法
第
四
条
一
項
が
ま
っ
た
く
そ
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
。第
四
条
一
項
の
趣
旨
は
、「
勤

労
の
能
力
が
あ
り
、
そ
の
機
会
が
あ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
労
し
よ
う
と
し
な
い
者
に
対
し
て
は
、
国
は
、
そ
の
生
活
を
保
障
す
る
責
任

を
負
わ
な
い
と
解
す
べ
き
」�

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
国
憲
法
は
第
二
七
条
一
項
に
お
い
て
、
国
民
に
勤
労
の
義
務
を
課
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　
「
日
本
国
憲
法
は
、
社
会
国
家
の
理
念
を
か
か
げ
、
国
が
す
べ
て
の
国
民
に
生
活
を
保
障
す
る
責
任
を
負
う
建
前
を
と
っ
て
い
る
が
、
す

べ
て
の
国
民
が
勤
労
の
義
務
を
負
う
と
す
る
原
則
を
認
め
て
い
る
以
上
、
勤
務
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
」
に
対
し
て
は
、
国
は
、
そ
の
生

活
を
保
障
す
る
責
任
を
負
わ
な
い
（
故
宮
沢
俊
義
教
授
）�
。
こ
の
解
釈
が
笹
沼
教
授
も
認
め
る
よ
う
に
日
本
国
憲
法
の
通
説
ま
た
は
多
数

説
な
の
で
あ
る
�

。
確
か
に
、
第
二
七
条
一
項
の
勤
労
の
義
務
を
法
律
上
の
意
味
は
な
く
精
神
的
・
道
徳
的
な
訓
示
的
な
意
味
だ
け
を
有
す

る
と
理
解
す
る
見
解
�

も
あ
る
が
、
憲
法
第
二
五
条
の
生
存
権
や
第
二
七
条
の
労
働
権
が
一
定
の
範
囲
で
法
的
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
対
応

し
て
、
勤
労
の
義
務
に
も
法
的
効
力
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
（
中
村
睦
男
教
授
）�
。
従
っ
て
、
稼
働
能
力
が
あ
り
、
稼
働

能
力
を
活
用
す
る
機
会
が
あ
る
者
に
対
し
て
、
保
護
を
受
給
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
三
年
の
「
居
住
地
が
な
い
こ
と
や
稼
働
能
力
が
あ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
保
護
の
要
件
に
欠
け
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
に
留
意
し
、
生
活
保
護
を
適
正
に
実
施
す
る
」
と
い
う
厚
生
労
働
省
・
援
護
局
保
護
課
長
の
通
達
（
平
成
一
五
年
七
月
三
一
日
社
援

保
発
〇
七
三
一
〇
〇
一
号
通
知
）
が
発
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
二
〇
〇
八
年
九
月
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
派
遣
切
り
や
リ
ス
ト
ラ
で

職
を
失
っ
た
者
な
ど
稼
働
機
会
が
見
い
だ
せ
な
い
者
に
対
し
て
、
生
活
保
護
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
働
け
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
職
の
な
い
現
役
世
代
の
生
活
保
護
受
給
者
は
、
厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
末
時
点
で
約
三
〇
万
人
に
上
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
�

（
若
く
働
く
こ
と
が
で
き
る
「
そ
の
他
の
世
帯
」
は
、
平
成
一
二
年
五
五
、二
四
〇
世
帯
か
ら
平
成
二
二
年

二
二
七
、四
〇
七
世
帯
へ
と
四
倍
以
上
に
増
え
て
い
る
。
生
活
保
護
制
度
は
働
く
場
が
な
い
若
者
も
利
用
す
る
制
度
に
そ
の
姿
を
大
き
く
変
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え
た
と
の
指
摘
さ
え
あ
る
）�
。
こ
の
者
た
ち
に
対
し
て
は
、
各
自
治
体
の
就
労
・
生
活
支
援
、
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
て
い

る
（
自
立
に
向
け
た
援
助
活
動
＝
援
助
者
主
体
か
ら
、
自
立
に
向
け
た
支
援
活
動
＝
利
用
者
主
体
と
い
う
考
え
方
の
転
換
が
図
ら
れ
た
）。

自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
社
会
保
障
審
議
会
福
祉
部
会
の
「
生
活
保
護
の
在
り
方
に
関
す
る
専
門
委
員
会
」
の
報
告
を
受
け
て
、
平
成

一
七
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
取
組
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
就
労
に
よ
る
経
済
的
自
立
（
就
労
自
立
）
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
み
な
ら
ず
、
身

体
や
精
神
の
健
康
を
回
復
・
維
持
し
、
自
分
で
自
分
の
健
康
・
生
活
管
理
を
行
う
な
ど
の
日
常
生
活
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と

（
日
常
生
活
自
立
）、
お
よ
び
社
会
的
な
つ
な
が
り
を
回
復
・
維
持
し
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
充
実
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
（
社
会
生
活

自
立
）」�
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
り
、
例
え
ば
「
資
格
取
得
に
よ
る
就
労
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」、「
就
労
体

験
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
い
ず
れ
も
北
海
道
釧
路
市
）
な
ど
が
あ
る
�

。
た
だ
、
稼
働
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
参
加
し
な
い
者
な
ど
に
福
祉
事
務
所
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
指
導
・
指
示
を
繰
り
返
し
て
も
な
お
参
加
し
な
い
場
合
に
、
生
活
保
護
の

変
更
、
停
止
や
廃
除
を
行
う
こ
と
（
経
済
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
）
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
を
事
実
上
強
制
で
き
る
か
ど
う
か
が
問

題
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
社
会
福
祉
的
支
援
で
あ
る
な
ら
ば
、
就
労
自
立
に
つ
い
て
も
合
意
に
よ
り
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」�

な
ど
の
見

解
も
あ
る
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
を
事
実
上
強
制
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え
る
�

。
確
か
に
、
憲
法
第
一
八
条
は
「
そ
の

意
に
反
す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
な
い
」
と
、
苦
役
か
ら
の
自
由
を
人
権
と
し
て
保
障
し
て
い
る
。
し
か
し
、
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
就

労
に
至
ら
な
い
程
度
の
も
の
も
準
備
さ
れ
て
い
る
し
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
体
験
す
る
こ
と
の
で
き
る
有
意
義
な
も
の
も
あ
り
（
本
人
の

利
益
の
た
め
に
な
る
�

も
の
も
あ
り
）、
受
忍
限
度
の
範
囲
内
で
、
苦
役
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
う
え
、
①
生
活
保
護
法
が
、

最
低
生
活
保
障
と
と
も
に
自
立
の
助
長
を
も
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
、
②
憲
法
第
二
七
条
が
勤
労
の
義
務
を
国
民
の
義
務
と
し
て
課
し
て
い

る
こ
と
、
③
雇
用
保
険
法
第
三
二
条
一
項
、
二
項
に
よ
れ
ば
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
「
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介

す
る
職
業
に
就
く
こ
と
又
は
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
し
た
公
共
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と
き
」
や
、「
公
共
職
業
安
定

所
が
行
う
そ
の
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と
き
」
に
は
、
一
定
期
間
手
当
を
支
給
し
な
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い
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
も
既
に
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
生
活
保
護
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
を
事
実
上
強
制
す
る
こ
と
も
不

可
能
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　

な
お
、
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
受
給
す
る
際
に
、
恥
ず
か
し
い
と
い
う
ス
テ
ィ
グ
マ
（
恥
辱
の
烙
印
）
が
伴
う
と
い
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
ス
テ
ィ
グ
マ
を
な
く
す
た
め
に
は
、
国
民
が
保
護
受
給
者
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
の
眼
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
よ
り
も
、
ま
ず
不
正
受
給
を
な
く
す
と
と
も
に
、
被
保
護
者
が
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
に
積
極
的
に

参
加
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
社
会
と
か
か
わ
り
を
も
ち
、
努
力
し
て
い
る
利
用
者
の
姿
を
世
間
の
多
く
の
人
が
見

る
機
会
を
も
て
ば
、
や
が
て
ス
テ
ィ
グ
マ
も
消
え
て
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
分
が
人
の
役
に
立
て
た
、
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
実
感
す
る
と
き
、
そ
の
人
の
顔
か
ら
は
自
然
に
笑
顔
が
あ
ふ
れ
出
る
�

と
と
も
に
、「
人
は
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
与

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
多
く
の
喜
び
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」�

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

七
、
お
わ
り
に

　

二
〇
一
二
年
四
月
、
高
額
な
収
入
を
得
て
い
る
タ
レ
ン
ト
の
母
親
が
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
世
間
を
騒
が
す
問
題
と

な
っ
た
が
、
同
月
に
自
民
党
は
、
生
活
保
護
の
見
直
し
策
を
発
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
生
活
保
護
給
付
水
準
の
一
〇
％
引
き
下
げ
、
②

医
療
費
の
自
己
負
担
導
入
や
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
薬
の
使
用
義
務
化
な
ど
に
よ
る
医
療
扶
助
の
抑
制
、
③
食
費
な
ど
の
生
活
扶
助
、
住
宅
扶
助
、

教
育
扶
助
等
の
現
物
給
付
化
（
食
料
回
数
券
等
）、
④
稼
働
層
へ
の
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
義
務
化
、
⑤
不
正
受
給
の
防
止
強
化
、
⑥
就

労
可
能
者
に
対
し
三
年
程
度
で
給
付
を
打
ち
切
る
有
期
制
の
導
入
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
主
党
の
野
田
前
首
相
も
、「
四
か
三
・

五
く
ら
い
は
同
じ
」
と
述
べ
、
小
宮
山
元
厚
生
労
働
大
臣
も
「
自
民
党
の
提
起
も
踏
ま
え
て
、（
生
活
保
護
基
準
を
）
ど
う
引
き
下
げ
て
い

く
の
か
議
論
し
た
い
」
と
か
、「
親
族
側
に
扶
養
が
困
難
な
理
由
を
証
明
す
る
義
務
」
を
課
す
た
め
の
法
改
正
を
検
討
す
る
考
え
ま
で
示
し

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
自
民
党
が
大
勝
し
た
結
果
、
自
民
党
と
公
明
党
に
よ
る
安
倍

政
権
が
誕
生
し
た
。
今
後
、
自
民
党
政
権
の
下
で
、
生
活
保
護
の
改
正
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
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自
立
や
自
己
決
定
と
関
係
す
る
生
活
保
護
の
見
直
し
に
つ
い
て
私
見
を
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
（
但
し
、
④
稼
働
層
へ
の
自
立
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
義
務
化
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
の
で
割
愛
す
る
）。

　

①
生
活
保
護
費
の
一
〇
％
引
き
下
げ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
同
意
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、
日
本
の
一
人
当
た
り
の
公
的
扶

助
給
付
額
は
、
主
要
先
進
国
の
中
で
は
か
な
り
高
い
し
�

、
最
低
賃
金
で
働
い
た
場
合
の
収
入
が
生
活
保
護
費
の
受
給
額
を
下
回
る
逆
転
現

象
が
起
き
て
い
る
地
域
が
十
一
都
道
府
県
に
上
っ
て
い
る
た
め
、
生
活
保
護
費
を
現
状
の
ま
ま
に
す
る
と
勤
労
意
欲
（
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
）

を
削
ぎ
、
ひ
い
て
は
自
立
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
生
活
保
護
費
は
、
憲
法
第
二
五
条
の
生
存
権
に
関
す
る
法
廷
闘
争

な
ど
を
通
じ
て
少
し
ず
つ
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
う
え
に
、
生
活
保
護
基
準
は
、
最
低
賃
金
、
地
方
税
の
非
課
税
基
準
、
介
護

保
険
の
保
険
料
・
利
用
料
な
ど
に
も
連
動
し
て
お
り
（
例
え
ば
、
最
低
賃
金
法
第
九
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
地
域
別
最
低
賃
金
は
、「
生
活
保

護
に
係
る
施
策
と
の
整
合
性
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
り
）
そ
の
引
き
下
げ
は
、
所
得
の
少
な
い
国
民
の
生
活
に
も
少
な
か
ら
ず
影

響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
�

。
従
っ
て
、
生
活
保
護
費
の
引
き
下
げ
が
仮
に
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
一
〇
％
の
大
幅
な
引
き
下
げ
に
直

ち
に
賛
成
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

③
食
費
な
ど
の
現
物
給
付
化
に
つ
い
て
は
、
パ
チ
ン
コ
な
ど
の
無
駄
使
い
を
止
め
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
と
も
に
、
食
料
回
数
券
な
ど
に

よ
り
被
保
護
者
が
外
に
出
て
人
と
の
接
触
（
他
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
を
も
ち
孤
立
す
る
の
を
防
げ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
物
給
付
に
な
る
と
金
銭
の
よ
う
に
自
由
に
使
え
な
く
な
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。「
福
岡
市
中
嶋
学

資
保
険
訴
訟
」
の
よ
う
に
、
生
活
扶
助
費
の
自
己
決
定
を
認
め
た
裁
判
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
、
自
由
に
使
え
る
金
銭
も
被
保
護

者
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

⑥
就
労
可
能
者
へ
の
給
付
の
有
期
制
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
を
受
給
し
て
五
年
が
経
過
す
る
と
就
職
し
た
も
の
の
割
合
は
ほ
ぼ
〇
％
に

近
く
な
っ
て
お
り
、
逆
に
就
労
し
た
割
合
が
最
も
高
い
の
は
六
ヶ
月
以
内
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
場
で
は
受
給
者
が
生
活
保
護
か
ら
就
労
し

て
自
立
で
き
る
か
ど
う
か
は
半
年
が
勝
負
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
生
活
保
護
の
給
付
に
対
す
る
有
期
制
も
、

そ
の
延
長
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
致
し
方
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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今
後
、
生
活
保
護
法
の
抜
本
的
改
正
が
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
ま
だ
分
か
ら
な
い
が
、
も
し
改
正
が
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
憲
法
の
理
念
を

念
頭
に
置
い
た
改
正
を
期
待
し
た
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
自
立
・
自
律
・
自
己
決
定
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
保
護
（
干
渉
）
と

支
援
（
援
助
）
と
の
か
か
わ
り
が
問
題
と
な
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
筆
者
に
残
さ
れ

た
研
究
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
。

註⑴　

押
久
保
倫
夫
「
第
一
二
条
〔
自
由
・
権
利
の
保
持
責
任
と
そ
の
濫
用
の
禁
止
〕」『
新
基
本
法
コ
メ
ン
タ
ー
ル 

憲
法
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
、

九
七
頁
。
た
だ
し
、
押
久
保
教
授
は
、
自
己
決
定
と
自
律
の
違
い
に
も
触
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
己
決
定
が
、
と
も
か
く
も
自
分
自
身
が
何
ら
か
の

決
定
を
し
た
と
い
え
れ
ば
、
そ
の
思
考
過
程
は
基
本
的
に
問
わ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
自
律
の
方
は
、
自
己
や
社
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
熟
慮
し
た
上

で
、
自
ら
が
定
め
る
規
範
に
則
り
行
動
す
る
こ
と
、
と
い
う
意
味
あ
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
」。

⑵　

白
澤
政
和
編
『
人
間
の
尊
厳
と
自
立
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
三
四
頁
。
な
お
、「
現
在
で
は
、
自
立
と
い
う
言
葉
は
、『
自
己
決
定
』

と
い
う
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
」
と
の
指
摘
も
あ
る
。
岡
部
卓
『
生
活
保
護
に
お
け
る
社
会
福
祉
実
践
』
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
、

二
〇
〇
八
年
、
九
二
頁
。

⑶　

高
橋
隆
雄
・
八
幡
英
幸
編
『
自
己
決
定
論
の
ゆ
く
え
―
哲
学
・
法
学
・
医
学
の
現
場
か
ら
―
』
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
七
頁
。

⑷　
「『
自
律
』
と
は
英
語
で
はautonom

y

で
、
自
分
で
自
分
を
制
御
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
の
指
摘
も
あ
る
。
橋
本
正
明
編
『
人
間
の
理
解
』

メ
ヂ
カ
ル
フ
レ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
四
頁
。

⑸　

こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
研
究
者
の
な
か
に
、
自
立
＝
自
律
＝
自
己
決
定
と
み
る
者
も
い
る
。「
自
立
と
は
他
人
に
依
存
せ
ず
に
自
力
で
生
き
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
自
分
で
自
分
の
生
き
方
を
決
め
る
と
い
う
、
自
己
決
定
（
自
律
）
こ
そ
が
『
自
立
』
の
核
心
で
あ
る
。
笹
沼
弘
志
『
ホ
ー
ム
レ
ス

と
自
立
／
排
除
』
大
月
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
一
六
一
頁
。

⑹　

葛
生
栄
二
郎
『
ケ
ア
と
尊
厳
の
倫
理
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
一
年
、
三
七
頁
。

⑺　

白
澤
編
『
前
掲
書
』
三
三
頁
。
ま
た
、
自
律
と
自
己
決
定
を
同
義
と
す
る
も
の
に
次
の
も
の
が
い
る
。
菊
池
馨
実
編
著
『
自
立
支
援
と
社
会
保
障
―

主
体
性
を
尊
重
す
る
福
祉
、
医
療
、
所
得
保
障
を
求
め
て
―
』
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
ⅵ
頁
。

⑻　

木
村
忠
二
郎
『
生
活
保
護
法
の
解
説
［
第
二
次
改
訂
版
］』
時
事
通
信
社
、
一
九
五
八
年
、
一
一
七
頁
。
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⑼　

小
山
進
次
郎
『
改
訂
増
補　

生
活
保
護
法
の
解
釈
と
運
用
［
復
刻
版
］』
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
、
一
九
九
一
年
、
九
二
～
九
三
頁
。

⑽　

社
会
福
祉
士
養
成
講
座
編
集
委
員
会
編
『
低
所
得
者
に
対
す
る
支
援
と
生
活
保
護
制
度
―
公
的
扶
助
論
―
［
第
二
版
］』
中
央
法
規
出
版
、

二
〇
一
一
年
、
一
九
五
～
一
九
六
頁
。

⑾　

中
島
茂
樹
「
憲
法
に
お
け
る
人
間
像
―
自
由
、
平
等
、
そ
し
て
連
帯
―
」『
立
命
館
法
学
』
第
三
三
三
・
三
三
四
合
併
号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
九
二
〇

～
一
九
二
四
頁
。

⑿　

佐
藤
幸
治
『
憲
法
［
第
三
版
］』
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
、
四
四
八
～
四
六
五
頁
。

⒀　

竹
内
友
紀
子
「
自
己
決
定
権
は
、
裁
判
官
の
恣
意
を
生
む
の
か
」『
名
古
屋
ロ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
』
第
三
号
、
二
〇
一
一
年
、
六
〇
頁
。

⒁　

佐
藤
『
前
掲
書
』
四
五
九
頁
以
下
。
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
〔
第
四
版
〕』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
一
二
一
～
一
二
二
頁
。

⒂　

戸
波
江
二
「
自
己
決
定
権
の
意
義
と
範
囲
」『
法
学
教
室
』
第
一
五
八
号
、
一
九
九
三
年
、
三
六
～
四
二
頁
。
戸
波
江
二
「
自
己
決
定
権
の
意
義
と

射
程
」
樋
口
陽
一
他
編
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開 

上
』
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
、
三
二
六
～
三
五
八
頁
。

⒃　

松
井
茂
記
「
自
己
決
定
権
」
長
谷
部
恭
男
編
著
『
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ズ
現
代
の
憲
法
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五
年
、
五
七
頁
以
下
。

⒄　

佐
久
間
邦
夫
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
」『
法
曹
時
報
』
第
五
三
巻
三
号
、
二
〇
〇
一
年
、
一
三
八
頁
。

⒅　

中
村
也
寸
志
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
」『
法
曹
時
報
』
第
五
五
巻
四
号
、
二
〇
〇
三
年
、
七
三
五
頁
。

⒆　

芦
部
『
前
掲
書
』
一
二
二
頁
。

⒇　

http://w
w

w
7.ocn.ne.jp/~seiho/Entscheidungen/shinseiken_2ins.htm

l

�　

笹
沼
『
前
掲
書
』
五
七
頁
。

�　

笹
沼
『
前
掲
書
』
四
五
～
四
六
頁
。

�　

笹
沼
『
前
掲
書
』
五
八
頁
。

�　

宮
沢
俊
義
『
憲
法
Ⅱ
［
新
版
］』
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
、
三
三
〇
頁
。
ま
た
、「『
そ
の
利
用
し
得
る
資
産
、
能
力
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
そ

の
最
低
限
度
の
生
活
の
維
持
の
た
め
に
活
用
す
る
』
こ
と
を
怠
る
者
は
、『
勤
労
の
義
務
』
を
果
た
さ
な
い
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
国
は
、

生
存
権
を
保
障
す
る
責
任
は
な
い
（
生
活
保
護
法
四
条
一
項
）」
と
述
べ
て
い
る
。
宮
沢
俊
義
著
（
芦
部
信
喜
補
訂
）『
全
訂　

日
本
国
憲
法
〔
第
二
版
〕』

日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
年
、
二
七
八
～
二
七
九
頁
。

�　

宮
沢
『
前
掲
書
』
三
三
〇
頁
。

�　

笹
沼
『
前
掲
書
』
四
四
頁
。
な
お
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。「
通
説
の
説
く
よ
う
に
、
労
働
の
意
思
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
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労
働
権
に
基
づ
く
制
度
上
の
保
護
措
置
な
い
し
サ
ー
ビ
ス
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
注
意
的
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
解
す
る
ほ
か
な
い
」。

田
上
穣
治
編
『
体
系　

憲
法
辞
典
』
青
林
書
院
社
、
一
九
七
七
年
、
四
一
二
頁
（
蓼
沼
謙
一
執
筆
）。

�　

法
学
協
会
編
『
註
解
日
本
国
憲
法 

上
巻
』
有
斐
閣
、
一
九
五
三
年
、
五
一
三
～
五
一
四
頁
。

�　

樋
口
陽
一
・
佐
藤
幸
治
・
中
村
睦
男
・
浦
部
法
穂
『
憲
法
Ⅱ
〔
第
二
一
条
～
第
四
〇
条
〕』
青
林
書
院
、
一
九
九
七
年
、
一
九
六
頁
（
中
村
睦
男
執
筆
）。

同
様
に
、「
法
律
的
に
は
意
味
の
な
い
精
神
規
定
に
と
ど
ま
る
と
断
ず
る
の
は
、
正
当
で
は
あ
る
ま
い
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
小
林
直
樹
『〔
新
版
〕

憲
法
講
義
（
上
）』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
、
二
七
五
頁
。

�　

但
し
、「
そ
の
他
の
世
帯
」
の
約
三
分
の
一
の
世
帯
は
働
い
て
い
る
。
ま
た
、「
そ
の
他
の
世
帯
」
の
世
帯
員
の
約
半
数
は
、
六
〇
代
以
上
と
一
〇
代

以
下
で
あ
る
し
、「
そ
の
他
の
世
帯
」
に
は
、
中
軽
度
の
障
害
・
傷
病
等
を
抱
え
え
て
い
る
人
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、

次
の
も
の
が
あ
る
。
生
活
保
護
問
題
対
策
全
国
会
議
『
間
違
い
だ
ら
け
の
生
活
保
護
バ
ッ
シ
ン
グ
―
Ｑ
＆
Ａ
で
わ
か
る
生
活
保
護
の
誤
解
と
利
用
者
の

実
像
―
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
三
二
～
三
三
頁
。

�　

埼
玉
県
ア
ス
ポ
ー
ト
編
集
委
員
会
『
生
活
保
護
二
〇
〇
万
人
時
代
の
処
方
箋
─
埼
玉
県
の
挑
戦
─
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
二
年
、
一
六
頁
。

�　
「
平
成
一
七
年
度
に
お
け
る
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
基
本
方
針
に
つ
い
て
」
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
社
援
発
第
〇
三
三
一
〇
〇
三
号
厚

生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長
通
知

�　

釧
路
市
福
祉
部
生
活
福
祉
事
務
所
編
集
委
員
会
『
希
望
を
も
っ
て
生
き
る
―
生
活
保
護
の
常
識
を
覆
す
釧
路
チ
ャ
レ
ン
ジ
―
』
筒
井
書
房
、

二
〇
〇
九
年
、
一
四
四
頁
、
一
四
六
頁
。

�　

池
谷
秀
登
「
生
活
保
護
法
に
お
け
る
自
立
助
長
の
現
代
的
意
義
（
二
）
―
惰
民
防
止
か
ら
社
会
福
祉
的
支
援
へ
の
展
開
―
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院

法
研
論
集
』
第
一
三
二
号
、
二
〇
〇
九
年
、
七
頁
。
ま
た
、
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
本
人
の
同
意
に
基
づ
い
て
就
労
を
斡
旋
す
る
仕
組
み
で
あ
る

た
め
、
本
人
の
求
め
に
応
じ
て
相
談
に
乗
る
「
相
談
・
助
言
」
で
あ
り
自
治
事
務
で
あ
る
故
に
、
保
護
の
停
止
・
廃
止
が
で
き
な
い
と
の
主
張
も
あ
る
。

池
谷
秀
登
「
生
活
保
護
法
に
お
け
る
自
立
助
長
の
現
代
的
意
義
（
三
・
完
）
―
惰
民
防
止
か
ら
社
会
福
祉
的
支
援
へ
の
展
開
―
」『
早
稲
田
大
学
大
学

院
法
研
論
集
』
第
一
三
三
号
、
二
〇
一
〇
年
、
三
二
～
三
三
頁
。
同
様
な
指
摘
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
も
あ
る
。
吉
永
純
『
生
活
保
護
の
争
点
―
審

査
請
求
、
行
政
運
用
、
制
度
改
革
を
め
ぐ
っ
て
―
』
高
菅
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
一
四
二
頁
。
な
お
、
小
林
勇
人
「
生
活
保
護
の
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
改
革

と
地
方
分
権
化
」『
現
代
思
想
』
第
四
〇
巻
一
一
号
、
青
土
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
六
頁
も
参
照
。
し
か
し
、
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
稼
働
能

力
の
な
い
被
保
護
者
に
対
し
て
は
、
生
活
保
護
法
第
二
七
条
の
二
の
「
相
談
・
助
言
」
で
あ
っ
て
も
、
生
活
保
護
法
第
四
条
の
稼
働
能
力
を
活
用
し
て

い
な
い
被
保
護
者
に
つ
い
て
は
、
二
七
条
の
指
導
・
指
示
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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�　

稼
働
能
力
の
あ
る
被
保
護
者
が
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
を
拒
み
、
あ
る
い
は
取
組
が
不
熱
心
な
場
合
に
、
指
導
・
指
示
を
行
い
、
不
利
益

変
更
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。「
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
導
入
の
た
め
の
手
引
（
案
）
に
つ
い
て
」
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
事
務
連
絡

厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
保
護
課
長
か
ら
各
都
道
府
県
・
各
指
定
都
市
・
各
中
核
市
民
生
主
管
部
（
局
）
長
宛
通
知
。

�　

秋
元
美
世
『
社
会
福
祉
の
利
用
者
と
人
権
―
利
用
関
係
の
多
様
性
と
権
利
保
障
―
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
、
九
一
頁
、
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
を
参

照
。

�　

釧
路
市
福
祉
部
生
活
福
祉
事
務
所
編
集
委
員
会
『
前
掲
書
』
三
頁
。
人
は
社
会
と
の
つ
な
が
り
、「
社
会
の
役
に
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
手
答
え
を

実
感
で
き
な
い
と
、
生
き
る
気
力
が
わ
か
な
い
。
本
田
良
一
『
ル
ポ　

生
活
保
護
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年
、
二
一
二
頁
。

�　

葛
生
栄
二
郎
編
著
『
新
・
人
間
福
祉
学
へ
の
招
待
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
〇
年
、
五
頁
。

�　

片
山
さ
つ
き
『
正
直
者
に
や
る
気
を
な
く
さ
せ
る
？
福
祉
依
存
の
イ
ン
モ
ラ
ル
』
オ
ー
ク
ラ
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
九
九
～
一
〇
〇
頁
。

�　

栃
木
県
弁
護
士
会
『
生
活
保
護
法
の
解
釈
と
実
務
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
二
年
、
九
頁
。
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一
、
は
じ
め
に

　

憲
法
は
、
国
家
の
最
高
法
規
（
九
八
条
）
で
あ
り
、
国
家
の
基
本
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
活
動
を
規
律
す
る
す
べ
て
の
法
に
正
当
性

を
付
与
す
る
授
権
規
範
と
し
て
の
特
質
を
も
つ
。
こ
れ
ら
最
高
法
規
性
、
授
権
規
範
と
い
う
憲
法
の
特
質
を
支
え
る
核
心
的
価
値
が
人
間
の

人
格
不
可
侵
の
原
則
（
個
人
の
尊
厳
の
原
理
）
で
あ
る
⑴

。
ま
た
、
憲
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
力
（
制
憲
権
）
は
、
憲
法
の
通
説

的
見
解
に
よ
れ
ば
「
個
人
の
尊
厳
」
原
理
に
よ
り
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
⑵

。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
で
は
、「
個
人
の
尊
厳
」

も
し
く
は
、「
個
人
の
尊
重
」
が
明
文
上
の
人
権
の
中
核
概
念
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
社
会
一
般
、
比
較
法
あ
る
い
は
国
際
法
等
に
お
い
て
は
、
以
下
の
通
り
、
日
本
国
憲
法
に
明
文
規
定
と
し
て
存
在
し
な
い
「
人

間
の
尊
厳
」
が
人
権
の
中
核
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
す
べ
て
の
人
が
『
人
間
と
し
て
の

尊
厳
』
を
有
し
、
価
値
あ
る
存
在
で
あ
り
、
平
等
で
あ
る
こ
と
を
深
く
認
識
す
る
」（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
倫
理
規
定
）。「『
人
間
の
尊
厳
』

は
顧
慮
さ
れ
、か
つ
、保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
ス
イ
ス
憲
法
第
七
条
）。
ス
ペ
イ
ン
憲
法
（
一
〇
条
）、大
韓
民
国
憲
法
（
一
〇
条
）、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（
以
下
ド
イ
ツ
基
本
法
と
い
う
）（
一
条
）
な
ど
も
同
様
に
、「
人
間
の
尊
厳
」
が
人
権
の
中
核
概
念
と
な
っ
て

い
る
。

　

ま
た
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
前
文
は
、「
国
際
連
合
加
盟
国
の
国
民
が
、
国
際
連
合
憲
章
に
お
い
て
、
基
本
的
人
権
並
び
に
『
人

日
本
国
憲
法
の
人
権
中
核
概
念
の
言
語
的
理
解
と
正
当
性
の
根
拠

山　

本　

克　

司
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間
の
尊
厳
』
及
び
価
値
に
関
す
る
信
念
を
改
め
て
確
認
し
」
と
規
定
さ
れ
、「
人
間
の
尊
厳
」
が
人
権
の
中
核
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

人
権
と
関
係
が
深
い
と
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
同
様
に
、「
人
権
は
『
人
間
の
尊
厳
』
か
ら
の
要
求
に
対
応
し
、
第
一
に
、
物
質

的
精
神
的
領
域
に
お
け
る
人
間
の
本
質
的
な
必
要
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」（
教
皇
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
「
一
九
九
九
年
世

界
平
和
の
日
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
よ
り
」）
と
、「
人
間
の
尊
厳
」
が
人
権
の
中
核
概
念
と
さ
れ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
、
人
権
保
障
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
概
念
に
つ
い
て
、
十
分
な
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
な
く
、
統
一
性
の
な
い
使
い
方
を
し

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
日
本
の
法
制
度
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
法
文
上
混
乱
が
み
ら
れ
る
。

　

一
九
四
七
年
の
家
事
審
判
法
で
は
、「
こ
の
法
律
は
、『
個
人
の
尊
厳
』
と
両
性
の
本
質
的
平
等
を
基
本
と
し
て
、
家
庭
の
平
和
と
健
全
な

家
族
共
同
生
活
の
維
持
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
警
察
法
に
お
い
て
は
、「
国
民
の

た
め
に
人
間
の
自
由
の
理
想
を
保
障
す
る
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
従
い
、・
・
・『
人
間
の
尊
厳
』
を
最
高
度
に
確
保
し
、
個
人
の
権
利
と
自

由
を
保
護
す
る
た
め
に
、・
・
・
警
察
法
を
制
定
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
人
間
の
尊
厳
」
は
、
政
府
委
員
で
あ
る
久
山
秀
夫
警
保

局
長
に
よ
れ
ば
、
憲
法
一
三
条
の
「
個
人
の
尊
重
」
に
符
合
す
る
旨
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
⑶

。
青
柳
幸
一
教
授
は
、
一
九
四
七
年
警
察

法
前
文
に
書
か
れ
た
「
人
間
の
尊
厳
」
の
意
味
は
、
戦
前
の
国
家
警
察
の
否
定
と
い
う
立
法
趣
旨
を
根
拠
に
し
て
、「
人
間
の
尊
厳
」
は
、

国
家
に
対
す
る
個
人
の
優
越
と
い
う
、
日
本
国
憲
法
の
「
個
人
の
尊
重
」
条
項
の
根
底
に
あ
る
、
ド
イ
ツ
基
本
法
の
「
人
間
の
尊
厳
」
条
項

と
同
質
の
根
本
原
理
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
⑷

。
尚
、「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
表
現
は
、
一
九
五
四
年
の
警
察
法
改
正
で
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　

社
会
福
祉
法
第
三
条
で
は
、「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
『
個
人
の
尊
厳
』
の
保
持
を
旨
と
し
」
と
規
定
さ
れ
、「
個
人
の
尊
厳
」
が
人
権
の
中
核

規
定
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
福
祉
及
び
介
護
福
祉
法
第
四
四
条
の
二
も
同
様
に
、「
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
は
、
そ
の
担
当

す
る
者
が
『
個
人
の
尊
厳
』
を
保
持
し
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
常
に
そ
の
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
誠
実
に
業

務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、「
個
人
の
尊
厳
」
が
人
権
の
中
核
概
念
と
さ
れ
、
福
祉
の
基
本
法
で
あ
る
社
会
福
祉
法
と
統

一
性
を
保
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
同
じ
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
倫
理
綱
領
で
あ
っ
て
も
、
社
会
福
祉
士
の
倫
理
綱
領
前
文
は
、「
わ
れ
わ
れ
社
会
福
祉
士
は
、
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す
べ
て
の
人
が
『
人
間
と
し
て
の
尊
厳
』
を
有
し
、
価
値
あ
る
存
在
で
あ
り
・
・
・
」
と
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
精
神
保
健
福

祉
士
協
会
倫
理
綱
領
前
文
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
精
神
保
健
福
祉
士
は
、『
個
人
と
し
て
の
尊
厳
を
尊
び
』・
・
・
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
権
の
中
核
概
念
の
言
語
的
理
解
が
不
十
分
な
ま
ま
で
は
、
人
権
尊
重
に
直
面
す
る
国
民
の
規
範
意
識
を
希
薄
化
し
、
憲
法

の
人
権
保
障
機
能
を
弱
体
化
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
筆
者
は
本
稿
に
お
い
て
、
人
権
の
中
核
規
定
の
言
語
的
な
統
一
性
を
確
立
し
た

い
と
考
え
た
。

　

ま
た
、
憲
法
の
人
権
保
障
機
能
を
担
保
す
る
に
は
、
正
当
性
の
根
拠
が
必
要
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
実
証
主
義
を
徹
底
す
れ
ば
、
文

言
の
改
廃
に
よ
り
、
人
権
保
障
が
著
し
く
低
下
す
る
か
ら
で
あ
る
。
人
権
の
正
当
性
の
根
拠
を
求
め
て
、
学
説
上
、
キ
リ
ス
ト
教
を
根
拠
と

す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
法
学
と
神
学
の
学
際
領
域
で
あ
る
た
め
、
法
学
の
分
野
か
ら
は
、
具
体
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
言

い
難
い
。
漠
然
た
る
正
当
性
の
根
拠
で
は
、
私
た
ち
の
自
己
実
現
を
阻
害
す
る
数
多
の
要
因
に
対
応
で
き
ず
、
人
権
保
障
を
形
骸
化
し
て
し

ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
や
聖
書
の
解
釈
を
辿
り
な
が
ら
、
よ
り
明
確
な
正
当
性
の
根
拠
を
考
察
し
た
い
と
考
え
た
。

二
、
日
本
に
お
け
る
人
権
の
中
核
概
念
の
沿
革
と
現
状

１　

日
本
国
憲
法
制
定
過
程
に
み
る
人
権
の
中
核
概
念
の
意
義

　

人
権
の
中
核
概
念
の
曖
昧
性
を
日
本
国
憲
法
一
三
条
の
制
定
過
程
か
ら
検
討
し
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
京
都
帝
国
大
学
教
授
で
あ
っ

た
佐
々
木
惣
一
教
授
の
質
問
と
金
森
憲
法
担
当
大
臣
の
答
弁
が
参
考
に
な
る
⑸

。
佐
々
木
惣
一
教
授
の
「『
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
』
と

は
一
体
ど
う
云
う
意
味
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
の
質
問
に
対
し
て
、
国
務
大
臣
金
森
徳
次
郎
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「『
個
人
と

し
て
尊
重
さ
れ
る
』
と
云
う
こ
と
は
、
結
局
こ
れ
だ
け
の
意
味
で
あ
り
ま
し
て
、
…
そ
う
特
別
に
深
い
意
味
で
は
な
い
」
と
。
立
法
過
程
に

お
い
て
、「
特
別
な
意
味
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
国
憲
法
の
沿
革
に
お
い
て
、「
個
人
の
尊
厳
」
が
人
権
の
中
核
概
念
と

い
う
意
識
は
な
く
、
漠
然
と
し
た
道
徳
規
範
と
し
て
の
意
味
し
か
も
た
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
佐
々
木
惣
一
教
授

の
「
個
人
の
尊
重
」
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
矢
張
り
国
家
が
国
民
に
対
す
る
心
構
え
と
云
う
風
に
思
っ
て
居
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
そ
れ
を
は
っ
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き
り
と
し
た
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
発
言
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
は
こ
の
発
言
に
対
し
て
、「
そ
の
通

り
で
あ
り
ま
す
」
と
肯
定
し
て
い
る
⑹

。

２　

学
説
に
お
け
る
人
権
の
中
核
概
念
の
理
解
に
つ
い
て

　

日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
文
言
は
な
い
。
そ
こ
で
、「
個
人
の
尊
厳
」「
個
人
の
尊
重
」
と
「
人
間
の
尊
厳
」

の
関
係
が
問
題
と
な
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
恒
藤
恭
教
授
は
、「
も
と
よ
り
、
個
人
の
尊
厳
と
人
格
と
は
密
接
に
つ
な
が
り
合
う
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
二
者
の
間

に
は
本
質
的
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
し
え
な
い
と
お
も
う
」
⑺

と
、
法
哲
学
の
立
場
か
ら
概
念
の
区
別
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、

実
定
法
の
解
釈
論
と
し
て
先
駆
的
な
役
割
を
も
つ
こ
と
は
な
く
、
学
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
学
説
を
深
く
検
討
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
芦

部
信
喜
教
授
は
、「
人
権
が
個
人
の
尊
重
原
理
を
根
拠
と
し
、
人
間
性
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
、「
個
人
の
尊
重
」
を
中
核

概
念
と
し
、「
個
人
の
尊
重｣

規
定
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
一
条
一
項
の
「
人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵
で
あ
る
」
の
思
想
と
同
じ
で

あ
る
」
述
べ
て
い
る
⑻

。
ま
た
、「
人
権
は
、
何
よ
り
も
『
人
間
の
尊
厳
』
の
原
理
な
し
に
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
、「
個
人
の
尊
重
」

と
「
人
間
の
尊
厳
」
を
同
一
の
概
念
と
理
解
し
て
い
る
。
田
口
精
一
教
授
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
一
条
一
項
の
「
人
間
の
尊
厳
」

規
定
は
、日
本
国
憲
法
の
「
個
人
の
尊
重
」
と
同
じ
意
味
だ
と
す
る
⑼

。
す
な
わ
ち
、日
本
国
憲
法
の
人
権
の
中
核
概
念
「
個
人
の
尊
厳
」（
個

人
の
尊
重
）
⑽

を
ド
イ
ツ
基
本
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
人
間
の
尊
厳
」
と
同
様
に
考
え
、
言
語
的
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
、「
人
間
の
尊
厳
」

を
人
権
の
中
核
概
念
と
考
え
る
。

　

こ
れ
ら
の
学
説
に
対
し
て
、
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
教
授
は
、「
個
人
の
尊
厳
」「
個
人
の
尊
重
」「
人
間
の
尊
厳
」
を
別
個
の
概
念
と
捉
え

て
い
る
⑾

。
ま
た
、
ヨ
ン
パ
ル
ト
教
授
は
、
わ
が
国
の
憲
法
学
説
に
お
け
る
「
個
人
の
尊
重
」
と
「
人
間
の
尊
厳
」
を
巡
る
、
概
念
の
混
同
は
、

フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
経
由
の
や
や
古
い
「
個
人
主
義
」
思
想
と
、
ド
イ
ツ
経
由
の
最
近
の
「
人
間
の
尊
厳
」
思
想
と
い
っ
た

わ
が
国
に
「
流
れ
込
ん
だ
違
っ
た
思
想
の
『
並
存
』
に
起
因
す
る
よ
う
に
感
じ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
⑿

。
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三
、
人
権
の
中
核
概
念
の
整
合
性
の
検
討

１　

ヨ
ン
パ
ル
ト
説
以
降
の
学
説

　

人
権
の
中
核
概
念
に
つ
い
て
、
初
め
て
本
格
的
に
議
論
を
展
開
し
た
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
教
授
は
、
昭
和
四
八
年
の
尊
属
殺
違
憲
判
決
を

元
に
、
従
来
の
憲
法
学
者
が
行
わ
な
か
っ
た
視
点
か
ら
言
語
的
分
析
を
し
て
い
る
。
彼
の
主
張
に
よ
る
と
「
も
し
、
私
達
が
、
薬
を
、
そ
の

名
前
が
似
て
い
る
と
言
う
だ
け
で
無
差
別
に
飲
め
ば
、
命
を
失
う
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
。
学
問
の
席
で
も
、
専
門
用
語
が
似
て
い
る
と
言
う

だ
け
で
無
差
別
に
用
い
れ
ば
、
命
を
失
う
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
法
解
釈
上
の
混
乱
が
起
こ
り
、
論
争
は
納
得
の
い
く
形
で
解
決
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
る
」
と
主
張
し
⒀

、「
個
性
」
も
し
く
は
、「
個
体
性
」
と
い
う
概
念
は
、「
人
間
の
尊
厳
と
人
格
性
に
た
だ
ち
に
関
連
し
な
い

の
で
、
人
間
は
個
人
と
し
て
尊
厳
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
個
人
は
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
尊
厳
を
有
す
る
」
と
し
て
、
人
間
の
尊
厳

○
、
個
人
の
尊
厳
×
、
個
人
の
尊
重
○
、
と
い
う
⒁

。

　

こ
の
学
説
の
評
価
に
つ
い
て
、
粕
谷
友
介
教
授
は
、「
こ
の
よ
う
な
分
析
が
（
憲
法
・
人
権
論
）
⒂

解
釈
学
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る

の
か
明
白
で
は
な
い
」
⒃

、
と
の
問
題
提
起
自
体
を
批
判
し
て
い
る
。
一
方
で
、
押
久
保
倫
夫
教
授
は
、
ヨ
ン
パ
ル
ト
教
授
の
問
題
提
起
に

賛
同
し
つ
つ
、
人
権
の
中
核
概
念
は
、
あ
く
ま
で
憲
法
一
三
条
に
明
文
化
さ
れ
た
「
個
人
の
尊
重
」
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
個
人

主
義
」
と
い
う
憲
法
の
核
心
が
法
実
務
上
で
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
日
本
の
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
人
権
尊
重
を
漠
然
と
意
識
さ
せ
る
「
人
間

の
尊
厳
」
概
念
よ
り
も
、
個
人
主
義
の
貫
徹
を
可
能
と
す
る
「
個
人
の
尊
重
」
概
念
こ
そ
、
人
権
の
核
心
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
挙
げ
る
⒄

。

日
本
に
お
け
る
人
権
啓
発
の
希
薄
さ
を
根
源
か
ら
意
識
し
た
意
義
深
い
提
言
で
あ
る
。

２　

自
説
の
展
開

（
１
）「
個
人
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て

　

日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
や
日
本
の
伝
統
的
風
土
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
、「
個
人
主
義
」
と
い
う
憲
法
の
核
心
が
重
要
視
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
個
人
主
義
の
貫
徹
を
可
能
と
す
る
「
個
人
」
と
い
う
概
念
を
人
権
の
核
心
に
含
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
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ち
、
私
た
ち
日
本
人
の
社
会
は
弥
生
時
代
以
来
、
米
作
を
中
心
と
し
て
営
ま
れ
て
き
た
。
こ
の
文
化
の
特
徴
は
、
社
会
の
「
共
同
制
」
に
あ

る
。
社
会
全
体
で
水
を
管
理
し
、
集
団
で
田
植
え
、
稲
刈
り
、
脱
穀
を
行
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
個
人
の
勝
手
な
行
為
を
容
認
す
れ
ば
、

た
ち
ま
ち
崩
壊
す
る
。
こ
の
結
果
、
個
人
に
基
礎
を
置
く
、「
人
間
の
尊
厳
」
や
「
個
人
の
尊
厳
」
と
い
う
概
念
は
育
ち
難
い
。
む
し
ろ
、

長
年
反
社
会
的
な
無
価
値
性
を
含
む
概
念
で
あ
っ
た
風
潮
さ
え
あ
る
。
先
行
研
究
を
行
な
っ
た
野
田
良
之
教
授
は
、
個
人
に
類
似
し
た
「
人

格
」
と
い
う
言
葉
は
一
八
七
七
年
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
⒅

。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
私
た
ち
の
自
己
実
現
を

よ
り
強
化
す
る
に
は
、
人
権
の
中
核
概
念
の
定
義
の
中
に
「
個
人
」
と
い
う
言
葉
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
２
）「
尊
厳
」
と
「
尊
重
」
に
つ
い
て

　

広
辞
苑
に
よ
れ
ば
、「
尊
重
」
と
は
、「
と
う
と
い
も
の
と
し
て
重
ん
ず
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
尊
厳
」
と
は
、「
と
う
と
く
お
ご
そ
か
で
お

か
し
が
た
い
こ
と
」
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
の
人
権
の
不
可
侵
性
（
一
一
条
）
や
本
質
（
九
八
条
）
は
、
言
語
的
に
「
尊
厳
」
と
親
和
性
を

も
つ
。
ま
た
、
各
種
人
権
条
約
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
権
思
想
、
諸
外
国
の
憲
法
や
人
権
に
関
す
る
法
律
で
は
、
人
権
の
保
障
概
念
と
し
て
「
尊

厳
」
を
用
い
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
の
人
権
規
定
が
こ
れ
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
尊
重
」
と
い
う
概
念
よ
り
は
「
尊

厳
」
の
方
が
妥
当
で
あ
る
。

四
、
人
権
の
中
核
概
念
に
対
す
る
正
当
性
付
与
に
つ
い
て

１　

問
題
の
所
在

　

ド
イ
ツ
基
本
法
一
条
一
項
が
規
定
す
る
「
人
間
の
尊
厳
」
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
人
権
の
根
本
規
範
で
あ
り
、「
憲
法
に
適

合
的
な
秩
序
内
に
お
い
て
最
も
高
い
法
価
値
」
を
占
め
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、「
人
間
の
尊
厳
」
の
解
釈
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
⒆

。
ま

た
、ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、そ
の
概
念
の
定
義
に
つ
い
て
、「
常
に
具
体
的
な
事
例
の
顧
慮
に
お
い
て
の
み
確
定
し
う
る
も
の
で
あ
る
」

と
、
曖
昧
な
定
義
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
⒇

。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
人
権
の
保
障
機
能
が
弱
ま
る
の
で
、
学
説
の
多
く
は
人
権
の
不
可
侵

の
正
当
性
の
根
拠
を
キ
リ
ス
ト
教
に
求
め
て
い
る
。
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西
野
基
継
教
授
は
、「
人
間
の
尊
厳
保
障
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
啓
蒙
主
義
、
自
由
主
義
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
結
び

つ
い
て
い
る
と
し
て
い
る
」
�

と
述
べ
て
い
る
。
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
シ
ュ
タ
ル
ク
教
授
は
、「
す
べ
て
の
人
間
に
特
別
な
尊
厳
が
あ
る
と

い
う
思
想
の
基
盤
は
、
聖
書
・
キ
リ
ス
ト
教
伝
統
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
伝
統
に
求
め
ら
れ
る
」、
と
し
て
伝
統
に
裏
付
け
ら
れ
た
人
々

の
意
識
に
正
当
性
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
�

。
ハ
ン
ス
・
ユ
ー
ゲ
ン
・
マ
ル
ク
ス
教
授
は
、「
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
思
い
は
深
く
西
欧
文

明
の
歴
史
に
根
ざ
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
で
次
第
に
重
み
を
増
し
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
、
ま
さ
に
中
心
的
な
関
心
ご

と
に
な
っ
た
」
�

と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
正
当
性
の
根
拠
を
求
め
る
。

　

こ
の
他
、
キ
リ
ス
ト
教
を
人
権
の
中
核
概
念
の
正
当
性
の
根
拠
に
置
く
も
の
は
多
い
。
し
か
し
、
ど
の
学
説
も
キ
リ
ス
ト
教
と
人
権
の
関

係
に
つ
い
て
十
分
な
論
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
の
解
釈
に
よ
り
「
人
間
の
尊
厳
」
の
正
当
性
を
考

え
て
み
た
い
。
尚
、カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
人
権
に
関
す
る
公
式
見
解
で
あ
る
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
『
現
代
世
界
憲
章
』
二
七
に
よ
れ
ば
、「
人

権
の
根
源
は
一
人
ひ
と
り
の
人
間
が
持
つ
尊
厳
に
あ
る
」
と
さ
れ
、
人
権
の
中
核
概
念
は
、「
人
間
の
尊
厳
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿

で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
人
権
思
想
を
検
討
し
て
い
る
の
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
を
頂
点
と
す
る
聖
書
解
釈
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
万
人
司
祭
主
義
に
比

べ
て
、
精
緻
に
体
系
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

２　

聖
書
に
よ
る
「
人
間
の
尊
厳
」
の
人
権
の
中
核
概
念
と
し
て
の
正
当
性
付
与
に
つ
い
て

　

聖
書
の
解
釈
と
し
て
、
人
間
の
尊
厳
の
正
当
性
を
根
拠
付
け
る
理
由
と
し
て
以
下
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
、im

ago D
ei

（
神

の
似
姿
）
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
創
世
記
第
一
章
二
六
節
は
、「
神
は
言
わ
れ
た
。
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造

ろ
う
。
そ
し
て
海
の
魚
、
空
の
鳥
、
家
畜
、
地
の
獣
、
地
を
這
う
も
の
す
べ
て
を
支
配
さ
せ
よ
う
」
と
。
二
七
節
は
、「
神
は
御
自
分
に
か

た
ど
っ
て
人
を
創
造
さ
れ
た
。
神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
さ
れ
た
」
と
。
ま
た
、
創
世
記
第
二
章
七
節
で
は
、「
主
な
る
神
は
、
土
（
ア
ダ
マ
）

の
塵
で
人
（
ア
ダ
ム
）
を
形
づ
く
り
、
そ
の
鼻
に
命
の
息
を
吹
き
入
れ
ら
れ
た
。
人
は
こ
う
し
て
生
き
る
者
と
な
っ
た
」
と
。

　

第
二
に
、
神
の
行
為
の
動
詞
表
現
か
ら
人
間
の
尊
厳
を
根
拠
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
和
田
幹
男
教
授
の
学
説
が
参
考
に
な

る
。
和
田
教
授
に
よ
る
と
、
創
世
記
第
一
章
二
七
節
に
あ
る
「
創
造
す
る
」
と
い
う
動
詞
は
、
聖
書
で
は
唯
一
絶
対
的
な
神
を
主
語
と
し
て
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し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
こ
に
人
間
を
創
造
す
る
神
の
強
い
意
志
が
示
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、「
人
間
の
尊
厳
」
に
正
当
性
が

付
さ
れ
る
と
す
る
。

　

第
三
に
、人
間
は
、創
造
主
で
あ
る
神
に
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
和
田
教
授
は
、詩
篇
第
八
章
六
節
の
「
神

に
僅
か
に
劣
る
も
の
と
し
て
人
を
造
り
、
な
お
、
栄
光
と
威
光
を
冠
と
し
て
い
だ
か
せ
」
を
根
拠
と
し
て
、「
人
間
の
尊
厳
」
を
根
拠
付
け

て
い
る
�

。
す
な
わ
ち
、
和
田
教
授
は
、
神
に
最
も
近
い
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
人
間
の
尊
厳
」
に
正
当
性
が
付
さ
れ
る
と
考
え
る
。

３　

古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
宗
教
か
ら
の
正
当
性
の
根
拠
付
け

　

ハ
ン
ス
・
ユ
ー
ゲ
ン
・
マ
ル
ク
ス
教
授
は
、
セ
ム
語
的
話
法
か
ら
人
間
の
尊
厳
を
説
明
し
て
い
る
。
創
世
記
第
一
章
二
六
節
は
「
我
々
に

か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
神
は
唯
一
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
語
が
複
数
形
で
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
、「
人
間
の
尊
厳
」
の
正
当
性
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
唯
一
の
神
で
あ
る
の
に
、「
我
々
」
と
表
現
す
る
の
は
、
聖
書
の
表

現
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
セ
ム
語
的
話
法
の
「
熟
慮
の
複
数
形
」
で
あ
り
、
聖
書
の
筆
者
は
そ
れ
ま
で
の
単
調
な
命
令
形
を
「
熟
慮
の
複

数
形
」
に
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
に
対
す
る
神
の
特
別
な
配
慮
を
い
た
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
�

。

　

ま
た
、天
地
創
造
の
記
述
の
背
景
に
は
、モ
デ
ル
と
な
っ
た
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
神
話
が
あ
り
、そ
の
中
で
、人
間
が
創
造
さ
れ
る
と
き
、「
神
々
」

が
創
造
し
た
と
あ
る
の
で
そ
の
名
残
で
は
な
い
か
と
説
明
し
て
い
る
�

。
聖
書
の
表
現
に
あ
る
「
我
々
」
と
い
う
の
は
「
神
々
」
と
い
う
崇

高
か
つ
至
高
の
存
在
が
背
景
に
あ
り
、
そ
の
神
が
他
者
と
区
別
し
て
特
別
な
思
い
で
創
っ
た
こ
と
が
「
人
間
の
尊
厳
」
の
根
拠
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
和
田
教
授
の
説
明
す
る
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
神
話
の
根
拠
を
求
め
て
「
メ
リ
カ
ラ
ー
王
へ
の
教
訓
」
を
探
っ
て
み
る
と
、「
神
の

家
畜
で
あ
る
人
間
は
よ
く
管
理
さ
れ
て
い
る
。
神
は
人
間
の
望
み
に
応
じ
て
天
地
を
創
造
さ
れ
、
水
に
沈
む
怪
物
を
追
い
払
わ
れ
た
。
彼
ら

の
び
く
う
に
生
命
の
息
吹
を
つ
く
り
給
う
た
。
神
の
体
よ
り
現
れ
た
人
間
は
そ
の
似
姿
な
の
だ
」
と
、
聖
書
の
表
現
に
酷
似
す
る
表
現
が
あ

る
�

。

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
ま
と
め
て
み
れ
ば
、「
人
間
の
尊
厳
」
は
神
の
創
造
行
為
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
社
会
に
は
、

宗
教
の
垣
根
を
越
え
て
、
創
造
主
た
る
最
高
神
が
こ
の
地
上
に
何
か
重
大
な
こ
と
を
起
こ
そ
う
と
決
定
す
る
と
き
、
神
々
を
集
め
て
「
天
上
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の
法
廷
」
を
開
く
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
こ
れ
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
伝
承
に
な
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
一
神
教
の
特
殊
性
か
ら
伝
承
物
の

多
神
教
的
要
素
は
振
る
い
落
と
さ
れ
、
表
現
だ
け
が
残
っ
た
の
が
聖
書
に
幾
度
か
現
れ
て
い
る
熟
慮
の
複
数
形
で
あ
る
�

。

４　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
カ
テ
キ
ズ
ム
（Catechism

 of the Catholic Church

）
�

か
ら
の
正
当
性
の
根
拠
付
け

　
「
人
間
一
人
ひ
と
り
は
神
に
か
た
ど
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ペ
ル
ソ
ナ
と
し
て
の
尊
厳
が
備
わ
っ
て
お
り
、
単
な
る
物
で
は
な
く
、
人
格
で

あ
る
」
こ
と
、「
神
は
万
物
を
人
間
の
た
め
に
創
造
し
た
。
そ
し
て
人
間
は
、
神
に
仕
え
、
神
を
愛
し
、
被
創
造
物
の
す
べ
て
を
神
に
さ
さ

げ
る
た
め
に
造
ら
れ
た
」
こ
と
、「
人
間
は
、
神
の
御
目
に
す
べ
て
の
被
創
造
物
に
勝
っ
て
貴
重
な
、
偉
大
で
感
嘆
す
べ
き
生
き
も
の
で
あ
り
、

天
も
地
も
海
も
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
被
創
造
物
が
存
在
す
る
の
は
人
間
の
た
め
に
あ
り
、
最
重
要
視
さ
れ
た
の
で
、
人
間
の
た
め
に
御
ひ
と

り
子
さ
え
お
し
ま
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
り
、
神
は
人
間
を
自
分
の
も
と
に
上
げ
、
右
の
座
に
つ
か
せ
よ
う
と
、
い
つ
も
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
と

ら
れ
て
い
る
」
�

、
を
根
拠
と
し
て
「
人
間
の
尊
厳
」
に
正
当
性
の
根
拠
を
付
与
し
て
い
る
。

　

な
お
、
教
皇
ヨ
ハ
ネ
二
三
世
の
回
勅
�

に
よ
れ
ば
、
人
間
の
尊
厳
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
人
権
の
究
極
的
な
源

泉
は
、
単
な
る
人
間
の
意
思
、
国
家
の
現
実
や
そ
の
権
力
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
創
造
主
で
あ
る
神
と
人
間
そ
の
も
の
に
見
出
さ
れ
る
と
し

て
い
る
�

。

５　

キ
リ
ス
ト
教
的
視
点
か
ら
の
「
人
間
の
尊
厳
」
の
正
当
性
の
根
拠
の
問
題
点

　
「
人
間
の
尊
厳
」
を
人
権
の
中
核
概
念
に
置
く
の
は
、
絶
対
不
可
侵
性
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
定
の
神
を
絶
対
化
し
て
、

そ
れ
を
正
当
性
の
根
拠
と
す
れ
ば
、「
神
権
」
が
「
人
権
」
に
優
越
し
、
人
権
の
絶
対
不
可
侵
性
を
根
拠
付
け
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
人
類

の
歴
史
の
中
で
、
神
権
が
人
権
に
優
越
す
る
事
例
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
古
代
カ
ル
タ
ゴ
は
、
神
の
名
に
よ
り
人
間
を
生
贄
に
す
る
こ

と
が
行
な
わ
れ
た
。
旧
約
聖
書
の
出
エ
ジ
プ
ト
記
一
三
章
の
な
か
で
は
、
最
も
大
切
な
初
子
は
、
契
約
で
神
に
生
贄
と
し
て
捧
げ
て
い
る
�

。

こ
の
よ
う
に
、
神
の
絶
対
性
を
人
権
の
正
当
性
の
根
拠
と
す
れ
ば
、
神
の
名
の
下
に
人
権
の
不
可
侵
性
が
否
定
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
筆
者
は
、「
人
間
の
尊
厳
」
を
普
遍
的
な
創
造
主
に
求
め
、
社
会
全
体
の
道
徳
を
指
導
す
る
原
理
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
意
義

が
あ
る
と
考
え
る
が
、
特
定
の
宗
教
を
根
拠
に
正
当
性
を
付
与
す
る
と
い
う
考
え
方
は
妥
当
で
は
な
い
。
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五
、
お
わ
り
に

　

ヨ
ン
パ
ル
ト
教
授
の
主
張
の
ご
と
く
、
人
間
は
個
人
と
し
て
尊
厳
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
個
人
は
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
尊
厳
を
有

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
権
の
中
核
概
念
に
国
民
の
意
識
と
し
て
「
人
間
の
尊
厳
」
を
含
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
多
年
に

わ
た
る
歴
史
の
中
で
「
個
人
」
が
集
団
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
い
た
反
省
の
も
と
に
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
歴
史
的
過
程
を
考
え
れ
ば
、

人
権
の
中
核
概
念
に
意
識
と
し
て
「
個
人
」
と
い
う
概
念
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
国
憲
法
に
は
「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う

表
現
が
な
い
こ
と
か
ら
、
人
権
の
中
核
概
念
を
表
す
用
語
と
し
て
、
安
易
に
「
人
間
の
尊
厳
」
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
。

　

一
方
、
日
本
国
憲
法
に
明
文
が
あ
る
「
個
人
の
尊
厳
」
と
「
個
人
の
尊
重
」
の
言
語
的
な
使
用
に
つ
い
て
は
、
人
権
の
中
核
概
念
と
し
て
、

近
代
的
人
権
が
発
達
し
た
国
や
国
際
社
会
で
の
用
例
、
そ
れ
ら
と
関
係
が
深
い
キ
リ
ス
ト
教
で
の
用
例
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
日
本
国
憲
法
に

対
す
る
影
響
に
照
ら
せ
ば
「
尊
厳
」
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
本
国
憲
法
の
人
権
カ
タ
ロ
グ
の
中
核
概
念
は
、「
個
人
の
人
間
と
し
て

の
存
在
自
体
の
尊
厳
」、
略
し
て
「
個
人
の
尊
厳
」
と
考
え
る
。

　

そ
し
て
、「
個
人
の
尊
厳
」
を
社
会
に
お
い
て
実
現
す
る
た
め
、
国
家
を
名
宛
人
と
す
る
指
導
原
理
が
「
個
人
の
尊
重
」
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
人
権
の
中
核
概
念
と
し
て
、「
個
人
の
尊
厳
」
か
「
人
間
の
尊
厳
」
か
、
と
い
う
単
一
概
念
の
決
定
を
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
概
念
を
含
め
て
、
法
的
な
言
語
と
さ
れ
た
も
の
が
「
個
人
の
尊
厳
」
で
あ
り
、
そ
の
言
語
の
う
ち
に
は
、
表
現
化
さ
れ
な
い
概
念
（
閉

ざ
さ
れ
た
言
語
）
と
し
て
「
個
人
の
尊
重
」
を
含
む
と
考
え
る
。

　

私
た
ち
の
人
権
の
中
核
概
念
の
不
可
侵
性
を
担
保
す
る
た
め
、
憲
法
上
各
種
の
統
治
制
度
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
統
治
制
度
は

条
文
の
改
廃
に
よ
り
、
担
保
機
能
を
失
う
危
険
性
が
あ
る
。
こ
れ
を
防
ぐ
に
は
、
人
権
侵
害
が
無
価
値
で
あ
る
こ
と
を
国
民
の
理
性
に
訴
え

か
け
る
内
部
統
制
が
必
要
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
へ
の
畏
敬
の
気
持
ち
は
、
ひ
と
つ
の
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
定
の
宗
教
で
は
、

ほ
か
の
宗
教
を
信
じ
る
者
に
と
っ
て
内
部
統
制
手
段
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
神
の
範
囲
を
広
く
し
、
人
類
多
年
の
歴
史
の
中
で
形

成
さ
れ
、
広
く
人
類
に
意
識
さ
れ
て
い
る
創
造
主
へ
の
畏
敬
の
念
と
人
間
の
生
物
的
至
高
性
を
正
当
性
の
根
拠
と
考
え
る
。
創
造
主
が
人
間
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を
特
別
の
存
在
と
し
た
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
淵
源
を
辿
る
過
程
で
他
の
宗
教
に
お
い
て
も
広
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
ま
た
、
原
始

宗
教
で
あ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　

私
た
ち
の
人
権
保
障
を
強
化
す
る
に
は
、
日
本
国
憲
法
が
保
障
す
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権
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タ
ロ
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国
民
一
人
ひ
と
り
が
理
論
的
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解
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る
ば
か
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な
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道
徳
レ
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ル
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熟
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こ
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必
要
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あ
る
。
そ
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め
に
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、
一
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と
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と
し
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人
権
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中
核
概
念
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言

語
と
し
て
明
確
化
さ
れ
、
か
つ
、
一
人
ひ
と
り
の
理
性
に
訴
え
か
け
る
正
当
性
が
明
確
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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一
、
は
じ
め
に

　

近
年
の
医
療
訴
訟
の
増
加
と
共
に
、
医
療
者
側
か
ら
萎
縮
医
療
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
医
師
に
と
っ
て
、
懸
命
に
診
療
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
患
者
側
か
ら
訴
訟
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
不
安
が
あ
る
た
め
、
医
師
が
文
字
通
り
萎
縮
し
て
医
療
を
行
い
、
十
全

な
医
療
を
行
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
医
師
会
⑴

は
、「
萎
縮
医
療
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
現
れ
、
リ
ス
ク
の
大
き
い
分
野
の
医
療

専
門
家
へ
の
志
望
が
目
に
見
え
て
減
少
す
る
事
態
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
萎
縮
医
療
と
い
う
現
象
が
、
若
手
医
師
の
専
門
領
域
の
選
択

に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
、
分
野
に
よ
っ
て
は
専
門
医
が
不
足
す
る
こ
と
を
危
惧
し
、
将
来
に
向
け
た
医
療
制
度
の
維
持
に
危
機
感
を
表
明
し

て
い
る
。

　

医
療
訴
訟
に
は
民
事
と
刑
事
が
あ
る
が
、
刑
事
は
極
め
て
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
⑵

。
一
方
、
二
〇
一
一
年
の
民
事
（
医
事
関
係
訴
訟
）

の
新
受
件
数
は
七
三
九
件
⑶

で
あ
る
。
一
九
九
五
年
に
四
八
八
件
で
あ
っ
た
新
受
件
数
が
、
二
〇
〇
一
年
に
は
八
二
二
件
に
ま
で
増
加
し
て

い
る
⑷

。
こ
の
よ
う
な
増
加
傾
向
を
ふ
ま
え
、
最
高
裁
判
所
は
二
〇
〇
一
年
七
月
に
、
民
事
の
医
療
訴
訟
に
対
応
す
る
医
事
関
係
訴
訟
委
員

会
を
設
置
し
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
民
事
の
医
療
訴
訟
を
中
心
に
検
討
す
る
。

　

医
療
訴
訟
は
、
医
療
行
為
遂
行
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
事
件
で
あ
る
が
、「
故
意
」
が
問
題
と
な
る
の
は
、
安
楽
死
、
尊
厳
死
な
ど
限
ら

れ
た
場
合
し
か
な
い
⑸

。
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
患
者
本
人
あ
る
い
は
家
族
の
嘱
託
が
存
在
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
損
害
賠
償
を
求
め
て

「
誤
診
」
と
「
過
失
」
か
ら
見
た
医
療
訴
訟
と
萎
縮
医
療

福　

本　

良　

之



─ 101 ─

民
事
訴
訟
と
な
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
医
療
訴
訟
は
、
医
療
行
為
遂
行
上
の
「
過
失
」
が

問
題
と
な
る
。

　

民
事
の
医
療
訴
訟
は
、
医
師
の
診
療
上
の
過
誤
（
過
失
）
に
よ
り
身
体
生
命
に
か
か
わ
る
損
害
が
生
じ
た
と
き
に
、
医
療
契
約
上
の
債
務

不
履
行
（
四
一
五
条
）
や
不
法
行
為
（
七
〇
九
条
）
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
と
し
て
提
訴
さ
れ
、
債
務
不
履
行
や
不
法
行
為
に
お
け
る
医

師
の
「
過
失
」
の
存
否
を
巡
っ
て
争
わ
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
過
失
」
は
、
一
般
市
民
＝
非
専
門
家
が
考
え
る
「
あ
や
ま
ち
、
し
く

じ
り
」
と
は
異
な
り
、
損
害
の
発
生
を
予
見
し
防
止
す
る
注
意
義
務
を
怠
る
こ
と
⑹

を
意
味
す
る
。
医
療
訴
訟
に
お
け
る
一
方
当
事
者
で
あ

る
医
師
も
、
法
に
関
し
て
は
非
専
門
家
で
あ
り
、
一
般
市
民
と
変
わ
ら
な
い
。
臨
床
医
で
あ
る
金
子
⑺

は
、
勤
務
医
は
到
底
不
可
能
な
ほ
ど

の
医
療
安
全
を
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、「
誤
診
」
と
業
務
上
過
失
傷
害
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

誤
診
を
語
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
、
も
し
素
直
に
間
違
い
を
認
め
れ
ば
、
医
療
過
誤
、
業
務
上
過
失
傷
害
（
場
合
に
よ
り
致
死
）

を
問
わ
れ
か
ね
な
い

　

金
子
が
述
べ
て
い
る
「
間
違
い
（
誤
診
）」
が
、
過
失
と
同
義
で
あ
れ
ば
、「
業
務
上
過
失
傷
害
」
に
問
わ
れ
る
可
能
性
も
出
て
く
る
。
し

か
し
、
は
た
し
て
金
子
が
法
律
上
の
「
過
失
」
の
意
味
を
理
解
し
た
上
で
述
べ
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。「
過
失
」
に
限
ら
ず
、
法
律
用

語
の
誤
用
は
多
い
。
実
際
、
あ
る
二
人
の
臨
床
医
は
、
民
事
訴
訟
で
も
刑
事
訴
訟
と
同
じ
よ
う
に
有
罪
無
罪
が
判
断
さ
れ
る
と
誤
解
し
て
い

た
。
民
事
訴
訟
は
、
罪
の
存
否
を
判
断
し
刑
罰
を
科
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
医
師
が
知
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
医
師
に
と
っ
て
民
事

の
医
療
訴
訟
の
増
加
は
、不
快
で
あ
る
と
と
も
に
萎
縮
医
療
に
つ
な
が
る
と
い
う
主
張
も
理
解
で
き
る
。法
の
非
専
門
家
で
あ
る
金
子
も
、「
間

違
い
」
＝
「
過
失
」
と
簡
単
に
記
述
し
て
い
る
点
か
ら
す
る
と
、「
過
失
」
の
法
律
的
な
意
義
を
知
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

本
稿
で
は
、
医
師
の
使
う
「
誤
診
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、「
過
失
」
と
の
異
同
を
検
討
し
、
そ
の
こ
と
で
、
医
療
訴
訟
の
副
産
物
と

し
て
の
萎
縮
医
療
が
生
じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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二
、
方
法

　
「
誤
診
」
と
「
過
失
」
の
意
味
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
医
師
（
臨
床
医
お
よ
び
病
理
医
）
の
誤
診
に
関
す
る
著
作
と
、
臨
床

医
の
症
例
研
究
（
論
文
）
を
検
討
し
た
。
さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
基
づ
く
二
名
の
医
師
の
逐
語
録
を
使
用
し
た
。
二
名
と
も
内
科

医
で
、
一
名
は
大
学
病
院
医
師
、
も
う
一
名
は
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
医
師
免
許
を
所
持
す
る
在
米
医
師
で
あ
る
。
医
師
と
し
て
の
経
験
年
数

は
、
二
六
年
と
二
四
年
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
医
師
の
誤
診
に
関
す
る
著
作
等
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
医
師
の
使
う
「
誤
診
」
の
意
味
や
「
誤
診
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
目

的
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
具
体
的
な
症
例
研
究
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
臨
床
現
場
に
密
着
し
た
臨
床
医
の
よ
り
率
直
な
「
誤
診
」
に

対
す
る
見
方
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

症
例
研
究
の
抽
出
に
あ
た
っ
て
は
、医
学
中
央
雑
誌
に
お
い
て
、二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の
期
間
を
対
象
と
し
て
、「
誤
診
」
を
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
検
索
し
、
そ
の
場
で
入
手
で
き
た
四
四
本
を
分
析
し
た
。
そ
の
う
ち
、
誤
診
が
存
在
し
な
い
も
の
八
本
、
前
医
の
誤
診
を
訂

正
し
た
も
の
七
本
、
著
者
が
医
師
以
外
（
弁
護
士
お
よ
び
獣
医
）
の
も
の
三
本
、
医
療
器
械
に
関
す
る
も
の
一
本
、
合
計
一
九
本
を
除
外
し

た
。
す
な
わ
ち
、
検
討
対
象
は
、
残
り
の
二
五
本
で
あ
り
、
著
者
は
す
べ
て
医
師
で
あ
る
⑻

。
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、「
誤
診
」
の
要
件
と

し
て
、（
１
）
予
見
可
能
性
（
２
）
結
果
回
避
可
能
性
（
３
）
実
害
（
損
害
）
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
か
と
い
う
点
に
注
目
し
た
。（
１
）

予
見
可
能
性
（
２
）
結
果
回
避
可
能
性
に
注
目
し
た
理
由
は
「
誤
診
」
が
不
可
抗
力
を
含
ん
で
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。（
３
）

実
害
に
注
目
し
た
理
由
は
、
損
害
の
な
い
場
合
も
「
誤
診
」
に
含
め
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
、
精
神
科
の
症
例
を
除
外
し
た
⑼

。

三
、
調
査
結
果

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
協
力
し
た
医
師
は
、
通
常
、
診
療
は
、
問
診
→
診
察
→
診
断
→
治
療
と
い
う
順
番
で
進
め
ら
れ
る
と
語
っ
て
い
た
。
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「
誤
診
」
は
診
断
の
段
階
で
生
じ
る
。「
誤
診
」
に
関
し
医
学
的
に
定
義
が
あ
る
の
か
と
の
問
い

に
は
、「
知
ら
な
い
」
と
答
え
て
い
た
。

　

医
師
の
著
作
で
も
、
山
崎
⑽

が
「
診
断
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
間
違
い
や
遅
延
を
報
告
す
べ

き
誤
診
と
す
る
の
か
に
関
し
て
の
規
則
は
な
く
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
医
学
上
統
一
し
た

「
誤
診
」
の
語
意
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
大
島
⑾

は
誤
診
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

誤
診
率
は
世
間
一
般
の
い
う
誤
診
と
は
異
な
り
、
臨
床
診
断
と
剖
検
所
見
と
の
不
一
致

を
意
味
し
、
診
断
を
誤
っ
た
た
め
に
生
命
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
、
世
間
一

般
の
い
う
誤
診
と
は
違
う

　

大
島
の
「
誤
診
」
の
判
定
基
準
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
⑿

、
沖
中
の
基
準
⒀

に
し
た
が
っ

た
も
の
で
あ
る
の
で
、
沖
中
の
基
準
を
検
討
し
た
（
表
１
参
照
）。
沖
中
は
、「
誤
診
」
に
関
す

る
研
究
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
沖
中
の
「
誤
診
」
に
関
す
る
研
究
は
、
調
査

期
間
一
五
年
、
調
査
数
七
五
〇
に
及
び
、
そ
の
全
数
が
東
京
大
学
に
お
い
て
病
理
医
に
よ
っ
て

剖
検
を
実
施
し
た
上
で
、
臨
床
段
階
で
の
診
断
と
剖
検
結
果
と
を
事
後
的
・
客
観
的
に
比
較
し

て
い
る
。
沖
中
⒁

は
、「
誤
診
」
に
基
づ
く
治
療
に
関
し
、「
治
療
の
方
針
に
お
い
て
は
大
き
な

誤
り
は
お
そ
ら
く
な
い
と
み
ず
か
ら
慰
め
て
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の

沖
中
の
発
言
は
、
誤
診
に
起
因
す
る
実
害
の
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
自
験
例
で
は
実
害
は
生
じ

て
い
な
い
と
い
う
趣
旨
の
も
の
と
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
沖
中
は
「
医
師
の
判
断
が
誤
っ
て
い

た
場
合
で
も
、
病
気
が
自
然
に
治
癒
に
至
る
こ
と
は
決
し
て
稀
で
は
な
い
」
⒂

と
述
べ
て
い
る

内　　容 例
第一基準 臓器の診断を間違ったもの 肝臓の病気と肺臓の病気とを間違え

た
第二基準 臓器の診断は正しいが病変の性質が

違う
肝硬変と診断した揚合に、剖検で肝
に小さい癌性の病変を伴っているこ
とが発見されたというような場合

第三基準 主要な臨床症状を説明するに足ると
ころの剖検所見は臨床診断と一致す
るが癌の原発巣の診断を誤った場合

転移性肝癌の症状が強く前景に出て
いて、原発巣による症状が極めて軽
いか、小さい、あるいは十分に調べ
が行きとどかなかったために、原発
巣がわからなかった、あるいは間違
える揚合

表１　沖中の「誤診」の基準
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よ
う
に
、
実
害
の
な
い
場
合
も
「
誤
診
」
に
含
ん
で
い
る
。

　

沖
中
の
基
準
で
は
、
診
断
段
階
で
正
し
い
診
断
を
で
き
る
可
能
性
、「
誤
診
」
を
回
避
で
き
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
何
ら
述
べ
ら
れ
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
沖
中
の
「
誤
診
」
の
基
準
で
は
、
不
可
抗
力
の
場
合
も
「
誤
診
」
に
含
む
の
か
不
明
確
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
沖
中
の
「
誤
診
」
の
基
準
に
は
、
実
害
の
な
い
場
合
も
含
ま
れ
て
い
る
。「
過
失
」
が
、
損
害
の
発
生
を
前
提
と
し
て
い
る

点
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
沖
中
や
大
島
の
い
う
「
誤
診
」
の
意
味
は
、
医
学
の
非
専
門
家
で
あ
る
患
者
側
を
含
め
た
市
民
と
も
異
な
っ

て
い
る
。
こ
の
「
誤
診
」
の
意
味
に
対
す
る
食
い
違
い
は
、
沖
中
が
、
一
九
六
三
年
三
月
四
日
東
京
大
学
医
学
部
で
の
最
終
講
義
で
述
べ
た

沖
中
内
科
の
誤
診
率
へ
の
専
門
家
で
あ
る
医
師
と
市
民
と
の
反
応
の
違
い
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。沖
中
は
、『
内
科
臨
床
と
剖
検
に
よ
る
批
判
』

と
い
う
最
終
講
義
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
沖
中
内
科
に
お
け
る
一
五
年
間
の
誤
診
率
を
一
四
．
二
％
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
が
学
外

に
も
れ
、「
同
じ
誤
診
と
い
う
言
葉
か
ら
受
け
る
影
響
が
、
専
門
の
医
師
と
患
者
の
側
と
で
甚
だ
し
く
違
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
と

思
う
⒃

。」
と
記
し
、『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』（
一
九
六
四
年
六
巻
三
九
号
）
の
以
下
の
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
。

沖
中
博
士
が
誤
診
率
一
四
％
と
告
白
し
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
患
者
は
そ
の
率
の
高
い
の
に
驚
い
た
が
、
一
般
の
医
師
は
そ
の
低
い
の

に
感
嘆
し
た
そ
う
だ
。
両
者
の
感
覚
の
断
絶
は
こ
れ
ほ
ど
大
き
い
。

　

二
五
本
の
症
例
研
究
で
も
、「
誤
診
」
は
初
期
診
断
を
事
後
的
に
修
正
し
た
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
二
五
本
の
症
例
研
究
を
、

（
１
）
予
見
可
能
性
（
２
）
結
果
回
避
可
能
性
（
３
）
実
害
で
検
討
し
た
結
果
、（
１
）
予
見
可
能
性
は
、
す
べ
て
の
論
文
で
意
識
さ
れ
て
い

た
（
表
２
参
照
）。（
２
）
結
果
回
避
義
務
（
３
）
実
害
の
二
つ
の
項
目
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
記

述
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
検
討
し
た
直
近
一
〇
年
間
の
論
文
に
お
い
て
も
、「
誤
診
」
か
ら
、
実
害
の
発
生
し
て
い
な
い
場
合
や

不
可
抗
力
を
明
確
に
は
除
外
し
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
。
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四
、
考
察

（
１
）「
過
失
の
あ
る
誤
診
」
と
「
過
失
の
な
い
誤
診
」

　

法
的
概
念
と
し
て
の
「
過
失
」
を
検
討
す
る
場
合
、
損
害
（
実
害
）
の
発
生
は
必
須
条
件
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
損
害
が
生
じ
て
は
じ
め
て
、

損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
不
可
抗
力
の
場
合
、
そ
も
そ
も
注
意
義
務
違
反
が
存
在
し
な
い
の
で
「
過
失
」
と
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
「
誤
診
」
は
、
損
害
の
発
生
を
要
件
と
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
不
可
抗
力
の
場
合
も
「
誤
診
」
と
し
て
い
る
。

No. 予見
可能性

結果回避
可能性

実害
（損害） 判断時 除外理由

1 ○ × × 術後
2 ○ × × 術後
3 ○ × × 術後
4 ― ― ― ― 誤診なし　除外
5 ― ― ― ― 前医の誤診　除外
6 ― ― ― ― 誤診なし　除外
7 ○ × × 治療途中
8 ○ × × 治療途中
9 ― ― ― ― 獣医のため除外
10 ― ― ― ― 前医の誤診　除外
11 ― ― ― ― 前医の誤診　除外
12 ○ × × 術中
13 ○ × × 術後
14 ○ × × 術後
15 ○ × × 術後
16 ○ × × 術後
17 ― ― ― ― 前医の誤診　除外
18 ○ × × 術後
19 ○ × × 術後
20 ○ × × 術後
21 ― ― ― ― 機器の機能　除外
22 ― ― ― ― 弁護士　除外
23 ○ × × 術後
24 ○ × × 術後
25 ○ × × 術後
26 ○ × × 術後
27 ― ― ― ― 誤診なし　除外
28 ― ― ― ― 誤診なし　除外
29 ○ × × 術後
30 ― ― ― ― 前医の誤診　除外
31 ― ― ― ― 誤診なし　除外
32 ― ― ― ― 誤診なし　除外
33 ○ × × 術後
34 ○ × × 術後
35 ○ × × 術後
36 ○ × × 術後
37 ― ― ― ― 前医の誤診　除外
38 ○ × × 術後
39 ― ― ― ― 誤診なし　除外
40 ― ― ― ― 前医の誤診　除外
41 ○ × × 術後
42 ― ― ― ― 弁護士　除外
43 ○ × × 術後
44 ― ― ― ― 誤診なし　除外

表 2　予見可能性　結果回避可能性　実害　  一覧表

○＝意識している　×＝意識していない
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検
討
し
た
二
五
本
の
症
例
研
究
で
は
不
可
抗
力
に
関
し
て
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
医
師
の
著
作
で
は
杉
山
⒄

が
「
稀
な
病

気
で
誤
診
が
不
可
避
の
例
が
あ
る
一
方
で
、
確
か
に
誤
診
を
防
げ
る
例
が
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、「
誤
診
」
に
不
可
抗
力
を
含
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
山
崎
⒅

も
「
誤
診
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
①
知
識
・
経
験
の
不
足
、
②
不
注
意
や
怠
慢
、
③
不
可
抗
力
、
④
そ
の
他
」
と
記
し
、「
誤

診
」
に
不
可
抗
力
を
含
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、医
師
の
い
う
「
誤
診
」
は
、「
過
失
」
よ
り
も
広
い
範
囲
を
射
程
と
し
て
い
る
結
果
、「
過

失
」
は
「
誤
診
」
の
射
程
範
囲
内
に
含
ま
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
誤
診
」
に
は
、「
過
失
の
な
い
誤
診
」
と
、「
過
失
の
あ
る
誤
診
」
の
二

つ
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

前
述
の
金
子
が
、
誤
診
を
語
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
、
も
し
素
直
に
間
違
い
（「
誤
診
」）
を
認
め
れ
ば
、
業
務
上
過
失
傷
害
を
問
わ
れ

か
ね
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
は
、「
誤
診
」
と
「
過
失
」
を
同
視
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
医
療
訴
訟
の
増
加
と
共
に
、
医
師
は
萎
縮
医
療
と

共
に
司
法
不
信
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
⒆

が
、
医
師
の
見
方
と
は
反
対
に
、
法
が
医
師
の
診
療
を
保
護
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
例
え
ば
、

仮
に
患
者
側
に
実
害
が
生
じ
た
と
し
て
も
「
過
失
」
が
存
在
し
な
い
限
り
、
損
害
賠
償
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
因
果
関
係

と
い
う
ハ
ー
ド
ル
も
あ
る
。「
誤
診
」
が
あ
り
、
そ
の
「
誤
診
」
に
「
過
失
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
死
亡
や
病
状
の
重
篤
化
と
い
う
結
果

と
の
間
に
因
果
関
係
が
な
け
れ
ば
、
原
告
（
患
者
側
）
敗
訴
と
な
る
。
原
告
ら
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
や
原
告
団
体
の
集
会
等
で
の
発
言

で
も
、
過
失
は
あ
る
が
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
が
な
い
、
救
命
可
能
性
が
な
い
と
い
う
判
決
が
相
当
数
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
医
療
訴
訟
の

特
徴
で
、
結
果
と
し
て
著
し
い
認
容
率
の
低
さ
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
。
金
銭
を
目
的
と
す
る
訴
え
に
お
け
る
、
地
裁
民
事
第
一
審
通
常
訴

訟
事
件
と
医
事
関
係
訴
訟
事
件
の
認
容
率
を
二
〇
一
一
年
で
比
較
す
る
と
、
前
者
が
八
四
．
八
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
二
五
．
四
％

と
著
し
く
低
く
な
っ
て
い
る
⒇

。
医
療
訴
訟
と
共
に
専
門
訴
訟
と
さ
れ
る
建
築
瑕
疵
に
よ
る
損
害
賠
償
の
同
年
の
認
容
率
六
二
．
一
％
�

と

比
較
し
て
も
、
医
療
訴
訟
の
認
容
率
は
建
築
瑕
疵
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
の
五
分
の
二
と
い
う
低
さ
で
あ
る
。

（
２
）「
誤
診
」
と
「
過
失
」

①
専
門
用
語
と
日
常
用
語
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「
誤
診
」
も
「
過
失
」
も
日
常
用
語
と
し
て
使
わ
れ
る
。
し
か
し
、
医
師
が
使
う
「
誤
診
」
の
意
味
は
、
不
可
抗
力
も
含
め
て
い
る
点
で
、

市
民
（
非
専
門
家
）
が
思
う
ミ
ス
と
は
異
な
る
。
同
じ
よ
う
に
、
法
律
家
が
使
う
「
過
失
」
も
、
市
民
が
思
う
ミ
ス
と
は
異
な
る
。
医
師
が

使
う
「
誤
診
」
も
法
律
家
の
使
う
「
過
失
」
も
、
医
療
、
法
と
い
う
専
門
領
域
に
お
い
て
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
専
門

用
語
で
あ
る
。
こ
の
違
い
に
着
目
す
る
こ
と
な
く
、
語
感
の
類
似
性
か
ら
、
医
師
は
「
誤
診
」
を
「
過
失
」
と
同
視
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら

れ
る
。

②
「
誤
診
」
に
不
可
抗
力
を
含
め
る
理
由

医
師
が
「
誤
診
」
を
検
討
す
る
目
的
は
、
山
崎
�

が
、
医
師
の
実
力
は
「
医
療
現
場
に
お
け
る
失
敗
経
験

を
反
省
し
何
と
か
改
善
す
る
た
め
の
努
力
に
よ
り
向
上
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
に
は
医
師

の
実
力
向
上
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
山
崎
は
「
個
人
に
限
定
さ
れ
が
ち
な
失
敗
の
恩
恵
が
社
会
に
広
が
る
可

能
性
が
あ
る
」
と
述
べ
、医
療
界
全
体
の
向
上
を
目
指
し
て
い
る
。
沖
中
も
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
�

。

ま
た
、
胃
潰
瘍
と
胃
癌
の
誤
診
例
に
つ
い
て
、
臨
床
医
の
槇
�

が
、

一
〇
〇
％
正
確
な
診
断
法
が
な
い
限
り
、
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、
で
き
る
限
り
誤

診
を
避
け
る
努
力
は
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
病
変
の
な
い
正
常
胃
を
切
除
す
る
の
は
甚
だ
後
味
が

悪
い
（
中
略
）
例
え
、
高
位
で
大
き
な
胃
潰
瘍
で
も
、
こ
れ
に
対
し
胃
全
剔
を
行
う
の
は
、
む
し

ろ
罪
悪
と
考
え
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
実
害
の
あ
る
「
誤
診
」
防
止
も
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、医
師
が
「
誤
診
」

を
重
要
視
す
る
目
的
は
、
医
師
個
人
と
医
療
界
全
体
の
向
上
、
さ
ら
に
実
害
あ
る
「
誤
診
」
の
防
止
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
目
的
に
し
た
が
う
な
ら
「
誤
診
」
か
ら
不
可
抗
力
や
実
害
の
な
い
場
合
を
除
外
し
た

図 1　目的からみた「誤診」と「過失」

「誤診」（医師）：医師個人と医療全体の向上

　　　　↓不要　　　　　　　　   ↓含む

実害・回避可能性・因果関係　 不可抗力

　　　　↑必要　　　　　　　　   ↑含まない

「過失」（法律家）：損害の衡平な分配
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り
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
医
師
は
、
医
学
と
い
う
科
学
的
視
点
か
ら
不
可
抗
力
の
範
囲
を
小
さ
く
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
医
師
個
人
と

医
療
界
全
体
の
向
上
の
た
め
に
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
「
誤
診
」
こ
そ
、
医
師
は
注
目
す
べ
き
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
法
が
損
害
賠
償

に
際
し
、
過
失
に
注
目
す
る
の
は
、
生
じ
た
損
害
を
誰
に
ど
の
程
度
負
わ
す
か
と
い
う
損
害
の
衡
平
な
分
配
を
行
う
点
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
誤
診
」
と
「
過
失
」
で
は
、
目
的
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
実
害
や
不
可
抗
力
の
取
り
扱
い
も
異
な
り
、「
誤
診
」
と
「
過

失
」
の
意
味
も
異
な
る
（
図
１
参
照
）。

（
３
）「
誤
診
」
に
対
す
る
医
師
の
主
観
傾
向

　

医
師
は
、
医
学
の
向
上
と
患
者
の
救
命
へ
の
希
求
か
ら
、
不
可
抗
力
（
現
在
の
医
療
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
）
も
「
誤
診
」

に
含
め
、
医
学
医
療
の
進
歩
の
糧
（
材
料
）
と
考
え
て
い
る
。「
誤
診
」
に
関
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
協
力
し
た
医
師
は
、
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
た
。

自
分
は
い
い
医
者
で
あ
り
た
い
っ
て
い
う
の
が
あ
る
し
、
絶
え
ず
よ
り
い
い
医
者
で
あ
り
た
い
っ
て
い
う
の
あ
る
わ
な
。
良
い
医
者

言
う
た
ら
何
か
言
う
た
ら
、
ま
ず
は
出
来
れ
ば
ど
ん
な
病
気
で
も
、
ス
ー
パ
ー
ド
ク
タ
ー
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
正
し
く
診
断
し
た
い
っ

て
い
う
の
が
あ
る
や
ろ
。
正
し
く
一
〇
〇
％
診
断
出
来
る
可
能
性
は
科
学
的
に
は
な
い
訳
や
け
ど
、
そ
れ
に
近
づ
き
た
い
と
、
そ
の

努
力
が
な
い
と
医
者
と
し
て
は
も
う
あ
か
ん
、
そ
の
努
力
が
な
い
ん
や
っ
た
ら
俺
は
い
つ
で
も
医
者
や
め
る

　

医
師
が
、
こ
の
よ
う
に
真
摯
に
臨
床
に
携
わ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
悪
い
結
果
が
生
じ
た
場
合
、
他
者
に
責
め
ら
れ
る
以
前
に
、
自
分
自
身
を

責
め
る
傾
向
が
あ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
協
力
し
た
医
師
は
、
自
分
の
行
っ
た
診
療
に
非
が
な
く
て
も
、
悪
い
結
果
、
特
に
想
定
外
の

悪
い
結
果
が
生
じ
た
場
合
、「
家
族
に
申
し
訳
な
い
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
た
。
も
う
一
人
の
医
師
は
、「
無
力
感
を
感
じ
る
」
と
語
っ
て
い

た
。
こ
う
し
た
主
観
傾
向
に
あ
る
医
師
に
と
っ
て
は
、「
誤
診
」
と
「
過
失
」
の
違
い
を
認
識
し
て
い
な
い
と
、
心
理
的
に
萎
縮
傾
向
が
生
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じ
る
こ
と
は
十
分
に
理
解
で
き
る
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
協
力
し
た
医
師
と
同
様
の
主
観
傾
向
は
、
症
例
研
究
の
二
五
本
の
論
文
の
著
者
で
あ
る
臨
床
医
に
も
散
見
で
き
た
。

二
五
本
中
六
本
で
、
生
じ
た
結
果
に
対
し
「
反
省
し
て
い
る
」「
～
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
記
述
が
論
文
の
結
語
に
み
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
論
文
で
は
、
明
白
な
過
失
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
医
学
、
医
療
の
進
歩
へ
の
希
求
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
結
語
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
患
者
へ
の
実
害
の
な
い
治
療
と
、
よ
り
良
い
予
後
を
提
供
し
た
い
と
い
う
主
観
が
存
在
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
単
純
に
患
者
を
救
い
た
い
と
い
う
職
業
的
感
覚
も
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
医
学
は
、
科
学
で
あ
る
。
そ
し
て
統
計

を
重
視
し
て
い
る
�

。
し
か
し
、
論
文
の
結
語
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
臨
床
医
の
「
誤
診
」
に
対
す
る
反
省
は
、
注
意
義
務
違
反
や
実
害
の

な
い
場
合
に
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
科
学
で
も
統
計
で
も
な
い
。
患
者
を
救
命
し
た
い
、
よ
り
実
害
の
な
い
治
療
を
し
た
い
、
よ
り

良
い
予
後
を
提
供
し
た
い
と
い
う
医
師
の
主
観
傾
向
が
表
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
単
に
科
学
者
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
、
一
個
人
と
し
て
誠
心
誠
意
医
療
に
携
わ
っ
て
い
る
医
師
が
、「
誤
診
」
が
生
じ

れ
ば
無
条
件
に
法
的
に
責
め
ら
れ
る
と
誤
解
す
れ
ば
、
萎
縮
医
療
も
生
じ
う
る
。
し
か
し
、
法
が
用
い
る
「
過
失
」
に
は
専
門
用
語
と
し
て

独
特
の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
医
師
が
考
え
る
よ
う
な
単
純
な
「
誤
診
」
＝
「
過
失
」
で
は
な
い
。
専
門
用
語
と
し
て
の
「
誤
診
」
と

「
過
失
」
の
意
味
の
誤
解
が
、
萎
縮
医
療
・
司
法
不
信
と
い
う
言
説
を
生
じ
て
い
る
。

五
、
ま
と
め
と
し
て

　

司
法
不
信
は
、
医
師
側
だ
け
で
は
な
く
、
医
療
訴
訟
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
患
者
側
に
も
、
存
在
し
て
い
る
。
勝
訴
判
決
を
得
た
原
告

で
さ
え
、
裁
判
に
対
し
不
満
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
。
医
療
訴
訟
の
両
当
事
者
が
、
と
も
に
司
法
不
信
を
抱
く
と
い
う
こ
と
は
、
司
法
制
度
の

維
持
発
展
か
ら
み
れ
ば
看
過
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
医
療
訴
訟
の
当
事
者
の
現
状
を
背
景
に
、
本
稿
で
は
一
方
当
事
者
で
あ
る
医
師
の
側
か

ら
検
討
し
て
き
た
。
医
師
は
、
医
療
訴
訟
を
医
学
の
延
長
線
上
で
眺
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
医
師
は
、
医
学
の
専
門
領
域
を
非
専
門
家

で
あ
る
法
律
家
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
違
和
感
・
不
快
感
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
医
療
訴
訟
は
、
単
な
る
訴
訟
で
あ
り
、
法
的
判
断
を
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行
う
も
の
で
あ
り
、
医
学
的
審
判
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
一
連
の
医
師
側
の
誤
解
は
、「
誤
診
」
と
「
過
失
」
の
意
味
の
違
い

に
起
因
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
医
療
訴
訟
の
副
産
物
で
あ
る
司
法
不
信
、
萎
縮
医
療
と
い
う
傾
向
は
、
医
師
の
「
過
失
」

の
意
味
の
誤
解
を
源
泉
と
し
て
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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京
都
産
業
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
副
研
究
科
長
草
鹿
晋
一
先
生
に
は
、
論
文
作
成
に
つ
き
貴
重
な
御
教
示
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
日

本
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
金
一
東
先
生
に
は
、
臨
床
医
の
お
立
場
か
ら
多
く
の
御
示
唆
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
岡
山
大
学
大
学
院
医
歯

薬
学
総
合
研
究
科
助
手
小
河
達
之
先
生
に
は
、
資
料
収
集
に
際
し
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
い
た
し
ま
す
。

註⑴　

日
本
医
師
会
医
療
事
故
に
お
け
る
責
任
問
題
検
討
委
員
会
『
医
療
事
故
に
よ
る
死
亡
に
対
す
る
責
任
の
あ
り
方
に
つ
い
て
』
二
〇
一
○
年
、
二
頁
、

http://dl.m
ed.or.jp/dl-m

ed/teireikaiken/20100310_1.pdf
、
取
得
日
二
〇
一
三
年
一
月
一
〇
日
。

⑵　

刑
事
の
医
療
訴
訟
の
実
数
を
示
す
資
料
は
な
い
が
、『
検
察
統
計
』（http://w

w
w

.e-stat.go.jp/SG
1/estat/List.do?lid=000001100065　

取
得
日

二
〇
一
三
年
一
月
一
〇
日
）
に
よ
る
と
、
二
〇
一
一
年
に
業
務
上
過
失
致
死
・
傷
害
罪
で
起
訴
さ
れ
た
総
数
は
、
三
一
五
件
で
あ
る
。
恩
田
裕
之
（「
医

療
事
故
の
現
状
と
課
題
」『
調
査
と
情
報
』
国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
〇
三
年
、
二
頁
）
は
、「
警
察
か
ら
検
察
庁
に
立
件
送
致
さ
れ
る
件
数
は
、

二
〇
〇
〇
年
五
九
件
、
二
〇
〇
一
年
二
九
件
、
二
〇
〇
二
年
一
六
件
と
な
っ
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
。

⑶　

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
『
司
法
統
計
年
報 

民
事
・
行
政
編
』
法
曹
会
、
二
〇
一
二
年
、
三
五
頁
。

⑷　

最
高
裁
判
所
医
事
関
係
訴
訟
委
員
会http://w

w
w

.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/tousin_01_siryo01.htm
l (1/3)

　

取
得
日
二
〇
〇
六
年
一
一
月
一
七
日
。

⑸　

例
え
ば
、
医
師
が
治
療
中
に
、
殺
意
（
故
意
）
を
持
っ
て
患
者
に
塩
化
カ
リ
ウ
ム
を
投
与
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
治
療
を
目
的
と
し
た
医
療
行
為

で
は
な
い
。
医
師
と
い
う
属
性
を
持
つ
人
間
が
、
医
療
行
為
に
仮
託
し
て
実
行
し
た
殺
人
で
あ
る
の
で
、
何
ら
医
療
訴
訟
と
い
う
類
型
に
入
れ
る
必
要
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は
な
い
。

⑹　

我
妻
栄
・
有
泉
亨
・
他
『
我
妻
・
有
泉
コ
メ
ン
タ
ー
ル
民
法
‐
総
則
・
物
件
・
債
権
‐
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
三
〇
三
―
四
頁
。
内
田

貴
『
民
法
Ⅱ
第
２
版
債
権
各
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、
三
二
〇
頁
。
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
』
成
文
堂
、
一
九
九
六
年
、
二
二
七
頁
。

⑺　

金
子
栄
「
自
身
の
診
察
結
果
の
検
討
（
誤
診
率
に
つ
い
て
）」『
日
本
臨
床
皮
膚
科
医
会
雑
誌
』
二
〇
〇
八
年
、
二
五
巻
一
号
、
六
頁
。

⑻　

検
討
し
た
二
五
本
の
論
文
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
丸
囲
み
の
数
字
は
、
本
文
一
覧
表
の
論
文
ナ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

①
岡
田
英　

他
「
術
前
精
査
で
組
織
学
的
に
扇
平
上
皮
癌
が
疑
わ
れ
た
肺
放
線
菌
症
の
１
手
術
例
」『
日
本
呼
吸
器
外
科
学
会
雑
誌
』、
二
〇
一
二
年
、

二
六
巻
四
号
。

②
鈴
木
史
恭　

他
「
術
前
に
肝
細
胞
癌
と
診
断
さ
れ
た
肝R

eactive lym
phoid hyperplasia

の
１
例
」『
日
本
消
化
器
外
科
学
会
雑
誌
』、
二
〇
一
二

年
、
四
五
巻
四
号
。

③
黒
川
友
博　

他
「
術
前
に
肝
内
胆
管
癌
と
診
断
さ
れ
、
抗
体
検
査
か
ら
肝
蛭
症
が
疑
わ
れ
た
１
切
除
例
」『
日
本
消
化
器
外
科
学
会
雑
誌
』、

二
〇
一
二
年
、
四
五
巻
四
号
。

⑦
五
十
嵐
雅
仁　

他
「C

EA

，C
A

19-9
が
偽
陽
性
を
呈
し
た
糖
尿
病
併
存
大
腸
癌
の
１
例
」『
日
本
臨
床
外
科
学
会
雑
誌
』、
二
〇
一
一
年
、
七
二

巻
二
号
。

⑧
草
野
暢
子　

他
「
気
管
支
喘
息
様
症
状
に
て
発
症
し
た
気
管
内
悪
性
リ
ン
パ
腫
の
１
例
」『
気
管
支
学
』、
二
〇
一
一
年
、
三
二
巻
五
号
。

⑫
林　

正
路  

他
「
腹
腔
鏡
に
よ
っ
て
卵
巣
腫
瘍
茎
捻
転
の
確
定
診
断
・
治
療
が
な
さ
れ
た
、
当
初
子
宮
瘤
血
腫
と
診
断
さ
れ
た
原
発
性
無
月
経
の

１
例
」『
日
本
産
科
婦
人
科
内
視
鏡
学
会
雑
誌
』、
二
〇
〇
九
年
、
二
五
巻
二
号
。

⑬
田
中
松
平　

他
「
虫
垂
原
発
印
環
細
胞
癌
と
杯
細
胞
カ
ル
チ
ノ
イ
ド
の
鑑
別
に
苦
慮
し
た
１
症
例
」『
日
本
大
腸
肛
門
病
学
会
雑
誌
』、
二
〇
一
〇

年
、
六
三
巻
八
号
。

⑭
水
野
幸
太
郎　

他
「
術
前
生
検
検
査
で
肺
癌
と
診
断
さ
れ
た
気
管
支
腺
上
皮
型
乳
頭
腫
の
１
例
」『
気
管
支
学
』、
二
〇
一
〇
年
、
三
二
巻
四
号
。

⑮
渡
邉
龍
秋　

他
「
当
初
多
発
性
肺
軟
骨
性
過
誤
腫
と
診
断
さ
れ
た
肺
原
発
骨
肉
腫
の
一
例
」『
日
本
呼
吸
器
外
科
学
会
雑
誌
』、
二
〇
一
〇
年
、

二
四
巻
五
号

⑯
佐
伯
吉
弘　

他
「
急
性
虫
垂
炎
と
術
前
診
断
し
た
卵
管
結
紮
術
後
の
卵
管
留
水
腫
茎
捻
転
の
１
例
」『
日
本
臨
床
外
科
学
会
雑
誌
』、
二
〇
一
〇
年
、

七
一
巻
四
号
。

⑱
矢
作
奈
美
子　

他
「
境
界
悪
性
傍
卵
巣
腫
瘍
の
１ 

例
」『
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
関
東
連
合
地
方
部
会
誌
』、
二
〇
〇
九
年
、
四
六
巻
四
号
。
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⑲
鄭　

充
善　

他
「
直
腸
癌
術
後
局
所
再
発
の
診
断
で
切
除
し
た
大
網
原
発
デ
ス
モ
イ
ド
の
１
切
除
例
」『
日
本
外
科
系
連
合
学
会
誌
』、
二
〇
〇
九

年
、
三
四
巻
四
号
。

⑳
浅
香
大
也　

他
「
術
前
に
上
顎
洞
性
後
鼻
孔
ポ
リ
ー
プ
と
診
断
さ
れ
た
副
鼻
腔
内
反
性
乳
頭
腫
の
１ 

例
」『
耳
鼻
咽
喉
科
展
望
』、
二
〇
〇
九
年
、

五
二
巻
五
号
。

㉓
伊
藤
忠
雄　

他
「
肝
嚢
胞
と
診
断
さ
れ
経
過
観
察
さ
れ
て
い
た
肝
嚢
胞
腺
癌
の
１
例
」『
日
本
消
化
器
外
科
学
会
雑
誌
』、
二
〇
〇
九
年
、
四
二
巻

六
号
。

㉔
羽
場  

真  

他
「
下
部
胆
管
に
発
生
し
たA

denom
yom

atous hyperplasia 

の
１
例
」『
胆
道
』、
二
〇
〇
九
年
、
二
三
巻
二
号
。

㉕
前
田
賢
人　

他
「FD

G
-PET/C

T 

で
傍
大
動
脈
リ
ン
パ
節
に
転
移
偽
陽
性
を
呈
し
た
膀
胱
浸
潤
Ｓ 

状
結
腸
癌
の
１
切
除
例
」『
日
本
臨
床
外
科
学

会
雑
誌
』、
二
〇
〇
九
年
、
七
〇
巻
四
号
。

㉖
海
野
倫
明　

他
「
肝
門
部
に
限
局
し
た
病
変
を
有
し
肝
門
部
胆
管
癌
と
の
鑑
別
に
苦
慮
し
たIgG4 

関
連
硬
化
性
胆
管
炎
の
１
例
」『
胆
道
』、

二
〇
〇
九
年
、
二
三
巻
一
号
。

㉙
木
村
明
春　

他
「C

T 

上
多
房
性
囊
胞
状
に
腫
大
し
囊
胞
性
腫
瘍
と
の
術
前
鑑
別
診
断
が
困
難
で
あ
っ
た
虫
垂
憩
室
炎
の
１
例
」『
日
本
臨
床
外
科

学
会
雑
誌
』、
二
〇
〇
八
年
、
六
九
巻
一
一
号
。

㉝
中
里
宜
正  

他
「FD

G
-PET

が
陽
性
で
肺
癌
術
後
再
発
が
疑
わ
れ
たA

nthracotic and anthracosillicotic spindle cell proliferation

の
一
例
」『
日

本
呼
吸
器
外
科
学
会
雑
誌
』、
二
〇
〇
七
年
、
二
一
巻
七
号
。

㉞
坂
巻　

靖　

他
「
術
中
迅
速
病
理
検
査
で
肺
原
発
腺
癌
と
診
断
さ
れ
た
多
発
性
肺
硬
化
性
血
管
腫
の
１
例
」『
日
本
呼
吸
器
外
科
学
会
雑
誌
』、

二
〇
〇
七
年
、
二
一
巻
五
号
。

㉟
海
保  

隆  

他
「
腫
瘍
マ
ー
カ
ー
の
急
上
昇
を
伴
い
肝
細
胞
癌
再
発
と
誤
診
し
た
黄
色
肉
芽
腫
性
腫
瘤
の
１
例
」『
肝
臓
』、
二
〇
〇
六
年
、
四
七

巻
一
二
号
。

㊱
川
西
昌
浩　

他
「
胸
椎
病
変
の
存
在
を
見
逃
さ
れ
腰
椎
手
術
が
行
わ
れ
た
１
例
」『
脊
髄
外
科
』、
二
〇
〇
五
年
、
一
九
巻
四
号
。

㊳
齋
田
義
和　

他
「
足
関
節
結
核
の
１
症
例
」『
整
形
外
科
と
災
害
外
科
』、
二
〇
〇
五
年
、
五
四
巻
四
号
。

㊶
江
口
武
彦　

他
「
穿
孔
を
き
た
し
た
空
腸
巨
大
憩
室
の
１
例
」『
日
本
臨
床
外
科
学
会
雑
誌
』、
二
〇
〇
四
年
、
六
五
巻
七
号
。

㊸
森
田
琢
也　

他
「
骨
転
移
陽
性
と
診
断
さ
れ
た
中
間
気
管
支
幹
閉
塞
扁
平
上
皮
癌
の
治
療
経
験
」『
日
本
呼
吸
器
外
科
学
会
雑
誌
』、
二
〇
〇
三
年
、

一
七
巻
七
号
。
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⑼　

診
断
は
症
状
お
よ
び
症
状
群
を
基
に
し
て
検
査
結
果
や
経
過
を
合
わ
せ
て
考
え
て
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
原
田
憲
一
（『
精
神
症
状
の
把
握
と
理
解
』

中
山
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
四
頁
）
が
、「
精
神
症
状
の
主
要
部
分
、
す
な
わ
ち
最
も
精
神
症
状
ら
し
い
精
神
症
状
に
お
い
て
は
、
自
覚
症
状
、
他
覚

症
状
と
い
う
区
分
け
は
、
医
学
一
般
の
よ
う
に
は
成
立
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
誤
診
」
の
概
念
に
違
い
が
あ
る
の
で
精
神
科
を
除
外
し
た
。

⑽　

山
崎
隆
志
・
小
久
保
吉
恭
「
誤
診
・
見
逃
し
の
構
造
」『
整
形
外
科
』
南
江
堂
、
二
〇
〇
八
年
、
五
九
巻
一
〇
号
、
一
二
六
一
頁
。

⑾　

大
島
英
義
・
他
「
国
立
国
府
台
病
院
内
科
剖
検
例
（
311
例
）
の
総
括
的
検
討
」『
医
療
』
一
九
七
〇
年
、
二
四
巻
三
号
、
二
三
四
頁
。

⑿　

前
掲
註
⑾　

二
三
四
頁
。

⒀　

沖
中
重
雄
「
―
沖
中
教
授
最
終
講
義
―
内
科
臨
床
と
剖
検
に
よ
る
批
判
」『
内
科
』
一
九
六
三
年
、
一
一
巻
六
号
、
一
一
四
一
頁
。

⒁　

前
掲
註
⒀　

一
一
五
五
頁
。

⒂　

沖
中
重
雄
「
誤
診
と
い
う
こ
と
」『
医
師
と
患
者
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
、五
頁
。

⒃　

前
掲
註
⒂　

三
頁
。

⒄　

杉
山
武
敏
「
病
理
解
剖
に
お
け
る
誤
診
例
の
検
討
」『
日
本
医
師
会
雑
誌
』
一
九
八
四
年
、
九
二
巻
一
二
号
、
二
一
三
八
頁
。

⒅　

前
掲
註
⑽　

一
二
五
七
頁
。

⒆　

前
掲
註
⑴　

参
照
。
臨
床
医
小
松
秀
樹
は
『
医
療
崩
壊
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
○
○
六
年
。）
と
『
医
療
の
限
界
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
七
年
。）
に
お

い
て
、
萎
縮
医
療
と
司
法
不
信
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

⒇　

最
高
裁
判
所
医
事
関
係
訴
訟
委
員
会　

http://w
w

w
.courts.go.jp/saikosai/vcm

s_lf/804006.pdf　

取
得
日
二
〇
一
三
年
一
月
一
〇
日
。

　

認
容
に
は
、
一
部
認
容
も
含
ま
れ
て
い
る
。
数
千
万
円
の
請
求
に
対
し
、
数
十
万
円
の
認
容
と
い
う
事
例
も
存
在
し
た
。
当
然
、
原
告
側
は
勝
訴
と
は

考
え
ず
、
敗
訴
と
感
じ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
が
事
実
上
勝
訴
と
感
じ
る
率
は
、
こ
こ
で
示
し
た
数
字
よ
り
も
低
い
。

�　

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
司
法
統
計
年
報
１
民
事
・
行
政
編
』
法
曹
会
、
二
〇
一
一
年
、
三
六
頁
。

�　

前
掲
註
⑽　

一
二
六
一
頁
。

�　

前
掲
註
⒀　

一
一
三
三
頁
。

�　

槇
哲
夫
「
胃
潰
瘍
と
胃
癌
の
誤
診
例
に
つ
い
て
の
反
省
」『
治
療
』
南
山
堂
、
一
九
六
四
、四
六
巻
九
号
、
一
七
一
七
頁
。

�　

小
松
秀
樹
『
医
療
の
限
界
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
七
年
、
二
二
頁
。
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一
、
は
じ
め
に

　

近
年
、
遺
伝
子
の
解
析
技
術
は
著
し
く
発
展
し
、
マ
ス
コ
ミ
等
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
き
た
。
遺
伝
子
技
術
が
人
々
の

関
心
を
集
め
、
そ
の
発
達
に
期
待
を
寄
せ
る
人
も
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
急
速
な
進
歩
は
、
人
々
の
常
識
や
現
行
の
法
規
制
を
超
え
た
問
題

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
個
人
の
遺
伝
情
報
は
、
出
生
前
に
確
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
科
学
技
術
で
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
難
し

い
。
そ
の
た
め
、
個
人
の
遺
伝
情
報
は
取
扱
い
に
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
個
人
を
遺
伝
情
報
に
よ
っ
て
区
分
す
る
こ
と
は
不

当
な
差
別
に
つ
な
が
る
虞
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
遺
伝
情
報
に
よ
る
区
分
を
禁
止
す
る
こ
と
が
、
不
当
な
差
別
を
な
く

す
こ
と
に
有
効
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
生
命
保
険
の
分
野
に
お
い
て
検
討
を
行
う
。

　

日
本
に
お
い
て
、
遺
伝
情
報
に
関
す
る
議
論
は
、
そ
の
多
く
が
、
研
究
開
発
に
お
け
る
問
題
と
医
療
に
お
け
る
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
第
一
の
研
究
開
発
に
お
け
る
問
題
と
は
、
遺
伝
情
報
の
研
究
の
試
料
と
し
て
用
い
る
個
人
の
組
織
と
そ
の
遺
伝
情
報
の
取
扱
い
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
の
医
療
に
お
け
る
問
題
と
は
、
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
遺
伝
情
報
を
利
用
し
た
医
療
が
認
め
ら
れ
る
の
か

と
い
う
問
題
で
あ
り
、
遺
伝
子
検
査
・
遺
伝
子
診
断
・
遺
伝
子
治
療
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
医
療
等
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
、
個
人
の
遺
伝
情
報
の
取
得
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
医
療
に
お
い
て
、
遺
伝
情
報
は
、
将
来
の
病
気
の
易
罹
患
率
等
を
示
す
も

の
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
遺
伝
子
解
析
の
技
術
が
発
展
し
、
乳
癌
の
種
類
の
中
で
遺
伝
性
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
将

遺
伝
子
科
学
の
進
歩
と
利
用
規
制
に
つ
い
て
の
課
題

森　

田　

理　

恵
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来
の
発
症
の
リ
ス
ク
を
発
症
前
に
か
な
り
正
確
に
予
測
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
家
族
性
の
乳
癌
原
因
遺
伝
子
で
あ
るBRCA1

遺
伝
子
、BRCA2

遺
伝
子
を
有
す
る
場
合
、
生
涯
に
乳
癌
を
発
生
す
る
リ
ス
ク
は
四
五
〜
八
四
％
で
あ
り
、
若
年
層
で
の
発
症
例
が
多
い

と
さ
れ
て
い
る
⑴

。
そ
の
た
め
、
乳
癌
の
発
症
前
に
予
防
的
措
置
と
し
て
乳
房
切
除
措
置
を
選
択
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
医
療

に
お
け
る
遺
伝
情
報
の
利
用
は
、
自
己
が
遺
伝
性
の
疾
患
を
発
症
す
る
可
能
性
を
知
る
た
め
、
ま
た
は
、
自
己
の
遺
伝
性
の
疾
患
を
発
症
前

に
措
置
し
発
症
を
免
れ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
将
来
の
病
気
の
発
症
リ
ス
ク
に
興
味
が
あ
る
の
は
、
医
療
現
場
だ
け
で
は
な
い
。
第
三
の
問
題
と
し
て
、
生
命
保
険
の

問
題
が
あ
る
。
生
命
保
険
に
お
い
て
、
将
来
の
病
気
の
発
症
リ
ス
ク
は
、
生
命
保
険
契
約
締
結
に
関
す
る
重
要
な
要
因
と
な
る
。
こ
こ
で
、

生
命
保
険
と
は
、
保
険
契
約
者
の
死
亡
時
に
保
険
金
の
全
額
の
支
払
い
が
な
さ
れ
る
保
険
の
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
遺
伝
子
技
術
を
と
り
ま
く
社
会
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
第
三
の
生
命
保
険
の
問
題
に
的
を
絞
り
、
遺
伝
子
技
術
が

急
速
に
進
歩
す
る
中
で
、
真
の
弱
者
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
保
護
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

生
命
保
険
は
、
民
間
の
企
業
に
よ
っ
て
販
売
さ
れ
る
任
意
契
約
の
商
品
で
あ
る
。
保
険
契
約
は
、
国
民
に
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

保
険
契
約
に
加
入
し
た
い
と
思
う
者
が
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
任
意
に
行
う
契
約
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
病
院
で
の
治
療
時
等
に
適
用
さ

れ
る
国
民
皆
保
険
で
あ
る
健
康
保
険
の
よ
う
に
加
入
が
法
制
度
に
よ
り
強
制
さ
れ
て
い
る
保
険
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
け
る
生
命
保
険
加
入
率
は
、
全
年
代
で
の
平
均
で
男
性
七
九
・
〇
％
、
女
性
七
九
・
五
％
で
あ
る
⑵

。
し
か
し
な
が
ら
、
四
十
代

で
は
、
男
性
八
九
・
〇
％
女
性
八
八
・
八
％
、
五
十
代
で
は
男
性
八
九
・
五
％
女
性
八
五
・
四
％
と
高
い
。
こ
の
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
働
き
盛
り

の
ほ
と
ん
ど
の
人
が
毎
月
の
生
計
の
中
か
ら
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
生
命
保
険
が
人
生
設
計
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
生
命
保
険
は
、
生
命
保
険
会
社
の
宣
伝
文
句
に
「『
不
安
』
か
ら
『
安
心
』
へ
⑶

」
と
あ
る
よ
う
に
、
人

生
の
セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
四
十
〜
五
十
代
の
加
入
率
が
高
い
こ
と
は
、
加
入
の
動
機
が

自
分
の
死
後
も
家
族
に
今
と
同
じ
暮
ら
し
を
さ
せ
て
や
り
た
い
と
い
う
意
思
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
平
成
二
二
年
度
の
調
査
で
は
⑷

、

八
五
・
八
％
の
人
が
老
後
生
活
に
不
安
を
感
じ
、
そ
の
不
安
内
容
と
し
て
、
公
的
年
金
で
は
不
十
分
と
の
理
由
が
八
三
・
七
％
を
占
め
る
。
さ
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ら
に
、
自
分
が
早
く
死
亡
し
た
場
合
に
自
分
の
遺
族
の
生
活
に
対
す
る
不
安
の
内
容
に
関
し
て
は
、
公
的
保
障
だ
け
で
は
不
十
分
と
感
じ
る

人
が
四
七
・
八
％
、
遺
族
の
日
常
生
活
資
金
が
不
足
す
る
と
感
じ
る
人
が
三
五
・
四
％
存
在
す
る
。
生
命
保
険
は
、「
家
族
へ
の
最
後
の
愛
の

形
で
す
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
勧
誘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
遺
族
年
金
と
し
て
の
側
面
を
有
す
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の
文

化
に
根
差
す
家
族
の
形
に
深
く
か
か
わ
る
考
え
方
で
あ
り
、
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
家
族
で
支
持
さ
れ
て
い
る
考
え
方
で
も
あ
る
。
現
在
、
多

く
の
人
が
公
的
年
金
だ
け
で
は
不
十
分
と
感
じ
て
い
る
⑸

た
め
、
自
分
の
死
後
の
家
族
の
生
活
を
補
償
し
た
い
と
生
命
保
険
に
加
入
す
る
こ

と
は
当
然
の
流
れ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
公
的
年
金
等
の
国
家
の
制
度
の
不
備
に
関
し
て
多
く
の
人
が
不
安
に
感
じ
、

生
命
保
険
の
遺
族
年
金
と
し
て
の
機
能
の
面
に
着
目
し
て
⑹

ほ
と
ん
ど
の
人
が
加
入
し
て
い
る
と
い
う
現
状
を
鑑
み
る
と
、
保
険
契
約
者
が

自
ら
の
意
思
で
任
意
に
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
い
う
点
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
保
険
契
約
者
を
保
護
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

二
、
日
本
お
け
る
遺
伝
情
報
に
関
す
る
法
規
制

　

日
本
に
お
い
て
、
政
府
に
よ
る
遺
伝
子
に
関
す
る
議
論
が
活
発
化
し
た
の
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
、
文

部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
に
よ
り
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
遺
伝
子
解
析
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
⑺

」
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
「
三
省
指
針
」
と
し
て
、
遺
伝
情
報
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
影
響
力
を
有
す
る
。
こ
の
指
針
の
基
本
方
針
は
、
人
間
の

尊
厳
の
尊
重
か
ら
、
個
人
情
報
の
保
護
の
徹
底
や
事
前
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
求
め
る
と
と
も
に
、
研
究
の
社
会
的
貢
献
お

よ
び
国
民
へ
の
啓
発
活
動
等
も
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
指
針
は
、
病
院
・
大
学
等
の
研
究
機
関
が
遺
伝
子
研
究
に
使
用
す
る
試
料
と
し
て

個
人
か
ら
血
液
な
ど
の
組
織
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
関
し
て
の
研
究
開
発
分
野
に
従
事
す
る
者
に
対
し
行
動
指
針
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
個
人
が
有
す
る
自
己
の
遺
伝
情
報
を
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
検
査
す
る
こ
と
、
ま
た
、
自
己
の
遺
伝
情
報
を
使
用
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
こ
の
指
針
の
射
程
外
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
五
年
、「
経
済
産
業
分
野
の
う
ち
個
人
遺
伝
情
報
を
用
い
た
事
業
分

野
に
お
け
る
個
人
情
報
保
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
⑻

」
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
よ
り
前
に
出
さ
れ
た
「
遺
伝
学
的
検

査
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
⑼

」、「
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
つ
い
て
の
指
針
⑽

」、「
親
子
鑑
定
に
つ
い
て
の
指
針
⑾

」、「
ヒ
ト
遺
伝
子
受
託
検
査
に
関
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す
る
倫
理
指
針
⑿

」
の
四
指
針
に
関
す
る
事
項
以
外
は
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
う
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

よ
り
、
対
象
と
な
る
個
人
遺
伝
情
報
取
扱
事
業
者
に
個
人
遺
伝
情
報
を
用
い
た
事
業
実
施
の
適
否
等
を
審
査
す
る
た
め
、
個
人
遺
伝
情
報
取

扱
審
査
委
員
会
の
設
置
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
⒀

。
ま
た
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
し
て
個
人
遺
伝
情
報
取
扱
協
議
会
が
設
立
さ

れ
⒁

、
個
人
遺
伝
情
報
を
取
扱
う
様
々
な
分
野
の
様
々
な
者
が
協
議
会
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
厳
格
な
保
護
の
も
と
に
個
人
遺
伝
情
報

を
適
切
に
利
用
す
る
上
で
の
価
値
観
を
共
有
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
含
む
各
種
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
枠
組
み
が
作
ら
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
枠
組
み
の
中
で
、
遺
伝
情
報
を
取
扱
う
大
学
な
ど
の
公
的
研
究
機
関
は
そ
れ
ぞ
れ
倫
理
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、

企
業
は
個
人
遺
伝
情
報
取
扱
審
査
委
員
会
と
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
含
む
各
種
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
枠
組
み
は
、
遺
伝
子
研
究
に
使
用
す
る
試
料
と
し
て
個
人
か
ら
組
織
等
の
提
供
を
受
け
る
場
合
を

射
程
と
し
て
お
り
、
個
人
が
自
己
の
遺
伝
情
報
を
自
己
の
意
思
に
基
づ
い
て
検
査
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
自
己
の
遺
伝
情
報
を
利
用
す
る
こ

と
は
射
程
外
で
あ
る
。
現
在
、
個
人
が
自
己
の
遺
伝
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
い
か
な
る
規
制
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
存
在
し
な
い
。

三
、
諸
外
国
に
お
け
る
遺
伝
情
報
に
関
す
る
規
制

　

諸
外
国
に
お
け
る
遺
伝
情
報
に
関
す
る
議
論
は
、「
単
一
遺
伝
子
疾
患
」
を
念
頭
に
置
い
て
な
さ
れ
て
き
た
。
一
般
に
、
疾
病
の
発
症
は
、

遺
伝
的
要
因
と
環
境
要
因
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
単
一
遺
伝
子
疾
患
と
は
一
種
類
の
遺
伝
子
異
常
に
よ

り
発
症
す
る
も
の
で
あ
り
、
メ
ン
デ
ル
の
法
則
に
従
う
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
遺
伝
情
報
に
よ
る
被
害
は
、
単
一
遺
伝
子
疾
患
患
者
で
あ

る
と
の
前
提
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
、
様
々
な
規
制
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　

一
九
九
七
年
、
ユ
ネ
ス
コ
は
、「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
と
人
権
に
関
す
る
世
界
宣
言
⒂

」
を
総
会
で
採
択
し
、
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
に
関
す
る
研
究
や
結

果
の
応
用
が
個
人
お
よ
び
人
類
全
体
の
改
善
に
展
望
を
開
く
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
よ
う
な
研
究
が
人
間
の
尊
厳
、
自
由
お
よ
び
人
権
、
な

ら
び
に
遺
伝
的
特
徴
に
基
づ
く
差
別
を
禁
止
す
る
と
し
た
。
こ
れ
は
、
一
九
九
八
年
一
二
月
九
日
に
国
連
総
会
に
お
い
て
支
持
さ
れ
た
。
そ

の
後
、「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
と
人
権
に
関
す
る
世
界
宣
言
の
実
施
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
決
議
し
た
⒃

。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
三
年
、「
ヒ
ト
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遺
伝
情
報
に
関
す
る
国
際
宣
言
⒄

」
を
採
択
し
、「
個
人
を
特
定
で
き
る
ヒ
ト
遺
伝
情
報
等
は
、
国
際
人
権
法
に
沿
っ
た
国
内
規
範
に
よ
っ

て
限
定
的
に
認
め
ら
れ
る
重
要
な
公
共
の
利
益
の
た
め
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
事
前
の
自
由
意
思
下
の
適
切
な
情
報
に
基
づ
く
明
示
的
な
同

意
が
国
内
規
範
及
び
国
際
人
権
法
に
沿
っ
て
得
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
、
第
三
者
、
特
に
雇
用
主
・
保
険
会
社
・
教
育
機
関
及
び
家
族
に

対
し
て
開
示
、
も
し
く
は
入
手
可
能
と
す
べ
き
で
は
な
い
⒅

。」
と
し
て
、
保
険
会
社
に
対
す
る
遺
伝
情
報
の
開
示
の
禁
止
、
お
よ
び
、
保

険
会
社
に
よ
る
遺
伝
情
報
の
入
手
の
禁
止
を
規
定
し
た
。

　

Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
、
一
九
九
七
年
、「
遺
伝
医
学
と
遺
伝
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
倫
理
問
題
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
⒆

」
を
公
表
し
、
職
場
・
保
険
・

学
校
に
お
け
る
遺
伝
情
報
に
基
づ
い
た
不
公
正
な
差
別
お
よ
び
優
遇
措
置
の
防
止
を
定
め
、
適
宜
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

　

こ
れ
ら
を
受
け
、
各
国
で
法
整
備
が
な
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
二
〇
〇
八
年
、
遺
伝
子
差
別
禁
止
法
⒇

（GIN
A

）
を
施
行
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
健
康
保
険
お
よ
び
雇
用
に
お
い
て
、
遺
伝
情
報
に
基
づ
く
差
別
的
取
扱
い
が
禁
止
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
人
・
家
族
に
対
し

て
遺
伝
子
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
、
本
人
・
家
族
の
遺
伝
情
報
の
提
供
の
要
求
お
よ
び
取
得
・
収
集

を
原
則
と
し
て
禁
止
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
類
遺
伝
学
会
は
、「
保
険
と
雇
用
に
お
け
る
遺
伝
情
報
、
遺
伝
検
査
：

技
術
的
、
社
会
的
、
倫
理
的
問
題
�

」
の
勧
告
を
行
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
は
、
二
〇
〇
四
年
、「
遺
伝
学
的
検
査
に
関
す
る
倫
理
的
・
法
的
・
社
会

的
考
察
：
研
究
・
開
発
・
臨
床
応
用
�

」
の
委
員
会
報
告
を
公
表
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
保
険
加
入
時
に
保
険
契
約
者
が
遺
伝
情
報
を
開
示

す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
保
険
会
社
が
保
険
契
約
者
に
遺
伝
子
検
査
を
要
求
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
・
Ｅ
Ｕ
は
、
保
険
会
社
が
、
保
険
加
入
時
に
、
遺
伝
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
遺
伝
情
報
が
、
個
人
の
出
生
前
に
確
定
し
、
個
人
の
努
力
等
に
よ
っ
て
は
修
正
で
き
な
い
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
遺
伝
情
報
に

よ
る
区
別
が
、
平
等
の
精
神
に
反
す
る
不
当
な
差
別
で
あ
る
と
す
る
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

四
、
日
本
に
お
け
る
生
命
保
険
契
約
に
関
す
る
遺
伝
情
報
の
規
制
に
関
す
る
考
察

　

現
在
、
日
本
で
は
、
保
険
契
約
締
結
時
の
遺
伝
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
制
は
存
在
し
な
い
。
第
三
章
で
見
た
と
お
り
、
世
界
的
に
保
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険
加
入
時
の
遺
伝
情
報
の
利
用
は
禁
止
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
、
保
険
契
約
締
結
時
の
遺
伝
情
報
の
取
扱
に
関
し
何
ら

か
の
規
制
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
保
険
契
約
に
関
す
る
当
事
者
す
べ
て
に
対
し
遺
伝
情
報
の
利
用
を
禁
止
す
る
こ
と
が

実
質
的
に
可
能
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
、
さ
ら
に
、
可
能
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
そ
の
禁
止
規
定
に
よ
る
新
た
な
問
題
点
を
指
摘
し
た
上
で
、

新
た
な
規
制
方
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
。　

　

現
行
の
保
険
制
度
で
は
、
生
命
保
険
契
約
の
加
入
前
に
、
保
険
契
約
申
込
者
に
対
し
告
知
義
務
を
課
す
。
こ
の
告
知
義
務
の
内
容
は
、
各

社
が
自
由
に
作
成
で
き
る
が
、
実
質
的
に
は
、
各
社
に
よ
っ
て
大
き
な
違
い
は
な
く
、
そ
の
内
容
は
、
性
別
身
長
体
重
の
基
礎
情
報
、
お
よ

び
、
既
往
歴
及
び
現
在
の
投
薬
・
通
院
等
の
医
療
情
報
で
あ
る
。
家
族
の
病
歴
等
・
遺
伝
情
報
は
告
知
義
務
に
含
ま
れ
な
い
た
め
、
申
込
者

の
遺
伝
情
報
は
提
供
さ
れ
な
い
。
保
険
会
社
は
、
申
込
者
の
保
険
リ
ス
ク
情
報
を
保
険
契
約
締
結
前
に
入
手
す
る
た
め
に
、
告
知
義
務
を
課

す
も
の
で
あ
る
。

　

保
険
で
い
う
「
リ
ス
ク
」
と
は
、
保
険
事
故
が
生
じ
る
危
険
度
の
こ
と
で
あ
り
、
生
命
保
険
に
お
い
て
は
、
病
気
等
に
よ
っ
て
早
期
に
死

亡
す
る
確
率
の
高
さ
で
あ
る
。
保
険
契
約
後
早
期
に
保
険
契
約
者
が
死
亡
す
る
こ
と
は
、
保
険
料
の
支
払
総
額
が
低
額
の
段
階
で
保
険
金
を

支
払
う
こ
と
で
あ
り
、
保
険
会
社
に
と
っ
て
不
利
益
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
会
社
は
、
早
期
に
死
亡
す
る
可
能
性
の
高
い
者
に
は
契

約
を
締
結
し
た
く
な
い
と
い
う
潜
在
的
な
欲
求
が
存
在
す
る
。
こ
の
告
知
内
容
等
に
よ
っ
て
、
保
険
会
社
は
保
険
契
約
の
可
否
を
決
定
す
る
。

ま
た
、
保
険
加
入
希
望
者
は
、
こ
の
告
知
書
に
正
確
に
記
載
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
告
知
義
務
違
反
は
、
契
約
解
除
ま
た
は
保
険
金
不
払

い
の
原
因
と
な
る
。
保
険
金
の
支
払
い
は
、
保
険
契
約
者
が
死
亡
し
た
後
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
死
因
な
ど
の
証
拠
書
類
を
提
出
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
保
険
会
社
は
、
こ
の
証
拠
書
類
に
加
え
て
、
独
自
の
調
査
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
保
険
会
社
が
問
題
あ
り
と
判

断
し
た
場
合
に
は
、
支
払
い
の
留
保
又
は
不
払
い
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
険
契
約
締
結
を
拒
否
し
た
場
合
、
お
よ
び
保
険
金
支

払
を
留
保
ま
た
は
不
払
い
と
し
た
場
合
に
、
保
険
会
社
は
そ
の
理
由
を
開
示
す
る
義
務
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
保
険
会
社
の
決
定
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
保
険
契
約
申
込
者
ま
た
は
保
険
金
請
求
者
は
、
生
命
保
険
協
会
に
裁

定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
相
談
し
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
問
題
が
解
決
し
て
い
な
い
と
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考
え
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
提
訴
し
、
通
常
の
裁
判
制
度
に
よ
り
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
加
入
を
希
望
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
加
入
拒
絶
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
の
開
示
を
直
接
保
険
会
社
に
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

早
期
に
死
亡
す
る
者
を
契
約
者
か
ら
除
き
た
い
と
い
う
潜
在
的
な
欲
求
が
保
険
会
社
に
は
存
在
す
る
た
め
、
遺
伝
子
科
学
の
技
術
が
進
歩

し
個
人
の
余
命
に
つ
い
て
の
予
測
可
能
性
が
向
上
す
れ
ば
、
保
険
契
約
申
込
時
の
告
知
義
務
に
遺
伝
情
報
を
含
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
現
行

で
は
、
保
険
契
約
申
込
時
に
遺
伝
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
、
保
険
会
社
が
険
契
約
締
結
を
拒
否
し
た
理
由
が
遺
伝

情
報
に
よ
る
も
の
か
否
か
を
申
込
者
に
開
示
す
る
義
務
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
保
険
会
社
が
遺
伝
情
報
に
基
づ
い
た
不
当
な
差
別
を
な
し
た

場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
険
加
入
を
拒
絶
さ
れ
た
段
階
で
は
不
当
な
差
別
の
存
在
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
保
険
契
約
申
込
時
の
遺
伝
情
報
の
利
用
を
認
め
た
場
合
に
は
、
表
面
化
す
る
こ
と
な
く
不
当
な
差
別
が
な
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
世
界
の
流
れ
が
、
保
険
契
約
申
込
時
の
遺
伝
情
報
の
利
用
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
日
本

で
も
、
保
険
契
約
に
お
け
る
遺
伝
情
報
の
利
用
が
禁
止
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
法
制
度
に
よ
り
保
険
会
社
に
対
し
て
保
険
契
約
に
関
し
て
遺
伝
情
報
の
利
用
を
禁
止
し
た
場
合
に
は
、
新
た
な
問
題
が

生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
逆
差
別
の
問
題
で
あ
る
。

　

保
険
契
約
の
毎
月
の
掛
け
金
で
あ
る
保
険
料
は
、
予
定
死
亡
率
・
予
定
利
率
・
予
定
事
業
費
の
三
種
の
予
定
率
を
用
い
て
計
算
さ
れ
る
が
、

そ
の
考
え
方
は
「
大
数
の
法
則
」
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
は
様
々
な
違
い
が
あ
る
が
、
母
集
団
が
大
き
く
な
る
と
、

個
々
の
違
い
は
埋
没
し
同
様
に
確
か
ら
し
い
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
各
保
険
契
約
者
は
、
病
気
に
か
か
り
や
す
い
、
長
生
き

で
き
そ
う
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
多
数
の
契
約
者
の
集
団
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
個
別
の
特
徴
は
平
準
化
さ
れ
、
全
員
が
同
じ
く
ら
い

病
気
に
か
か
り
や
す
く
、
同
じ
く
ら
い
長
生
き
し
そ
う
だ
と
考
え
て
も
、
統
計
学
的
に
は
問
題
が
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
「
大

数
の
法
則
」
は
、
全
人
口
に
お
け
る
散
ら
ば
り
と
保
険
契
約
者
の
集
団
内
で
の
散
ら
ば
り
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
で
の
み
成
立
す

る
。
こ
の
前
提
が
崩
れ
れ
ば
「
大
数
の
法
則
」
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

第
二
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
研
究
部
門
・
医
療
部
門
に
お
い
て
は
、
各
種
の
規
制
が
な
さ
れ
、
遺
伝
子
解
析
の
た
め
に
試
料
と
し
て
個
人
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の
組
織
等
が
提
出
さ
れ
た
場
合
の
個
人
情
報
の
管
理
・
利
用
に
つ
い
て
は
厳
し
い
義
務
が
課
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
人
が
自
己
の
遺

伝
情
報
を
入
手
し
利
用
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
何
ら
規
制
が
存
在
せ
ず
、
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
の
技
術
に
お
い
て
、
あ
る

種
の
遺
伝
子
に
関
す
る
検
査
は
、
少
量
の
血
液
な
ど
の
組
織
に
よ
っ
て
安
価
に
検
査
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
組

織
等
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
遺
伝
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
消
費
者
に
直
接
提
供
さ
れ
る
遺
伝
子
検

査
（
Ｄ
Ｔ
Ｃ
）
は
、
民
間
企
業
に
よ
っ
て
盛
ん
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
個
人
が
簡
単
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
個
人
遺
伝
情

報
取
扱
事
業
者
に
対
し
て
、
経
済
産
業
省
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
�

を
公
表
し
、
義
務
を
定
め
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
取
扱
事
業
者
が
個
人
の
遺

伝
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
事
業
者
に
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
自
己
の
遺
伝

情
報
を
個
人
が
利
用
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
何
ら
規
制
が
な
い
。
現
在
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
な
ど
に
よ
り
外
国
籍
の
事
業
者
も

参
入
し
、
当
局
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
の
利
用
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
厳
し
い
義
務
を
課
し
た
法
制
度
が

実
効
性
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
個
人
の
自
己
の
遺
伝
情
報
の
入
手
・
利
用
は
、
そ
の
実
態
の
把
握
す
ら
難
し
く
、

そ
の
利
用
を
規
制
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

遺
伝
子
科
学
の
進
歩
に
よ
り
、
自
己
の
遺
伝
情
報
を
入
手
し
自
分
が
ど
の
よ
う
な
病
気
に
か
か
り
や
す
い
の
か
長
生
き
で
き
そ
う
か
と
い

う
こ
と
を
正
確
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
予
測
の
確
度
が
向
上
し
た
場
合
、
自
分
が
病
気

に
か
か
り
や
す
く
早
く
死
に
そ
う
だ
と
予
測
す
る
『
高
リ
ス
ク
群
』
は
、
保
険
に
加
入
し
た
い
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
強
く
持
ち
、
自

分
が
病
気
に
は
か
か
り
に
く
く
長
生
き
で
き
そ
う
だ
と
予
測
す
る
『
低
リ
ス
ク
群
』
は
、
保
険
に
加
入
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
得
に
く
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
保
険
契
約
者
の
集
団
の
属
性
が
、
国
民
と
い
う
母
集
団
の
属
性
と
は
質
が
異
な
る
『
高
リ
ス
ク
群
』
が

多
く
の
比
率
を
占
め
る
集
団
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
保
険
料
算
定
の
前
提
で
あ
る
「
大
数
の
法
則
」
が
成
立
し
な
く
な
る

可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
将
来
、
遺
伝
子
科
学
が
さ
ら
に
進
歩
し
、
万
人
が
自
己
の
遺
伝
情
報
を
理
解
し
、
そ
の
情
報
に
基
づ
い
た
遺

伝
子
治
療
等
の
措
置
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
時
代
と
な
れ
ば
、
保
険
契
約
者
の
集
団
は
、
ま
た
「
大
数
の
法
則
」
が
成
立
す
る
属
性
に
な
る

と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
は
過
渡
期
で
あ
り
、
自
己
の
遺
伝
情
報
を
入
手
し
利
用
で
き
る
者
と
自
己
の
遺
伝
情
報
を
入
手
で
き
な
い
（
ま
た
は
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理
解
で
き
な
い
）
者
と
が
偏
在
す
る
状
況
に
あ
る
。
こ
の
過
渡
期
に
お
い
て
は
、
国
民
と
保
険
契
約
者
の
集
団
と
の
属
性
の
乖
離
は
広
が
る

と
思
わ
れ
る
。

　

保
険
会
社
が
保
険
契
約
申
込
者
の
遺
伝
情
報
の
利
用
を
禁
止
さ
れ
た
場
合
、
保
険
会
社
は
、
こ
の
禁
止
規
制
に
よ
り
、
保
険
契
約
者
の
こ

の
よ
う
な
質
の
変
化
を
知
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
い
。
一
方
、
申
込
者
は
、
自
己
の
遺
伝
情
報
を
得
る
こ
と
に
関
し
何
ら
規
制
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
保
険
会
社
と
保
険
契
約
者
の
間
で
、
情
報
の
量
と
質
に
大
き
な
隔
た
り
が
生
じ
、
逆
選
択
の
状
態
と
な
る
。
こ
の
逆
選
択
に
よ

り
、
保
険
会
社
は
想
定
し
た
計
算
式
で
は
成
り
立
た
な
い
支
払
請
求
を
受
け
、
収
支
状
況
に
影
響
を
受
け
る
。
こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
、
保

険
会
社
は
保
険
料
を
増
額
す
る
こ
と
と
な
る
。
保
険
料
の
高
騰
は
、
一
義
的
に
は
、
保
険
契
約
者
全
体
の
不
利
益
と
な
る
が
、
高
所
得
層
は

そ
の
増
額
分
を
吸
収
で
き
る
の
に
対
し
、
低
所
得
層
に
と
っ
て
は
大
き
な
負
担
と
な
り
、
十
分
な
額
の
保
険
加
入
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な

く
な
る
た
め
、
最
終
的
に
は
低
所
得
層
の
不
利
益
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
保
険
契
約
に
お
い
て
、
保
険
会
社
に
遺
伝
情
報
の
利
用
を
禁
止
し
た
場
合
、
個
人
が
直
接
に
事
業
者
に
依
頼
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
簡
単
に
自
己
の
遺
伝
情
報
を
入
手
で
き
る
状
況
に
お
い
て
は
、
保
険
会
社
が
情
報
の
不
均
衡
に
よ
る
逆
選
択
に
よ
る
不
利
益
を
受
け

る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
遺
伝
子
検
査
等
の
情
報
を
持
た
な
い
者
や
検
査
費
用
を
支
出
で
き
な
い
者
は
、
自
己
が
ど
の
リ
ス
ク
層
に
属
す
る

か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
会
社
に
遺
伝
情
報
の
利
用
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
保
険
契

約
を
高
所
得
層
で
情
報
を
入
手
で
き
る
者
に
と
っ
て
有
利
な
も
の
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
日
本
に
お
い
て
、
保
険
契
約
は
、
国
家
に
よ
る
社
会
保
障
の
不
備
を
補
う
制
度
と
し
て
、

ほ
と
ん
ど
の
国
民
に
と
っ
て
生
涯
設
計
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
二
二
年
度
の
調
査
に
よ
る
と
、
保
険
加
入
の

動
機
と
な
る
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
不
信
感
を
早
期
に
解
決
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
保
険
会

社
に
遺
伝
情
報
の
利
用
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
所
得
格
差
・
情
報
格
差
に
よ
る
弱
者
が
、
保
険
市
場
に
お
い
て
も
最
終
的
に
不
利
益
を
押
し

付
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

一
般
に
、
告
知
義
務
の
項
目
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も
減
少
す
る
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
、
以
前
は
可
能
で
あ
っ
た
家
族
歴
（
血
族
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の
既
往
歴
及
び
死
因
）
は
告
知
義
務
か
ら
削
除
さ
れ
、
既
往
歴
の
期
間
も
短
縮
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
一
年
に
Ｅ
Ｕ
司
法
裁

判
所
で
男
女
別
保
険
料
率
が
違
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
各
加
盟
国
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
以
降
男
女
別
の
保
険
料
率
を
使
用
す
る

こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
�

。
こ
の
男
女
別
保
険
料
の
禁
止
規
定
は
、
個
人
の
責
任
で
は
な
い
自
分
の
努
力
で
は
変
え
ら
れ
な
い
生
物
学
的
属
性

に
よ
り
区
分
さ
れ
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
「
不
当
な
差
別
」
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
当
な
差
別

は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
禁
止
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
よ
う
な
生
物
学
的
属
性
に
よ
る
区
分
を
す
べ
て
「
不
当
な
差
別
」

と
す
る
な
ら
ば
、
告
知
義
務
の
内
容
は
全
て
「
不
当
な
差
別
」
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
を
孕
む
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ほ
と
ん
ど
の
疾

患
は
、
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
何
ら
か
の
遺
伝
的
要
因
に
よ
り
発
症
す
る
も
の
で
あ
り
、
生
物
学
的
属
性
に
よ
り
発
症
す
る
と
い
え
る
か

ら
で
あ
る
�

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
不
当
な
差
別
を
認
め
な
い
た
め
に
行
う
遺
伝
情
報
利
用
の
禁
止
が
、
新
た
な
差
別
を
生
み
、
社
会
的
弱
者
に
不
利
益
を

押
し
付
け
る
可
能
性
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
改
め
て
規
制
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

五
、
遺
伝
情
報
の
利
用
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
対
応

　

保
険
加
入
時
の
遺
伝
情
報
利
用
の
禁
止
規
制
の
方
法
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
応
を
検
討
す
る
。

　

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
、
イ
ギ
リ
ス
保
健
省
の
遺
伝
学
保
険
委
員
会
�

は
、「
生
命
保
険
会
社
が
、
生
命
保
険
の
加
入
希
望
者
に
対
し
、
ハ

ン
チ
ン
ト
ン
病
の
発
症
前
遺
伝
子
検
査
を
受
け
た
か
否
か
を
質
問
し
、
ま
た
、
遺
伝
子
検
査
を
受
け
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
結
果
を
確
認
す

る
権
利
を
有
す
る
」
と
認
め
た
�

。
こ
れ
は
、
他
国
と
は
異
な
る
判
断
で
あ
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
、
生
命
保
険
会
社
に
遺
伝
子
検
査

の
結
果
を
単
一
遺
伝
子
疾
患
に
つ
い
て
の
み
利
用
す
る
権
利
を
認
め
、
そ
の
利
用
に
つ
い
て
報
告
を
義
務
づ
け
審
査
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築

し
た
意
義
は
大
き
い
と
さ
れ
る
�

。
保
健
省
は
、
こ
の
検
査
結
果
の
使
用
に
つ
い
て
厳
格
な
条
件
を
設
け
た
上
で
、
保
険
金
が
一
〇
万
ポ
ン

ド
（
約
一
五
〇
〇
万
円
）
以
下
の
住
宅
ロ
ー
ン
の
適
格
担
保
と
し
て
課
さ
れ
る
生
命
保
険
に
関
し
て
は
対
象
外
と
し
た
。
ヒ
ト
遺
伝
子
委
員

会
�

は
、
二
〇
〇
一
年
、
保
険
の
種
類
に
関
わ
ら
ず
、
五
〇
万
ポ
ン
ド
（
約
七
五
〇
〇
万
円
）
以
下
の
保
険
契
約
に
関
し
て
は
、
施
行
を
一
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定
期
間
猶
予
す
る
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
求
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
政
府
�

と
イ
ギ
リ
ス
保
険
料
協
会
�

は
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
�

を
締
結
し
、
一
定

の
期
間
、
遺
伝
子
情
報
の
利
用
を
介
す
る
こ
と
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
遺
伝
子
検
査
結
果
の
利
用
が
、
生
命
保
険
契
約

締
結
時
に
お
い
て
は
五
〇
万
ポ
ン
ド
以
下
の
場
合
、
ま
た
、
そ
の
他
の
保
険
契
約
に
関
し
て
は
、
三
〇
万
ポ
ン
ド
ま
で
は
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
遺
伝
子
検
査
結
果
の
使
用
に
関
し
て
は
、
Ｇ
Ａ
Ｉ
Ｃ
に
よ
る
事
前
承
認
が
求
め
ら
れ

た
。
Ｇ
Ａ
Ｉ
Ｃ
は
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
病
に
関
す
る
遺
伝
子
検
査
結
果
の
使
用
を
承
認
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
流
れ
の
中
で
、
保
険
業
界
は
、

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
病
に
関
し
て
も
遺
伝
子
検
査
結
果
を
使
用
す
る
こ
と
を
自
粛
し
て
い
る
。
こ
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
は
、
数
度
に
わ
た
っ
て
更
新

さ
れ
、
二
〇
一
七
年
ま
で
延
長
さ
れ
て
い
る
�

。
こ
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
�

、
保
険
業
界
は
延
長
に
よ
る
不
利
益

を
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
、
更
な
る
更
新
に
反
対
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
保
険
契
約
締
結
時
に
遺
伝
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
関
し
、
全
面
的
に
禁
止
す
る
の
で
は
な
く
、
保
険
金

額
に
よ
っ
て
区
別
し
、
高
額
の
保
険
金
支
払
い
を
求
め
る
保
険
金
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
保
険
会
社
が
遺
伝
情
報
を

利
用
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
こ
れ
は
、
保
険
契
約
締
結
時
に
お
け
る
遺
伝
情
報
の
利
用
を
禁
止
す
る
世
界
的
な
流
れ
の
中
で
特
異
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

六
、
日
本
で
の
規
制
方
法
に
対
す
る
示
唆

　

遺
伝
子
情
報
は
、
重
要
な
個
人
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
遺
伝
子
検
査
を
受
け
る
段
階
で
は
未
発
症
の
健
常
者
の
状
態
で
あ
る
の
で
、
よ
り

高
度
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
医
療
現
場
で
の
遺
伝
子
検
査
が
、
適
切
な
心
理
的
な
支
援
を
行
う
遺
伝
子

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
制
度
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
承
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
個
人
の
遺
伝
子
情

報
は
変
化
す
る
こ
と
が
な
く
、
一
度
検
査
結
果
を
知
っ
て
し
ま
う
と
知
ら
な
か
っ
た
状
態
に
は
戻
れ
な
い
た
め
、「
知
ら
な
い
で
い
る
権
利
」

が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
�

。
し
た
が
っ
て
、
世
界
的
な
流
れ
で
あ
る
遺
伝
子
検
査
の
禁
止
は
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
保
険
会
社
の
遺
伝
子
情
報
利
用
禁
止
は
立
法
に
よ
り
有
効
な
強
制
力
を
有
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
保
険
契
約
者
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が
保
険
契
約
前
に
自
発
的
に
行
っ
た
遺
伝
子
検
査
に
よ
っ
て
自
己
の
遺
伝
子
情
報
を
得
、
そ
の
遺
伝
子
情
報
に
基
づ
き
保
険
契
約
締
結
す
る

こ
と
の
規
制
は
実
効
性
を
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
会
社
の
遺
伝
子
情
報
の
利
用
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
所
得
格
差
・

情
報
格
差
に
よ
る
真
の
弱
者
に
の
み
不
利
益
を
課
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

日
本
に
お
い
て
、
保
険
契
約
は
、
国
家
に
よ
る
年
金
制
度
な
ど
の
社
会
保
障
制
度
の
不
備
を
補
う
も
の
と
認
識
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
国
民

が
加
入
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
保
険
契
約
は
、
加
入
動
機
か
ら
２
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
族

に
自
分
の
死
後
も
現
在
と
金
銭
的
に
は
同
程
度
の
暮
ら
し
を
さ
せ
て
や
り
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
加
入
す
る
『
扶
養
義
務
継
続
目
的
の
保
険

契
約
』
と
『
投
資
目
的
の
保
険
契
約
』
で
あ
る
。
こ
の
区
分
は
、
保
険
金
額
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
国
家
の
社
会
制
度
に
対

す
る
不
信
感
は
長
年
に
渡
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
短
期
間
で
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
れ
は
、
国
家
の
責
任
が
果
た
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、『
扶
養
義
務
継
続
目
的
の
保
険
契
約
』
に
関
し
て
は
、
国
家
と
し
て
保
護
す
る
必
要
性
が
高
い
。
ま
た
、

高
い
加
入
率
か
ら
、
国
民
と
加
入
者
と
の
間
に
属
性
の
差
は
少
な
い
と
予
測
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
投
資
目
的
の
保
険
契
約
』
は
、

資
産
の
あ
る
家
庭
が
、
相
続
税
対
策
や
金
融
資
産
の
分
散
投
資
の
一
手
段
と
し
て
生
命
保
険
を
締
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
投
資
の

一
種
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
投
資
の
原
則
に
従
い
自
己
責
任
の
範
囲
内
で
行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
国
家
が
保
護
す
る
必
要
性
は
低
い
と
思
わ

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
生
命
保
険
契
約
を
『
扶
養
義
務
継
続
目
的
』
と
『
投
資
目
的
』
と
に
分
類
す
る
こ
と
は
、
遺
伝
子
情
報
の
利
用
制
限
を
考

え
る
う
え
で
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
『
扶
養
義
務
継
続
目
的
』
の
保
険
契
約
に
対
し
て
は
、
国
民
の
ほ
と
ん
ど
が

加
入
す
る
と
い
う
現
状
、
さ
ら
に
、
そ
の
加
入
の
動
機
が
国
家
に
よ
る
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
国
民
の
不
安
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
鑑
み
、
特
に
、
不
当
な
差
別
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
国
民
が
、
自
己
の
遺
伝
子
情
報
を
能
動
的
に
利
用
し
、
そ
の

結
果
を
正
確
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
段
階
で
は
期
待
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、『
投
資
目
的
』
に
よ
る
保
険
契
約
に
関
し
て
は
、
事
情
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
『
投
資
目
的
』
で
保
険
契

約
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
富
裕
層
に
属
し
、
様
々
な
情
報
を
取
得
し
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
険
契
約
を
一
投
資
手
段
と
し
て
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選
択
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
、
自
己
の
遺
伝
子
情
報
を
得
る
こ
と
に
対
し
何
ら
制
限
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
保
険

契
約
に
お
い
て
、
そ
の
契
約
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
「
重
要
事
実
」
を
知
っ
て
、
そ
の
重
要
事
実
を
公
表
す
る
こ
と
な
く
契
約
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
金
融
商
品
取
引
法
に
お
い
て
、
未
公
開
の
重
要
な
内
部
情
報
を
知
り
う
る
立
場
を
利
用
し
て
株
式
等
の
売
買
は
、
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
と
し
、
子
女
の
健
全
性
と
公
平
性
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
�

と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
投
資
目
的
に
よ
る
保
険
契
約
に
お
い

て
、
自
己
の
遺
伝
子
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
こ
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
類
似
行
為
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
不
公
正
な
投
資
に
お
い
て
は
、
完
全
に
禁
止
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
通
常
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
異
な
り
、

自
己
の
遺
伝
子
情
報
の
取
得
・
利
用
は
制
限
を
加
え
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
情
報
の
不
均
衡
を
解
消
し
、

保
険
市
場
の
健
全
性
・
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
保
険
会
社
が
加
入
者
の
遺
伝
子
情
報
を
取
得
し
利
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ

る
と
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
扶
養
義
務
継
続
目
的
』
と
『
投
資
目
的
』
と
に
分
類
す
る
方
法
と
し
て
、
二
階
建
て
方
式
を
提
案
す
る
。
こ
れ
は
、
保
険

金
額
に
よ
っ
て
、
保
険
契
約
を
分
割
す
る
も
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
国
民
が
加
入
す
る
よ
う
な
低
額
の
保
険
契
約
に
関
し
て
は
、
保
険
会

社
に
よ
る
遺
伝
子
情
報
の
取
得
・
利
用
を
完
全
に
禁
止
し
、
富
裕
層
が
投
資
目
的
で
加
入
す
る
高
額
の
保
険
契
約
に
関
し
て
は
、
保
険
会
社

に
よ
る
遺
伝
子
情
報
の
取
得
・
利
用
を
認
め
る
余
地
を
与
え
る
と
す
る
。
一
般
に
は
加
入
で
き
な
い
よ
う
な
高
額
な
保
険
契
約
は
、
単
な
る

『
投
資
目
的
』
と
考
え
ら
れ
、
国
家
に
よ
る
保
護
の
必
要
性
は
低
く
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
逆
選
択
に
よ
り
保
険
会
社
が
不
利
益
を
受
け
、

最
終
的
に
、
真
の
弱
者
が
不
利
益
を
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
回
避
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
保
険
金
額
の
低
額
・
高
額
の
閾
値
は
、
三
千
万
円
が
適
当
で
あ
る
。
生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー
は
、
遺
族
の
生
活
の
た
め
の
必
要
保

障
額
（
支
出
見
込
額
か
ら
遺
族
年
金
等
の
収
入
見
込
額
を
引
い
た
額
）
を
、
四
十
歳
男
性
が
、
専
業
主
婦
の
妻
と
小
学
生
の
子
ど
も
を
二
人

残
し
て
死
亡
し
た
場
合
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で
、
男
性
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
場
合
七
三
二
万
円
、
男
性
が
自
営
業
者
の
場
合
二
四
二
八
万

円
と
試
算
す
る
�

。
ま
た
、
生
命
保
険
加
入
金
額
の
平
均
は
、
男
性
二
〇
四
三
万
円
、
女
性
九
四
四
万
円
で
あ
り
、
四
十
歳
代
男
性
の
生
命

保
険
加
入
金
額
の
平
均
は
二
八
一
五
万
円
で
あ
る
�

。
こ
れ
ら
の
統
計
資
料
を
鑑
み
る
と
、
三
千
万
円
ま
で
の
保
険
契
約
は
、『
扶
養
義
務
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継
続
目
的
』
と
考
え
ら
れ
、
三
千
万
円
を
超
え
る
保
険
契
約
は
『
投
資
目
的
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

遺
伝
子
情
報
の
解
析
に
関
す
る
技
術
の
進
歩
、
お
よ
び
、
遺
伝
子
情
報
の
利
用
に
よ
る
医
学
の
進
歩
は
、
大
変
速
く
、
予
測
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
将
来
、
遺
伝
子
情
報
が
胎
児
の
段
階
ま
た
は
出
生
時
に
全
て
判
明
す
る
時
代
や
、
遺
伝
的
疾
患
が
全
て
医
学
に
よ
り
治
癒
で
き
る

時
代
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
時
代
が
い
つ
頃
な
の
か
を
予
測
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
現
在
は
、
一
部
の
遺
伝
子
情
報
の

解
析
の
み
が
進
歩
し
、
医
学
の
進
歩
が
治
癒
の
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
時
代
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
渡
期
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う

な
区
分
に
よ
る
遺
伝
子
情
報
の
利
用
が
効
果
的
で
あ
る
と
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
報
告
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
B
）「
遺
伝
情
報
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
遺
伝
子
差
別
の
法
規
制
」（
平
成
二
十
二
年
〜

二
十
四
年
、
研
究
代
表
者
：
大
阪
大
学
准
教
授
瀬
戸
山
晃
一
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

註⑴　

N
ational C

om
prehensive C

ancer N
etw

ork

：N
C

C
N

 C
linical Practice G

uidelines in O
ncology　

G
enetic/Fam

ilial H
igh-risk A

ssessm
ent : 

B
reast and O

varian Version 1.2012

⑵　

公
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公
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険
契
約
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在
す
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ほ
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の
保
険
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高
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自
己
の
死
亡
後

に
保
険
金
の
全
額
が
支
払
わ
れ
る
生
命
保
険
契
約
で
は
、
そ
の
保
険
金
の
受
取
人
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
、
法
定
相
続
人
が
そ
の
受
取
人

と
な
る
も
の
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あ
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。

⑺　

二
〇
〇
一
年
施
行
、
二
〇
〇
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〇
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経
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〇
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〇
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イ
ギ
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ス
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る
男
女
別
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険
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率
禁
止
の
影
響
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日
本
経
大
論
集
第
四
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巻
第
二
号
、
近
刊

�　

疾
患
は
、
遺
伝
的
要
因
と
環
境
要
因
に
よ
っ
て
発
症
す
る
が
、
そ
の
割
合
は
疾
患
に
よ
っ
て
異
な
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
環
境
要
因
に
よ
っ
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て
の
み
発
症
す
る
疾
患
で
あ
っ
て
も
、
遺
伝
的
要
因
に
よ
っ
て
発
症
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合
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る
。
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〇
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財
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保
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情
報
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活
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の
場
合
─
万
一
に
備
え

る
た
め
の
保
障
額
の
具
体
例
は
？
」http://w

w
w

.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/provision/12.htm
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前
掲
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l
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一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
事
業
再
生
手
法
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
第
二
会
社
方
式
に
つ
い
て
、
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
視
点
か
ら
若
干

の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

事
業
か
ら
得
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
比
べ
、
過
剰
な
債
務
を
負
っ
て
い
る
株
式
会
社
を
再
生
す
る
に
は
、
債
務
を
適
正
規
模
に
縮
減
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
債
務
を
適
正
規
模
に
縮
減
す
る
に
は
、
資
産
を
換
価
し
て
債
務
の
弁
済
に
充
て
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
。
し
か

し
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
面
の
み
な
ら
ず
、
資
産
の
面
か
ら
み
て
も
過
剰
な
債
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
、
資
産
の
換
価
だ
け
で
は
必
要
な

弁
済
資
金
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
会
社
を
再
生
す
る
に
は
債
務
の
一
部
を
棚
上
げ
、
も
し
く
は
切
り
捨
て

る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
債
務
整
理
の
法
的
整
理
手
続
と
し
て
民
事
再
生
手
続
、
会
社
更
生
手
続
が
用
意
さ
れ
て
い
る

が
、
実
務
上
、
法
的
整
理
手
続
で
は
倒
産
企
業
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
私
的
整
理
手
続
に
よ
り
事

業
を
再
生
す
る
こ
と
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
裁
判
所
が
関
与
す
る
法
的
整
理
手
続
と
異
な
り
、
私
的
整
理
手
続
で
は
債
権
者
平
等
原
則
が
守
ら
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。
特

に
、
第
二
会
社
方
式
で
は
、
債
務
者
主
導
に
よ
り
事
業
譲
渡
が
行
わ
れ
、
一
部
の
債
権
を
第
一
会
社
に
置
き
去
り
に
す
る
危
険
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
事
業
再
生
手
法
に
お
け
る
第
二
会
社
方
式
を
分
析
し
た
の
ち
、
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
視
点

い
わ
ゆ
る
「
第
二
会
社
方
式
」
に
関
す
る
一
考
察

高　

岸　

直　

樹

―
事
業
再
生
、
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
視
点
か
ら
―
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か
ら
整
理
し
、
第
二
会
社
方
式
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
会
社
の
組
織
再
編
等
に
よ
り
迅
速
か
つ
円
滑
な
会
社
再
生
を
目
的
と
す
る
産
業
活
力

の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

以
下
「
産
活
法
」
と
い
う)

と
会
社
法
二
二
条
一
項
を
手
が
か
り
に
検
討
す
る
。

二
、
事
業
再
生
手
法
に
お
け
る
第
二
会
社
方
式
の
分
析

（
一
）
第
二
会
社
方
式
の
意
義

　

第
二
会
社
方
式
と
は
、
事
業
か
ら
得
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
比
べ
、
過
剰
な
債
務
を
負
っ
て
い
る
株
式
会
社
を
再
生
す
る
た
め
、
債
務

を
適
正
規
模
に
縮
減
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
優
良
な
事
業
と
そ
れ
に
見
合
う
資
産
・
債
務
を
切
り
出
し
、
第
二
会
社
に
継
承
さ
せ
、
第
一
会

社
は
特
別
清
算
等
に
よ
り
破
綻
処
理
し
、
残
余
の
債
務
を
切
り
捨
て
る
事
業
再
生
方
法
で
あ
る
⑴

。

　

債
務
を
縮
減
し
て
事
業
の
再
生
を
図
る
方
法
に
は
、
法
的
整
理
手
続
と
し
て
民
事
再
生
手
続
、
会
社
更
生
手
続
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
特

に
中
小
企
業
の
再
生
に
用
い
ら
れ
る
民
事
再
生
手
続
は
、
手
続
開
始
原
因
を
緩
和
し
、
債
務
者
の
経
営
継
続
を
認
め
る
Ｄ
Ｉ
Ｐ
型
再
生
で
あ

り
、
他
の
倒
産
手
続
に
比
し
て
手
続
き
の
迅
速
性
が
確
保
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
経
営
者
が
早
期
に
再
生
へ
踏
み
出
し
、
企
業
の
事
業
価
値

毀
損
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
た
だ
し
、
実
務
上
、
民
事
再
生
法
の
適
用
は
倒
産
企
業
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
と
な

り
、
消
費
者
や
取
引
先
の
信
用
を
損
な
い
、
再
生
の
障
害
と
な
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
他
方
、
会
社
更
生
手
続
は
厳
格
な
手
続
き
を

置
き
、
管
財
人
選
任
を
義
務
付
け
る
が
、
ゆ
え
に
大
企
業
の
再
生
に
用
い
ら
れ
る
。

　

こ
の
た
め
、
中
小
企
業
の
事
業
再
生
で
は
、
主
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
着
目
し
た
私
的
整
理
手
続
に
よ
る
こ
と
が
多
い
。
債
権
者
で
あ

る
金
融
機
関
と
し
て
は
直
接
的
な
処
理
で
あ
る
が
、
債
権
者
が
債
権
の
一
部
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
り
該
当
債
権
の
元
利
を
棒
引
き
と
し
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
改
善
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
債
権
者
と
し
て
は
間
接
的
に
債
権
放
棄
の
効
果
が
得
ら
れ
る
、
Ｄ
Ｅ
Ｓ(D

ebt 

Equity Sw
ap) 

、
Ｄ
Ｄ
Ｓ(D

ebt D
ebt Sw

ap)

を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
Ｄ
Ｅ
Ｓ
と
は
、
債
務
者
と
債
権
者
の
合
意
に
基
づ
き
、
債

務(D
ebt)

を
出
資(Equity)

に
振
り
替
え
る
も
の
で
あ
り
、
返
済
及
び
約
定
利
息
の
支
払
い
も
不
要
と
な
る
点
で
再
生
企
業
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
が
改
善
す
る
⑵

。
Ｄ
Ｄ
Ｓ
と
は
、
債
務
者
と
債
権
者
の
合
意
に
基
づ
き
、
当
初
債
務
の
条
件
を
変
更
、
も
し
く
は
債
務
を
集
約
化
し
、
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劣
後
ロ
ー
ン
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
上
、
債
務
者
の
資
本
と
み
な
す
も
の
で
あ
り
、
劣
後
ロ
ー
ン
以
外
の
債
務
が
償

還
さ
れ
る
ま
で
、
劣
後
ロ
ー
ン
部
分
の
元
金
返
済
が
停
止
す
る
た
め
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
改
善
に
効
果
が
あ
る
⑶

。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
私
的
整
理
手
続
に
よ
る
再
生
手
法
に
は
実
務
上
の
問
題
が
あ
る
。
債
権
放
棄
で
は
債
権
者
が
債
務
の
免
除
を
行
っ
た

こ
と
に
対
し
、
債
務
者
に
は
債
務
免
除
益
が
発
生
す
る
。
債
務
者
が
債
権
放
棄
額
以
上
の
青
色
欠
損
金
を
有
す
る
場
合
に
は
結
果
と
し
て
無

税
で
あ
る
が
、
青
色
欠
損
金
に
は
期
間
制
限
が
あ
り
、
過
去
に
生
じ
た
青
色
欠
損
金
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
青
色
欠
損
金
が

債
権
放
棄
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
新
た
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
を
得
る
こ
と
な
く
課
税
が
な
さ
れ
、
債
務
者
を
再
生
す
る
た
め
の
債
権
放
棄
が
税

の
納
付
と
い
う
債
務
者
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
矛
盾
し
た
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
債
権
者
も
債
権
放
棄
額
を

損
金
算
入
す
る
に
は
厳
格
な
要
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
人
税
法
基
本
通
達
九
―
六
―
一
以
下
）。
債
務
者
に
法
的
整
理
手
続

等
の
事
実
が
な
く
、
支
払
能
力
を
完
全
に
失
っ
た
も
の
と
い
え
な
い
場
合
に
は
、
債
権
者
側
に
は
債
権
放
棄
額
は
企
業
会
計
上
の
損
失
で
あ

る
も
の
の
、
税
務
上
、
債
務
者
へ
の
寄
付
金
と
し
て
扱
わ
れ
、
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
⑷

。
ま
た
、
Ｄ
Ｅ
Ｓ
に
は
、

債
権
者
が
取
得
し
た
株
式
を
処
分
す
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
不
存
在
⑸

、
経
営
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
、
無
責
任
化
を
招
く
と
い
う
問
題
が
あ
る
ほ

か
⑹

、
Ｄ
Ｄ
Ｓ
に
は
債
務
の
中
期
的
な
棚
上
げ
に
す
ぎ
ず
⑺

、
い
ず
れ
は
返
済
資
金
を
要
す
る
こ
と
い
う
問
題
に
加
え
、
Ｄ
Ｄ
Ｓ
の
実
行
に

よ
り
債
権
が
劣
後
化
す
る
債
権
者
は
、
実
行
し
な
い
債
権
者
に
比
べ
て
不
利
と
な
る
た
め
、
債
権
者
が
多
数
に
及
ぶ
場
合
に
は
債
権
者
間
の

調
整
を
要
す
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
債
権
放
棄
と
同
様
に
、
債
務
の
一
部
を
切
り
捨
て
る
効
果
が
生
じ
る
第
二
会
社
方
式
が
活
用
さ
れ
る
。
前
述
の
通
り
、
第
二
会

社
方
式
で
は
優
良
な
事
業
と
そ
れ
に
見
合
う
資
産
・
債
務
を
切
り
出
し
、
第
二
会
社
に
継
承
さ
せ
、
残
余
部
分
を
有
す
る
第
一
会
社
は
特
別

清
算
等
に
よ
り
破
綻
処
理
す
る
。
こ
の
た
め
、
実
務
的
に
み
る
と
、
ま
ず
、
債
務
者
で
あ
る
第
一
会
社
は
期
限
切
れ
欠
損
金
の
損
金
算
入
が

可
能
で
あ
り
（
法
人
税
法
五
九
条
三
項
）、
債
権
放
棄
を
受
け
る
場
合
に
問
題
と
な
る
債
務
免
除
益
へ
の
課
税
問
題
が
生
じ
な
い
。
ま
た
、

債
権
者
側
も
債
務
者
で
あ
る
第
一
会
社
が
債
務
超
過
に
よ
り
支
払
能
力
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
貸
倒
損
失
と
し
て
損
金

算
入
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
債
権
放
棄
時
の
課
税
問
題
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
ほ
か
、
第
二
会
社
方
式
に
は
、
第
一
会
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社
に
簿
外
債
務
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
第
二
会
社
方
式
で
は
第
二
会
社
に
引
き
継
が
れ
な
い
た
め
、
リ
ス
ク
が
遮
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
第

二
会
社
に
ス
ポ
ン
サ
ー
が
得
ら
れ
や
す
く
な
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。

（
二
）
産
活
法
に
お
け
る
第
二
会
社
方
式
の
活
用

　

前
述
の
通
り
、
第
二
会
社
方
式
は
従
来
か
ら
主
に
中
小
企
業
の
事
業
再
生
方
法
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
が
、
法
制
上
は
、
産
活
法
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
二
会
社
方
式
に
よ
る
事
業
再
生
に
あ
た
り
、
必
ず
し
も
産
活
法
を
適
用
す
る
必
要
は
な
い
が
、
こ
こ
で
産
活
法
に

お
け
る
第
二
会
社
方
式
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

平
成
一
一
年
に
施
行
さ
れ
た
産
活
法
は
、
組
織
再
編
等
に
よ
り
会
社
の
中
核
的
事
業
の
強
化
を
支
援
す
る
措
置
を
設
け
て
お
り
、
平
成

一
五
年
に
は
バ
イ
ア
ウ
ト
型
の
経
営
資
源
再
活
用
計
画
な
ど
が
追
加
さ
れ
商
法
上
の
特
例
が
拡
充
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
の
簡
易
組
織
再
編
の

特
例
や
合
併
等
対
価
の
柔
軟
化
な
ど
産
活
法
で
認
め
ら
れ
た
特
例
の
多
く
が
、
平
成
一
八
年
五
月
に
施
行
さ
れ
た
会
社
法
に
盛
り
込
ま
れ
る

に
至
っ
た
⑻

。

　

第
二
会
社
方
式
に
関
し
て
産
活
法
は
、「
経
営
資
源
再
活
用
計
画
」
と
し
て
清
算
を
予
定
し
て
い
る
会
社
を
含
め
他
の
会
社
の
事
業
を
継

承
し
有
効
活
用
す
る
計
画
に
つ
き
、
事
業
譲
渡
に
伴
う
債
権
者
の
同
意
手
続
の
簡
素
化
等
、
会
社
法
の
特
例
等
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
加
え

て
、
平
成
二
一
年
改
正
で
は
中
小
企
業
の
事
業
再
生
へ
の
支
援
策
と
し
て
第
二
会
社
方
式
を
活
用
す
る
「
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
」

の
認
定
制
度
を
設
け
た
⑼

。

　

こ
の
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
と
は
、
中
小
企
業
の
経
営
資
源
の
活
用
を
目
的
と
し
、
過
剰
債
務
等
に
よ
り
事
業
継
続
が
困
難
と
な
っ
た

第
一
会
社
が
、
会
社
分
割
又
は
事
業
譲
渡
に
よ
り
第
二
会
社
に
事
業
を
承
継
さ
せ
、
第
二
会
社
は
収
支
の
改
善
強
化
を
図
り
、
事
業
を
再
生

す
る
も
の
を
い
う
（
産
活
法
二
条
二
一
項
）。
な
お
、事
業
の
承
継
後
、第
一
会
社
は
清
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
産
活
法
三
条
二
項
一
〇
号
）。

　

こ
れ
ら
の
計
画
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
計
画
の
円
滑
か
つ
確
実
な
実
施
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
要
件
で
あ
り
、
公
正
な
債
権
者
調
整
プ

ロ
セ
ス
を
経
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。「
経
営
資
源
再
活
用
計
画
」
で
は
債
権
放
棄
を
伴
う
資
金
計
画
に
は
債
権
放
棄
の
明
確
な
合
意
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が
求
め
ら
れ
（
産
活
法
七
条
四
項
二
号
、
産
活
法
施
行
規
則
九
条
三
項
四
号
）、「
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
」
で
は
第
一
会
社
に
対
す

る
債
権
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
切
り
捨
て
ら
れ
る
債
権
者
か
ら
計
画
に
対
す
る
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
（
産
活
法
三
九
条
の
二
第
四
項
二

号
、
産
活
法
施
行
規
則
三
八
条
二
項
一
二
号
）
と
さ
れ
る
。

（
三
）
第
二
会
社
方
式
の
切
り
出
し
手
法

　

第
二
会
社
方
式
で
は
第
一
会
社
か
ら
第
二
会
社
に
事
業
及
び
資
産
・
負
債
の
切
り
出
し
を
行
う
が
、
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
を

承
継
さ
せ
る
方
法
と
し
て
、
会
社
法
上
、
現
物
出
資
（
会
社
法
二
八
条
一
号
）・
事
後
設
立
（
会
社
法
四
六
七
条
一
項
五
号
）
に
よ
る
第
二

会
社
の
設
立
、
第
二
会
社
へ
の
事
業
譲
渡
（
会
社
法
四
六
七
条
一
項
一
号
及
び
二
号
）、
会
社
分
割
（
会
社
法
七
五
七
条
以
下
）
の
手
法
が

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
二
会
社
方
式
で
用
い
ら
れ
る
手
法
は
、
産
活
法
に
よ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
譲
渡
、
会
社
分
割
が
通

常
で
あ
る
。

　

事
業
譲
渡
と
は
、
一
定
の
事
業
目
的
の
た
め
に
組
織
化
さ
れ
、
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
財
産
を
取
引
行
為
と
し
て
譲
渡
す
る
も
の

で
あ
る
⑽

。
こ
の
た
め
、
会
社
法
上
、
第
二
会
社
が
譲
渡
さ
れ
る
資
産
・
負
債
を
承
継
す
る
に
は
、
個
別
に
、
相
手
方
で
あ
る
第
三
債
務
者
・

債
権
者
の
同
意
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
事
業
譲
渡
の
対
価
と
し
て
第
二
会
社
の
株
式
を
与
え
る
場
合
に
は
、
現
物
出
資
に
あ
た
る
。
こ
の

場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
検
査
役
の
調
査
が
必
要
と
な
る
（
会
社
法
二
〇
七
条
一
項
）
こ
と
か
ら
、
迅
速
性
に
欠
け
る
こ
と
と
な
る
。

　

会
社
分
割
は
、
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
分
割
承
継
会
社
ま
た
は
新
設
会
社
に
承
継
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
組
織
法
的
な
行
為
で
あ
る
。
会
社
分
割
で
は
、
吸
収
分
割
契
約
や
新
設
分
割
計
画
に
よ
り
、
こ
れ
ら
に
分
割
承
継
会
社
や
新
設
会
社

が
分
割
会
社
か
ら
承
継
す
る
資
産
・
債
務
そ
の
他
権
利
義
務
が
定
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
分
割
会
社
の
債
権
者
の
う
ち
分
割
後
に
分
割
会
社
に

対
し
履
行
を
請
求
で
き
な
く
な
る
者
及
び
人
的
分
割
の
場
合
に
は
す
べ
て
の
債
権
者
に
は
債
権
者
異
議
手
続
が
必
要
で
あ
る
が
、
分
割
会
社

に
残
存
す
る
債
権
者
に
は
不
要
で
あ
る
。
ま
た
、
現
物
出
資
で
原
則
的
に
必
要
と
さ
れ
る
検
査
役
の
調
査
や
、
事
業
譲
渡
で
必
要
と
さ
れ
る

債
権
者
・
第
三
債
務
者
の
個
別
同
意
が
不
要
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
で
は
会
社
分
割
は
事
業
の
一
部
を
事
業
譲
渡
に
比
べ
容
易
に
移
転
す
る
た
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め
に
設
け
ら
れ
た
行
為
と
い
え
る
。

三
、
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
視
点
か
ら
の
検
討

　

ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
は
、
企
業
が
保
有
し
て
い
る
資
産
を
活
用
し
て
資
金
調
達
す
る
方
法
と
定
義
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
は
企
業
の
信
用
力
を
重
視
し
て
企
業
の
全
資
産
を
引
き
当
て
資
産
と
し
て
融
資
を
行
う
が
、
ア

セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
は
企
業
が
保
有
し
て
い
る
資
産
の
価
値
、
資
産
か
ら
生
じ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
着
目
し
て
融

資
を
行
う
。

　

例
え
ば
、
Ａ
Ｂ
Ｌ(Asset Based Lending)

は
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
一
例
で
あ
る
が
、
動
産
・
債
権
等
の
流
動

資
産
を
担
保
と
し
、
担
保
資
産
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
て
、
融
資
を
行
う
手
法
で
あ
る
⑾

。
債
務
者
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
を
資
産
に
投
下
し
生
産
・

販
売
活
動
を
行
い
、
売
上
に
よ
り
売
掛
債
権
を
取
得
し
、
そ
の
回
収
に
よ
り
投
下
し
た
以
上
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
を
得
る
が
、
Ａ
Ｂ
Ｌ
で
は
こ
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
着
目
し
て
融
資
す
る
。
債
権
者
は
こ
れ
ら
の
在
庫
な
ど
の
動
産
、
売
掛
債
権
に
担
保
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
売
掛

債
権
の
回
収
金
を
保
管
す
る
銀
行
口
座
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
有
事
の
際
に
は
融
資
債
権
と
相
殺
す
る
手
段
を
講
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
債
務

者
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
将
来
獲
得
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
引
き
当
て
に
融
資
を
得
る
も
の
で
あ
り
、
売
掛
債
権
の
回
収
以
前
に
資
産

を
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
転
換
す
る
ス
キ
ー
ム
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
担
保
実
行
の
側
面
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
も
資
産
に
担
保
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
ア

セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
は
有
事
の
際
に
資
産
を
債
務
者
か
ら
切
り
離
す
た
め
の
策
が
取
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
Ａ
Ｂ
Ｌ

で
は
譲
渡
担
保
権
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
事
の
際
に
は
債
権
者
に
確
定
的
に
資
産
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
私
的
実
行
に
よ
り

債
権
を
満
足
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
は
企
業
の
全
資
産
を
引
き
当
て
と
し
て
融
資
し
て
お
り
、

リ
コ
ー
ス
ロ
ー
ン
で
あ
る
が
、
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
は
、
そ
の
資
産
の
み
が
責
任
財
産
と
さ
れ
、
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
ロ
ー

ン
と
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
第
二
会
社
方
式
は
、
過
剰
債
務
の
状
態
に
あ
り
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
が
成
立
し
な
い
企
業
か
ら
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
生
む
優
良
事
業
を
切
り
出
す
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
よ
る
債
務
を
優
良
事
業
の
資
産
に
対
応

す
る
部
分
ま
で
縮
減
し
て
、
第
二
会
社
に
移
転
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
会
社
方
式
と
は
、
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
の
手
法
を
用
い
、
優
良
事
業
の
資
産
を
資
金
化
し
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
よ
る
債
務
の
一
部
を
弁
済
し
、
残
債
務
を
第

一
会
社
の
特
別
清
算
等
に
よ
り
切
り
捨
て
る
手
法
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
視
点
か
ら
整
理
す
る
と
、
第
二
会
社
方
式
は
、
企
業
が
受
け
て
い
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を

ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
へ
切
り
替
え
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
債
権
の
引
き
当
て
と
な
る
べ
き
資
産
が
、

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
の
企
業
の
全
資
産
か
ら
、
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
の
個
別
資
産
に
変
更
さ
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
債
権
者
の
リ
ス
ク
は
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
手
法
の
切
り
替
え
に
は
、
債
権
者
を

保
護
す
る
た
め
債
権
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
会
社
方
式
で
は
、
前
述
の
通
り
、
債
務
者
が
主
体
的
に
第
二
会
社
を
設

立
し
第
一
会
社
の
資
産
と
債
務
を
移
転
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
に
は
債
権
者
が
コ
ミ
ッ
ト
す
る
余
地
が
な
い
⑿

。
こ
こ
に
第
二
会
社
方
式

の
問
題
点
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四
、
解
決
方
法
へ
の
手
が
か
り

（
一
）
事
業
譲
渡
に
お
け
る
債
務
移
転
の
原
則

　

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
点
に
焦
点
を
あ
て
、
第
二
会
社
方
式
で
用
い
ら
れ
る
事
業
譲
渡
で
の
債
務
の
移
転
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

事
業
譲
渡
と
は
、
一
定
の
事
業
目
的
の
た
め
に
組
織
化
さ
れ
、
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
財
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
、
契
約
に
よ

り
譲
渡
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
財
産
と
は
積
極
財
産
の
み
な
ら
ず
消
極
財
産
で
あ
る
債
務
も
含
ま
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
⒀

。
譲
渡
人
は
、

事
業
譲
渡
契
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
財
産
を
譲
受
人
に
移
転
す
る
義
務
を
負
い
、
譲
渡
契
約
に
別
段
の
定
め
が
な
け
れ
ば
事
業
に
属
す
る
一

切
の
財
産
を
移
転
す
べ
き
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（
大
判
明
治
三
三
・
一
一
・
七
民
録
六
輯
一
〇
巻
四
二
頁
）。
ま
た
、
譲
渡
当
事
者
間
で
は
、
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債
務
は
債
権
者
の
同
意
を
停
止
条
件
と
し
て
移
転
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
（
大
判
昭
一
〇
・
一
〇
・
二
判
決
全
集
二
二
巻
二
六
頁
）。

　

し
か
し
、
事
業
譲
渡
は
合
併
と
異
な
り
、
債
権
契
約
と
さ
れ
る
。
事
業
を
構
成
す
る
財
産
に
つ
い
て
は
、
一
括
し
て
公
示
す
る
方
法
が
な

い
た
め
、
譲
渡
人
は
個
別
の
移
転
手
続
が
必
要
と
な
る
。
債
務
を
移
転
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
譲
受
人
と
第
三
者
と
の
間
に
法
律
関
係
を
生

じ
さ
せ
る
た
め
に
は
譲
受
人
に
よ
り
債
務
の
引
受
・
更
改
な
ど
債
務
負
担
行
為
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
免
責
的
債
務
引
受
は
、
原
債

務
者
で
あ
る
譲
渡
会
社
と
、
債
務
引
受
者
の
譲
受
会
社
間
の
契
約
で
あ
る
が
、
債
権
者
の
承
認
が
あ
っ
て
初
め
て
有
効
と
な
る
の
が
通
説
で

あ
る
。
こ
れ
は
債
務
者
が
交
替
す
る
こ
と
に
よ
る
債
権
の
実
現
可
能
性
の
変
化
か
ら
債
権
者
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
債
務
者
の

交
替
に
よ
る
更
改
は
、
旧
債
務
者
に
対
す
る
債
務
を
消
滅
さ
せ
、
新
債
務
者
と
の
間
に
債
務
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
債
権
者
が
当
事

者
と
な
る
こ
と
で
債
権
者
保
護
が
図
ら
れ
る
。
事
業
譲
渡
で
は
、
譲
渡
会
社
は
正
当
な
譲
渡
対
価
を
得
る
こ
と
に
よ
り
譲
渡
会
社
の
純
資
産

の
総
額
は
変
わ
ら
ず
、
債
務
弁
済
能
力
は
低
下
し
な
い
が
、
譲
受
会
社
の
債
務
弁
済
能
力
は
疑
問
で
あ
る
の
で
、
譲
受
会
社
に
移
転
す
る
債

務
に
つ
い
て
債
権
者
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
、
こ
の
債
務
負
担
行
為
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
第
二
会
社
方
式
で
は
、
事
業
に
伴
う
債
務
の
一
部
に
つ
き
第
二
会
社
が
債
務
引
受
・
更
改
を
そ
も
そ
も
行
わ
な
い
こ
と
で
債
務

を
、
弁
済
能
力
が
失
わ
れ
る
第
一
会
社
に
置
き
去
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
述
の
通
り
譲
渡
会
社
に
残
さ
れ
る
債
務
に
つ
い

て
は
、
債
務
弁
済
能
力
の
低
下
は
招
か
な
い
と
し
て
債
権
者
の
同
意
等
は
不
要
で
あ
る
た
め
、
本
来
、
事
業
譲
渡
に
よ
り
第
二
会
社
に
引
き

継
ぐ
べ
き
債
務
を
移
転
し
な
い
詐
害
的
な
事
業
譲
渡
が
行
わ
れ
る
危
険
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
産
活
法
を
手
が
か
り
と
し
て

　

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
産
活
法
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。
産
活
法
に
お
け
る
第
二
会
社
方
式
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
前
述
し

た
公
正
な
債
権
者
調
整
プ
ロ
セ
ス
の
存
在
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
譲
渡
会
社
に
残
さ
れ
る
債
務
に
つ
い
て
は
債
権
者
の
同
意
等
を
不
要
と

し
て
い
る
た
め
、
第
二
会
社
方
式
に
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
事
業
譲
渡
に
よ
り
第
二
会
社
に
引
き
継
ぐ
べ
き
債
務
を
移
転
し
な
い
詐
害
的
な
事

業
譲
渡
が
行
わ
れ
る
と
い
う
危
険
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
産
活
法
は
こ
の
よ
う
な
詐
害
的
事
業
譲
渡
を
回
避
す
る
た
め
、
事
業
譲
渡
に
つ
き
産
活
法
適
用
認
定
に
あ
た
り
、
再
生
支
援
協
議
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会
、
事
業
再
生
Ａ
Ｄ
Ｒ
、
私
的
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
、
公
正
な
債
権
者
調
整
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
い
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
。
こ
の
債
権

者
調
整
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
債
権
者
平
等
原
則
の
も
と
に
、
債
権
者
ご
と
に
第
二
会
社
へ
の
移
行
か
、
第
一
会
社
へ
の
置
き
去
り
か
と
い
う
二

者
択
一
で
は
な
く
、
債
権
者
の
関
与
の
も
と
再
建
計
画
に
よ
り
移
行
可
能
な
債
権
額
を
調
整
す
る
。
第
二
会
社
方
式
が
第
一
会
社
に
債
務
を

置
き
去
り
に
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
債
権
者
調
整
プ
ロ
セ
ス
は
第
一
会
社
に
残
る
債
務
に
つ
き
債
権
者
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
詐
害

的
事
業
譲
渡
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
制
度
上
の
担
保
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
い
え
る
。

　

第
二
会
社
方
式
は
必
ず
し
も
こ
の
産
活
法
に
よ
ら
ず
と
も
活
用
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
産
活
法
に
よ
る
第
二
会
社
方
式
、
例
え

ば
、
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画
を
用
い
た
第
二
会
社
方
式
で
は
、
営
業
上
必
要
な
許
認
可
の
承
継
、
税
負
担
の
軽
減
措
置
、
金
融
支
援

な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
産
活
法
は
、
第
二
会
社
方
式
を
活
用
す
る
に
あ
た
り
全
債
権
者
の
同
意
を
得
る
こ

と
に
よ
り
、
産
活
法
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
詐
害
性
あ
る
事
業
譲
渡
を
行
わ
な
い
よ
う
誘
導
し
て
い

る
。

（
三
）
会
社
法
二
二
条
一
項
を
手
が
か
り
と
し
て

　

そ
れ
で
は
、
産
活
法
を
用
い
な
い
第
二
会
社
方
式
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
会
社
法
二
二
条
一
項
が
手
が
か
り
と
な
る
。

会
社
法
二
二
条
一
項
は
商
号
の
続
用
が
あ
る
と
き
に
譲
受
会
社
は
譲
渡
会
社
の
事
業
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
の
弁
済
責
任
を
負
う
こ
と
を
定

め
る
。
こ
の
商
号
続
用
責
任
に
つ
い
て
、
従
来
、
学
説
は
、
外
観
法
理
説
、
企
業
財
産
担
保
説
、
譲
受
人
意
思
説
、
営
業
活
動
参
加
説
で
説

明
し
て
き
た
。

　

外
観
法
理
説
⒁

は
、
事
業
譲
渡
に
よ
り
譲
受
会
社
が
譲
渡
会
社
の
商
号
を
続
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
同
一
の
事
業
が
継
続
し
て
い
る
外

観
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
債
権
者
は
事
業
主
の
交
替
を
知
ら
な
か
っ
た
り
、
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
自
己
の
債
権
が
譲
受
会
社
に
移
転
し
て

い
る
と
信
じ
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
信
頼
を
保
護
す
る
た
め
と
説
明
す
る
。
一
方
、
企
業
財
産
担
保
説
⒂

は
、
事
業
上
の

債
務
は
企
業
財
産
が
担
保
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
担
保
物
が
移
転
す
れ
ば
、
債
務
引
受
を
し
な
い
こ
と
を
積
極
的
に
表
示
し
な
い
限
り
原
則

と
し
て
譲
受
会
社
が
併
存
的
債
務
引
受
を
し
た
と
み
な
し
て
企
業
財
産
の
所
有
者
で
あ
る
譲
受
会
社
が
責
任
を
負
う
と
説
明
す
る
。
譲
受
人
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意
思
説
⒃

は
、
商
号
を
続
用
す
る
譲
受
会
社
に
は
事
業
上
の
債
務
を
継
承
す
る
意
思
が
あ
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
商
号
を
続
用
し
な
い
譲
受

会
社
に
は
債
務
の
継
承
の
意
思
が
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
と
の
前
提
を
置
き
、
商
号
続
用
譲
受
会
社
で
あ
っ
て
も
会
社
法
二
二
条
二
項
に
よ

り
譲
受
会
社
が
債
務
の
弁
済
責
任
を
負
わ
な
い
旨
の
登
記
・
通
知
を
し
た
場
合
に
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
説
明
す
る
。
営
業
活
動
参
加
説
⒄

は
、
商
号
を
重
視
し
、
商
号
が
営
業
に
密
着
し
て
お
り
、
商
号
続
用
に
よ
り
譲
受
人
は
対
外
的
に
は
譲
渡
人
の
営
業
活
動
に
参
加
す
る
も
の

と
扱
わ
れ
、
あ
た
か
も
合
名
会
社
の
成
立
後
に
加
入
し
た
社
員
が
加
入
前
の
会
社
の
債
務
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
の
と
同
じ
と
説
明
す
る
。

　

外
観
法
理
説
に
は
債
権
者
の
主
観
的
事
情
が
問
わ
れ
な
い
点
に
批
判
が
あ
り
、
企
業
財
産
担
保
説
に
は
会
社
法
が
商
号
続
用
の
場
合
に
限

定
し
た
点
と
の
整
合
性
に
批
判
が
あ
る
。
譲
受
人
意
思
説
に
は
意
思
の
推
定
は
擬
制
的
に
す
ぎ
る
と
の
批
判
も
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
営
業

活
動
参
加
説
に
は
、
合
名
会
社
の
新
入
社
員
が
対
外
関
係
に
お
い
て
加
入
前
の
会
社
債
務
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
の
は
、
合
名
会
社
が
対

外
関
係
に
お
い
て
法
人
で
あ
る
こ
と
の
当
然
の
帰
結
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
責
任
の
根
拠
は
営
業
活
動
に
参
加
す
る
か
ら
で
は
な
い
と

批
判
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
会
社
法
二
二
条
の
趣
旨
に
は
諸
説
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
批
判
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
⒅

。

　

さ
ら
に
、
近
時
は
、
会
社
法
二
二
条
は
債
務
者
の
弁
済
能
力
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、
譲
渡
会
社
の

危
機
時
に
債
務
者
と
譲
受
人
が
抜
け
駆
け
的
に
事
業
譲
渡
を
行
い
、
債
権
者
、
債
務
者
、
譲
受
人
の
協
議
等
も
な
い
ま
ま
一
方
的
で
詐
害
的

な
再
建
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
関
係
者
の
利
害
を
適
切
に
調
整
す
る
方
向
へ
誘
導
す
る
た
め
の
法
的
ル
ー
ル
で
あ

る
と
説
明
す
る
利
害
関
係
者
調
整
説
⒆

も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
会
社
法
二
二
条
が
適
用
さ
れ
る
場
面
は
、
債
務
者
が
債
務
を
免
れ
る
た
め
に
事
業
譲
渡
を
行
っ
た
場
合
に
、
譲
渡
会
社
に
置
き

去
り
に
さ
れ
た
債
権
者
が
事
業
を
譲
り
受
け
た
譲
受
会
社
に
責
任
を
追
及
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
詐
害
的
な
第
二
会
社
方

式
の
場
面
を
い
う
が
、
第
二
会
社
方
式
は
、
事
業
再
生
の
た
め
に
第
一
会
社
か
ら
収
益
性
あ
る
事
業
を
抜
き
出
す
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
に

第
一
会
社
と
第
二
会
社
は
同
一
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
利
害
関
係
者
調
整
説
に
立
ち
、
会
社
法
二
二

条
の
趣
旨
は
、
各
関
係
者
の
利
害
を
適
切
に
調
整
す
る
こ
と
に
よ
り
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
詐
害
的
行
為
を
抑
制
す
る

た
め
に
、
債
権
者
と
債
務
者
の
合
意
の
も
と
に
事
業
譲
渡
を
行
う
よ
う
誘
導
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
も
の
と
解
す
る
。
こ
れ
は
産
活
法
が
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事
業
譲
渡
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
譲
渡
さ
れ
る
事
業
に
伴
う
債
務
の
一
部
を
第
一
会
社
に
残
す
に
つ
き
、
債
権
者
と
債
務
者
の
合
意
を
要

求
す
る
の
と
同
様
で
あ
り
、
よ
っ
て
会
社
法
二
二
条
一
項
も
産
活
法
も
方
向
性
は
同
じ
で
あ
る
。

五
、
結
び
に
か
え
て

　

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
視
点
か
ら
み
る
と
、
第
二
会
社
方
式
は
ア
セ
ッ
ト
・
ベ
ー
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
手
法
を
用
い
て
お
り
、
従
来
、
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
信
用
を
供
与
さ
れ
て
い
た
以
上
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
手
法
が
大
き
く
変
更
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
債
権
者
の
同
意

を
必
要
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

債
務
者
で
あ
る
企
業
を
第
二
会
社
方
式
に
よ
り
再
生
さ
せ
る
こ
と
で
、
債
権
者
の
一
部
の
債
権
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
と
し
て
も
、
第
二
会

社
に
移
転
さ
れ
た
ア
セ
ッ
ト
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
創
出
能
力
に
よ
り
残
余
の
債
権
の
回
収
可
能
性
が
飛
躍
的
に
高
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ

の
ス
キ
ー
ム
を
債
権
者
は
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ス
キ
ー
ム
を
許
容
す
る
か
否
か
は
債
権
者
の
判
断
で
あ
り
、
債
務
者

の
判
断
の
み
で
行
う
に
は
疑
問
が
あ
る
。
第
二
会
社
へ
切
り
出
し
た
後
の
事
業
へ
の
マ
ネ
ー
供
給
と
い
う
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら
も
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
を
生
み
出
す
事
業
に
は
取
引
先
と
の
取
引
を
維
持
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
事
業
再
生
過
程
に
お
け
る

債
権
者
の
協
力
な
し
に
、
債
務
者
の
事
業
再
生
は
な
し
え
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
債
権
者
の
同
意
な
し
に
第
二
会
社
方
式
は
本
来
成
立
し

な
い
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
産
活
法
で
求
め
ら
れ
る
公
正
な
債
権
者
調
整
プ
ロ
セ
ス
は
、
産
活
法
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
を
与
え
る
こ
と
に
よ

り
、
債
務
者
が
債
権
者
の
同
意
な
く
第
二
会
社
へ
の
切
り
出
し
を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
誘
導
し
て
お
り
、
会
社
法
二
二
条
一
項
も
方
向
性

は
同
じ
で
あ
る
。
産
活
法
を
用
い
な
い
第
二
会
社
方
式
で
の
債
権
者
調
整
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
今
後
も
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。
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註⑴　

第
二
会
社
方
式
の
実
務
に
つ
い
て
分
析
す
る
も
の
は
多
数
あ
る
が
、
例
え
ば
、
橋
本
浩
史
「
第
二
会
社
方
式
活
用
の
ポ
イ
ン
ト
」
税
経
通
信
六
四
巻

一
五
号
（
平
成
二
一
年
）
七
六
頁
以
下
参
照
。

⑵　

Ｄ
Ｅ
Ｓ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
増
田
健
一
＝
渡
邉
剛
「
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
金
融
法
務
事
情

一
七
〇
〇
号
（
平
成
一
六
年
）
六
四
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
Ｄ
Ｅ
Ｓ
と
Ｄ
Ｄ
Ｓ
と
の
異
同
に
つ
き
、
松
嶋
隆
弘
「
会
社
法
の
も
と
に
お
け
る
デ
ッ
ト
・

エ
ク
イ
テ
ィ
・
ス
ワ
ッ
プ
」『
坂
田
桂
三
古
稀
記
念
号　

法
と
組
織
に
関
す
る
現
代
的
課
題
』
日
本
法
學
七
五
巻
三
号
（
平
成
二
二
年
）
一
七
八
頁
。

⑶　

Ｄ
Ｄ
Ｓ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
中
村
廉
平
＝
藤
原
総
一
郎
「
デ
ッ
ト
・
デ
ッ
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
の
検
討
（
上
）」
金
法
一
六
九
五
号
（
平
成

一
六
年
）
九
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
平
成
二
〇
年
の
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
別
冊
【
中
小
企
業
融
資
編
】
の
改
訂
に
お
い
て
従
来
型
Ｄ
Ｄ
Ｓ
と
異
な

り
、
対
象
と
な
る
債
務
者
区
分
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
准
資
本
型
Ｄ
Ｄ
Ｓ
が
導
入
さ
れ
た
。
中
村
廉
平
「「
准
資
本
型
Ｄ
Ｄ
Ｓ
」
の
実
践
的
検
討
―
資

本
的
劣
後
ロ
ー
ン
（
准
資
本
型
）
の
運
用
実
務
」
事
業
再
生
と
債
権
管
理
一
三
〇
号
（
平
成
二
二
年
）
四
頁
以
下
。

⑷　

東
京
三
弁
護
士
会
倒
産
法
部
会
共
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
事
業
再
生
を
め
ぐ
る
今
日
的
課
題
（
一
）
～
事
業
再
生
の
最
先
端
の
現
場
か
ら
実
務
上
の
重

要
論
点
を
再
検
証
す
る
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
三
八
号
（
平
成
二
二
年
）
一
二
頁
も
中
小
企
業
の
事
業
再
生
で
は
直
接
債
権
放
棄
を
せ
ず
に
第
二
会
社
方
式
を
と

る
理
由
と
し
て
、
財
務
Ｄ
Ｄ
に
お
け
る
会
計
上
の
要
修
正
額
（
評
価
減
額
）
の
大
半
が
税
務
上
の
欠
損
金
と
で
き
ず
、
債
権
放
棄
を
受
け
る
と
課
税
問

題
が
生
じ
る
と
指
摘
す
る
。

⑸　

種
類
株
式
を
用
い
、
Ｄ
Ｅ
Ｓ
に
よ
り
発
行
す
る
株
式
に
償
還
条
件
を
付
し
、
再
生
後
に
債
務
者
が
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
債
権
者
株
主
に
金
銭
で
償

還
す
る
ス
キ
ー
ム
に
よ
り
、処
分
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
問
題
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
村
廉
平
＝
藤
原
総
一
郎「
償
還
条
件
付
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
・

ス
ワ
ッ
プ
の
検
討
（
上
）
―
中
小
企
業
の
能
動
的
再
生
の
た
め
に
―
」
金
法
一
七
五
七
号
（
平
成
一
七
年
）
一
一
頁
以
下
参
照
。
こ
の
ス
キ
ー
ム
が
有

効
と
な
る
に
は
、
分
配
可
能
額
を
有
す
る
ま
で
再
生
す
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
。

⑹　

中
村
＝
藤
原
・
前
掲
注
⑶　

九
五
頁
。

⑺　

従
来
、
Ｄ
Ｄ
Ｓ
の
実
務
で
は
償
還
条
件
を
一
五
年
と
し
て
い
た
が
、
Ｄ
Ｄ
Ｓ
の
活
用
を
図
る
た
め
金
融
庁
は
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
上
の
「
十
分
な

資
本
的
性
質
が
認
め
ら
れ
る
借
入
金
」
に
つ
い
て
資
本
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
条
件
を
明
確
化
（
平
成
二
三
年
一
一
月
二
二
日
）
し
、
償
還
条
件
を

五
年
超
と
し
て
い
る
。

⑻　

経
済
産
業
省
産
業
再
生
課
井
汲
正
敏
「
事
業
再
生
に
お
け
る
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
の
活
用
～
主
要
な
事
業
再
生
ス
キ
ー
ム
を
踏
ま
え
た
解
説

～
」
事
業
再
生
債
権
管
理
一
二
〇
号
七
八
号
（
平
成
二
〇
年
）
七
八
頁
以
下
。
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⑼　

高
野
公
人
「
第
二
会
社
方
式
の
産
活
法
利
用
」
税
務
弘
報
五
七
巻
七
号
（
平
成
二
一
年
）
四
九
頁
。

⑽　

大
隅
健
一
郎
『
商
法
総
則
（
新
版
）』（
有
斐
閣
・
昭
和
五
六
年
）
三
〇
一
頁
。
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
（
第
四
版
）』（
有
斐
閣
・
平
成
二
三
年
）

八
八
三
頁
。

⑾　

金
融
審
議
会
金
融
分
科
会
第
二
部
会
「
地
域
密
着
型
金
融
の
取
組
み
に
つ
い
て
の
評
価
と
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
―
地
域
の
情
報
集
積
を
活
用
し
た

持
続
可
能
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
確
立
を
―
」（
平
成
一
九
年
四
月
五
日
公
表
）
九
頁
。

⑿　

東
京
三
弁
護
士
会
倒
産
法
部
会
共
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
前
掲
注
⑷　

一
六
頁
も
債
務
者
と
ス
ポ
ン
サ
ー
等
に
よ
り
適
正
な
営
業
譲
渡
価
格
を
算
定
し

た
う
え
で
突
然
譲
渡
し
て
、
残
り
を
清
算
す
る
「
抜
け
殻
」
事
例
に
つ
い
て
述
べ
る
。

⒀　

服
部
栄
三
『
商
法
総
則
（
第
三
版
）』（
青
林
書
院
・
昭
和
五
八
年
）
三
九
六
頁
。

⒁　

上
柳
克
郎
＝
北
沢
正
啓
＝
鴻
常
夫
『
新
版
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』（
有
斐
閣
・
平
成
一
〇
年
）
一
二
八
頁
、
鴻
常
夫
『
商
法
総
則
（
新
訂
第
五
版
）』

（
弘
文
堂
・
平
成
一
一
年
）
一
四
九
頁
、
森
本
滋
『
商
法
総
則
講
義
（
第
三
版
）』（
成
文
堂
・
平
成
二
〇
年
）
八
五
頁
、
落
合
誠
一
＝
大
塚
龍
児
＝
山

下
友
信
『
商
法
Ⅰ
―
総
則
・
商
行
為
（
第
五
版
）』（
有
斐
閣
・
平
成
二
五
年
）
一
二
九
頁
。
判
例
は
外
観
法
理
説
を
採
る
。
最
判
昭
和
二
九
年
一
〇
月

七
日
民
集
八
巻
一
〇
号
一
七
九
五
頁
、
最
判
昭
和
四
七
年
三
月
二
日
民
集
二
六
巻
二
号
一
八
三
頁
等
。

⒂　

服
部
・
前
掲
注
⒀　

四
一
八
頁
。
大
塚
英
明
＝
川
島
い
づ
み
＝
中
東
正
文
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』（
有
斐
閣
・
平
成
一
三
年
）
四
六
頁
、
大
隅
・

前
掲
注
⑽　

三
一
八
頁
以
下
は
、
外
観
法
理
と
企
業
財
産
担
保
の
双
方
に
立
法
理
由
を
求
め
る
べ
き
と
い
う
。

⒃　

山
下
眞
弘
『
会
社
営
業
譲
渡
の
法
理
』（
信
山
社
・
平
成
一
六
年
）
二
三
三
頁
、
田
邊
光
政
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
第
三
版
』（
新
世
社
・
平
成

一
八
年
）
一
五
五
頁
。

⒄　

小
橋
一
郎
「
商
号
を
続
用
す
る
営
業
譲
受
人
の
責
任
―
商
法
二
六
条
の
法
理
―
」『
商
事
法
の
解
釈
と
展
望
（
上
柳
克
郎
先
生
還
暦
記
念
）』（
有
斐
閣
・

昭
和
五
九
年
）
一
七
頁
。

⒅　

落
合
誠
一
「
商
号
続
用
営
業
譲
受
人
の
責
任
」
法
学
教
室
二
八
五
号
（
平
成
一
六
年
）
二
八
頁
以
下
が
詳
し
い
。

⒆　

落
合
・
前
掲
注
⒅　

三
一
頁
。
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一
、
は
じ
め
に

（
一
）
労
働
契
約
締
結
（
採
用
内
定
⑵
）
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
、
求
職
者
（
労
働
者
）
と
使
用
者
の
権
利
・
義
務
の
相
克

　
労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
っ
て
、
求
職
者
（
労
働
者
）
側
に
と
っ
て
は
、
職
業
選
択
の
自
由
（
憲
法
二
二
条
）
に
基
づ
き
求
職
活

動
等
を
行
う
が
、
契
約
締
結
以
後
は
、
労
働
契
約
上
の
付
随
義
務
と
し
て
、
信
義
則
に
基
づ
く
真
実
告
知
義
務
や
誠
実
義
務
等
が
課
せ
ら
れ

る
。
他
方
、
使
用
者
側
に
と
っ
て
は
、
採
用
の
自
由
（
経
済
活
動
の
自
由
（
憲
法
二
二
条
、
二
九
条
）
等
を
根
拠
）
に
基
づ
き
、
求
職
者
に

対
し
て
調
査
権
（
三
菱
樹
脂
事
件
最
高
裁
判
決
⑶

に
よ
る
法
律
構
成
）
を
行
使
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
当
該
会
社
の
労
働
者
と
し
て
の
適
格

性
を
判
断
し
、
採
否
の
決
定
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
労
使
間
の
権
利
・
義
務
、
特
に
採
用
の
自
由
に
基
づ
く
使
用
者
に
よ
る
求
職
者
に
対
す

る
調
査
権
の
射
程
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
と
お
り
裁
判
例
に
お
い
て
も
争
点
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
点
、
三
菱
樹
脂
事
件
最
高
裁

判
決
に
よ
る
と
、
い
か
な
る
労
働
者
を
い
か
な
る
条
件
で
雇
用
す
る
か
に
つ
い
て
は
、「
法
律
そ
の
他
に
よ
る
特
別
の
制
限
が
な
い
限
り
」

自
由
と
さ
れ
て
い
る
が
、
使
用
者
に
よ
る
信
条
差
別
を
禁
止
す
る
労
基
法
三
条
は
雇
入
れ
時
に
お
け
る
信
条
差
別
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
民
法

上
の
不
法
行
為
（
七
〇
九
条
）
に
も
該
当
し
な
い
と
判
断
さ
れ
て
お
り
⑷

、
裁
判
所
は
、
原
則
と
し
て
幅
広
く
使
用
者
の
調
査
権
を
認
め
る

に
至
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
過
失
雇
用
（Negligent Hiring

）」
原
則
に
関
す
る
一
考
察

日
　
野

　
勝

　
吾

⑴
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（
二
）
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
「
過
失
雇
用
（N

egligent H
iring

）」
原
則
の
検
討
の
意
義

　
と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
、
労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
に
あ
た
っ
て
十
分
な
調
査
を
行
い
、
職
務
に
適
格
な
者
を

採
用
す
る
こ
と
を
使
用
者
の
義
務
と
し
て
法
律
構
成
し
て
い
る
。
使
用
者
が
、
求
職
者
の
採
用
段
階
に
あ
た
っ
て
、
十
分
な
職
務
遂
行
能
力

の
有
無
等
に
関
し
て
適
切
な
調
査
を
懈
怠
し
て
採
用
決
定
し
た
結
果
、
被
用
者
（em

ployee

）
⑸

に
よ
っ
て
第
三
者
に
対
し
損
害
を
与
え
た

場
合
、「
過
失
雇
用
」（negligent hiring

）
と
し
て
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
す
る
⑹

。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
民
事
法
学
あ
る
い
は
労
働

法
学
に
よ
る
と
、
使
用
者
が
雇
用
し
て
い
る
労
働
者
に
よ
っ
て
、
第
三
者
に
対
す
る
損
害
が
発
生
し
た
場
合
、
被
害
者
は
加
害
者
た
る
労
働

者
の
み
な
ら
ず
、
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
使
用
者
に
対
し
て
、
使
用
者
責
任
（
民
法
七
一
五
条
）
を
追
及
す
る
に
と
ど
ま
る
⑺

。
こ
の
点

を
踏
ま
え
、
労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
使
用
者
の
過
失
責
任
（
調
査
の
範
囲
・
射
程
）
の
理
論
的
分
析
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、

ア
メ
リ
カ
の
「
過
失
雇
用
」（negligent hiring

）
原
則
は
、
我
が
国
へ
の
論
議
に
示
唆
的
で
あ
り
、
有
意
性
に
富
ん
で
い
る
も
の
と
思
料

す
る
。

　
そ
こ
で
、本
稿
で
は
、労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
使
用
者
の
過
失
責
任
の
問
題
と
し
て
、ア
メ
リ
カ
の
「
過
失
雇
用
」（negligent 

hiring

）
原
則
を
具
体
的
に
検
討
し
、
我
が
国
に
お
け
る
労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
で
の
求
職
者
の
告
知
義
務
の
範
囲
・
射
程
に
関
す
る
問

題
解
決
へ
の
示
唆
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
過
失
雇
用
（N

egligent H
iring

）」
原
則
の
具
体
的
考
察

（
一
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
働
契
約
と
雇
用
関
係
を
め
ぐ
る
法
規
制
・
法
理

　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
契
約
法
理
に
お
い
て
は
、
概
ね
各
州
の
コ
モ
ン･
ロ
ー
が
、
理
論
的
に
も
中
心
的
な
役
割
を
担
い
、
重
要
な
位
置
づ

け
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
基
本
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
（Am

erican Law
 Institute: ALI

）
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

（Restatem
ent

）
に
よ
っ
て
、
各
州
の
判
例
法
理
に
基
づ
く
一
般
的
ル
ー
ル
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
雇
用
法
上
も
同
様
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
随
意
的
雇
用
原
則
（at-w

ill em
ploym

ent doctrine
）
に
基
づ
い
た
契
約
関
係
（
＝
使
用
者
の
自
由
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な
解
雇
権
行
使
の
可
能
性
）
⑻

が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
を
鳥
瞰
的
に
み
る
と
、
求
人
者
（
使
用
者
）

が
雇
用
の
申
込
み
（offer

）
を
行
い
、
こ
れ
に
対
し
て
求
職
者
（
被
用
者
）
が
承
諾
（acceptance

）
し
、
そ
の
申
込
み
と
承
諾
の
中
に
、
一

定
の
労
務
提
供
を
約
す
る
こ
と
（
又
は
提
供
し
て
い
る
こ
と
）、あ
る
い
は
対
価
と
し
て
の
報
酬
を
支
払
う
こ
と
（
約
因
（consideration

）⑼
）

等
の
法
的
要
素
が
包
含
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
契
約
が
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
が
そ
う
し
た
原
則
に
基
づ
い
た
契
約
社
会
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
、
雇
用
差
別
禁
止
に
関
す
る
法

規
整
（
制
定
法
）
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
雇
用
差
別
禁
止
法
の
代
表
的
な
例
と
し
て
は
、「
市
民
的
権
利
に
関
す
る
法
律
（Civil 

Rights Acts

）」、「
雇
用
者
に
お
け
る
年
齢
差
別
禁
止
法
（Age D

iscrim
ination in Em

ploym
ent Act

）」、「
障
害
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
人

法
（The Am

ericans w
ith D

isabilities Act

）」、「
妊
娠
差
別
禁
止
法
（Pregnancy D

iscrim
ination Act

）」
等
を
列
挙
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
う
し
た
雇
用
差
別
禁
止
法
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、
募
集
段
階
に
お
い
て
、
写
真
の
貼
付
、
性
別
・
年
齢
の
記
載
を
求
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
ま
た
、
採
用
面
接
段
階
で
の
質
問
に
お
い
て
は
、
当
該
申
込
者
が
適
正
な
職
務
遂
行
能
力
を
有
す
る
か
否
か
の
具
体
的
判
断

の
た
め
に
必
要
最
低
限
の
事
項
に
限
定
さ
れ
て
い
る
⑽

。

　
こ
の
よ
う
な
雇
用
差
別
禁
止
法
政
策
に
よ
る
法
的
救
済
の
進
展
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン･

ロ
ー
も
併
せ
な
が
ら
雇
用
差
別
法

理
を
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
随
意
的
雇
用
原
則
に
随
伴
し
て
、
労
働
契
約
上
の
権
利
性
は
低
い
地
位
に
あ
る
一
方
、
私
法
上
の
請
求
、

要
す
る
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
の
可
能
性
（
被
用
者
（em

ployee

）
に
対
す
る
法
的
主
張
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
）
を
高

め
て
い
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
よ
う
⑾

。
そ
の
よ
う
な
中
、
労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
の
段
階
に
お
け
る
求
職
者
に
対
す
る
調
査
（
テ
ス
ト
）

に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
使
用
者
の
自
由
裁
量
の
範
疇
内
と
さ
れ
、
す
べ
て
は
使
用
者
の
裁
量
権
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
⑿

。

（
二
）「
過
失
雇
用
」
原
則
の
具
体
的
内
容

　
ア
メ
リ
カ
雇
用
法
上
、
採
用
に
あ
た
っ
て
十
分
な
調
査
を
行
い
、
職
務
に
適
格
性
を
有
す
る
者
を
採
用
す
る
こ
と
は
使
用
者
の
義
務
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
採
用
選
考
時
の
調
査
も
、
雇
用
差
別
禁
止
立
法
の
適
用
が
な
さ
れ
る
た
め
、
外
形
上
、
中
立
的
な
調
査
と
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さ
れ
た
と
し
て
も
、
結
果
的
に
差
別
性
が
高
い
場
合
は
「
差
別
的
イ
ン
パ
ク
ト
の
法
理
」
が
適
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
障
害
を
持
つ
ア
メ

リ
カ
人
法
」
に
基
づ
き
、
健
康
診
断
は
選
考
段
階
に
お
い
て
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
し
、
麻
薬
検
査
（
例
え
ば
、
犯
罪
歴
調
査
）
も
原
則
、
禁

止
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
法
規
整
と
は
反
対
に
、判
例
法
上
、明
ら
か
に
不
適
格
で
危
険
な
者
を
採
用
し
た
場
合
、「
過
失
雇
用
」（negligent 

hiring

）
と
し
て
不
法
行
為
責
任
を
負
わ
せ
る
法
理
が
、
各
州
⒀

で
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
使
用
者
が
麻
薬
常
習
で
暴
行
、
傷
害
を
繰
り
返
し
て
き
た
も
の
を
漫
然
と
雇
用
し
、
そ
の
労
働
者
が
顧
客
や
同
僚
を
殺
傷
し
た

場
合
、
使
用
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
。
通
常
の
使
用
者
責
任
と
異
な
り
、
そ
の
行
為
が
、
職
務
遂
行
の
過
程
を

明
ら
か
に
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
使
用
者
は
責
任
を
負
う
⒁

。
た
だ
し
、
そ
の
結
果
が
、
採
用
時
に
注
意
義
務
を
尽
く
せ
ば
合
理
的
に

予
見
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
も
ち
ろ
ん
前
提
と
な
る
。
一
般
的
に
は
、
こ
の
過
失
雇
用
の
法
理
に
関
し
て
、
使
用
者
に
い
か
な
る
注
意
義

務
を
負
担
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
労
働
者
の
職
務
上
の
性
質
（
職
務
内
容
や
職
位
等
）
に
よ
っ
て
異
な
り
、
被
害
者
で
あ
る
第
三
者
の

生
命
、
安
全
、
財
産
に
直
接
関
連
す
る
重
要
な
職
務
で
あ
れ
ば
、
注
意
義
務
の
程
度
は
よ
り
高
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
過
去
に
刑
事
罰
を
科
せ
ら
れ
た
犯
罪
歴
（
前
科
歴
）
を
有
す
る
求
職
者
を
雇
う
際
に
あ
た
り
、
職
務
遂
行
中
、
今
後
何
ら
か

の
刑
事
事
件
等
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
っ
た
予
測
可
能
性
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
採
用
を
決
定
し
た
場
合
に
は
、
使
用
者

が
過
失
雇
用
の
法
理
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
具
体
的
根
拠
を
注
意
義
務
（duty of care

）
⒂

に
求
め

て
い
る
。
そ
の
表
裏
と
し
て
、
使
用
者
は
、「
過
失
雇
用
予
防
措
置
（negligent hiring preventive m

easures

）」
を
講
じ
る
必
要
が
あ

る
も
の
と
理
論
上
、
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
と
し
て
労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
で
は
知
り
え
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
労

働
契
約
締
結
後
に
労
働
者
本
人
の
不
適
格
性
・
危
険
性
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
解
雇
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
漫
然
と
雇
用
を
継
続
し
た
こ
と

（negligent retention

）
に
つ
き
、
不
法
原
因
給
付
の
対
象
と
な
り
う
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（due 

diligence

）
を
懈
怠
し
た
こ
と
を
起
因
に
し
て
、
使
用
者
は
労
働
者
の
第
三
者
に
対
す
る
損
害
（
過
失
責
任
）
を
代
位
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
ち
な
み
に
、
過
失
雇
用
を
め
ぐ
る
立
証
（
挙
証
）
責
任
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
不
法
行
為
法
上
、
一
般
論
と
し
て
、
過
失
行
為
と
損
害

賠
償
請
求
の
対
象
と
の
間
に
因
果
関
係
の
存
在
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
立
証
は
原
告
側
に
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
ま
た
、
過
失
行
為
が
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な
け
れ
ば
傷
害
は
発
生
し
た
か
と
い
う
事
実
的
因
果
関
係
の
存
在
を
求
め
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
な
か
り
せ
ば
」
調
査
（
テ
ス
ト
）（“but 

for ”test
）
に
基
づ
い
て
具
体
的
に
判
断
し
、
そ
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
傷
害
が
過
失
行
為
に
よ
る
直
接

的
ま
た
は
予
見
可
能
な
結
果
で
あ
る
と
い
う
要
件
で
あ
る
「
近
因
」（proxim

ate cause

）
を
要
求
し
て
い
る
⒃

。

（
三
）
ア
メ
リ
カ
雇
用
社
会
を
め
ぐ
る
実
務
対
応
と
「
過
失
雇
用
」
原
則
の
判
断
要
素

　
た
と
い
外
形
上
、
あ
る
い
は
形
式
的
に
中
立
性
が
担
保
さ
れ
る
調
査
で
あ
ろ
う
と
も
、
結
果
的
に
何
ら
か
の
差
別
が
発
生
す
る
場
合
に
は

差
別
的
イ
ン
パ
ク
ト
法
理
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
稿
で
の
中
核
的
な
問
題
意
識
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
犯
罪

者
の
更
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
「
社
会
的
弱
者
」
に
対
す
る
雇
用
促
進
施
策
と
「
過
失
雇
用
」（negligent hiring

）
と
の
関
係
（
雇
用
保
障

と
の
均
衡
）
に
あ
る
。
例
え
ば
、「
障
害
者
及
び
生
活
に
支
障
が
生
じ
る
障
害
の
定
義
を
改
正
し
た
障
害
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
人
法
改
正
法
」

（Am
ericans w

ith D
isabilities Act Am

endm
ents of 2008

）
⒄

に
よ
る
と
、
使
用
者
が
不
当
な
視
力
基
準
を
採
用
条
件
に
盛
り
込
む
こ

と
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
禁
止
規
定
が
存
在
す
る
半
面
、
既
述
し
た
過
失
雇
用
原
則
に
基
づ
く
と
、
雇
用
後
の
過
失
す
べ
て
を
使
用

者
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
雇
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
リ
ス
ク
が
高
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
他
の
立
法
を
め
ぐ
っ
て
も
同
様
の

問
題
を
抱
え
て
お
り
、
雇
用
差
別
禁
止
法
に
基
づ
い
て
、
障
害
者
等
の
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
雇
用
促
進
や
機
会
創
出
と
の
均
衡
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
先
に
触
れ
た
が
、
過
失
雇
用
原
則
に
関
す
る
立
証
（
挙
証
）
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
、
原
告
（
被
害
者
）
は
、
使
用

者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
立
証
が
求
め
ら
れ
る
（
加
え
て
、
注
意
義
務
違
反
の
結
果
と
し
て
損
害
が
発
生
し
た
こ

と
の
因
果
関
係
を
も
含
む
）。
立
証
す
べ
き
法
的
要
素
（
要
件
事
実
）
と
し
て
は
、
①
雇
用
関
係
の
存
在
、
②
労
働
者
の
不
適
当
性
、
③
使

用
者
の
（
採
用
に
お
け
る
）
不
適
当
性
あ
る
い
は
（
採
用
に
お
け
る
）
悪
意
性
の
有
無
、
④
雇
用
と
原
告
（
被
害
者
）
の
傷
害
と
の
因
果
関

係
を
求
め
る
。

　
使
用
者
が
注
意
義
務
を
負
う
過
失
雇
用
に
関
わ
る
法
的
要
素
を
よ
り
具
体
的
に
分
類
す
る
と
、
一
般
的
に
は
、
①
過
失
雇
用
（negligent 
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hiring

）、
②
過
失
保
持
（negligent retention

）、
③
過
失
監
督
（negligent supervision

）、
④
過
失
訓
練
（negligent training

）
に

大
別
さ
れ
る
。
労
働
者
に
よ
る
過
失
に
伴
う
損
害
が
、
合
理
的
か
つ
予
見
可
能
な
危
険
範
囲
（reasonable and foreseeable zone of 

danger
）
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
付
加
的
に
要
素
と
す
る
裁
判
例
も
あ
り
、
例
え
ば
、
労
働
者
が
応
募
時
に
不
実
記
載
（
例
え
ば
、

面
接
時
の
虚
偽
申
告
）
を
行
う
こ
と
は
、
一
般
に
解
雇
の
正
当
な
理
由
に
な
る
と
一
般
的
に
解
さ
れ
て
い
る
⒅

。
ま
た
、
特
に
労
働
契
約
締

結
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
職
歴
に
つ
い
て
は
過
去
の
全
職
歴
を
提
示
す
る
よ
う
求
め
、
前
使
用
者
の
紹
介
状
（Reference Letter

）
を
提

出
さ
せ
る
こ
と
が
慣
行
と
な
っ
て
お
り
、
実
務
上
に
お
い
て
も
、
前
使
用
者
の
連
絡
先
、
勤
務
期
間
（
採
用
年
月
日
と
終
了
年
月
日
）、
勤

務
を
終
え
た
理
由
も
提
示
さ
せ
て
い
る
。

（
四
）
採
用
時
の
調
査
（
テ
ス
ト
）
方
法
の
合
理
性
と
「
過
失
雇
用
」
原
則
と
の
関
連
性

　
実
務
上
、
使
用
者
は
、
こ
う
し
た
過
失
雇
用
原
則
に
基
づ
く
法
的
責
任
を
回
避
す
る
た
め
に
、
各
法
規
整
に
触
れ
な
い
範
囲
に
お
い
て
、

素
性
調
査
、
薬
物
検
査
及
び
健
康
診
断
（Pre-em

ploym
ent background checks, em

ployee drug testing, and em
ploym

ent 

physical exam
s

）
等
を
実
施
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
や
は
り
調
査
の
合
理
性
が
こ
こ
で
は
問
題
と
な
る
。
連
邦
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
⒆

に

よ
れ
ば
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
か
ら
労
働
者
を
含
む
個
人
を
連
邦
政
府
が
保
護
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
と
お
り
、
厳
格
な
法
運

用
を
行
っ
て
い
る
。

　
過
失
雇
用
原
則
に
基
づ
い
て
、
使
用
者
は
、「
過
失
雇
用
予
防
措
置
（negligent hiring preventive m

easures

）」
を
講
じ
る
必
要
が

あ
り
、
例
え
ば
、
対
外
的
な
第
三
者
の
み
な
ら
ず
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
性
的
嫌
が
ら
せ
）
の
既
往
歴
が
あ
る
こ
と
を
知
り
つ

つ
雇
用
し
た
労
働
者
が
、
雇
用
後
に
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
た
場
合
、
使
用
者
は
雇
用
過
失
原
則
に
基
づ
い
て
法
的
に
責
任

を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
、
我
が
国
に
お
け
る
労
働
契
約
上
の
使
用
者
の
配
慮
義
務
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
判
例
法
上
、
使
用
者
が
職
場
か
ら
潜
在
的
な
不
審
者
（harassers

）
た
る
労
働
者
を
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
（screening

）
す
る
た
め
に
適

切
に
調
査
を
実
施
す
べ
き
と
の
判
示
が
な
さ
れ
、
そ
の
証
明
責
任
を
使
用
者
に
課
し
て
い
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
求
職
者
の
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履
歴
調
査
は
公
正
信
用
報
告
法
⒇

の
対
象
に
な
っ
て
お
り
、
求
職
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
。
同
法
に
よ
る

と
、
求
職
者
に
と
っ
て
不
利
益
な
評
価
が
浮
上
し
た
場
合
は
、
当
該
報
告
書
に
異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　
使
用
者
が
合
理
的
に
当
該
労
働
者
の
行
動
を
監
視
し
、
第
三
者
に
対
す
る
危
害
回
避
を
す
る
こ
と
な
く
、
結
果
的
に
損
害
が
発
生
し
た
場

合
に
関
す
る
監
督
責
任
に
つ
い
て
は
、
因
果
関
係
が
求
め
ら
れ
る
。
労
働
者
の
不
正
行
為
や
加
害
行
為
に
関
す
る
事
実
を
知
っ
た
場
合
、
当

該
労
働
者
を
解
雇
す
る
か
、
も
し
く
は
、
不
正
行
為
や
加
害
行
為
を
厳
正
に
処
罰
す
る
措
置
を
と
る
、
ま
た
は
訓
練
を
行
う
等
の
措
置
を
講

じ
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
お
、
過
失
雇
用
に
伴
う
不
法
行
為
責
任
は
、
損
害
を
発
生
さ
せ
る
原
因
を
雇
用
し
た
こ
と
自

体
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

三
、
我
が
国
に
お
け
る
労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
の
段
階
で
の
使
用
者
の
過
失
責
任

（
一
）
労
働
契
約
締
結
準
備
段
階
に
お
け
る
過
失
に
関
す
る
理
論
的
状
況
�
と
裁
判
例
の
趨
勢

　
信
義
則
上
、
使
用
者
の
過
失
に
よ
り
求
職
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
使
用
者
は
そ
の
損
害
に
つ
き
、
不
法
行
為
法
上
の
賠
償
責
任
を
負

う
。
一
般
的
に
は
、
使
用
者
の
過
失
は
、
過
失
相
殺
の
法
理
が
適
用
さ
れ
、
裁
判
例
に
よ
る
と
、
労
使
双
方
の
契
約
締
結
段
階
で
の
過
失
の

割
合
に
応
じ
て
、
双
方
が
負
担
す
べ
き
損
害
額
が
算
定
さ
れ
る
�

。

　
ま
た
、
信
義
則
上
、
使
用
者
が
雇
用
を
実
現
し
、
雇
用
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
注
意
義
務
や
雇
用
の
実
現
、
雇
用
継
続

に
関
係
す
る
客
観
的
な
諸
事
情
を
説
明
す
る
義
務
を
認
め
る
裁
判
例
も
出
現
し
て
い
る
�

。

　
あ
る
最
高
裁
判
例
で
は
、「
契
約
の
一
方
当
事
者
が
、
当
該
契
約
の
締
結
に
先
立
ち
、
信
義
則
上
の
説
明
義
務
に
違
反
し
て
、
当
該
契
約

を
締
結
す
る
か
否
か
に
関
す
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
情
報
を
相
手
方
に
提
供
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
上
記
一
方
当
事
者
は
、
相
手

方
が
当
該
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
に
よ
り
被
っ
た
損
害
に
つ
き
、
不
法
行
為
に
よ
る
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
の
は
格
別
、
当
該
契
約

上
の
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
」
�

と
一
般
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
前
述
の
と
お
り
、
我
が
国
の
裁
判
所
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
過
失
雇
用
原
則
に
み
ら
れ
る
、
労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
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ス
に
あ
た
っ
て
、
雇
用
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
た
過
失
や
職
務
に
適
格
な
者
を
採
用
す
る
義
務
自
体
を
認
め
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
我
が
国
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
過
失
雇
用
原
則
に
基
づ
く
損
害
賠
償
法
理
の
思
考
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
仮
に
、

「
過
失
雇
用
予
防
措
置
」
と
い
っ
た
法
律
構
成
を
採
用
し
た
場
合
、
労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
（
例
え
ば
、
書
類
審
査
、
採
用
面
接
等
）
に

お
い
て
、
使
用
者
は
当
該
求
職
者
に
対
し
、
ど
の
程
度
の
情
報
（
個
人
情
報
を
含
む
）
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
り
う

る
。
と
り
わ
け
求
職
者
（
労
働
者
）
の
真
実
告
知
義
務
の
射
程
が
争
点
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
裁
判
例
か
ら
見
る
労
働
者
の
真
実
告
知
義
務
と
の
関
係
性

　
憲
法
上
、
使
用
者
に
よ
る
調
査
権
を
行
使
す
る
一
方
、
そ
れ
に
対
し
、
求
職
者
（
労
働
者
）
は
ど
の
程
度
に
わ
た
っ
て
回
答
す
る
必
要
が

あ
る
の
か
。
こ
の
点
、学
説
は
、労
働
者
の
真
実
告
知
義
務
に
つ
い
て
、使
用
者
側
の
質
問
に
対
し
て
回
答
（
申
述
）
す
る
義
務
（
回
答
（
申

述
）
義
務
）
と
使
用
者
か
ら
求
め
ら
れ
な
く
と
も
経
歴
を
自
ら
積
極
的
に
進
ん
で
告
知
す
る
義
務
（
告
知
義
務
）
と
に
大
別
し
て
論
じ
て
い

る
�

。
　
告
知
義
務
に
関
し
て
検
討
し
た
裁
判
例
は
数
少
な
く
�

、
労
働
者
の
真
実
告
知
義
務
の
法
的
構
造
を
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
性
は
高
い
。

信
義
則
に
基
づ
く
告
知
義
務
構
成
自
体
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
労
働
者
の
真
実
告
知
義
務
を
労
働
契
約
上
の
誠
実

義
務
と
し
て
構
成
す
る
考
え
方
�

も
あ
る
。

　
告
知
義
務
を
積
極
的
に
認
め
る
裁
判
例
の
立
場
に
よ
る
と
、「
雇
用
関
係
は
、
労
働
力
の
給
付
を
中
核
と
し
な
が
ら
も
、
労
働
者
と
使
用

者
と
の
相
互
の
信
頼
関
係
に
基
礎
を
置
く
継
続
的
な
契
約
関
係
で
あ
る･･･
使
用
者
が
、
雇
用
契
約
の
締
結
に
先
立
ち
、
雇
用
し
よ
う
と
す

る
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
労
働
力
評
価
に
直
接
関
わ
る
事
項
ば
か
り
で
な
く
、
当
該
企
業
あ
る
い
は
職
場
へ
の
適
応
性
、
貢
献
意
欲
、
企
業

の
信
用
の
保
持
等
企
業
秩
序
の
維
持
に
関
係
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
必
要
か
つ
合
理
的
な
範
囲
内
で
申
告
を
求
め
た
場
合
に
は
、
労
働
者
は
、

信
義
則
上
、
真
実
を
告
知
す
べ
き
義
務
を
負
う
」
�

と
さ
れ
、
労
使
間
の
信
頼
関
係
を
重
視
し
、
正
面
か
ら
真
実
告
知
義
務
を
認
め
て
い
る
。

　
そ
の
一
方
、
告
知
義
務
を
否
定
的
に
解
す
る
裁
判
例
も
出
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
採
用
を
望
む
応
募
者
が
、
採
用
面
接
に
当
た
り
、
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自
己
に
不
利
益
な
事
項
は
、
質
問
を
受
け
た
場
合
で
も
、
積
極
的
に
虚
偽
の
事
実
を
答
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
範
囲
で
回
答
し
、
秘
匿
し
て

お
け
な
い
か
と
考
え
る
の
も
ま
た
当
然
で
あ
り
、
採
用
す
る
側
は
、
そ
の
可
能
性
を
踏
ま
え
て
慎
重
な
審
査
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。･･･

採
用
の
時
点
で
、
応
募
者
が
こ
の
よ
う
な
人
格
識
見
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
の
は
、
採
用
す
る
側
で
あ
る
。

･･･

告
知
す
れ
ば
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
が
予
測
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
、
告
知
を
求
め
ら
れ
た
り
、
質
問
さ
れ
た
り
し
な
く
と
も
、
雇

用
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
信
義
則
上
の
義
務
と
し
て
、
自
発
的
に
告
知
す
る
法
的
義
務
が
あ
る
と
ま
で
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て

い
る
�

。

（
三
）
労
働
者
の
真
実
告
知
義
務
と
民
法
（
債
権
法
）
改
正
と
の
関
係
性

　
と
こ
ろ
で
、
我
が
国
に
お
い
て
は
民
法
の
債
権
法
分
野
に
関
す
る
改
正
の
論
議
が
進
展
し
て
い
る
。
労
働
法
学
の
領
域
に
お
い
て
も
議
論

が
活
発
化
し
て
い
る
が
�

、
法
務
省
の
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
に
お
い
て
は
、
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
�

や
不
実
表
示
�

の

一
般
法
化
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
や
不
実
表
示
の
一
般
法
化
の
潮
流
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
真
実
告
知
義

務
の
範
囲
は
拡
大
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
思
う
に
、
使
用
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
労
働
者
の
尊
厳
や
人
権
の
尊
重
（
憲
法
一
三

条
）
や
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
（
民
法
二
条
）
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
、
採
用
段
階
に
お
い
て
、
使
用
者
に
採
用
（
調
査
）
の
自

由
が
一
般
的
・
抽
象
的
に
は
是
認
さ
れ
る
と
し
て
も
、
具
体
的
な
調
査
（
例
え
ば
、
使
用
者
の
質
問
権
）
に
つ
い
て
は
、
よ
り
制
約
的
か
つ

限
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
先
述
し
た
裁
判
例
の
一
部
が
示
し
て
い
る
「
企
業
秩
序
遵
守
義
務
」
が
あ
る
と
し
て
も
、
労

働
基
準
法
三
条
の
趣
旨
が
目
的
に
違
背
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
企
業
秩
序
侵
害
予
防
を
労
働
者
の
真
実
告
知
義
務
の
根
拠
と
す
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
信
条
等
に
関
す
る
申
述
を
使
用
者
が
求
め
る
こ
と
も
合
理
的
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
。
あ
く
ま
で
労
働
者
が
真
実
告
知
義
務

を
負
う
の
は
、
労
務
提
供
に
関
わ
る
事
項
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
事
項
の
不
実
表
示
を
理
由
と
す
る
解
雇
は
、
客
観
的

合
理
性
を
欠
く
も
の
と
解
さ
れ
、
採
用
段
階
に
お
け
る
使
用
者
側
の
適
正
な
調
査
の
懈
怠
を
問
う
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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四
、
む
す
び
に
か
え
て

　
我
が
国
に
お
け
る
使
用
者
責
任
論
に
関
し
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
諸
説
あ
る
も
の
の
、
使
用
者
の
「
自
己
責
任
の
原
則
」
を
含
ん
だ
、

被
用
者
に
よ
る
代
行
行
為
に
対
す
る
連
帯
負
担
で
あ
る
と
す
る
趣
旨
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
過
失
雇
用
原
則
の
理
念
と
は

親
和
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
使
用
者
の
自
由
、
特
に
、
随
意
雇
用
原
則
に
基
づ
く
「
契
約
の
自
由
」
を
間
接
的
に
制
約
す
る
法
理
念
と
し

て
の
機
能
も
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
不
法
行
為
法
上
の
過
失
責
任
と
し
て
、
間
接
的
に
使
用
者
の
「
雇
用
回
避
注

意
義
務
」
や
「
採
用
過
失
注
意
義
務
」
と
し
て
構
成
し
、
そ
れ
と
の
均
衡
関
係
で
、
労
働
者
側
の
信
義
則
上
の
真
実
告
知
義
務
と
の
両
立
に

つ
い
て
検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
労
働
契
約
締
結
（
採
用
）
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
信
義
則
上
、
使
用
者
は
損
害
発
生
を
未
然
に
抑

止
・
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
調
査
を
実
施
す
る
義
務
を
有
し
、
採
用
前
の
段
階
に
お
い
て
損
害
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
義

務
が
生
起
し
て
い
る
と
い
う
、
独
自
の
試
論
的
展
開
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
詳
述
し
た
い
。

註⑴
　
現
在
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
紛
争
解
決
委
員
会
事
務
局
職
員
、
高
崎
商
科
大
学
商
学
部
特
任
講
師
、
東
洋
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
、

尚
美
学
園
大
学
総
合
政
策
学
部
非
常
勤
講
師
、
愛
知
産
業
大
学
経
営
学
部
非
常
勤
講
師
を
そ
れ
ぞ
れ
兼
務
。

⑵
　
採
用
内
定
取
消
を
争
点
と
し
た
大
日
本
印
刷
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
二
小
判
昭
和
五
四
年
七
月
二
〇
日
民
集
三
三
巻
五
号
五
八
二
頁
）
に
よ
る
と
、

採
用
内
定
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
解
約
権
留
保
・
就
労
始
期
付
労
働
契
約
と
解
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
採
用
内
定
「
前
」・「
後
」
の
表
記
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
求
職
者
」・「
労
働
者
」
と
区
分
す
る
。

⑶
　
最
大
判
昭
和
四
八
年
一
二
月
一
二
日
民
集
二
七
巻
一
一
号
一
五
三
六
頁
。

⑷
　
三
菱
樹
脂
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
大
判
昭
和
四
八
年
一
二
月
一
二
日
民
集
二
七
巻
一
一
号
一
五
三
六
頁
）。
し
か
し
、
本
判
決
が
、
思
想
、
信
条
の

調
査
の
自
由
を
幅
広
に
認
定
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
疑
問
で
あ
り
、
と
り
わ
け
健
康
情
報
に
関
す
る
調

査
に
つ
い
て
は
、
別
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
制
限
が
課
さ
れ
て
お
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
法
理
論
的
形
成
が
進
行
し
た
現
在
、
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
生
じ
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て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
東
京
都
〔
警
察
学
校
・
警
察
病
院H

IV

検
査
〕
事
件
（
東
京
地
判
平
成
一
五
年
五
月
二
八
日
労
判
八
五
二
号
一
一
頁
）

等
。

⑸
　
ア
メ
リ
カ
雇
用
関
係
法
に
お
け
る
被
用
者
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
使
関
係
法
上
の
『
被
用
者
』（em

ployee

）
概
念
に
つ

い
て
」
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
第
四
六
集
五
一
頁
以
下
（
二
〇
一
〇
年
）
が
詳
し
い
。
な
お
、
以
下
で
は
、
便
宜
上
、「
労
働
者
」
と
し
て
統
一
す
る
。

⑹
　See, e.g., Frye v. A

m
. Painting C

o., 642N
.E.2d995,999(Ind. C

t. A
pp.1994); Valdez v. W

arner,742 P.2d 517,520-21(N
.M

.C
t.A

pp.1987).

⑺
　
し
か
し
、
労
働
契
約
締
結
プ
ロ
セ
ス
上
の
過
失
と
し
て
の
使
用
者
責
任
を
認
め
た
例
は
少
な
い
。
例
え
ば
、
京
都
地
判
平
成
二
二
年
三
月
一
六
日
判

時
二
〇
九
一
号
六
九
頁
。
学
習
塾
の
教
室
内
で
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
と
幻
覚
妄
想
等
の
精
神
病
的
症
状
の
影
響
で
心
神
耗
弱
の
状
態
に
あ
っ
た
塾
講

師
に
よ
り
計
画
的
に
殺
害
さ
れ
た
一
二
歳
の
小
学
生
の
両
親
が
、
塾
講
師
の
使
用
者
で
あ
っ
た
会
社
を
相
手
方
に
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ

る
が
、
裁
判
所
は
「
使
用
者
責
任
の
性
質
は
、
被
用
者
の
選
任
・
監
督
に
つ
き
帰
責
性
の
な
い
こ
と
を
免
責
事
由
と
す
る
代
位
責
任
と
解
す
る
こ
と
が

相
当
で
あ
り
、
使
用
者
は
、
被
用
者
が
負
う
べ
き
損
害
賠
償
額
と
同
額
の
責
任
を
負
う
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
の
判
示
に
留

ま
る
。

⑻
　「
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約
で
は
な
い
被
用
者
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
何
ら
の
理
由
な
く
し
て
解
雇
さ
れ
う
る
」
と
い
う
原

則
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
。M

A
R

K
 A

. R
O

TH
STEIN

, C
H

A
R

LES B
. C

R
AV

ER
, ELIN

O
R

 P. SC
H

R
O

ED
ER

, ELA
IN

E W
. SH

O
B

EN
, 

EM
PLO

Y
M

EN
TLAW

, 2nd ed., W
est G

roup (1999),at 671.

⑼
　
両
当
事
者
の
意
思
の
合
致
に
加
え
て
、
交
換
取
引
（exchange

）
が
含
ま
れ
る
約
束
を
法
的
保
護
化
し
て
い
る
点
が
ア
メ
リ
カ
契
約
法
の
最
大
の
特

徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
労
働
契
約
の
場
合
に
は
、
労
務
提
供
と
そ
の
対
価
（
賃
金
支
払
）
の
関
係
性
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
契
約

法
一
般
に
つ
い
て
は
、
樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ
カ
契
約
法
』（
弘
文
堂
，
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
使
関
係
法
、
雇
用
関

係
法
に
つ
い
て
は
、
中
窪
裕
也
『
ア
メ
リ
カ
労
働
法 

第
二
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
等
を
参
照
。

⑽
　
法
的
リ
ス
ク
回
避
の
た
め
、
面
接
後
、
面
接
の
内
容
を
書
面
化
し
て
い
る
こ
と
を
実
務
上
、
常
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
面
接
者
と
の
質
疑
応
答
、

面
接
官
の
判
断
、
評
価
等
の
記
録
を
残
し
た
り
し
て
、
訴
訟
リ
ス
ク
を
回
避
し
て
い
る
。

⑾
　
不
法
行
為
原
因
の
例
と
し
て
は
、
不
実
表
示
（m

isrepresentation

）、
名
誉
毀
損
（defam

ation

）、
自
己
名
誉
毀
損
（self-defam

ation

）、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
侵
害
（invasion of privacy

）、
故
意
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
の
惹
起
（intentional infliction of m

ental distress

）、
漫
然
と
（
雇
用
を
）
維
持

し
て
い
た
こ
と
（negligent retention

）
等
が
あ
る
。

⑿
　
一
例
と
し
て
、「
市
民
的
権
利
に
関
す
る
法
律
第
七
編
」
に
基
づ
い
て
、
性
差
別
や
宗
教
差
別
に
該
当
す
る
場
合
は
違
法
と
さ
れ
て
い
る
。
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⒀
　
例
え
ば
、
ア
ラ
ス
カ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
イ
リ
ノ
イ
、
カ
ン
ザ
ス
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
お
よ
び
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
等
の
各
州
が
認
め
る
。

⒁
　See, D

oe v. ATC
, Inc.,624S.E.2d447,450(S.C

. C
t. A

pp.2005).

⒂
　
ア
メ
リ
カ
不
法
行
為
法
上
に
お
い
て
も
、
過
失
に
よ
る
不
法
行
為
が
成
立
す
る
に
は
「
注
意
義
務
（duty of care

）」
の
違
反
の
有
無
が
重
要
な
要

素
と
な
っ
て
い
る
。
裁
判
所
の
趨
勢
に
よ
る
と
、
注
意
義
務
は
注
意
を
懈
怠
す
れ
ば
何
ら
か
の
損
害
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
が
予
見
し
得
る

範
囲
内
か
ど
う
か
で
決
せ
ら
れ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
予
見
可
能
な
危
険
範
囲
（foreseeable zone of danger

）」
か
否
か
の
判
断
基
準
に
よ
っ
て

注
意
義
務
の
存
否
が
決
定
さ
れ
る
。

⒃
　
な
お
、
近
時
の
裁
判
例
に
よ
る
と
、
損
害
賠
償
の
対
象
と
な
る
傷
害
に
「
ご
く
わ
ず
か
で
も
」
雇
用
主
の
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
過
失
行
為

と
従
業
員
の
受
け
た
傷
害
と
の
間
に
法
的
な
因
果
関
係
が
成
立
す
る
と
判
示
す
る
も
の
も
あ
り
（C

SX
 Transportation v. M

cB
ride  131 S. C

t. 2630; 

180 L. Ed. 2d 637; 2011 U
S LEX

IS 4795 (2011)

）、「
ご
く
わ
ず
か
で
も
関
わ
っ
て
」
と
い
う
文
言
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
近
因( proxim

ate 

cause

）
の
基
準
に
取
っ
て
替
わ
る
基
準
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
大
き
な
議
論
を
呼
ん
で
い
る
。「
近
因
と
い
う
概
念
は
、
事
実
関
係
を
認
め

る
原
因
（”but for”cause

）
と
、
法
律
上
の
賠
償
責
任
の
根
拠
と
な
り
得
る
傷
害
の
よ
り
直
接
的
な
原
因
と
を
区
別
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と
に
対

応
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
、
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
史
的
背
景
を
明
示
す
る
も
の
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
因
果
関
係
の
基
準
を
著
し
く
緩

和
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
よ
う
（Id., 2011 U

S LEX
IS 4795 at 39

）。

⒄
　A

D
A

 A
m

endm
ent A

C
T of 2008

：A
D

A
A

A
.

⒅
　See, A

LV
IN

 L. G
O

LD
M

A
N

, LA
B

O
R

 A
N

D
 EM

PLO
Y

M
EN

T LAW
 IN

 TH
E U

N
ITED

 STATES, K
luw

er Law
 Int’(1996),at 63.

⒆
　the Federal Privacy A
ct, 5 U

.S.C
.§552(a).

⒇
　FC

R
A

：Fair C
redit R

eporting A
ct,2003.

�
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
斉
昭
「
契
約
交
渉
段
階
当
事
者
の
権
利
・
義
務:
「
対
話
」
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
覚
書
」
早
稲
田
法
学
四
六
号
一
三
五
頁

（
一
九
九
六
年
）
以
下

�
　
か
な
ざ
わ
総
本
舗
事
件
（
東
京
高
判
昭
和
六
一
年
一
〇
月
一
四
日
金
商
七
六
七
号
二
一
頁
）
他
を
参
照
。

�
　
わ
い
わ
い
ラ
ン
ド
（
解
雇
）
事
件
（
大
阪
高
判
平
成
一
三
年
三
月
六
日
労
判
八
一
八
号
七
三
頁
）
他
。
な
お
、
日
新
火
災
海
上
保
険
事
件
（
東
京
高

判
平
成
一
二
年
四
月
一
九
日
労
判
七
八
七
号
三
五
頁
）、
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
航
空
事
件
（
東
京
地
判
平
成
一
二
年
四
月
二
八
日
労
判
七
八
八
号
三
九
頁
）

も
参
照
。
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�
　
最
二
小
判
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
最
民
集
二
三
六
号
四
四
三
頁
。

�
　
例
え
ば
、
津
曲
蔵
乃
丞
「
経
歴
詐
称
は
懲
戒
解
雇
の
事
由
と
な
る
か
」
季
労
二
二
号
五
六
頁
、
青
山
邦
夫
「
経
歴
詐
称
に
関
す
る
判
例
の
再
検
討
」

法
時
四
七
巻
二
号
一
三
〇
頁
。

�
　
類
似
す
る
裁
判
例
と
し
て
は
、
西
日
本
警
備
保
障
事
件
（
福
岡
地
判
昭
和
四
九
年
八
月
一
五
日
労
判
二
〇
八
号
三
一
頁
）
の
み
で
あ
る
。
本
判
決
は
、

「
労
働
者
の
選
択
は
本
来
使
用
者
の
危
険
に
お
い
て
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
求
め
ら
れ
も
し
な
い
の
に
労
働
者
が
進
ん
で
自
己
に
不
利
な
事
実
を
告

知
す
べ
き
義
務
は
な
」
い
と
判
示
し
、「
労
働
者
の
選
択
は
本
来
、
使
用
者
の
危
険
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
一
旦
会
社
に
お
い

て
原
告
を
警
備
職
員
と
し
て
的
確
性
が
あ
る
も
の
と
認
め
て
採
用
し
、
既
に
六
か
月
の
試
用
期
間
も
無
事
経
過
し
た
時
点
に
お
い
て
は
、
特
段
の
事
由

が
あ
れ
ば
格
別
、
後
に
な
っ
て
少
年
時
代
の
非
行
歴
が
判
明
し
た
と
の
一
事
だ
け
で
た
だ
ち
に
警
備
会
社
の
従
業
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と

断
定
し
、
こ
れ
を
解
雇
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
」
と
し
た
。

�
　
大
内
伸
哉
『
労
働
法
実
務
講
義
（
第
二
版
）』（
日
本
法
令
、
二
〇
〇
五
年
）125

頁
以
下
。
労
働
者
に
期
待
し
た
能
力
が
な
く
、
そ
れ
故
に
適
格
性

が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
普
通
解
雇
が
妥
当
で
あ
る
が
、
経
歴
詐
称
が
職
場
秩
序
を
紊
乱
す
る
程
度
の
場
合
は
懲
戒
解
雇
も
理
由
が
あ
る
と
論

じ
る
。

�
　
炭
研
精
工
事
件
（
最
一
小
判
平
成
三
年
九
月
一
九
日
労
判
六
一
五
号
一
六
頁
）
第
二
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
三
年
二
月
二
〇
日
労
判
五
九
二
号

七
七
頁
）
に
お
け
る
一
般
的
規
範
（
判
断
基
準
）
の
説
示
。

�
　
尚
美
学
園
大
学
事
件
（
東
京
地
判
平
成
二
四
年
一
月
二
七
日
労
判
一
〇
四
七
号
五
頁
）。

�
　
こ
の
テ
ー
マ
に
関
わ
る
論
稿
は
数
多
い
が
、
さ
し
あ
た
り
土
田
道
夫
編
『
債
権
法
改
正
と
労
働
法
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
二
年
）
や
鎌
田
耕
一
「
民

法
改
正
と
労
働
法 (

特
集 

現
在
日
本
の
労
働
法
の
課
題)

」
労
働
法
律
旬
報 (

一
七
一
一
号
・
一
七
一
二
号)

四
一
頁
以
下
を
参
照
。

�
　
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
別
冊N

BL

一
二
六
号 
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）【3.1.1.10

】（
交
渉
当

事
者
の
情
報
提
供
義
務
・
説
明
義
務
）
を
参
照
。

�
　
前
掲
注
三
一
）【1.5.15

】（
不
実
表
示
）
を
参
照
。
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一
、
は
じ
め
に

　

東
京
商
工
会
議
所
の
多
面
的
活
動
は
、
こ
れ
ま
で
政
治
史
研
究
に
お
い
て
「
官
」
と
「
民
」
の
間
を
と
り
も
つ
中
間
組
織
、
中
間
団
体
と

し
て
経
済
活
動
の
円
滑
化
、
効
率
化
を
図
る
役
割
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
研
究
史
の
整
理
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
日
本
の
政

治
的
近
代
化
に
関
す
る
視
点
、
分
析
は
必
ず
し
も
見
受
け
ら
れ
な
い
⑴

。

　

ア
メ
リ
カ
で
発
展
し
た
様
々
な
団
体
に
よ
る
政
策
過
程
へ
の
参
入
を
理
論
化
し
た
先
駆
け
と
し
て
、
ア
ー
サ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
ン

ト
レ
ー
（Arthur Fisher Bentley

）『
統
治
の
過
程
（The Process of G

overnm
ent

）⑵
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
さ
ら

に
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ト
ル
ー
マ
ン
（D

avid B Trum
an

）『
統
治
過
程
論
（The G

overnm
ental Process

）⑶
』
に
よ
っ
て
理
論
の
形
成
が
試
み

ら
れ
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
上
林
良
一
⑷

、
一
九
七
〇
年
代
に
は
内
田
満
⑸

に
よ
っ
て
そ
の
理
論
と
実
態
分
析
が
紹
介
さ
れ
た
。
内
田
に
よ

る
と
、
世
界
で
は
Ｖ
・
Ｏ
・
キ
ー
（Valdim

er O
rland Key

）
に
よ
る
「
圧
力
団
体
に
よ
る
対
世
論
活
動
は
、
ま
ず
実
業
団
体
に
よ
っ
て

開
始
さ
れ
た
」
と
の
主
張
が
あ
っ
た
と
い
う
⑹

。

　

日
本
に
お
け
る
圧
力
団
体
の
理
論
的
研
究
は
、
第
一
に
大
山
郁
夫
、
蠟
山
政
道
、
大
石
兵
太
郎
ら
が
業
績
を
あ
げ
た
一
九
二
〇
‐
三
〇
年

代
、
第
二
に
代
表
的
学
会
誌
『
年
報
政
治
学
』
に
お
い
て
「
戦
後
日
本
の
政
治
過
程
」（
一
九
五
三
年
）、「
日
本
の
圧
力
団
体
」（
一
九
六
〇

年
）
な
ど
の
特
集
で
戦
後
早
く
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
政
治
学
研
究
の
口
火
を
き
っ
た
丸
山
眞
男
、
辻
清
明
、
岡
義

東
京
商
工
会
議
所
の
政
策
過
程
に
お
け
る
影
響
に
関
す
る
一
考
察

佐　

賀　

香　

織

―
条
約
改
正
交
渉
過
程
を
中
心
と
し
て
―
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武
ら
に
刺
激
を
受
け
た
石
田
雄
や
松
下
圭
一
が
活
躍
し
た
一
九
五
〇
‐
六
〇
年
代
、
第
三
は
大
嶽
秀
夫
、
村
松
岐
夫
ら
が
中
心
と
な
っ
た

一
九
七
五
年
以
降
、
最
近
で
は
辻
中
豊
ら
に
よ
る
比
較
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
⑺

。
辻
中
に
よ
る
と
、
現
代
は
「
政
治
（
化
）
の
時
代
」
で

あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
、
あ
ら
ゆ
る
集
団
、
団
体
が
政
治
に
か
か
わ
り
、
働
き
か
け
る
可
能
性
を
も
つ
⑻

。

　

そ
う
し
た
潮
流
の
な
か
で
、
日
本
の
近
代
化
に
お
け
る
東
京
商
工
会
議
所
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
の
商
工
会
議
所
の
活
動
―
政
府
か
ら
の

諮
問
に
対
す
る
復
申
、
積
極
的
な
建
議
、
様
々
な
調
査
等
―
は
、
経
済
界
の
実
情
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
の
経
済
政
策
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
時
に
は
政
府
と
対
立
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
商
工
会
議
所
の
政
治
活
動
の
解
釈
に
つ
い
て
、
本
論
文
で
は
歴

史
的
な
位
置
づ
け
を
再
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

戦
後
、
日
本
商
工
会
議
所
は
日
本
経
済
団
体
連
合
会
、
経
済
同
友
会
な
ど
と
な
ら
ぶ
経
済
団
体
の
一
角
を
占
め
、
戦
後
の
圧
力
団
体
研
究

に
お
い
て
、
分
析
・
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
商
工
会
議
所
以
外
は
戦
後
に
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。
圧
力
団
体
研
究
も
し
く
は
政
治

過
程
研
究
に
お
い
て
、
近
代
国
家
形
成
過
程
か
ら
存
在
し
て
い
た
商
工
会
議
所
が
、
圧
力
団
体
の
初
期
の
団
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
第

一
次
護
憲
運
動
以
降
で
あ
る
⑼

。
本
研
究
は
、
政
治
研
究
の
場
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
殆
ど
な
か
っ
た
東
京
商
工
会
議
所
に
注
目
し
、
と
り
わ

け
明
治
期
の
事
例
研
究
と
し
て
条
約
改
正
に
お
け
る
働
き
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

二
、
商
工
会
議
所
の
概
要

（
一
）
東
京
商
工
会
議
所
前
史

　

①
東
京
商
法
会
議
所

　

一
八
七
八
年
九
月
、
俗
に
三
新
法
と
い
わ
れ
る
府
県
会
規
則
、
郡
区
町
村
編
成
法
、
地
方
税
規
則
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
年
は
各
府
県
会

が
発
足
す
る
な
ど
、
地
方
自
治
に
お
い
て
注
目
す
る
年
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
三
新
法
制
定
の
半
年
ほ
ど
前
、
す
な
わ
ち
一
八
七
八
年
三
月

一
二
日
に
、
今
日
の
東
京
商
工
会
議
所
の
前
身
、
東
京
商
法
会
議
所
が
認
可
設
立
さ
れ
た
。
渋
沢
栄
一
、
益
田
孝
、
福
地
源
一
郎
、
三
野
村

利
助
、
大
倉
喜
八
郎
、
渋
沢
喜
作
、
竹
中
邦
香
、
米
倉
一
平
の
八
名
が
発
起
人
で
あ
っ
た
⑽

。
同
年
八
月
一
日
に
初
の
会
員
総
会
が
開
か
れ
、
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役
員
選
挙
を
実
施
、
議
事
規
則
の
制
定
す
る
必
要
性
が
確
認
さ
れ
た
。

　

明
治
政
府
は
殖
産
興
業
、
と
く
に
外
国
貿
易
振
興
に
よ
る
日
本
経
済
の
基
盤
確
立
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、

条
約
改
正
の
た
め
の
必
要
条
件
と
も
い
え
る
商
工
業
者
の
世
論
を
つ
く
る
場
と
し
て
、
東
京
商
法
会
議
所
の
設
立
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
設
立

後
会
頭
に
就
任
し
た
渋
沢
栄
一
は
じ
め
日
本
を
代
表
す
る
経
済
人
⑾

に
よ
っ
て
、
東
京
商
法
会
議
所
は
世
論
形
成
機
関
と
す
る
こ
と
が
目
標

に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
世
論
を
つ
く
る
場
、
こ
れ
は
条
約
改
正
交
渉
の
な
か
で
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
（H

arry Sm
ith Parkes

）
が

大
隈
重
信
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
⑿

。

　

商
法
会
議
所
の
主
要
な
活
動
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
、
重
要
な
意
見
活
動
す
な
わ
ち
政
府
の
諮
問
に
応
じ
て
、
重
要
経
済

問
題
に
関
す
る
復
申
、
及
び
民
間
商
工
業
界
の
意
見
を
代
表
し
て
商
工
業
の
改
善
発
達
に
資
す
べ
き
建
議
、
二
、
商
工
業
に
関
す
る
各
種
の

調
査
、
三
、
商
工
業
者
に
対
す
る
情
報
お
よ
び
報
道
、
四
、
商
工
業
の
紛
議
の
仲
裁
ま
た
は
調
整
、
五
、
国
内
外
に
お
け
る
友
好
親
善
活
動

な
ど
で
あ
る
⒀

。

　

②
東
京
商
工
会

　

一
八
八
一
年
四
月
、
大
蔵
省
、
内
務
省
に
そ
れ
ぞ
れ
属
し
て
い
た
農
商
工
関
係
の
事
務
を
統
合
し
た
農
商
務
省
が
新
設
さ
れ
た
。
伊
藤
博

文
と
大
隈
重
信
の
連
署
で
提
出
さ
れ
た
建
議
は
「
中
央
政
府
の
改
良
も
、
彼
の
工
場
払
下
げ
の
令
達
の
如
き
、
其
一
端
を
発
す
と
雖
も
、
未

だ
政
務
改
進
の
基
礎
た
る
各
省
管
掌
事
務
の
分
合
を
画
定
す
る
に
至
ら
ず
。
事
務
節
略
の
令
達
あ
り
と
雖
ど
も
、
是
れ
各
省
使
に
向
て
為
し

た
る
令
達
な
る
を
以
て
、
其
効
力
各
省
使
限
り
に
止
り
て
、
彼
此
相
通
じ
て
行
政
の
全
局
に
及
ぼ
す
を
得
ず
。
然
り
而
し
て
事
務
の
分
合
上

最
も
急
要
と
認
む
る
も
の
は
、
各
省
分
任
の
事
務
中
農
商
務
に
関
す
る
事
務
を
一
省
に
集
合
す
る
是
な
り
。
…
（
略
）
…
仮
令
特
に
一
省
置

か
ざ
る
の
国
と
雖
も
、
必
ず
農
商
務
省
の
官
制
を
存
し
て
、
他
省
に
兼
置
す
る
も
の
な
れ
ば
、
農
商
事
務
の
重
要
な
る
、
敢
て
工
部
其
他
の

事
務
に
譲
ら
ざ
る
こ
と
知
る
べ
き
な
り
⒁

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
工
場
払
下
げ
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、「
自
ら
近
代
産
業
を
官
設
し
、

直
接
育
成
し
よ
う
と
す
る
政
策
か
ら
民
間
企
業
を
保
護
助
長
す
る
政
策
へ
の
転
換
⒂

」
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

太
政
官
布
告
第
一
三
号
（
一
八
八
三
年
一
〇
月
一
七
日
）
が
制
定
さ
れ
、
布
達
に
基
づ
き
東
京
商
法
会
議
所
は
東
京
商
工
会
に
改
編
さ
れ
⒃

、
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商
工
業
組
合
代
表
や
主
要
会
社
社
員
等
を
会
員
と
し
て
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
。
東
京
商
工
会
の
活
動
は
、
東
京
商
工
会
規
程
中
第
一
一
号
に

あ
る
よ
う
に
、
主
に
農
商
務
省
、
東
京
府
の
諮
問
機
関
と
し
て
多
方
面
に
わ
た
る
意
見
活
動
で
あ
っ
た
⒄

。

③
東
京
商
業
会
議
所
の
成
立

　

一
八
九
〇
年
九
月
一
日
、
商
業
会
議
所
条
例
（
法
律
第
八
一
号
）、
続
い
て
同
条
例
施
行
規
則
が
制
定
（
同
年
九
月
一
八
日
）
さ
れ
た
た

め
に
東
京
商
工
会
は
解
散
し
、
法
律
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
公
法
上
の
団
体
資
格
を
有
す
る
東
京
商
業
会
議
所
が
設
立
さ
れ
た
。

　

商
業
会
議
所
条
例
に
よ
っ
て
組
織
・
権
限
は
強
化
さ
れ
、
財
政
基
盤
も
整
備
さ
れ
た
⒅

。
同
年
九
月
二
七
日
に
は
発
起
人
三
三
名
が
選
ば
れ
、

発
起
人
中
か
ら
設
立
委
員
と
し
て
渋
沢
栄
一
、
益
田
孝
、
奈
良
原
繁
、
荘
田
平
五
郎
、
阿
部
泰
蔵
、
益
田
克
徳
、
梅
浦
精
一
の
七
名
を
任
命
、

一
八
九
一
年
一
月
一
二
日
に
認
可
を
受
け
て
東
京
商
業
会
議
所
が
設
立
さ
れ
た
。
設
立
委
員
は
直
ち
に
選
挙
準
備
に
着
手
、
五
月
一
八
日
の

第
一
回
臨
時
議
会
で
五
〇
名
の
会
員
の
当
選
が
決
定
、
正
副
会
頭
、
常
議
員
な
ど
役
員
選
挙
が
行
わ
れ
た
⒆

。

　

翌
一
八
九
二
年
一
月
一
二
日
に
東
京
商
業
会
議
所
が
認
可
設
立
さ
れ
た
。
東
京
商
業
会
議
所
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
商
業
会
議
所
を
モ
デ
ル
と

し
た
大
陸
型
商
業
会
議
所
の
体
制
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
。
各
地
方
の
商
工
業
の
利
益
を
代
表
す
る
自
治
機
関
と
し
て
、
経
済
の
安
定
、
殖

産
興
業
推
進
が
図
ら
れ
た
。
一
八
八
九
年
二
月
に
は
帝
国
憲
法
発
布
、
同
年
四
月
に
は
市
町
村
制
施
行
、
一
八
九
〇
年
に
第
一
回
帝
国
議
会

が
開
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
影
響
は
大
き
く
、次
第
に
商
工
業
者
の
社
会
的
影
響
力
が
強
ま
り
、商
工
業
者
の
政
治
意
識
、自
治
意
識
が
高
ま
っ

て
き
た
こ
と
の
反
映
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
⒇

。

　

東
京
商
業
会
議
所
の
事
業
活
動
は
、
意
見
活
動
、
調
査
活
動
、
業
務
活
動
等
に
分
類
さ
れ
る
が
、
初
期
の
活
動
の
中
心
は
意
見
活
動
が
中

心
で
あ
っ
た
。
具
体
的
活
動
と
し
て
一
、
輸
出
税
お
よ
び
輸
入
税
の
廃
止
に
関
す
る
建
議
お
よ
び
請
願
、
二
、
特
別
輸
出
港
制
度
の
整
備
改

善
、
三
、
本
邦
商
品
の
販
路
拡
張
に
関
す
る
諮
問
へ
の
復
申
、
四
、
商
法
の
修
正
を
要
す
る
義
に
付
き
建
議
、
五
、
鉱
業
条
例
の
修
正
を
要

す
る
義
に
付
建
議
、
六
、
私
設
鉄
道
買
収
、
鉄
道
国
有
の
提
唱
、
七
、
政
府
関
係
そ
の
他
の
公
聴
会
等
に
関
す
る
委
員
の
参
加
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
る
�

。
日
清
戦
後
の
一
九
〇
二
年
七
月
、
商
業
会
議
所
法
が
施
行
さ
れ
、
翌
一
九
〇
三
年
六
月
三
日
に
改
編
手
続
き
を
終
え
、
商
業
会

議
所
は
公
法
人
と
し
て
の
性
格
が
強
く
な
っ
た
。
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（
二
）
諸
外
国
の
商
工
会
議
所

　

東
京
商
法
会
議
所
設
立
は
一
八
七
八
年
で
あ
っ
た
が
、
欧
米
諸
国
で
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
設
立
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
簡
単
に
概
観
す

る
（
表
１
）
�

。　
　
　

　

世
界
で
最
初
の
商
工
会
議
所
は
、
地
中
海
交
易
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
、

マ
ル
セ
イ
ユ
で
あ
る
。
マ
ル
セ
イ
ユ
会
議
所
（Cham

bres de Com
m

erce

）
は
会
員

制
の
任
意
私
設
団
体
で
あ
り
、
港
内
の
淩
渫
、
埠
頭
の
維
持
、
港
湾
整
備
の
改
良
、
貿

易
取
引
の
慣
習
法
の
制
定
、
領
事
の
任
命
、
対
外
使
節
の
派
遣
、
海
上
保
安
を
守
る
船

隊
の
結
成
な
ど
多
方
面
の
事
業
に
携
わ
っ
た
。
マ
ル
セ
イ
ユ
に
類
似
す
る
会
員
制
任
意

団
体
、
私
法
上
の
商
業
会
議
所
は
、
ア
メ
リ
カ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
会
議
所
と
イ
ギ
リ
ス

の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
会
議
所
で
あ
る
。
こ
れ
を
英
米
型
商
業
会
議
所
と
い
う
。

　

一
七
〇
〇
年
に
ダ
ン
ケ
ル
ク
商
業
会
議
所
が
設
立
さ
れ
る
と
、
翌
年
さ
ら
に
一
〇
ヶ

所
の
地
方
商
業
会
議
所
が
設
立
さ
れ
、
商
工
業
の
法
的
代
表
機
関
、
政
府
の
諮
問
機
関

と
し
て
の
任
務
と
商
工
業
奨
励
お
よ
び
振
興
の
た
め
の
機
関
と
し
て
の
任
務
を
あ
わ
せ

も
っ
て
い
た
�

。
こ
の
商
業
会
議
所
の
形
態
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
占
領
政
策
に
よ
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
に
拡
が
っ
た
と
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

三
、
条
約
改
正
の
推
進

（
一
）
条
約
改
正
史
の
流
れ

　

こ
れ
ま
で
の
条
約
改
正
史
の
流
れ
を
検
討
す
る
際
、
商
工
会
議
所
に
よ
る
提
言
に
触

フランス マルセイユ（1599 年）、ダンケルク（1700 年）、リヨン・ボルドー
（1701 年）ツールーズ（1701 年）、パリ（1803 年）

アメリカ ニューヨーク（1768 年）、チャールストン（1773 年）、フィラデ
ルフィア（1801 年）、ボストン（1836 年）

イギリス グラスゴー（1783 年）、エジンバラ（1796 年）、マンチェスター
（1794 年）、バーミンガム（1813 年）、リバプール（1850 年）、
ロンドン（1882 年）

ドイツ ケルン（1803 年）、フランクフルト（1808 年）、ジュッセルドル
フ（1831 年）、ミュンヘン（1843 年）、ブレーメン（1849 年）、
ハンブルク（1868 年）、ベルリン（1901 年）

イタリア フローレンス（1770 年）、ミラノ（1796 年）、ローマ（1870 年）

ベルギー アンベルス（1802 年）、ブラッセル（1875 年）

オランダ アムステルダム、ロッテルダム（1810 ～ 1813 年）

表１　諸外国の商業会議所

『東京商工会議所百年史』46 頁より筆者作成
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れ
た
分
析
は
、
山
口
和
雄
『
明
治
前
期
経
済
の
分
析
�

』
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
論
文
は
、
近
代
国
家
形
成
過
程
に
お
け
る
条
約
改

正
史
分
析
の
新
た
な
る
視
点
を
提
起
す
る
試
み
と
い
え
よ
う
。

　

ペ
リ
ー
（M

atthew
 Calbraith Perry

）
が
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ル
モ
ア
大
統
領
の
国
書
を
携
え
、
東
イ
ン
ド
艦
隊
四
隻
の
軍
艦
が
伊
豆
沖

に
現
れ
た
の
は
一
八
五
三
年
七
月
八
日
で
あ
っ
た
。
国
書
に
は「
合
衆
国
と
日
本
と
が
友
交
を
結
び
、相
互
に
商
業
的
交
通
を
結
ば
ん
こ
と
�

」

を
提
案
す
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
開
国
と
通
商
を
求
め
る
要
求
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
日
本
は
、
西
欧
諸
国
と
不
平
等
条
約

の
締
結
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
�

。
日
本
は
不
平
等
条
約
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
事
裁
判
権
を
列
国
に
認
め
、
関
税
自
主
権
を
喪

失
し
た
。

　

条
約
改
正
は
、
明
治
維
新
後
の
明
治
政
府
に
と
っ
て
重
要
案
件
で
あ
っ
た
。
日
本
社
会
の
文
明
化
、
立
憲
政
体
の
確
立
な
ど
日
本
社
会
の

近
代
化
は
条
約
改
正
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
七
一
年
の
岩
倉
使
節
団
や
関
税
自
主
権
を
回
復
す
る
こ
と
を
主
軸
に
す
る
方
針

を
立
て
た
寺
島
宗
則
に
よ
る
外
交
交
渉
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
た
�

。

　

一
八
七
九
年
、
寺
島
に
代
わ
り
井
上
馨
が
外
務
卿
に
就
任
し
た
（
一
八
七
九
‐
一
八
八
七
年
）。
自
由
民
権
運
動
が
活
発
化
す
る
な
か
で

の
条
約
改
正
の
失
敗
は
、
格
好
の
政
府
批
判
と
な
り
う
る
状
況
下
で
の
就
任
で
あ
っ
た
。
東
京
商
法
会
議
所
、
東
京
商
工
会
の
建
言
書
提
出

当
時
、
外
交
交
渉
担
当
は
井
上
馨
で
あ
っ
た
。
東
京
商
法
会
議
所
、
東
京
商
工
会
の
会
頭
で
あ
っ
た
渋
沢
は
、
井
上
と
と
も
に
大
蔵
省
に
い

た
時
代
か
ら
井
上
の
絶
大
な
信
頼
を
得
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
渋
沢
の
回
顧
談
に
「
日
本
で
は
明
治
の
初
年
に
は
政
治
上
、
議

会
の
必
要
は
説
か
れ
て
居
た
が
、
商
業
会
議
所
の
方
は
未
だ
論
ぜ
ら
る
ゝ
ま
で
に
至
っ
て
居
な
か
っ
た
�

」
と
い
う
言
及
を
見
出
す
こ
と
も

で
き
る
。

　

領
事
裁
判
権
の
撤
廃
と
関
税
自
主
権
の
回
復
を
求
め
る
条
約
改
正
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
は
、
外
交
文
書
を
渉
猟
し
た
外
交

史
研
究
（
稲
生
典
太
郎
）
や
、
国
内
政
治
史
的
観
点
か
ら
の
研
究
（
鳥
海
靖
、
升
味
準
之
輔
、
坂
野
潤
治
、
小
宮
一
夫
）
な
ど
、
が
数
多
く

な
さ
れ
て
き
た
�

。
条
約
改
正
研
究
は
、
政
府
、
議
会
、
政
党
関
係
に
お
け
る
整
理
が
中
心
と
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
五
百
旗
部
薫
に

よ
る
研
究
が
あ
る
�

。
そ
の
詳
細
な
研
究
に
お
い
て
も
先
行
研
究
と
同
様
に
、
税
権
回
復
交
渉
を
考
察
す
る
際
、
日
本
、
お
よ
び
諸
外
国
の
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政
治
家
、
公
使
（
外
交
官
）
に
つ
い
て
は
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
外
交
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
税
権
回
復
を
切
実
な
も
の
と
し
て
注
目
し
て
い
た
経
済
界
出
身
の
政
治

家
、
な
ら
び
に
関
連
す
る
代
表
機
関
で
あ
る
商
業
会
議
所
が
い
か
な
る
展
望
を
持
ち
活
動
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
考
察

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

商
業
会
議
所
の
活
動
に
つ
い
て
は
『
東
京
商
工
会
沿
革
』
�

に
詳
し
い
。
近
代
日
本
に
お
い
て
「
商
工
業
ヲ
奨
励
ス
ル
ハ
積
極
的
政
治
ノ

要
務
ナ
ル
ハ
商
工
団
体
ノ
意
見
如
何
ヲ
知
ル
ハ
缺
ク
可
カ
ラ
ザ
ル
ノ
必
要
�

」
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
に
は
「
欧
米
諸
国
ニ
於

ケ
ル
商
業
会
議
所
（
チ
ャ
ン
バ
ル
オ
ブ
コ
ム
マ
ル
ス
）
�

」
は
無
く
、
税
制
改
正
に
つ
い
て
諮
問
す
る
機
関
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
「
社
会
ノ
公
益
ヲ
謀
ラ
シ
ム
」
団
体
と
し
て
東
京
商
法
会
議
所
の
設
置
に
つ
い
て
、
内
務
卿
（
伊
藤
博
文
）
と
大
蔵
卿
（
大
隈
重
信
）

に
よ
っ
て
誘
導
が
諮
ら
れ
た
�

。
東
京
商
法
会
議
所
は
「
東
京
一
般
ノ
商
工
業
ニ
利
害
ノ
関
係
ア
ル
事
務
ニ
会
ヘ
バ
之
ヲ
会
議
所
ニ
諮
問
シ

会
議
所
モ
亦
調
査
付
議
ノ
労
ヲ
憚
ラ
ズ
シ
テ
其
得
失
ヲ
実
際
ニ
研
究
シ
テ
答
申
シ
時
ア
リ
テ
ハ
意
見
ヲ
開
陳
シ
自
ラ
府
知
事
ノ
為
ニ
ハ
商
工

業
ニ
必
要
ナ
ル
顧
問
�

」と
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
会
議
所
の
構
成
員
は「
議
員
ハ
概
皆
府
下
ニ
知
ラ
レ
タ
ル
名
士
紳
商
ノ
団
体
�

」

で
あ
っ
た
。
構
成
員
は
「
各
自
ト
雖
モ
公
益
ヲ
冷
視
シ
去
ル
ハ
其
本
意
ニ
非
ザ
ル
ヲ
以
テ
府
下
商
工
業
ノ
利
益
ノ
為
ニ
憤
起
ス
ベ
キ
ノ
必
要

ア
ラ
バ
憤
起
ス
ベ
ク
結
合
ス
ベ
キ
ノ
時
機
ア
ラ
バ
結
合
ス
ベ
シ
」
と
の
考
え
に
基
づ
く
行
動
を
求
め
ら
れ
て
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
�

。

　

こ
の
よ
う
な
東
京
商
法
会
議
所
、
東
京
商
工
会
、
東
京
商
業
会
議
所
の
条
約
改
正
交
渉
過
程
で
の
活
動
を
取
り
上
げ
る
。
次
節
に
お
い
て
、

既
存
研
究
に
お
け
る
言
説
と
し
て
、
東
京
商
法
会
議
所
建
言
書
、
東
京
商
工
会
建
議
書
、
東
京
商
業
会
議
所
の
海
関
税
に
関
す
る
答
申
を
中

心
に
取
り
上
げ
紹
介
し
た
い
。

（
二
）
条
約
改
正
に
関
す
る
提
言
活
動

　

①
東
京
商
法
会
議
所
の
建
言
書

　

条
約
改
正
に
関
す
る
東
京
商
法
会
議
所
の
最
初
の
建
言
書
は
、日
本
で
最
初
の
経
済
専
門
一
般
雑
誌
『
東
京
経
済
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
�

。
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記
事
に
よ
る
と
、「
条
約
改
正
の
事
は
目
下
の
一
大
問
題
」
で
あ
り
「
其
利
害
得
失
の
在
る
所
を
講
明
し
て
之
を

輿
論
に
質
疑
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府
は
、
条
約
改
正
に
つ
い
て
東
京
、
大
阪
両
会
議
所
へ
下
問
し
、

東
京
商
法
会
議
所
は
綿
密
な
建
言
書
を
提
出
し
た
。
建
言
書
は
「
貿
易
ノ
利
害
財
政
ノ
得
失
ヲ
講
究
シ
テ
以
テ
内

外
朝
野
ノ
輿
論
ヲ
問
ハ
ル
」
の
前
文
で
は
じ
ま
り
、「
現
行
ノ
条
約
ハ
我
邦
ニ
不
利
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
実
ニ
彼
我

貿
易
進
運
ノ
理
ニ
悖
」
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
建
議
書
の
内
容
は
、
不
平
等
条
約
の

状
態
を
問
題
視
す
る
会
議
所
会
員
の
意
見
具
申
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
具
体
的
事
例
と

し
て
「
大
ニ
国
家
ノ
経
済
ヲ
妨
害
シ
幷
貿
易
ノ
隆
運
ヲ
牽
制
ス
ル
所
ノ
原
因
ヲ
上
陳
」、「
欧
米
各
国
ノ
税
表
ニ
比

較
ス
レ
バ
其
差
ノ
過
大
ナ
ル
」
と
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
、
イ
ギ
リ
ス
領
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
各
国
の
「
内

国
税
」「
関
税
」「
雑
入
」「
計
」「
関
税
の
歳
入
ニ
対
ス
ル
割
合
」
を
読
者
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
掲
載
し
た
（
表

２
）。

　
「
内
国
税
ノ
重
キ
ハ
我
国
ヨ
リ
重
キ
ハ
ナ
ク
海
関
税
ノ
軽
キ
ハ
我
国
ヨ
リ
軽
キ
ハ
ナ
シ
」
と
い
う
現
状
を
『
国

民
経
済
雑
誌
』
の
読
者
に
対
し
て
明
確
に
し
、
税
権
回
復
に
よ
っ
て
諸
税
の
減
少
に
結
び
つ
き
、
重
税
が
軽
減
さ

れ
る
こ
と
を
予
測
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
読
者
に
対
し
条
約
改
正
の
主
意
は
税
権
回
復
で
あ
り
、
税
制
改
正
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
認
識
さ
せ
よ
う
と
つ
と
め
た
の
で
あ
っ
た
�

。

　

②
東
京
商
工
会
の
建
議
書

　

政
府
の
諮
問
機
関
の
性
格
が
強
く
規
定
さ
れ
た
東
京
商
工
会
も
、
東
京
商
法
会
議
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
条
約

改
正
推
進
の
た
め
の
建
議
案
を
ま
と
め
、
建
議
書
を
提
出
し
た
�

。
そ
れ
は
「
東
西
ノ
文
化
其
度
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ

以
テ
西
人
嘗
テ
東
洋
諸
国
ニ
対
ス
ル
一
種
ノ
変
則
ヲ
執
リ
テ
我
国
交
ヲ
定
ム
ル
ノ
基
礎
ヲ
立
テ
爾
来
沿
襲
シ
テ

以
テ
今
日
至
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
之
ヲ
改
正
シ
テ
独
立
国
ノ
面
目
ヲ
保
全
セ
ン
ト
セ
バ
先
ヅ
我
国
ノ
東
洋
諸
国
ニ
異

ナ
ル
ヲ
表
シ
、（
略
）
諸
外
国
ノ
信
憑
ヲ
鞏
ク
シ
、
従
来
事
実
ノ
如
何
ヲ
弁
ゼ
ズ
漫
ニ
東
洋
ノ
二
字
ヲ
把
リ
来
リ

国名 内国税 関税 雑入 計 関税の歳入に対する割合
日本 43,884,362円 1,395,824円 4,460,171円 49,724,357円 0.29
英吉利 137,320,000 99,845,000 161,651,495 398,816,495 2.50
英領加拿他 4,941,897 12,546,987 4,570,390 22,059,274 15.98
仏蘭西 271,699,360 56,604,000 230,332,201 558,635,561 1.01
米合衆国 110,581,624 130,170,680 17,011,474 257,763,778 5.05

表２　日本及び欧米各国の税表

『東京経済雑誌』第13号、1879年10月30日、442頁。
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テ
我
国
ヲ
軽
侮
シ
タ
ル
外
人
ノ
妄
念
ヲ
破
ラ
ザ
ル
可
ラ
ズ
」
の
思
い
が
強
く
、
法
権
税
権
を
回
復
す
る
ど
こ
ろ
か
、
内
地
雑
居
を
求
め
る
改

正
内
容
に
憤
懣
や
る
か
た
な
い
想
い
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
�

。
税
率
の
改
正
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
幕
末
に
定
ま
っ
た
海

関
税
の
税
率
は
「
当
時
貿
易
事
務
ニ
経
験
ナ
キ
人
々
ノ
手
ニ
成
ル
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
過
重
ノ
税
ヲ
輸
入
品
ニ
賦
課
シ

テ
遂
ニ
彼
我
ノ
貿
易
ヲ
害
」
す
る
の
で
、「
之
ヲ
永
年
ニ
保
続
ス
ル
ハ
豈
当
然
ノ
事
ナ
ラ
ン
ヤ
」
な
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
各
国
と
比
べ

て
「
至
軽
ノ
関
税
ヲ
増
加
シ
テ
過
重
ノ
地
租
ヲ
軽
減
シ
以
テ
租
税
ノ
平
均
ヲ
保
ツ
ハ
国
家
経
済
ノ
良
計
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
第
三
に
は
「
現
行
ノ
輸
入
税
率
ヲ
相
当
ノ
度
ニ
改
ム
ル
ト
同
時
ニ
現
ニ
存
ス
ル
所
ノ
輸
出
税
ハ
一
切
廃
止
セ
ン
ト
欲
」
し
、
こ
の
よ
う

な
改
正
を
行
え
ば
「
結
局
貿
易
ヲ
昌
盛
ナ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
建
言
書
の
内
容
は
税
権
の
回
復
だ
け
で
な

く
、
東
京
商
工
会
は
「
全
国
ノ
内
地
雑
居
ヲ
許
ス
」
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
「
寧
ロ
一
時
ニ
全
国
ヲ
開
キ
去
来
外
人
ノ
自
由
ニ

任
セ
テ
我
国
寛
大
ノ
量
ヲ
外
人
ニ
示
ス
」
こ
と
が
得
策
で
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
視
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

③
東
京
商
業
会
議
所
の
海
関
税
に
関
す
る
答
申

　

一
八
九
〇
年
帝
国
議
会
が
設
置
さ
れ
、
近
代
国
家
と
し
て
条
約
改
正
実
現
の
た
め
の
問
題
点
が
帝
国
議
会
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、

海
関
税
法
案
が
衆
議
院
議
員
栗
原
亮
一
に
よ
っ
て
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
�

。
こ
の
法
案
内
容
は
、
あ
ら
か
じ

め
国
定
税
率
を
画
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
主
税
局
長
は
、
同
法
案
附
属
海
関
税
率
表
に
関
し
て
、
東
京
商
業
会
議
所
の
意
見
を
参
照
し
た

い
と
諮
問
を
発
し
た
�

。
そ
の
答
申
ま
で
に
は
三
年
ほ
ど
時
間
を
要
し
、
会
議
所
は
慎
重
に
検
討
を
重
ね
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
に

答
申
が
行
わ
れ
た
�

。
海
関
税
率
に
は
普
通
税
率
と
条
約
税
率
の
二
つ
が
あ
り
、
前
者
は
国
法
を
も
っ
て
制
定
し
、
後
者
は
条
約
上
協
定
す

る
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
は
そ
れ
ま
で
普
通
税
率
が
な
か
っ
た
た
め
、
海
関
税
税
率
答
申
と
合
わ
せ
て
、「
普
通
海
関
税
法
ノ
制
定
ヲ
希
望

ス
ル
儀
ニ
付
請
願
」
も
行
わ
れ
た
。

　

一
八
九
二
年
に
入
り
、
外
務
大
臣
に
陸
奥
宗
光
が
就
任
す
る
と
条
約
改
正
交
渉
の
機
運
が
再
び
高
ま
っ
た
。
陸
奥
は
、
一
八
九
〇
年
東
京

商
業
会
議
所
条
例
制
定
時
に
農
商
務
大
臣
を
つ
と
め
、「
商
業
会
議
所
な
る
も
の
の
国
家
経
済
上
の
政
務
に
つ
い
て
も
、
最
も
必
要
な
る
機

関
た
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と
も
あ
っ
た
�

。
陸
奥
は
東
京
商
業
会
議
所
の
重
要
性
を
認
識
し
つ
つ
、
税
権
回
復
の
重
要
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性
を
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
陸
奥
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
主
要
輸
入
品
に
対
し
、
従
価
一
割
見
当
の
片
務
的
関

税
協
定
を
許
し
た
。
相
手
国
船
舶
に
対
し
、
旧
開
港
場
間
に
お
け
る
沿
岸
貿
易
も
許
与
し
、
国
定
関
税
改
正
の
場
合
に
は
、
六
ヶ
月
前
に
こ

れ
を
公
布
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
た
�

。

　

陸
奥
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
日
英
通
商
航
海
条
約
は
、
法
権
回
復
が
主
眼
で
あ
っ
た
。
日
本
は
東
洋
諸
国
の
中
で
、
は
じ
め
て
欧
米
諸
国

と
対
等
な
法
権
上
の
地
位
を
持
つ
国
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
全
面
的
な
税
権
回
復
に
は
い
た
ら
ず
、
税
権
回
復
は
一
九
一
一
年
ま
で
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

む
す
び
　
―
戦
前
期
の
政
策
過
程
へ
の
一
側
面
―

　

先
進
国
で
あ
る
西
欧
諸
国
に
追
い
つ
く
た
め
に
も
、明
治
政
府
に
お
い
て
経
済
成
長
は
、政
治
的
成
熟
の
為
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
、
国
策
と
し
て
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
政
府
施
策
に
対
す
る
東
京
商
工
会
議
所
の
多
面
的
な
活
動

は
、
主
に
経
済
史
の
分
野
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
日
本
の
政
治
的
近
代
化
に
関
す
る
視
点
、

分
析
は
必
ず
し
も
見
受
け
ら
れ
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
近
代
日
本
成
立
過
程
に
お
い
て
、
経
済
界
出
身
の
政
治
家

な
ら
び
に
関
係
す
る
圧
力
団
体
の
代
表
機
関
で
あ
っ
た
東
京
商
法
会
議
所
、
東
京
商
工
会
、
そ
の
後
進
の
東
京
商
業
会
議
所
の
提
言
活
動
に

焦
点
を
絞
り
、
検
討
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
現
在
の
東
京
商
工
会
議
所
の
前
身
組
織
と
し
て
東
京
商
法
会
議
所
、
東
京
商
工
会
、
東
京
商
業
会
議
所
の
設
立
と
活
動
に
つ
い
て
紹

介
し
、
同
時
代
の
諸
外
国
の
状
況
に
つ
い
て
も
概
観
し
た
。

　

次
に
日
本
の
近
代
政
治
過
程
研
究
に
お
い
て
、
商
工
会
議
所
に
関
し
て
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
例
と
し
て
、
条
約
改
正
過
程
に
つ
い
て

検
討
し
た
。
商
工
会
議
所
や
会
員
た
ち
に
と
っ
て
は
関
税
自
主
権
の
回
復
は
切
実
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
明
治
政
府
以
降
推
進
さ
れ

た
政
治
的
近
代
化
と
い
え
る
封
建
的
な
身
分
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
政
治
活
動
・
経
済
活
動
を
自
由
に
行
う
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
関
税
自
主
権
回
復
を
求
め
る
そ
の
姿
勢
は
、
本
論
文
で
紹
介
し
た
政
府
へ
の
建
言
書
や
副
申
に
つ
い
て
、
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熱
心
に
取
り
組
ん
だ
様
子
か
ら
も
見
受
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
論
文
は
、
事
例
研
究
と
し
て
政
治
の
場
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
商
工
会
議
所
の
提
言
活
動
の
紹
介
を
中
心
に
行
っ
た
。
そ
し
て
、

商
工
会
議
所
は
日
本
近
代
化
の
一
側
面
と
し
て
商
工
業
者
の
世
論
を
つ
く
る
場
と
し
て
の
役
割
を
担
う
機
関
で
あ
り
、
商
工
会
議
所
設
立
要

因
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
。
こ
の
よ
う
な
商
工
会
議
所
の
提
言
活
動
を
検
討
す
る
文
脈
が
、
今
後
、
政
治
の
世
界
に
お
い
て
も
、

経
済
団
体
の
提
言
活
動
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
方
策
の
一
つ
に
な
り
え
な
い
か
と
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
検
討
の
結
果
、
関
税
自
主
権
回
復
と
い
う
開
国
以
来
の
長
年
の
懸
案
事
項
に
つ
い
て
、
商
業
会
議
所
に
よ
る
建
言
書
提
出
や
政
府

か
ら
の
諮
問
に
対
し
て
答
申
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
政
府
、
外
務
省
、
農
商
務
省
な
ど
の
諮
問
機
関
と
し
て
の
活
動
内

容
で
あ
っ
た
。
こ
の
商
業
会
議
所
の
活
動
は
、
設
置
誘
導
を
図
っ
た
伊
藤
や
大
隈
の
狙
い
通
り
と
い
え
る
活
動
で
あ
り
、
政
治
的
近
代
化
の

端
緒
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　　
　
〈
謝
辞
〉
本
論
文
は
大
東
文
化
大
学
経
済
研
究
所
に
よ
る
支
援
を
受
け
て
い
る
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

註⑴　

中
間
組
織
分
析
に
お
い
て
、具
体
的
対
象
と
し
て
商
業
会
議
所
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
松
本
貴
典
「
工
業
化
過
程
に
お
け
る
中
間
組
織
の
役
割
」

社
会
経
済
史
学
会
編
『
社
会
経
済
史
学
の
課
題
と
展
望
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収
）。

⑵　

上
林
良
一
、
喜
多
靖
郎
訳
『
統
治
過
程
論
』
法
律
文
化
社
、
一
九
八
四
年
、A

.F. B
entley, The Process of G

overnm
ent: A Study of Social 

Pressures. The U
niversity of C

hicago Press

：C
hicago, 1908. 

⑶　

D
avid B

. Trum
an, The G

overnm
ental Process: Political Interests and Public O

pinion, K
nopf

：N
ew

 York, 1951.

⑷　

上
林
は
、
政
治
の
考
察
が
「
政
治
主
体
が
国
家
ま
た
は
政
府
を
中
心
と
し
た
政
治
の
次
元
が
社
会
集
団
の
活
動
に
ま
で
下
降
あ
る
い
は
拡
大
し
て
き

た
」
こ
と
に
注
目
し
、
圧
力
団
体
の
台
頭
に
注
目
し
た
（
上
林
良
一
『
圧
力
団
体
論
』
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
、
一
頁
）。
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⑸　

内
田
は
ア
メ
リ
カ
政
治
を
「
圧
力
団
体
政
治
」
と
特
徴
づ
け
、
圧
力
団
体
に
よ
る
活
発
な
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
に
注
目
す
る
ア
メ
リ
カ
政
治
の
動
向
に

つ
い
て
分
析
を
す
す
め
た
（
内
田
満
『
ア
メ
リ
カ
圧
力
団
体
の
研
究
』
三
一
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
一
五
頁
）。

⑹　

内
田
・
前
掲
書
、
四
三
頁
（
参
照　

V. O
. K

ey , Jr., Politics, Parties and Pressure G
roups, 3

rd  ed, T.Y. G
row

ell: N
ew

 York, 1953, pp.105-

106
）。  

⑺　

村
松
岐
夫
・
伊
藤
光
利
・
辻
中
豊
『
戦
後
日
本
の
圧
力
団
体
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
六
年
、
九
‐
一
六
頁
（
代
表
的
研
究
書
は
次
の
通
り
。

大
山
郁
夫
『
現
代
日
本
の
政
治
過
程
』
改
造
社
、
一
九
二
五
年
、
大
山
郁
夫
『
政
治
の
社
会
的
基
礎
』
同
人
社
書
店
、
一
九
二
三
年
、
蠟
山
政
道
『
政

治
学
の
任
務
と
対
象
』
厳
松
堂
書
店
、
一
九
二
五
年
、
大
石
兵
太
郎
『
政
治
学
汎
論
』
南
郊
社
、
一
九
三
七
年
。
大
石
兵
太
郎
『
政
治
学
の
根
本
問
題
』

有
斐
閣
、
一
九
三
九
年
、
丸
山
眞
男
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
未
来
社
、
一
九
六
四
年
、
松
下
圭
一
『
現
代
日
本
の
政
治
的
構
成
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
六
二
年
、
大
嶽
秀
夫
『
現
代
日
本
の
政
治
権
力
経
済
権
力
』
三
一
書
房
、
一
九
七
九
年
、
村
松
・
伊
藤
・
辻
中
・
前
掲
書
）。

⑻　

辻
中
豊
「
日
本
に
お
け
る
利
益
団
体
の
形
成
と
組
織
状
況
」
北
九
州
大
学
『
法
政
論
集
』
第
一
二
号
第
一
号
、
一
九
八
四
年
、
二
三
四
‐
二
三
五
頁

（
同
じ
表
現
は
、
前
掲
『
戦
後
日
本
の
圧
力
団
体
』
一
七
頁
に
も
あ
る
）。

⑼　

高
橋
清
吾
は
『
現
代
政
治
の
科
学
的
観
測
』
に
お
い
て
、
ビ
ア
ー
ド
（C

harles A
ustin B

eard

）
の
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
経
済
的
集
団
に
よ
る
経
済
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
樹
立
要
求
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
た
。「
経
済
集
団
の
み
が
立
法
部
の
構
成
に
於
て
考
慮
せ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
観
念
に
は
一
面
の
真
実
し
か
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
民
衆
は
総
て
の
事
柄
に
於
て
、
否
多
く
の
事
柄
に
於
て
さ
へ
も
、
平
等

で
も
な
け
れ
ば
同
一
で
も
な
い
も
ち
ろ
ん
、
同
一
職
業
に
従
事
す
る
人
々
や
、
同
種
類
の
財
産
を
有
す
る
人
々
は
共
同
の
利
害
を
有
す
る
か
ら
、
彼
等

は
自
然
に
、
彼
等
の
圧
力
を
政
府
に
加
へ
ん
が
た
め
に
多
少
協
働
す
る
」（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
二
六
年
、
二
九
五
‐
二
九
六
頁
、C

harles 

A
ustin B

eard, Am
erican G

overnm
ent and Politics, 4

th ed., M
acm

illan: N
ew

 York, 1924, pp.16

‐37

）。
石
田
雄
は
、
政
治
的
経
済
的
に
欧
米
と

は
異
な
る
日
本
の
「
政
党
政
治
」
が
、「
憲
政
の
常
道
」
の
名
の
下
に
い
か
に
し
て
重
要
な
政
治
上
の
課
題
と
な
り
え
た
か
に
つ
い
て
具
体
的
構
造
分

析
を
行
っ
た
。
石
田
に
よ
る
と
、
政
党
内
閣
に
よ
り
政
治
が
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
第
一
次
護
憲
運
動
期
以
降
、「
閥
族
打
破
・
憲
政
擁
護
」
が
大

衆
的
な
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
り
、
主
要
な
政
治
争
点
と
な
っ
た
と
い
う
分
析
が
行
わ
れ
た
（
石
田
雄
『
近
代
日
本
政
治
構
造
の
研
究
』
未
来
社
、

一
九
五
六
年
、
一
三
一
‐
二
四
六
頁
）。
ま
た
、
市
民
政
治
と
政
界
政
治
の
「
間
」
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
利
益
集
団
の
実
証
的
分
析
研
究
を
継
続
し

て
い
る
辻
中
豊
に
お
い
て
も
、
利
益
団
体
噴
出
の
第
一
期
を
一
九
二
〇
年
ご
ろ
ま
で
と
分
類
し
て
い
る
。
辻
中
は
一
八
九
〇
年
代
ま
で
に
設
立
さ
れ
た

団
体
と
政
党
の
結
合
を
恐
れ
た
政
府
に
よ
っ
て
法
や
補
助
金
の
網
が
か
ぶ
せ
ら
れ
た
（
商
業
会
議
所
条
例
一
八
九
〇
年
）
こ
と
を
指
摘
し
た
（
辻
中
豊

『
利
益
集
団
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
七
一
頁
）。
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⑽　
 

渋
沢
青
淵
記
念
財
団
竜
門
社
編
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
一
七
巻
、
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
刊
行
会
、
一
九
五
七
年
、
五
‐
一
九
頁
。
渋
沢
は
、

後
年
、
商
法
会
議
所
の
設
立
の
理
由
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（
青
渕
先
生
〔
筆
者
注
・
渋
沢
栄
一
〕、「
商
業
会
議
所
に
就
て
」『
龍
門
雑
誌
』
第

四
五
一
号
、
一
九
二
六
年
、
一
七
‐
一
九
頁
）。

⑾　

一
八
七
八
年
八
月
一
日
の
初
会
合
で
会
頭
、
副
会
頭
に
選
ば
れ
た
の
は
、
次
の
諸
氏
で
あ
る
。
会
頭
：
渋
沢
栄
一
、
第
一
副
会
頭
：
福
地
源
一
郎
、

第
二
副
会
頭
：
益
田
孝
、
内
国
商
業
事
務
委
員
：
三
野
村
利
助
、
渋
沢
喜
作
、
益
田
孝
、
渋
沢
栄
一
、
竹
中
邦
香
、
外
国
貿
易
事
務
委
員
：
大
倉
喜
八

郎
、
益
田
孝
、
中
山
譲
治
、
岸
田
吟
香
、
堀
越
角
次
郎
、
運
輸
及
船
舶
事
務
委
員
：
岩
崎
弥
太
郎
、
吉
村
吉
兵
衛
、
川
崎
正
蔵
、
笠
野
熊
吉
、
岸
田
吟

香
、
議
事
規
則
取
調
委
員
：
福
地
源
一
郎
、
成
島
柳
北
、
渋
沢
栄
一
、
益
田
孝
、
栗
本
鋤
雲
。
さ
ら
に
一
八
八
一
年
二
月
の
定
式
会
議
に
お
い
て
、
工

業
事
務
委
員
と
農
業
事
務
委
員
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
選
任
さ
れ
、
お
お
む
ね
商
工
業
の
全
部
門
と
そ
れ
に
関
連
深
い
農
業
部
門
を
包
括
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
工
業
事
務
委
員
：
松
尾
儀
助
、
中
山
譲
治
、
森
村
市
太
郎
、
林
徳
左
衛
門
、
粂
野
伝
平
、
農
業
事
務
委
員
：
津
田
仙
、
柴
崎
守
三
、
米
倉
一
平
、

渋
沢
栄
一
、
渋
沢
喜
作
（「
東
京
商
法
会
議
所
の
第
一
集
会
」『
東
京
日
日
新
聞
』
一
八
七
八
年
八
月
三
日
）。

⑿　

 

「
一
、
明
治
大
帝
と
先
生
と
の
御
接
触
に
就
て
」『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
別
巻
五
、
談
話
（
雨
夜
譚
会
第
二
〇
回
、
一
九
二
八
年
一
月
二
四
日
）、

六
五
四
頁
。
前
掲
「
商
業
会
議
所
に
就
て
」『
龍
門
雑
誌
』
第
四
五
一
号
。
大
隈
は
「
外
交
の
初
陣
」
と
し
て
パ
ー
ク
ス
と
外
交
交
渉
を
行
い
、
パ
ー

ク
ス
を
し
て
「
日
本
の
外
交
吏
に
対
し
て
少
し
く
尊
敬
の
意
を
加
え
た
る
も
の
ゝ
如
し
」
と
言
わ
し
め
た
（
日
本
史
籍
協
会
編
『
大
隈
侯
昔
日
譚
』
一
、

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
三
年
（
一
九
七
七
年
復
刻
）、
二
八
二
‐
二
九
〇
頁
）
本
論
文
は
復
刻
版
を
使
用
。

⒀　

東
京
商
工
会
議
所
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
東
京
商
工
会
議
所
百
年
史
』、
東
京
商
工
会
議
所
、
一
九
七
九
年
、
四
九
頁
。

⒁　

春
畝
公
〔
筆
者
注
・
伊
藤
博
文
〕
追
頒
會
著
刊
『
伊
藤
博
文
伝
』
中
巻
、
一
九
四
〇
年
、
一
八
二
‐
一
八
四
頁
。

⒂　

永
田
正
臣
『
明
治
期
経
済
団
体
の
研
究
』
日
本
労
働
通
信
社
、
一
九
六
七
年
、
一
三
八
頁
。

⒃　

東
京
商
工
会
創
立
委
員
は
、
荘
田
平
五
郎
、
渋
沢
栄
一
、
益
田
克
徳
、
梅
浦
精
一
、
柴
崎
守
三
、
渡
辺
治
右
衛
門
、
小
室
信
夫
の
七
名
で
あ
っ
た
。

創
立
総
会
で
会
頭
：
渋
沢
栄
一
、
副
会
頭
：
益
田
孝
、
幹
事
：
益
田
克
徳
、
小
室
信
夫
、
梅
浦
精
一
が
選
出
さ
れ
た
（「
商
工
業
会
の
創
立
」「
聯
合
商

工
会
」『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
八
巻
第
一
八
二
号
、
一
八
八
三
年
九
月
）。

⒄　

東
京
商
工
会
規
程
「
第
一
一
条
本
会
ノ
事
務
ハ
左
ノ
三
項
ト
ス　

第
一
項
議
事　

本
会
ノ
意
見
又
ハ
会
外
ヨ
リ
寄
草
セ
ル
考
案
ヲ
（
本
会
ノ
同
意
ニ

ヨ
リ
テ
本
会
ノ
意
見
ト
シ
テ
）
諸
官
衙
ニ
建
議
ス
ル
モ
ノ
及
ヒ
諸
官
衙
ヨ
リ
本
会
ヘ
諮
問
セ
ラ
レ
タ
ル
事
項
ニ
対
シ
之
ニ
復
申
ス
ル
モ
ノ　

第
二
項
調

査　

前
項
議
事
ノ
模
様
ニ
ヨ
リ
テ
実
際
ノ
事
情
ヲ
詳
明
ス
ル
為
メ
臨
時
之
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
及
ヒ
報
告
ノ
材
料
ニ
供
ス
ル
為
メ
常
ニ
之
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ　

第
三
項
報
告　

之
ヲ
大
別
シ
テ
左
ノ
四
項
ト
ス　

第
一
商
業
ノ
景
況　

第
二
工
業
ノ
景
況　

第
三
金
融
ノ
景
況　

第
四
運
輸
ノ
景
況　

以
上
ノ
四
項
ハ
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毎
月
又
ハ
毎
半
年
適
当
ノ
時
限
ヲ
定
メ
其
提
要
ト
細
節
ト
ヲ
記
載
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
議
事
ノ
模
様
ニ
ヨ
リ
テ
特
ニ
報
告
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
例
外
タ

ル
ヘ
シ
」（
商
業
会
議
所
連
合
会
編
刊
『
日
本
商
業
会
議
所
之
過
去
及
現
在
』
一
九
二
四
年
、
一
四
‐
一
九
頁
）。

⒅　

東
京
商
業
会
議
所
条
例
第
一
九
条
（
会
議
所
ノ
経
費
ハ
会
員
ノ
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
者
ヨ
リ
徴
集
ス
其
徴
集
方
法
ハ
会
議
所
ノ
議
決
ヲ
以
テ
地
方
長
官

ヲ
経
由
シ
農
商
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ　

経
費
ヲ
納
期
ニ
納
メ
サ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
其
他
ノ
地
方
税
収
入
役
ニ
嘱
託
シ
テ
之
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
）。

⒆　

会
頭
：
渋
沢
栄
一
、
副
会
頭
：
益
田
孝
、
奥
三
郎
兵
衛
、
常
議
員
：
益
田
克
徳
、
伊
井
吉
之
助
、
中
沢
彦
吉
、
太
田
実
、
小
林
義
則
、
辻
粂
吉
、
中

野
武
営
（『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
五
八
二
号
、
一
八
九
一
年
七
月
）。

⒇　

前
掲
書
『
明
治
期
経
済
団
体
の
研
究
』
二
五
二
‐
二
五
六
頁
。

�　

前
掲
書
『
東
京
商
工
会
議
所
百
年
史
』
五
九
‐
六
四
頁
。

�　

前
掲
書
『
東
京
商
工
会
議
所
百
年
史
』
四
六
頁
。

�　

高
瀬
千
波
編
『
各
国
の
商
業
会
議
所
』
東
京
商
工
経
済
会
、
一
九
四
六
年
。
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
野
村
啓
介
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
商
業
会

議
所
制
度
―
あ
る
地
域
権
力
の
歴
史
的
正
確
性
の
変
遷
」（『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
一
二
号
、
東
北
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
四

年
、
一
‐
一
二
頁
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

�　

山
口
和
雄
『
明
治
前
期
経
済
の
分
析
』
増
補
版
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
三
年
、
二
八
三
‐
二
八
七
頁
、
三
二
八
‐
三
三
五
頁
。

�　

土
屋
喬
雄
、
玉
城
肇
訳
『
ペ
ル
リ
提
督
日
本
遠
征
記
』（
二
）、
岩
波
書
店
、
岩
波
文
庫
青
版
四
二
二
‐
二
、二
〇
〇
三
年
、
二
四
〇
頁
。

�　

日
米
修
好
通
商
条
約
締
結
、
一
八
五
八
（
安
政
五
）
年
。

�　

一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
一
一
月
、
外
務
卿
寺
島
宗
則
は
、
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
条
約
改
正
交
渉
開
始
を
上
申
し
、
翌
一
八
七
六
年
に
交
渉
を
開

始
し
た
。
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
七
月
に
日
米
新
通
商
条
約
の
成
立
を
み
た
。
日
本
の
関
税
自
主
権
承
認
、
輸
出
税
の
廃
止
、
領
事
裁
判
権
の
確

認
、
日
本
沿
海
の
貿
易
圏
の
日
本
独
占
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
同
条
約
一
一
条
で
こ
の
条
約
の
実
施
は
他
国
が
こ
れ
と
同
等
の
条
約
を

締
結
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
と
規
定
し
て
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
同
意
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
新
条
約
実
施
は
困
難
で
あ
っ
た
（
犬
塚
孝
明

『
ニ
ッ
ポ
ン
青
春
外
交
官
』
日
本
放
送
出
版
協
会
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）
二
〇
〇
六
年
、
一
六
六
‐
一
七
一
頁
）。

�　

前
掲
「
商
業
会
議
所
に
就
て
」『
龍
門
雑
誌
』
第
四
五
一
号
。

�　

鳥
海
靖
の
研
究
は
次
の
通
り
「
初
期
議
会
お
け
る
自
由
党
の
構
造
と
機
能
」『
歴
史
学
研
究
』
二
五
五
、一
九
六
一
年
、「
帝
国
議
会
開
設
に
至
る
『
民

党
』
の
形
成
」『
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
科
学
紀
要
』
二
八
、一
九
六
三
年
、「
鉄
道
敷
設
設
立
に
至
る
鉄
道
期
成
同
盟
会
の
圧
力
活
動
」『
東
京
大
学
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教
養
学
部
人
文
科
学
紀
要
』
四
三
、一
九
六
七
年
。
坂
野
潤
治
の
研
究
は
『
明
治
憲
法
体
制
の
確
立
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
な
ど
が
あ
る
。

さ
ら
に
升
味
準
之
輔
の
『
日
本
政
党
史
論
』
第
二
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
が
あ
る
。
稲
生
典
太
郎
『
条
約
改
正
論
の
歴
史
的
展
開
』
小

峯
書
店
、
一
九
七
五
年
。
小
宮
一
夫
『
条
約
改
正
と
国
内
政
治
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
。

�　

資
料
分
析
の
結
果
、
寺
島
宗
則
、
井
上
馨
の
条
約
改
正
交
渉
を
行
政
権
回
復
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
と
し
て
解
釈
し
、
そ
の
挫
折
か
ら
法
権
回
復
交
渉

へ
と
跳
躍
し
た
と
し
て
、
そ
の
経
緯
と
帰
結
が
描
か
れ
て
い
る
（
五
百
旗
部
薫
『
条
約
改
正
史
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
一
一
‐
二
〇
頁
）。

�　

東
京
商
工
会
残
務
整
理
委
員
編
纂
、『
東
京
商
工
会
沿
革
始
末
』、
東
京
商
工
会
、
出
版
年
不
明
、
東
京
大
学
経
済
学
図
書
館
所
蔵
。

�　

前
掲
書
『
東
京
商
工
会
沿
革
始
末
』
一
七
頁
。

�　

前
掲
書
『
東
京
商
工
会
沿
革
始
末
』
一
七
‐
一
八
頁
。

�　

前
掲
書
『
東
京
商
工
会
沿
革
始
末
』
一
八
頁
。

�　

前
掲
書
『
東
京
商
工
会
沿
革
始
末
』
一
六
‐
一
七
頁
。

�　

前
掲
書
『
東
京
商
工
会
沿
革
始
末
』
一
七
頁
。

�　

同
前
。

�　
「
東
京
商
法
会
議
所
の
建
言
」『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
一
三
号
、
一
八
七
九
年
一
〇
月
一
三
日
、
四
四
一
頁
、「
条
約
改
正
建
言
書　

前
号
ノ
続
キ
」『
東

京
経
済
雑
誌
』
第
一
四
号
、
一
八
七
九
年
一
一
月
一
五
日
、
四
七
八
頁
。『
東
京
経
済
雑
誌
』
は
印
刷
元
の
経
済
雑
誌
社
と
択
善
会
の
契
約
に
よ
り
、

あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
部
数
を
買
い
上
げ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
銀
行
、
大
蔵
省
関
係
機
関
、
そ
の
他
の
官
庁
な
ど
を
中
心
と
し
た
読
者
層
に

加
え
、
個
人
読
者
の
存
在
が
あ
っ
た
。『
東
京
経
済
雑
誌
』
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
と
し
て
は
、
有
山
輝
雄
「
経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
『
東

京
経
済
雑
誌
』」、
杉
原
四
郎
、
岡
田
和
喜
編
『
田
口
卯
吉
と
東
京
経
済
雑
誌
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
五
年
、
三
〇
九
‐
三
三
八
頁
が
詳
し
い
。

�　
「 

条
約
改
正
」『
東
京
経
済
雑
誌
』
第
一
五
号
一
八
七
九
年
一
一
月
二
九
日
、
四
九
六
頁
。

�　
「
東
京
商
工
会
議
事
要
件
録
」
第
二
一
号
、
一
八
八
六
年
一
〇
月
、
六
八
‐
九
八
頁
（『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
一
八
巻
、
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
刊

行
会
、
一
九
五
八
年
、
五
四
三
‐
五
四
九
頁
よ
り
再
引
用
）。

�　
「
今
条
約
ヲ
改
正
ス
ル
ニ
当
リ
本
会
ノ
最
モ
熱
心
ニ
希
望
ス
ル
所
ノ
要
点
ハ
乃
チ
邦
税
二
権
ノ
全
部
ヲ
挙
ゲ
テ
我
ニ
収
取
ス
ル
ニ
在
リ
、
若
シ
只
一

部
ノ
収
取
ニ
止
マ
ル
時
ハ
仮
令
改
正
ノ
名
ア
ル
モ
決
シ
テ
其
実
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
、
而
シ
テ
今
此
法
税
二
権
ヲ
全
収
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
我
法
制
ヲ
釐
正
ス

ル
ハ
固
ヨ
リ
甚
ダ
緊
要
ナ
ル
ベ
シ
ト
雖
モ
、
別
ニ
一
大
事
ノ
断
行
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
、
何
ゾ
ヤ
外
人
ニ
内
地
雑
居
ヲ
許
ス
事
是
ナ
リ
」（
同
前
、

五
四
四
頁
）。
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�　
「
第
六
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
」『
官
報
号
外
』
第
一
〇
号
、
内
閣
官
報
局
、
二
五
六
頁
、
一
八
九
四
年
五
月
二
七
日
、「
帝
国
議
会
衆
議

院
議
事
速
記
録
」『
同
前
』
一
一
号
、
二
五
七
頁
、
国
立
国
会
図
書
館
議
会
官
庁
資
料
室
所
蔵
。

�　
「
一
海
関
税
率
ノ
儀
ニ
付
、
大
蔵
省
主
税
局
長
ヨ
リ
諮
問
ノ
件
」『
第
一
回
東
京
商
業
会
議
所
事
務
報
告
』
六
頁
、
一
八
九
二
年
四
月
（『
渋
沢
栄
一

伝
記
資
料
』
第
二
〇
巻
、
一
九
五
八
年
、
五
三
一
頁
）。
当
時
の
主
税
局
長
は
、
田
尻
稲
次
郎
で
あ
っ
た
。

�　
「
一
海
関
税
率
ノ
儀
ニ
付
、
大
蔵
省
主
税
局
長
ヨ
リ
諮
問
ノ
件
」『
第
四
回
東
京
商
業
会
議
所
事
務
報
告
』
九
‐
一
八
頁
、
一
八
九
五
年
四
月
（『
渋

沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
二
〇
巻
、
五
三
一
‐
五
四
二
頁
）。
答
申
時
の
主
税
局
長
は
目
賀
田
種
太
郎
で
あ
っ
た
。

�　

商
業
会
議
所
条
例
、
一
八
九
〇
年
九
月
一
二
日
に
公
布
、
同
条
例
施
行
規
則
、
同
年
同
月
一
八
日
約
定
。
直
後
の
同
月
二
〇
日
、
陸
奥
農
商
務
大
臣

は
商
工
業
者
を
農
商
務
省
に
招
き
、
条
例
制
定
の
由
来
と
商
業
会
議
所
が
商
工
業
社
会
に
必
要
な
所
以
を
反
復
説
示
し
た
と
い
う
（
高
城
元
監
修
、
依

田
信
太
郎
編
『
東
京
商
工
会
議
所
八
十
五
年
史
』
上
巻
、
一
九
六
六
年
、
五
三
二
頁
。
説
示
の
内
容
は
五
一
八
‐
五
一
九
頁
）。

�　

外
務
省
監
修
『
通
商
条
約
と
通
商
政
策
の
変
遷
』（
条
約
改
正
関
係
日
本
外
交
文
書
別
冊
）、
世
界
経
済
調
査
会
、
一
九
五
一
年
、
二
‐
三
頁
。



─ 172 ─

「
日
本
法
政
学
会
と
私
」

【
特
別
講
演
】

　

本
特
別
講
演
の
理
趣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

司
会　
　

林　
　
　

弘　

正

一
、
志
學
館
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
一
一
六
回
総
会
お
よ
び
研
究
会
の
際
、
企
画
委
員
会
に
お
い
て
第
一
一
七
回
研
究
会
は
個
人
報
告
の
み

で
開
催
と
の
提
案
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
一
七
回
研
究
会
開
催
校
武
蔵
野
大
学
寺
崎
修
学
長
は
、
数
年
来
理
事
会
で
有
明
新
キ
ャ
ン
パ
ス

開
学
を
当
番
校
の
条
件
と
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
寺
崎
理
事
の
熱
い
情
熱
に
も
応
え
る
べ
く
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
な
い
し
特
別
講
演
を
開
催
致

し
た
い
と
考
え
、
そ
の
後
の
企
画
委
員
会
に
お
い
て
本
特
別
講
演
「
日
本
法
政
学
会
と
私
」
を
提
案
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

　

近
時
の
理
事
長
経
験
者
の
先
生
方
の
特
別
講
演
と
し
て
は
、
第
九
二
回
総
会
お
よ
び
研
究
会
で
の
堀
江
湛
先
生
の
「
二
一
世
紀
の
日
本
の

政
府
像
：
果
断
で
迅
速
な
政
策
形
成
と
議
会
政
治
の
実
現
」（
法
政
論
叢
三
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
））
及
び
第
一
一
二
回
総
会
お
よ
び
研

究
会
で
の
石
堂
功
卓
先
生
の
「
裁
判
員
裁
判
の
現
状
と
課
題
：
施
行
一
年
を
振
り
返
っ
て
」（
法
政
論
叢
四
七
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
））
が

記
憶
に
あ
り
ま
す
。

　

本
特
別
講
演
は
、
現
在
も
教
育
職
と
し
て
御
活
躍
の
理
事
長
経
験
者
御
三
方
か
ら
私
た
ち
後
輩
研
究
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
頂
き
、
創
設

六
〇
周
年
を
迎
え
る
日
本
法
政
学
会
の
次
な
る
飛
躍
へ
の
一
歩
と
致
し
た
い
と
考
え
企
画
致
し
ま
し
た
。

藤　

井　

德　

行　

先
生

古　

橋　

エ
ツ
子　

先
生

藤　

田　

弘　

道　

先
生
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日
本
法
政
学
会
の
今
日
の
円
滑
な
運
営
は
、
歴
代
理
事
長
及
び
事
務
局
長
の
連
携
と
会
員
諸
兄
姉
の
尽
力
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
六
年
余
の

時
間
を
振
り
返
り
、
現
理
事
長
及
び
事
務
局
長
を
会
員
一
同
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
今
後
一
層
の
発
展
を
期
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

二
、
本
日
の
特
別
講
演
の
進
行
は
、「
日
本
法
政
学
会
と
私
」
と
の
テ
ー
マ
の
下
に
三
人
の
理
事
長
経
験
者
の
方
々
の
鼎
談
と
い
う
形
式
で

御
自
分
の
理
事
長
時
代
の
功
罪
を
御
話
頂
く
た
め
予
め
幾
つ
か
の
質
問
を
用
意
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
フ
ロ
ア
の
会
員
皆
様
か
ら

御
質
問
を
受
け
、
今
後
の
学
会
の
方
向
性
等
を
議
論
出
来
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

以
下
、
鼎
談
で
御
話
し
頂
く
具
体
的
内
容
を
御
参
考
ま
で
に
御
案
内
致
し
ま
す
。

　

御
報
告
の
先
生
方
に
は
、
日
本
法
政
学
会
へ
の
入
会
時
期
、
理
事
在
任
期
間
及
び
各
種
委
員
長
在
任
期
間
等
に
つ
い
て
御
話
し
頂
き
ま
す
。

そ
の
上
で
、
共
通
の
御
質
問
と
致
し
ま
し
て
、
四
つ
の
御
話
を
頂
き
ま
す
。
一
、
御
自
分
の
理
事
長
と
し
て
の
功
罪
及
び
御
自
分
の
理
事
長

在
任
期
間
に
つ
い
て
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
・
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
、
二
、
御
自
分
の
日
本
法
政
学
会
デ
ビ
ュ
ー
、
三
、
御
自
分
の
研
究
者
及
び
教
員

デ
ビ
ュ
ー
、
四
、
学
会
で
御
自
分
の
な
さ
れ
た
個
人
報
告
及
び
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
等
で
一
番
印
象
深
い
も
の
、
に
つ
い
て
御
話
し
頂
け
れ
ば

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
フ
ロ
ア
の
会
員
の
皆
様
と
意
見
交
換
を
致
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
限
ら
れ
た
時
間
で
す
が
、
今
後
の
日
本
法
政
学
会
の
発
展
の

た
め
に
楽
し
く
有
意
義
な
意
見
交
換
を
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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藤　

井　

德　

行

　

法
政
学
会
の
前
理
事
長
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
藤
井
德
行
で
す
。
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
こ
ん
な
形
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
、
大
変
恐
縮
し
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、
日
本
法
政
学
会
の
成
立
は
昭
和
二
八
年
で
あ
り
ま
し
た
。
今
年
は
創
設
五
九
年
に
な
り

ま
す
。
私
は
昭
和
四
七
（
一
九
七
二
）
年
一
一
月
に
入
会
し
ま
し
た
の
で
、
本
会
在
籍
四
〇
年
が
経
ち
ま
し
た
。

　

当
時
は
、
関
西
法
政
学
会
と
い
う
名
前
で
あ
り
ま
し
た
。
私
を
誘
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
吉
岡
紹
直
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授
で
、
学
会

の
理
事
で
あ
り
、
最
初
に
勤
務
し
た
中
部
女
子
短
期
大
学
の
図
書
館
長
で
、
憲
法
や
法
学
を
教
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
学
会
は
関
西
の

教
育
大
学
や
国
公
立
大
学
教
養
部
、
私
学
の
新
設
法
学
部
の
政
治
学
、
法
学
担
当
の
先
生
方
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
名
古
屋
や
神
戸
、
四
国
・

九
州
に
発
展
し
ま
し
た
。

　

は
じ
め
は
大
阪
教
育
大
学
の
太
田
先
生
が
事
務
局
長
で
、
学
会
運
営
費
の
足
り
な
い
分
、
特
に
紀
要
出
版
費
は
か
さ
み
ま
し
た
の
で
、
先

生
が
教
科
書
を
出
し
て
い
る
出
版
社
を
含
め
、
公
私
に
わ
た
っ
て
都
合
を
つ
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
よ
う
な
お
話
も
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

太
田
先
生
の
後
、
ず
っ
と
事
務
局
を
担
当
さ
れ
、
企
画
、
会
計
、
編
集
、
発
行
、
総
務
な
ど
、
学
会
運
営
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
一
手
に

引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
同
じ
く
大
阪
教
育
大
学
の
柳
原
昇
先
生
で
あ
り
ま
し
た
。
運
営
資
金
に
つ
い
て
も
、
ご
苦
労
が
多
く
、
公

私
の
区
別
が
難
し
い
く
ら
い
、
私
的
な
財
布
に
食
い
込
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
傍
目
に
も
わ
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　

学
会
の
運
営
は
、
中
川
淳
理
事
長
の
こ
ろ
か
ら
、
会
計
の
報
告
書
を
や
っ
と
作
り
始
め
、
監
査
を
関
西
外
国
語
大
学
の
理
事
長
で
あ
っ
た

谷
本
貞
人
先
生
が
ま
と
め
て
代
行
さ
れ
た
以
外
は
、
本
当
の
意
味
で
の
会
計
の
公
表
や
監
査
も
な
く
、
学
会
誌
の
編
集
も
柳
原
先
生
が
一
手

に
引
き
受
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
間
も
一
年
間
に
一
回
の
学
会
は
開
か
れ
、
学
会
誌
「
法
政
論
叢
」
が
年
一
回
発
刊
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
京
都
の
百
万
遍
の
啓

文
社
に
編
集
と
印
刷
、
発
行
、
送
付
を
依
頼
し
て
、
後
に
膨
大
な
「
法
政
論
叢
」
の
残
部
、
在
庫
品
が
狭
い
啓
文
社
社
屋
内
に
あ
ち
こ
ち
に

保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
移
転
先
倉
庫
が
見
つ
か
ら
な
い
限
り
出
版
社
と
の
縁
が
切
れ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
学
会
費
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収
入
の
ほ
と
ん
ど
、
も
し
く
は
全
部
を
編
集
料
と
出
版
費
の
名
目
で
啓
文
社
に
支
払
い
、
な
お
か
つ
赤
字
で
、
借
金
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
察
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

　

あ
る
日
、
柳
原
先
生
の
許
可
を
得
て
、
大
阪
学
院
大
学
の
藤
田
弘
道
先
生
と
二
人
で
二
台
の
車
に
在
庫
品
を
満
載
し
て
、
と
に
か
く
啓
文

社
か
ら
引
き
払
う
計
画
を
立
て
ま
し
た
。
私
の
勤
務
し
て
い
た
兵
庫
教
育
大
学
の
研
究
室
と
資
料
室
に
と
り
あ
え
ず
収
め
込
み
ま
し
た
。
出

版
社
か
ら
縁
を
断
ち
切
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
ご
縁
は
こ
れ
で
い
ち
お
う
終
わ
り
ま
し
た
。

　

出
版
経
費
の
多
く
を
占
め
て
い
た
の
は
、
編
集
費
や
印
刷
、
発
送
費
で
し
た
。
編
集
や
論
文
応
募
者
等
の
論
文
の
収
受
、
発
送
の
郵
送
関

係
事
務
は
学
会
が
担
当
し
て
編
集
費
を
浮
か
せ
、
印
刷
は
兵
庫
教
育
大
学
の
用
度
係
に
事
情
を
説
明
し
て
、
大
学
関
係
の
印
刷
出
版
事
務
に

詳
し
い
中
規
模
の
吉
本
宝
文
堂
を
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
も
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
あ
の
吉
本
宝
文
堂
で
す
。

　

は
じ
め
は
二
〇
万
円
く
ら
い
の
出
費
で
し
た
。
後
に
厚
く
な
っ
て
か
ら
、
二
五
万
円
く
ら
い
。
年
二
冊
を
発
行
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

で
も
五
〇
か
ら
六
〇
万
円
ぐ
ら
い
で
済
み
、
会
計
は
一
挙
に
一
〇
〇
万
円
以
上
か
ら
半
額
以
下
に
変
わ
り
、
明
朗
に
し
て
急
速
に
潤
っ
て
い

き
ま
し
た
。
多
く
の
研
究
者
が
安
心
し
て
発
表
し
、
学
会
誌
と
し
て
世
に
残
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
実
際
の
運
営

に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
た
の
は
、
堀
江
、
石
堂
、
藤
井
、
古
橋
理
事
長
の
間
、
誠
実
に
正
確
に
知
恵
を
絞
っ
て
担
当
さ
れ
た
藤
田
弘
道
先
生
、

事
務
局
長
で
す
。
大
変
な
ご
苦
労
で
あ
り
ま
し
た
。
名
事
務
局
長
で
す
。

　

さ
て
、
学
会
名
を
関
西
法
政
学
会
か
ら
日
本
法
政
学
会
に
変
更
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
六
〇
年
こ
ろ
、
慶
應
義
塾
大
学
の
堀
江

湛
先
生
が
理
事
と
し
て
入
会
さ
れ
て
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
全
国
学
会
へ
の
規
模
拡
大
は
、
何
と
い
っ
て
も
堀
江
先
生
の
名
声
に
頼
っ
た
と

こ
ろ
が
大
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
に
も
京
都
教
育
大
学
の
土
居
靖
美
先
生
、
広
島
大
新
設
法
学
部
に
移
ら
れ
た
中
川
淳
先
生
の
ご
尽
力

も
あ
り
、
京
都
を
中
心
と
す
る
法
学
研
究
者
や
、
堀
江
湛
先
生
、
早
稲
田
大
学
の
小
林
昭
三
先
生
を
慕
う
早
慶
な
ど
の
若
手
東
京
勢
が
急
速

に
増
え
た
か
ら
で
す
。

　

そ
の
若
手
も
、
今
で
は
五
〇
か
ら
六
〇
代
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
昭
和
五
八
年
、
東
京
の
拓
殖
大
学
か
ら
、
国
の
政
策
で
教
員
の
大
学
院

大
学
と
し
て
新
設
さ
れ
た
兵
庫
教
育
大
学
に
採
用
さ
れ
、
関
西
に
移
住
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
堀
江
先
生
が
理
事
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
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お
誘
い
も
い
た
だ
い
て
、
恩
師
で
あ
る
堀
江
先
生
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
学
会
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
私
が
教
員
の
再
教
育
に
特
化
さ
れ
た
教
育
大
学
の
教
員
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も
こ
の
学
会
が
、
京
都
教
育
大
学
、
大
阪

教
育
大
学
、
奈
良
教
育
大
学
、
愛
知
教
育
大
学
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
国
立
教
育
大
学
協
会
、
教
大
協
と
呼
ば
れ
た
教
育
大
学
系
の
先
生
方
が
中

心
で
つ
く
ら
れ
た
学
会
で
あ
る
と
い
う
安
心
感
も
あ
り
ま
し
た
。

　

研
究
が
進
ん
で
き
た
大
学
院
生
を
た
く
さ
ん
連
れ
て
出
入
り
す
る
頻
度
が
高
く
な
り
ま
し
た
。
関
西
を
中
心
と
し
た
学
会
で
あ
る
こ
と
、

二
年
に
一
回
の
研
究
総
会
を
関
西
の
大
学
で
す
る
こ
と
、
事
務
局
が
関
西
の
大
学
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
当
時
、
大
学
院
生
や
学
生
は
、
学

会
費
が
一
般
会
員
五
〇
〇
〇
円
で
あ
る
と
こ
ろ
三
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
、
学
生
の
経
済
的
な
懐
具
合
を
考
え
た
場
合
、
大
変
有

力
な
選
択
肢
と
な
り
ま
し
た
。

　

院
生
は
修
士
課
程
で
一
学
年
三
〇
〇
名
の
規
模
で
各
都
道
府
県
か
ら
選
ば
れ
て
、
給
与
付
き
で
派
遣
さ
れ
て
き
た
優
秀
な
現
職
教
員
で
、

最
初
年
齢
は
三
〇
か
ら
五
〇
歳
で
、
私
よ
り
年
上
も
ず
い
ぶ
ん
い
ま
し
た
。
し
か
し
院
生
は
、
か
つ
て
卒
論
を
書
い
た
経
験
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
遠
ざ
か
っ
て
い
ま
し
て
、
研
究
は
素
人
、
教
育
は
専
門
家
で
し
た
。

　

私
の
ゼ
ミ
は
三
か
ら
五
名
が
毎
学
年
い
ま
し
た
。
彼
ら
に
テ
ー
マ
を
与
え
て
、
エ
ン
ド
レ
ス
の
ゼ
ミ
時
間
を
設
け
て
一
緒
に
研
究
し
、
独

自
の
研
究
テ
ー
マ
を
持
っ
て
入
ゼ
ミ
し
て
き
た
者
は
、
こ
れ
と
寄
り
添
っ
て
仕
上
げ
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
就
職
や
学
費
の
心
配

は
し
な
く
て
も
い
い
が
、
大
学
へ
毎
日
来
て
、
修
士
論
文
を
完
成
さ
せ
る
の
が
彼
ら
の
仕
事
で
し
た
。
さ
ら
に
は
、
彼
ら
の
論
文
が
学
会
で

通
用
す
る
よ
う
に
し
た
い
と
念
願
し
つ
つ
、
一
緒
に
法
政
学
会
で
お
世
話
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

当
時
か
ら
我
が
学
会
の
先
輩
や
同
僚
の
先
生
方
は
と
て
も
優
し
く
親
切
で
、
進
ん
で
司
会
者
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
親
切
な

ア
ド
バ
イ
ス
も
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
学
生
自
身
が
直
接
ご
指
導
を
受
け
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
就
職
の
お
世
話
ま
で
お
願
い

し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
さ
し
く
法
政
学
会
で
の
発
表
は
、
研
究
指
導
の
温
か
い
支
援
組
織
で
あ
り
、
第
三
者
評
価
者
と
し
て
の
役
目
も

果
た
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

　

平
成
九
年
、
堀
江
先
生
が
理
事
長
に
な
ら
れ
た
と
き
か
ら
、
学
会
誌
「
法
政
論
叢
」
の
編
集
委
員
長
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
引
き
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継
い
だ
と
き
、
編
集
規
定
も
な
か
っ
た
の
で
、
編
集
委
員
会
の
皆
様
に
諮
っ
て
策
定
し
、
現
在
、
学
会
誌
の
後
ろ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う

な
編
集
規
定
に
な
り
ま
し
た
。

　

査
読
も
最
初
は
学
会
で
司
会
を
務
め
て
く
だ
さ
っ
た
一
人
の
方
に
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
の
を
、
す
ぐ
に
複
数
に
転
換
し
、
掲
載
原
稿

を
選
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
学
教
員
採
用
の
審
査
基
準
が
全
国
的
に
高
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
全
国
的
な
学
会
誌
、
文
部
省
に
認

定
さ
れ
た
学
会
で
あ
る
こ
と
、
複
数
の
査
読
者
に
査
読
を
受
け
て
発
表
し
た
論
文
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
要
請
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
た
。
さ
ら

に
論
文
の
点
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
有
利
と
な
る
情
勢
も
出
て
き
ま
し
た
。

　

そ
う
い
っ
た
要
請
も
受
け
て
、
学
会
も
春
秋
二
回
制
と
な
り
、
よ
っ
て
集
ま
る
原
稿
も
二
倍
、
査
読
者
も
二
倍
、
査
読
者
の
選
定
や
依
頼

に
困
る
ほ
ど
で
し
た
。
私
の
研
究
室
も
、
こ
の
編
集
の
仕
事
で
て
ん
や
わ
ん
や
の
忙
し
さ
を
あ
わ
せ
て
頂
戴
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
学
会
が
年
二
回
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
他
の
学
会
に
先
駆
け
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
学
会
誌
も
年
二
回
分
を
厚
め
の
一
冊
に
ま
と
め
て

い
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
厚
さ
薄
め
の
二
冊
と
な
り
、
や
が
て
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な
分
厚
い
第
一
号
、
第
二
号
の
計
二
回
発
行
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

話
が
前
後
し
ま
す
が
、
私
は
平
成
三
年
に
理
事
に
な
り
、
理
事
長
も
中
川
先
生
か
ら
、
大
阪
大
学
の
榎
原
猛
先
生
、
そ
し
て
堀
江
先
生
と

移
り
、
堀
江
先
生
が
六
年
間
さ
れ
た
後
、
以
後
、
任
期
二
年
と
決
ま
り
、
中
京
大
学
の
石
堂
先
生
が
そ
れ
に
代
わ
ら
れ
ま
し
た
。

　

堀
江
先
生
時
代
に
企
画
話
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
学
会
創
立
五
〇
周
年
記
念
事
業
も
画
期
的
か
つ
実
り
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
い

う
こ
と
と
な
り
、
ま
ず
募
金
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
順
調
に
運
び
ま
し
た
。

　

一
つ
は
、
記
念
の
学
会
を
関
西
外
国
語
大
学
で
開
催
す
る
こ
と
。
二
つ
は
、
記
念
論
文
集
を
発
行
す
る
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
実
際
は
、

石
堂
理
事
長
の
下
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
記
念
論
文
集
は
石
堂
先
生
の
紹
介
で
東
京
の
成
文
堂
と
決
ま
り
、
編
集
委
員
会
を
組
織
し
、
編
集
委

員
長
は
私
が
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

当
時
の
理
事
三
〇
名
全
員
に
執
筆
を
依
頼
し
ま
し
た
。
ま
た
、
会
員
全
員
に
理
事
の
推
薦
付
き
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
公
募
を
か
け
ま
し

た
。
公
募
作
品
に
つ
い
て
は
査
読
者
が
複
数
選
定
さ
れ
、
編
集
委
員
会
で
採
否
を
決
定
し
ま
し
た
。
当
時
、
会
員
全
員
に
募
集
案
内
を
配
り



─ 178 ─

ま
し
た
が
、
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
平
成
一
六
年
四
月
一
四
日
の
日
付
が
残
っ
て
い
ま
す
。「
日
本
法
政
学
会
創
立

五
〇
周
年
記
念
論
文
集
寄
稿
の
ご
案
内
」。
編
集
担
当
の
藤
井
德
行
が
発
送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

我
が
日
本
法
政
学
会
は
、
昨
年
、
創
立
五
〇
周
年
を
迎
え
ま
し
た
、
大
変
め
で
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
昨
年
一
一
月
八
日
の
理
事
会
で

は
、
五
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
ま
し
て
、
記
念
論
文
集
の
発
刊
を
す
る
こ
と
と
な
り
、
藤
井
、
古
橋
、
平
松
、
石
田
、
小
野
、
三
枝
、

寺
崎
、
辻
の
八
名
が
、
編
集
委
員
を
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
昨
年
一
二
月
二
三
日
開
催
の
五
〇
周
年
記
念
事
業
委
員
会
で
は
、
そ
の
具
体
化
が

図
ら
れ
た
の
で
す
。
当
日
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
以
下
で
述
べ
て
、
改
め
て
論
文
の
ご
寄
稿
に
つ
い
て
会
員
各
位
に
ご
案
内
を
し
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。

　

一
つ
。
題
名
は
日
本
法
政
学
会
創
立
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
。
二
つ
目
は
、
執
筆
者
の
専
門
分
野
に
お
け
る
専
門
的
価
値
の
高
い
論
文
を

集
め
る
こ
と
。
三
番
目
は
、
論
文
の
テ
ー
マ
は
自
由
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
執
筆
者
が
最
も
専
門
と
し
て
い
る
分
野
に
限
る
こ
と
。
四
つ
目
、

執
筆
希
望
者
は
、
理
事
及
び
理
事
経
験
者
を
通
し
て
申
し
込
む
こ
と
。
出
版
社
は
成
文
堂
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
。
原
稿
の
締
め
切
り
は
平

成
一
六
年
九
月
末
日
。
こ
れ
は
実
際
に
は
ず
っ
と
延
び
ま
し
て
、
平
成
一
七
年
三
月
末
に
な
り
、
平
成
一
七
年
の
最
初
の
学
会
に
配
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

七
番
目
は
、
一
人
当
た
り
原
稿
用
紙
二
〇
〇
字
詰
め
五
〇
枚
程
度
、
縦
書
き
。
提
出
原
稿
は
必
ず
ワ
ー
プ
ロ
な
ど
の
電
子
媒
体
。
一
〇
月

中
に
編
集
委
員
会
を
開
催
し
、
一
一
月
中
に
出
版
社
に
原
稿
を
渡
し
、
一
七
年
三
月
末
ま
で
に
上
梓
と
い
う
予
定
で
あ
り
ま
し
た
が
、
発
行

日
が
一
七
年
四
月
以
降
に
遅
れ
た
こ
と
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
と
お
り
で
す
。

　

お
か
げ
さ
ま
で
多
数
応
募
く
だ
さ
り
、
厳
正
な
査
読
を
い
た
だ
い
て
、
最
終
的
に
公
募
論
文
、
理
事
の
論
文
を
あ
わ
せ
て
、
二
冊
八
七
四

頁
の
本
に
ま
と
め
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。
法
律
学
が
二
五
本
。
政
治
学
が
一
九
本
で
す
。

　

最
初
は
応
募
論
文
が
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
法
律
分
野
で
は
上
村
都
、
新
井
誠
、
山
本
龍
彦
、
葛
西
ま
ゆ
こ
、
大
林
啓
吾
、
西
原
雄
二
、

渡
邊
亙
、
根
本
晋
一
、
大
杉
麻
美
、
樫
原
義
比
古
、
櫻
本
正
樹
、
五
十
子
敬
子
、
林
弘
正
、
和
田
隆
夫
。
政
治
学
分
野
で
は
、
小
林
幸
夫
、

伊
藤
述
史
、
茨
木
正
治
、
本
田
雅
俊
、
柏
原
宏
紀
、
後
藤
新
、
松
本
好
隆
、
佐
伯
康
子
、
和
田
幸
司
、
小
川
原
正
道
、
小
南
浩
一
、
西
住
徹
。
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本
書
の
掲
載
順
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
方
た
ち
が
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
審
査
に
合
格
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
他
の
方
々
は
、
理
事
の
方
々
の
論
文
を
集
め
て
、
記
念
論
文
集
と
い
た
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
依
頼
論
文
も
、
公
募
に
際
し
て
掲
げ
た
二

条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
思
い
、
ま
た
優
れ
た
論
文
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
本
書
の
出
版
が
、
日
本
法
政
学
会
が
創
立
さ
れ
て
ち
ょ
う
ど
五
〇
年
を
記
念
し
て
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
今
や
も
う

六
〇
年
に
な
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
や
が
て
ま
た
六
〇
年
の
出
版
を
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
次
な
る
新
た
な
世
紀
の
旗

揚
げ
と
い
う
か
、
記
念
に
な
る
よ
う
な
論
文
集
も
ま
た
発
行
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
論
文
集
が
た
く
さ
ん
の

人
の
ご
寄
付
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ご
厚
志
を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
私
は
、
こ
の
学
会
誌
を
編
集
し
た
平
成
一
七
年
一
一
月
か
ら
一
八
年
、
一
九
年
の
二
カ
年
間
に
わ
た
っ
て
理
事
長
を
務
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
理
事
長
の
在
任
中
に
、
す
で
に
石
堂
先
生
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
学
会
賞
の
設
定
に
つ
い
て
は
私
も
希
望
を

述
べ
て
、
ぜ
ひ
と
も
や
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
と
お
願
い
を
申
し
上
げ
て
、
堀
江
先
生
の
時
代
か
ら
、
そ
し
て
石
堂
先
生
の
時
代
を
経
て
、

そ
し
て
私
の
理
事
長
着
任
の
直
前
に
こ
の
話
が
ま
と
ま
り
、
平
成
一
七
年
に
学
会
賞
成
立
の
規
約
が
で
き
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
学

会
賞
の
規
約
に
つ
い
て
の
説
明
等
は
引
き
続
き
、
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
堀
江
先
生
の
こ
ろ
か
ら
若
手
研
究
者
の
学
会
へ
の
参
加
意
識
、
研
究
成
果
発
表
へ
の
意
欲
を
高
め
る
た
め
に
、
学
会
賞
の
創
設
を

提
案
し
て
お
り
ま
し
た
。
五
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
こ
れ
が
採
択
さ
れ
、
学
会
賞
規
定
が
平
成
一
七
年
一
一
月
二
六
日
に
施
行
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
応
募
者
が
年
度
ご
と
次
々
と
優
秀
な
作
品
を
提
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
選
考
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て
、
優
秀
賞
、

奨
励
賞
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
と
活
気
づ
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
私
の
任
期
は
平
成
一
七
（
二
〇
〇
五
）
年
一
一
月
か
ら
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
一
一
月
ま
で
の
二
年
間
で
し
た
。
古
橋
企
画

委
員
長
を
中
心
に
、
敬
愛
大
学
と
城
西
大
学
で
二
回
の
研
究
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
た
く
さ
ん

の
優
れ
た
発
表
が
あ
り
、
三
枝
有
編
集
委
員
長
の
下
で
第
四
三
巻
第
二
号
、
第
四
四
巻
第
一
号
、
第
二
号
と
第
四
五
巻
第
一
号
、
論
文
満
載

の
「
法
政
論
叢
」
を
作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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最
後
に
、
任
期
交
代
の
理
事
選
挙
、
続
い
て
理
事
長
選
挙
が
あ
り
ま
し
た
。
本
田
、
小
川
、
古
橋
理
事
に
始
ま
り
、
神
尾
理
事
、
金
川
、

和
田
、
管
幹
事
が
、
女
性
役
員
と
し
て
誕
生
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
理
事
選
挙
で
高
得
票
を
獲
得
さ
れ
ま
し
た
古
橋
エ
ツ

子
先
生
を
次
期
理
事
長
に
推
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
女
性
が
組
織
幹
部
と
し
て
一
定
の
割
合
を
占
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
文
科
省
か
ら
も
通
達
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
長
に

な
る
に
は
専
攻
分
野
が
メ
ジ
ャ
ー
な
人
が
い
い
と
い
う
人
も
あ
っ
て
、
多
少
の
意
見
の
違
い
も
あ
り
ま
し
た
が
、
我
が
学
会
は
こ
の
よ
う
な

偏
見
を
克
服
す
べ
き
だ
と
思
う
こ
と
な
ど
を
私
が
述
べ
ま
し
て
、
平
成
一
九
年
一
一
月
か
ら
二
年
間
の
理
事
長
と
し
て
古
橋
エ
ツ
子
先
生
を

推
挙
す
る
多
数
の
賛
同
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
学
会
五
〇
周
年
を
超
え
て
、
女
性
の
理
事
長
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と

は
、
と
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
あ
る
と
今
で
も
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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古　

橋　

エ
ツ
子

　

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
古
橋
で
す
。
私
は
、
メ
ジ
ャ
ー
で
は
な
い
理
事
長
と
し
て
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

私
が
初
め
て
日
本
法
政
学
会
に
入
会
い
た
し
ま
し
た
の
は
、
一
九
八
八
年
で
す
。
今
は
、
入
会
後
一
年
た
っ
て
か
ら
学
会
報
告
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
が
、
当
時
は
入
っ
て
す
ぐ
、
半
年
で
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
ま
し
て
、
名
古
屋
の
名
城
大
学
法
学
部
で
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
育
児
休
暇
の
制
度
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

当
時
、
日
本
で
は
育
児
休
業
と
介
護
休
業
が
ま
だ
別
々
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
あ
ま
り
制
度
の
内
容
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
と
き
に
、
こ
の
学
会
は
す
ば
ら
し
い
な
と
思
っ
た
の
は
、
質
問
し
て
く
だ
さ
っ
た

先
生
が
、
法
律
学
の
分
野
の
方
と
政
治
学
の
分
野
の
方
と
二
通
り
あ
る
の
で
す
が
、「
と
て
も
僕
は
専
門
分
野
で
は
な
い
け
れ
ど
も
」
と
お
っ

し
ゃ
り
な
が
ら
、「
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
か
、「
こ
う
い
う
ふ
う
に
あ
な
た
は
考
え
て
い
る
ん
で
す
か
」
と
質
問
を
い
た
だ
き
、

何
だ
か
私
は
温
か
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
い
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。

　

女
性
の
研
究
者
に
対
し
て
も
そ
う
で
す
が
、
若
手
の
研
究
者
に
対
し
て
も
大
変
優
し
い
。
こ
の
学
会
に
は
彼
ら
を
育
て
て
い
こ
う
と
い
う

雰
囲
気
が
、
私
が
入
っ
た
と
き
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
る
な
ぁ
と
い
う
感
じ
が
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
私
の
理
事
長
在
任
の
期
間
で
す
が
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
か
ら
二
年
間
で
し
た
。
今
、
藤
井
先
生
か
ら
も
お
話
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
私
が
藤
井
先
生
の
時
代
に
企
画
委
員
長
を
仰
せ
つ
か
っ
て
お
仕
事
を
し
た
の
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
ま
し
て
、
藤
井
先
生
の
お
言

葉
で
気
が
つ
き
ま
し
た
。
私
が
就
任
す
る
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
堀
江
先
生
が
、
学
会
と
し
て
会
計
の
部
分
、
そ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
部
分
を

き
ち
ん
と
整
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
石
堂
先
生
、
そ
し
て
藤
井
先
生
、
私
と
、
ち
ょ
う
ど
あ
る
意
味
、
転
換
期
の
部
分
も

あ
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
学
会
の
国
際
交
流
を
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
国
際
交
流
へ
の
展
望
が
少
し
で
も
私
の
と
き
に
可
能
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
、
あ
る
意
味

で
は
学
会
の
国
際
化
と
い
う
の
も
目
指
し
た
い
と
思
っ
て
、
基
礎
固
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
つ
も
り
で
す
。
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理
事
長
に
就
任
し
た
翌
年
の
二
〇
〇
八
年
の
と
き
、
一
一
月
二
六
日
、
二
七
日
、
ソ
ウ
ル
大
学
行
政
大
学
院
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
学

会
の
有
志
の
先
生
方
と
と
も
に
参
加
し
、
私
自
身
も
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
、
基
本
は
英
語
で
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
前
に
、
ソ
ウ
ル
大
学
行
政
大
学
院
の
研
究
科
長
さ
ん
や
先
生
方
と
、
下
準
備
の

た
め
に
調
整
等
を
含
め
て
、
お
話
を
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
日
本
と
韓
国
と
の
研
究
者
の
立
場
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
を
非
常
に
感
じ

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
ま
ず
聞
か
れ
た
の
が
、
日
本
法
政
学
会
の
中
に
ど
う
い
う
大
学
の
先
生
た
ち
が
い
る
か
、
国
立
大
学
の
教
授
の
数
は

何
人
か
と
か
、
私
学
で
も
有
名
な
大
学
の
教
授
の
数
は
何
人
か
と
か
、
学
長
や
副
学
長
は
何
人
い
る
か
と
か
、
そ
う
い
っ
た
「
数
」
を
聞
か

れ
ま
し
た
。

　

当
時
は
堀
江
先
生
も
学
長
で
い
ら
し
た
の
で
、
誇
ら
し
く
、「
う
ち
の
学
会
も
学
長
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、
副
学
長
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
非
常
に
興
味
を
お
持
ち
だ
と
い
う
こ
と
が
強
く
印

象
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
大
学
院
の
研
究
科
長
の
決
め
方
で
す
。
び
っ
く
り
し
た
の
で
す
が
、
韓
国
で
は
現
役
の
大
学
院
の
研
究
科
長
が
、

次
の
研
究
科
長
を
指
名
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私
は
、「
指
名
で
す
か
、
そ
れ
は
パ
ワ
ハ
ラ
に
な
り
ま
せ
ん
か
」
と
言
っ
た
ん
で
す
。

そ
う
し
た
ら
、
何
か
ニ
ヤ
ニ
ヤ
と
笑
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、「
で
は
日
本
は
ど
う
で
す
か
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、「
日
本
は
選
挙

で
す
。
と
き
に
は
根
回
し
と
い
う
日
本
独
特
の
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、選
挙
で
す
」と
申
し
上
げ
ま
し
た
。「
へ
え
」と
少
し
び
っ

く
り
さ
れ
た
の
も
大
変
印
象
的
で
し
た
。

　

二
〇
〇
九
年
、
ち
ょ
う
ど
私
が
退
任
す
る
と
き
の
一
一
月
に
は
、
日
本
法
政
学
会
の
第
一
回
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
、
日
本
大
学
法
学

部
の
ご
協
力
を
得
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
手
続
き
的
な
こ
と
は
山
内
先
生
が
し
て
い
た
だ
き
、
ま
た
日
大
で
は
岩
井
先
生
、
外
山
先
生
、
神

尾
先
生
の
ご
尽
力
で
、
テ
ー
マ
は
ア
ジ
ア
に
関
す
る
政
治
学
的
な
視
点
か
ら
韓
国
と
中
国
の
研
究
者
の
方
に
来
て
い
た
だ
い
て
、
三
カ
国
に

よ
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
て
は
初
め
て
、
非
常
に
盛
会
裏
に
第
一
回
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
来
年
の
春
に
は
、
台
湾
に
行
っ
て
身
近
な
ア
ジ
ア
の
研
究
者
同
士
の
交
流
と
い
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
少
し
き
っ
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か
け
づ
く
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
か
な
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
私
が
初
め
て
法
政
学
会
で
報
告
を
し
た
後
、
私
自
身
は
社
会
保
障
法
を
専
門
と
し
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
社
会
福
祉
法
の
専

門
の
先
生
方
も
多
く
入
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
で
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
の
は
、
社
会
保
障
分
野
の
中
に
、
特
に
家
族
を
取
り

巻
く
社
会
福
祉
の
問
題
を
法
制
度
の
中
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
課
題
を
取
り
上
げ
、
提
言
し
て
い
た
だ
く
報
告
も
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
後
輩
た
ち

を
育
て
る
お
役
目
も
少
し
で
き
た
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
弁
護
士
を
は
じ
め
実
務
家
の
方
々
、
い
ろ
い
ろ
な
実
務
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
方
が
こ
の
学
会
で
業
績
を
挙

げ
て
、
そ
し
て
研
究
者
と
な
っ
て
実
績
を
挙
げ
て
い
か
れ
る
姿
を
拝
見
で
き
る
の
も
、
こ
の
学
会
の
大
き
な
特
徴
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ

う
い
う
こ
と
は
他
の
学
会
に
は
あ
ま
り
な
い
特
徴
で
は
な
い
か
な
と
、
と
て
も
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
自
身
、
学
会
で
の
個
人
報
告
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
い
ち
ば
ん
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
一
九
九
九
年
、
今
か
ら
一
三
年
前
で
す
が
、
当
時
、

辻
先
生
の
企
画
で
ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
き
な
テ
ー
マ
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中

の
法
律
学
の
分
野
の
テ
ー
マ
、「
家
族
関
係
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
で
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
養
子
縁
組
に
関
す
る
ご
報
告
が
あ
っ
た

こ
と
で
す
。

　

そ
の
直
前
に
、
私
は
当
時
の
労
働
省
の
お
仕
事
と
し
て
、
北
欧
三
カ
国
を
回
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
を
回
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
調
査
の
と
き
に
担
当
者
か
ら
、「
ち
ょ
う
ど
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
養
子
縁
組
に
関
す
る
提

案
が
議
会
で
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
聞
き
ま
し
た
。
帰
っ
て
き
ま
し
た
ら
、
ち
ょ
う
ど
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
養
子
縁
組
に
関
す
る
報
告
を
さ

れ
る
小
林
み
ゆ
き
先
生
か
ら
、「
ぜ
ひ
そ
の
結
果
が
知
り
た
い
」
と
言
わ
れ
、報
告
さ
れ
る
数
日
前
だ
っ
た
の
で
す
が
、デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
「
議

会
を
通
り
ま
し
た
」
と
い
う
メ
ー
ル
を
い
た
だ
い
て
、
さ
っ
そ
く
そ
れ
を
報
告
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
た
だ
け
た
と
い
う
の
が
と
て
も
印
象

的
で
し
た
。

　

実
は
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
一
九
八
九
年
に
世
界
で
初
め
て
同
性
同
士
の
カ
ッ
プ
ル
登
録
法
を
法
制
化
し
た
国
で
す
。
そ
の
後
、
い
ろ
い
ろ
な

国
に
飛
び
火
し
ま
し
て
、
北
欧
で
は
ほ
と
ん
ど
法
制
化
し
て
お
り
ま
す
。
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一
九
九
九
年
、
ち
ょ
う
ど
同
性
カ
ッ
プ
ル
登
録
法
の
一
〇
年
後
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
カ
ッ
プ
ル
に
養
子
縁
組
を
認
め
る
か
ど
う
か
議
会

で
議
論
さ
れ
た
後
、
認
め
た
の
で
す
。
そ
の
認
め
た
と
き
の
理
由
が
、
法
律
を
学
ぶ
者
と
し
て
大
変
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
同
性
カ
ッ
プ

ル
法
の
中
に
養
子
縁
組
を
認
め
る
規
定
に
関
し
て
は
、
議
会
で
す
ご
く
紛
糾
し
て
、
そ
ん
な
の
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
反
発
が
強
か
っ

た
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
少
し
変
え
て
、
民
法
の
養
子
縁
組
の
規
定
の
中
に
、
同
性
の
カ
ッ
プ
ル
の
養
子
縁
組
も
認
め
よ
う
と
い
う
文
を
入

れ
る
と
い
う
こ
と
で
通
っ
た
の
で
す
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
結
果
と
し
て
は
同
じ
な
の
に
、
何
で
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
法
律
の
中
に
は
規
定
し

な
か
っ
た
の
か
な
と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
理
由
を
聞
き
た
い
と
思
い
な
が
ら
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
日
本
法
政
学
会
五
〇
周
年
記
念
の
と
き
に
記
念
誌
の
編
集
や
出
版
で
も
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
来
年
六
〇
周

年
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
三
浦
理
事
長
に
頑
張
っ
て
い
た
だ
い
て
、
六
〇
周
年
の
記
念
誌
が
出
せ
た
ら
良
い
な
と
い
う
の
が
私
の
願

い
で
も
あ
り
ま
す
。

　

あ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
研
究
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
互
い
に
自
分
の
分
野
の
研
究
の
幅
を
広
げ
る
意
味
で
は
、

と
て
も
大
き
な
効
果
が
こ
の
学
会
に
あ
っ
た
こ
と
を
痛
感
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
学
会
で
出
会
っ
た
な
か
で
、
家
族
と
、
家
族
に
関

す
る
暴
力
や
虐
待
な
ど
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
民
法
の
分
野
、
刑
法
の
分
野
、
社
会
保
障
法
の
分
野
、
政
策
の
分
野
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
の
先
生
方
と
科
学
研
究
費
を
い
た
だ
き
、
い
ろ
い
ろ
議
論
し
、
調
査
な
ど
を
し
て
、
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
先
生
方
と

ご
一
緒
に
研
究
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
結
果
を
出
版
で
き
た
こ
と
で
研
究
の
幅
を
少
し
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
な

と
、
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
な
か
な
か
社
会
福
祉
と
い
う
分
野
は
、
市
民
権
を
得
て
か
ら
ま
だ
間
が
な
く
新
し
い
分
野
で
す
。
社
会
保
障
法
も
、
実
は
労
働
法

の
中
か
ら
生
ま
れ
た
学
問
で
す
。
労
働
法
の
先
生
方
は
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
労
働
法
の
中
で
、
た
と
え
ば
労
災
や
休
業
中
や
失
業
中

の
所
得
補
償
の
問
題
等
々
か
ら
、
ど
う
い
う
形
で
働
い
て
い
る
人
た
ち
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
発
展
し
、
誕
生
し
た
研

究
分
野
で
す
。
そ
れ
が
社
会
保
障
法
と
い
う
位
置
づ
け
に
ま
で
な
り
、
法
学
部
の
中
で
も
や
っ
と
社
会
保
障
法
と
い
う
講
座
も
持
て
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
、
ま
だ
三
〇
年
も
た
っ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
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今
、
残
念
な
が
ら
、
大
学
内
で
科
目
の
縮
小
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
の
な
か
で
社
会
保
障
法
が
新
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
縮
小
の
対
象

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
家
族
を
取
り
巻
く
育
児
・
介
護
・
障
害
・
一
人
暮
ら
し
な
ど
の
問
題
が
大
変
増
え
て
お
り

ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
こ
の
社
会
保
障
法
、
特
に
そ
の
中
の
社
会
福
祉
法
分
野
は
、
生
涯
を
幸
せ
に
暮
ら
す
と
い
う

視
点
で
考
え
ま
す
と
、
私
た
ち
を
守
っ
て
い
た
だ
け
る
大
事
な
研
究
分
野
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
が
、
他
の
学
会
報
告
で
、
育
児
休
業
が
当
時
は
女
性
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
男
性
に
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
言
っ
た

と
き
に
、「
と
ん
で
も
な
い
話
だ
。
女
性
が
育
児
を
す
べ
き
だ
」
と
反
対
さ
れ
た
学
会
員
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
法
政
学
会
の
名

誉
の
た
め
に
申
し
上
げ
ま
す
が
、
こ
の
学
会
で
は
な
い
で
す
。
私
た
ち
の
先
輩
の
女
性
の
学
会
員
が
、「
介
護
休
暇
も
育
児
休
暇
も
男
性
も

取
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
、こ
れ
か
ら
は
そ
う
い
う
時
代
に
す
る
の
で
す
」
と
言
っ
た
ら
、そ
の
学
会
の
長
老
が
出
て
き
て
、「
い
や
、赤
ち
ゃ

ん
は
お
母
さ
ん
の
胸
に
ぐ
っ
と
抱
い
て
育
て
る
べ
き
だ
」
と
反
発
さ
れ
た
の
で
す
。
も
う
皆
さ
ん
し
ら
け
て
し
ま
っ
て
、
懇
親
会
の
と
き
に

若
い
女
性
の
学
会
員
た
ち
が
、「
先
生
ご
自
身
が
お
母
さ
ん
の
胸
に
だ
っ
こ
さ
れ
た
い
ん
で
す
か
」と
い
う
よ
う
な
失
礼
な
、少
し
皮
肉
を
お
っ

し
ゃ
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
女
性
の
学
会
員
が
非
常
に
活
発
だ
っ
た
あ
る
家
族
法
関
係
の
学
会
の
と
き
に
、
今
は
あ
ま
り
言
わ
れ
な
い
の
で
す
が
、
夫
婦

別
姓
の
議
論
が
非
常
に
声
高
に
言
わ
れ
て
い
た
頃
で
、
年
配
の
男
性
会
員
が
、「
だ
い
た
い
名
字
を
変
え
な
い
の
は
、
最
初
か
ら
離
婚
を
考

え
て
い
る
の
か
」
と
か
、「
一
緒
の
名
前
だ
か
ら
家
族
な
ん
だ
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
ま
し
た
。
同
時
に
、「
ほ
か
の
国
で
は
、
ど
う
な
っ

と
る
ん
じ
ゃ
」
と
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
は
、
子
連
れ
同
士
の
再
婚
も
け
っ
こ
う
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と
き
に
名
字
な
ど
に
つ
い
て
は
ど
う
し
て
い
る

の
か
と
い
っ
た
ら
、
ネ
ー
ム
法
に
基
づ
い
て
、
た
と
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
夫
婦
別
姓
の
場
合
、
表
札
に
は
、
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
の
名
前

が
書
い
て
あ
っ
て
、
そ
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
れ
子
と
、
カ
ッ
プ
ル
に
な
っ
て
か
ら
新
し
く
生
ま
れ
た
子
ど
も
、
こ
の
三
人
の
共
通
の
新

し
い
名
字
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
子
ど
も
た
ち
は
保
育
園
や
小
学
校
へ
行
く
と
き
に
、
彼
ら
が

「
き
ょ
う
だ
い
」で
あ
る
と
い
う
関
わ
り
を
持
た
せ
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
の
で
、共
通
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
を
付
け
ま
す
。そ
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
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ネ
ー
ム
は
必
ず
し
も
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
の
名
字
で
は
な
い
の
で
す
。
子
ど
も
の
た
め
に
新
し
く
つ
く
っ
て
も
良
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、

子
ど
も
た
ち
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
が
三
人
一
緒
と
い
う
の
を
見
ま
す
と
、
何
と
優
し
い
法
律
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

同
じ
名
字
で
な
け
れ
ば
家
族
で
は
な
い
と
い
う
言
い
方
で
つ
っ
ぱ
ね
た
先
生
の
と
こ
ろ
は
、
実
は
お
嬢
さ
ん
が
三
人
い
ら
し
た
の
で
、
私

た
ち
は
学
会
懇
親
会
の
と
き
に
女
性
学
会
員
で
ぐ
る
っ
と
取
り
囲
み
ま
し
て
、「
先
生
の
と
こ
ろ
は
た
し
か
お
嬢
さ
ん
三
人
で
す
ね
。
で
は

お
嬢
さ
ん
た
ち
が
ご
結
婚
な
さ
っ
て
、
相
手
の
方
の
姓
に
も
ち
ろ
ん
な
ら
れ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
申
し
上
げ
た
ら
、「
当
た
り
前
じ
ゃ
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
す
か
さ
ず
、「
で
は
先
生
、
お
嬢
さ
ん
た
ち
は
も
う
ご
家
族
で
は
な
い
の
で
す
ね
」
と
言
い
な
が
ら
、

私
た
ち
は
ニ
コ
ニ
コ
と
笑
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
そ
れ
以
降
、
一
切
、
夫
婦
別
姓
へ
の
批
判
は
お
っ
し
ゃ
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
学
会
の
理
事
長
に
な
っ
た
の
も
女
性
で
初
め
て
だ
っ
た
の
で
す
が
、
私
は
小
さ
い
と
き
か
ら
、
何
故
か
女
で
初
め
て
と
い
う
の
が
あ

り
ま
し
た
。
高
校
で
男
子
が
ほ
と
ん
ど
の
理
系
の
進
学
ク
ラ
ス
に
い
て
、な
ぜ
か
室
長
に
初
め
て
女
性
と
し
て
選
ば
れ
て
、そ
の
高
校
は
代
々

女
性
の
室
長
な
ど
も
ち
ろ
ん
い
な
か
っ
た
の
で
、
女
の
子
で
初
め
て
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
前
に
い
ま
し
た
花
園
大
学
の
部
長
職
に
就
い
た
と
き
も
女
性
で
初
め
て
と
言
わ
れ
て
、
こ
れ
も
び
っ
く
り
い
た
し
ま
し
た
。
研

究
科
長
も
も
ち
ろ
ん
女
性
で
初
め
て
、
今
度
新
し
く
移
っ
た
と
こ
ろ
の
学
長
も
女
性
で
初
め
て
、
地
元
の
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
で
も
、
初
め

て
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
初
め
て
と
い
う
の
は
何
か
よ
さ
そ
う
な
の
で
す
が
、
大
変
で
す
。

　

な
ぜ
大
変
か
と
い
う
と
、
執
行
部
の
中
に
女
性
で
部
長
と
し
て
入
る
と
欠
席
で
き
な
い
の
で
す
。
欠
席
で
き
な
い
し
、
欠
席
し
た
ら
、
前

に
決
ま
っ
た
こ
と
が
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
女
性
を
一
人
で
は
な
く
複
数
に
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
文
部
科
学
省
を
は
じ
め
、
各
省
庁
で
は
女
性
の
割
合
を
増
や
す
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。
す
で
に
先
進
諸
国
で
は
、「
女
性
と

男
性
の
比
率
を
、
少
な
く
と
も
一
方
の
性
が
四
〇
％
に
な
る
の
が
平
等
」
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
四
〇
％
ま
で
は
い
か
な
い
、
今
、

国
が
目
標
と
し
て
い
る
三
〇
％
、
そ
れ
だ
け
で
も
大
き
な
進
展
に
な
る
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
は
実
は
、
大
学
院
に
は
刑
法
で
進
学
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
で
も
そ
の
当
時
、
私
の
指
導
教
官
は
何
と
、「
切
っ
た
張
っ

た
は
、
女
の
子
の
学
問
で
は
な
い
」
と
言
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
考
え
ま
す
と
、
い
ま
は
刑
法
関
係
の
学
会
に
は
女
性
の
先
生
が
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い
っ
ぱ
い
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
し
、
法
学
部
の
中
で
刑
法
を
担
当
さ
れ
て
い
る
女
性
の
教
授
も
い
っ
ぱ
い
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
き
た
の
は
や
は
り
私
た
ち
の
前
に
、
独
身
で
バ
リ
バ
リ
と
お
仕
事
を
し
て
教
授
ま
で
築
か
れ
た
方
、
そ
し
て
結
婚
は
し
て
も
、

と
て
も
子
ど
も
ま
で
い
た
ら
仕
事
が
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
子
ど
も
を
持
た
な
い
で
頑
張
ら
れ
た
方
、
次
に
は
、
私
の
よ
う
に
子
ど
も

が
一
人
恵
ま
れ
た
け
ど
二
人
目
ま
で
は
持
て
な
い
と
い
う
人
も
い
ま
し
た
。
で
も
、
長
上
深
雪
先
生
の
よ
う
に
、
今
で
は
結
婚
さ
れ
て
三
人

も
お
子
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
バ
リ
バ
リ
と
お
仕
事
が
で
き
る
社
会
に
な
っ
て
き
た
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
私
は

学
会
の
中
で
、
女
性
の
先
生
方
が
報
告
さ
れ
、
活
躍
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
私
た
ち
女
性
学
会
員
を
育
て
て
い
た
だ
け
る
と
て
も
良
い
学
会

だ
か
ら
、
ぜ
ひ
こ
れ
か
ら
も
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
い
ま
す
。

　

先
輩
と
な
る
学
会
員
の
私
た
ち
は
、
も
ち
ろ
ん
女
性
だ
け
で
は
な
く
て
、
若
手
の
こ
れ
か
ら
頑
張
っ
て
活
躍
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
先
生

方
、
そ
れ
か
ら
実
務
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
は
若
い
人
た
ち
に
自
分
の
専
門
分
野
の
研
究
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
い

う
、
非
常
に
高
い
見
識
を
お
持
ち
の
方
た
ち
に
も
、
こ
れ
か
ら
は
あ
る
意
味
で
応
援
歌
を
歌
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
立
場
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

拙
い
話
し
で
は
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
私
の
理
事
長
時
代
の
お
話
や
、
私
の
思
い
も
込
め
て
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
清
聴
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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藤　

田　

弘　

道

　

最
初
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
林
弘
正
先
生
か
ら
こ
の
企
画
を
い
た
だ
い
た
と
き
、
会
員
の
方
々
に
お
話
し
す
る
よ
う
な
こ

と
は
何
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
と
申
し
上
げ
て
一
旦
は
辞
退
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
次
第
で
、
格
調
の
高
い
話
は
私
に
は
到
底
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
も
特
別
講
演
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
何
を
お
話
し
し
よ
う
か
と
非
常
に
困
っ
た
の
で
す
が
、
タ
イ
ト
ル
を
見
ま
し
た
ら
、「
日

本
法
政
学
会
と
私
」
と
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
私
に
も
お
話
し
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
お
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

私
が
日
本
法
政
学
会
に
入
会
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
は
、
平
成
六
年
の
こ
と
で
、
榎
原
理
事
長
の
と
き
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
い
い
ま

す
の
は
、
私
は
、
昭
和
五
〇
年
に
大
阪
学
院
大
学
に
奉
職
し
ま
し
た
。
日
本
法
政
学
会
は
、
関
西
か
ら
誕
生
し
た
学
会
で
す
の
で
、
早
速
入

会
し
な
い
か
と
い
う
お
誘
い
を
受
け
ま
し
た
。
同
僚
に
も
、
会
員
と
し
て
川
上
敬
逸
先
生
、
奥
貴
雄
先
生
と
か
、
そ
れ
か
ら
大
阪
学
院
短
期

大
学
の
西
田
一
郎
先
生
、
竹
田
壽
紀
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
も
私
ど
も
の
大
学
で
日
本
法
政
学
会
の
総
会
及
び
研
究
会
が
開
か
れ
た

の
で
す
。
新
し
い
建
物
が
で
き
て
、お
そ
ら
く
皆
さ
ん
に
ご
披
露
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
確
か
昭
和
五
一
年
か
五
二
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
法
学
部
の
若
手
教
員
は
、
学
会
を
手
伝
え
と
言
わ
れ
た
の
で
す
が
、
私
は
手
伝
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

今
考
え
る
と
、
当
時
、
私
は
視
野
が
相
当
狭
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
実
に
専
門
バ
カ
で
し
た
。
私
は
、
明
治
初
期
刑
法
史
研
究
と
い
う
実

に
細
か
い
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
法
律
と
政
治
を
研
究
す
る
ア
バ
ウ
ト
な
日
本
法
政
学
会
で
は
、
お
そ
ら
く
何
も
で
き
な
い
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
と
き
は
入
会
を
辞
退
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
平
成
六
年
に
な
り
ま
し
て
藤
井
德
行
先
生
か
ら
強
く
入
会
を
勧
め
ら
れ
、「
そ
れ
で
は
形
式

だ
け
」
と
い
う
こ
と
で
、
当
初
は
非
常
に
低
い
意
識
の
会
員
で
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
会
員
と
し
て
名
前
を
連
ね
て
お
り
ま
す
と
、
年
二
回
、
総
会
及
び
研
究
会
の
案
内
が
手
許
に
届
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

一
度
ぐ
ら
い
出
席
し
て
み
よ
う
か
な
と
い
う
こ
と
で
、
小
野
幸
二
先
生
が
総
会
幹
事
を
さ
れ
た
大
東
文
化
大
学
で
の
総
会
及
び
研
究
会
に
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
平
成
八
年
六
月
の
こ
と
で
し
た
。
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そ
の
参
加
理
由
で
す
が
、「
生
と
死　

そ
の
法
政
上
の
諸
問
題
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
り
、
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
の
中
谷
瑾

子
先
生
が
特
別
講
演
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
非
常
に
興
味
を
覚
え
ま
し
て
、
そ
れ
で
出
席
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。

　

出
席
し
て
み
る
と
、
こ
れ
が
非
常
に
面
白
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
角
的
で
、
私
の
視
野
が
ぱ
っ
と
広
が
る
の
が
わ

か
り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
専
攻
分
野
の
方
が
報
告
し
た
り
、
コ
メ
ン
ト
し
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
ま
た
質
疑
応
答
も
な
か
な
か
の
も
の
で

し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
私
は
、
法
学
入
門
の
よ
う
な
科
目
を
担
当
し
て
い
ま
し
て
、
法
学
一
般
に
つ
い
て
授
業
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
あ
り
、

学
会
に
出
席
し
て
聞
い
た
話
を
講
義
に
す
ぐ
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
な
か
な
か
面
白

い
学
会
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
は
ず
っ
と
出
席
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
平
成
九
年
の
理
事
選
挙
で
私
も
理
事
の
一
人
に
選
ば
れ
、
堀
江
湛
先
生
が
理
事
長
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
堀
江
先
生
が
理
事
長

二
期
目
の
平
成
十
二
年
、
私
に
事
務
局
長
を
や
れ
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
。
そ
の
理
由
と
い
う
の
は
、
事
務
局
は
関
西
に
あ
っ
た
方
が
よ
い

か
ら
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
の
当
時
長
年
に
わ
た
っ
て
事
務
局
長
を
し
て
お
ら
れ
た
の
は
、
大
阪
教
育
大
学
の
柳
原
昇
先
生
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
理
事
で
関
西
地
区
に
い
る
慶
應
義
塾
大
学
出
身
者
と
い
え
ば
、
藤
井
德
行
先
生
は
別
と
し
て
、
実
は
私
ぐ
ら
い
し
か
い
な
か
っ

た
の
で
す
。
理
事
に
な
っ
て
間
も
な
い
頃
の
こ
と
で
す
の
で
、
最
初
は
辞
退
し
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
私
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
か
と
い
い
ま

す
と
、
事
務
局
の
場
所
の
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
先
ほ
ど
藤
井
先
生
の
話
に
出
て
き
ま
し
た
『
法
政
論
叢
』
の
出
版
社
を
啓
文
社

か
ら
吉
本
宝
文
堂
へ
移
す
こ
と
に
努
力
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
事
務
局
長
と
し
て
や
っ
て
く
れ
と
い
う
話
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
し
て
い
ま
す
。

　

と
申
し
ま
す
の
は
、
事
務
局
長
に
な
る
前
の
そ
の
年
の
三
月
、
啓
文
社
が
廃
業
す
る
と
い
う
の
で
、『
法
政
論
叢
』
の
在
庫
を
す
べ
て
引

き
取
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
話
が
理
事
会
に
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
藤
井
先
生
に
誘
わ
れ
、
マ
イ
カ
ー
二
台
─
─
藤
井
先
生
の
車
は
外

車
─
─
で
京
都
ま
で
行
き
、
啓
文
社
の
二
階
倉
庫
か
ら
運
び
降
ろ
し
て
大
量
の
『
法
政
論
叢
』
を
車
に
載
せ
ま
し
た
。
す
る
と
車
が
本
の
重

み
で
底
を
擦
り
そ
う
な
ぐ
ら
い
沈
み
ま
し
た
。
パ
ン
ク
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
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そ
の
よ
う
な
状
態
で
、
京
都
か
ら
名
神
・
中
国
道
を
通
っ
て
兵
庫
教
育
大
学
ま
で
、
時
速
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ス
ピ
ー
ド
で
慎
重

に
車
を
走
ら
せ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
今
で
も
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
出
版
社
も
啓
文
社
か
ら
吉
本
宝
文
堂
に
移
り
ま

し
て
、
と
て
も
安
価
に
『
法
政
論
叢
』
が
出
版
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
が
理
事
に
な
っ
て
驚
い
た
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ベ
テ
ラ
ン
の
会
員
の
方
々
は
別
と
し
て
、
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

方
た
ち
の
多
く
は
ご
存
知
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
、
日
本
法
政
学
会
の
財
政
は
、
も
の
す
ご
く
逼
迫
し
て
お
り
ま
し
て
、
会
計
報

告
を
見
る
と
赤
字
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
理
事
の
先
生
方
は
、
一
律
三
万
円
の
寄
付
を

す
る
こ
と
に
な
り
、
理
事
に
な
る
と
お
金
が
要
る
も
の
だ
と
思
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
理
事
長
の
堀
江
先
生
は
、
確
か
そ
の
と
き

一
〇
万
円
ほ
ど
寄
付
さ
れ
た
は
ず
で
す
。

　

さ
ら
に
言
い
ま
す
と
、
会
員
の
会
費
だ
け
で
は
賄
い
き
れ
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
先
ほ
ど
話
に
出
て
お
り
ま
し
た
関
西
外
国
語
大
学
の
谷

本
貞
人
学
長
が
、
や
は
り
多
額
の
寄
付
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
や
こ
れ
や
で
何
と
か
日
本
法
政
学
会
が
運
営
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
状
態
で

し
た
。

　

話
が
前
後
し
て
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
平
成
一
二
年
一
一
月
（
実
質
的
に
は
翌
年
三
月
）
に
私
が
事
務
局
長
を
引
き
受
け
た
と
き
に
は
、

一
応
二
〇
〇
万
円
ぐ
ら
い
の
残
高
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
柳
原
先
生
か
ら
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。

　

先
程
、『
法
政
論
叢
』
の
在
庫
が
啓
文
社
に
あ
っ
た
と
言
い
ま
し
た
が
、
実
は
柳
原
先
生
の
事
務
所
に
も
た
く
さ
ん
在
庫
が
あ
り
ま
し
た
。

と
い
い
ま
す
の
は
、
柳
原
先
生
は
大
阪
教
育
大
学
の
教
授
で
、
天
王
寺
に
マ
ン
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
そ
こ
へ
行
か
れ
た
方
は

何
人
か
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
が
日
本
法
政
学
会
の
事
務
局
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
事
務
局
が
そ
こ
か
ら
わ
が
大
阪
学
院
大

学
に
移
る
こ
と
に
な
っ
て
、
本
を
引
き
取
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
段
ボ
ー
ル
に
六
箱
は
あ
り
ま
し
た
。
今
回
は
藤
井
先
生
に
お
願
い
す
る

わ
け
に
は
い
か
ず
、
前
回
の
例
か
ら
マ
イ
カ
ー
で
は
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
軽
ト
ラ
ッ
ク
を
レ
ン
タ
カ
ー
屋

で
借
り
ま
し
て
、
息
子
と
二
人
で
運
び
ま
し
た
。
段
ボ
ー
ル
が
た
い
へ
ん
重
く
、
柳
原
先
生
の
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
そ
れ
を
運
び
出
す
こ
と
が

一
苦
労
で
し
た
。
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そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
実
は
私
が
今
も
大
量
の
『
法
政
論
叢
』
を
、
わ
が
研
究
室
、
自
宅
、
仕
事
場
と
言
い
ま
し
て
も
息
子
の
た
め
に

借
り
た
家
で
す
が
、
こ
の
三
カ
所
に
分
散
し
て
預
か
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
事
務
局
長
の
外

山
公
美
先
生
、
ど
う
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
。
後
で
ご
相
談
し
ま
す
け
れ
ど
も
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
事
務
局
長
は
、
私
の
後
、
龍
谷
大
学
の
長
上
深
雪
先
生
、
日
本
大
学
の
外
山
先
生
へ
と
替
わ
り
ま
し
た
が
、『
法
政
論
叢
』

の
在
庫
の
み
私
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
の
で
、
引
き
継
ぎ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

話
を
前
に
戻
し
ま
し
て
、
私
が
理
事
長
の
堀
江
先
生
か
ら
事
務
局
長
に
指
名
さ
れ
た
と
き
、
ま
ず
財
政
の
改
善
が
私
の
使
命
で
あ
る
と
思

い
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
ま
ず
『
法
政
論
叢
』
の
出
版
経
費
を
で
き
る
だ
け
安
く
す
る
。
そ
れ
か
ら
事
務
局
の
経
費
も
で
き
る
だ

け
抑
え
る
。
人
に
仕
事
を
頼
む
と
お
金
が
か
か
る
の
で
ア
ル
バ
イ
ト
は
あ
ま
り
使
わ
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
、
随
分
節
約
し
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
何
と
か
財
政
は
改
善
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
ス
ト
ッ
ク
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
一
六
年
に
日
本
法
政
学
会
設
立
五
〇
周
年
記
念
事
業
も
で
き
ま
し
た
。
記
念
事
業
は
、
理
事
長
の

石
堂
功
卓
先
生
の
下
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
事
務
局
長
と
し
て
私
が
担
当
し
ま
し
た
の
は
、
記
念
事
業
の
協
賛
金
を
集
め
る
こ
と
で
し
た
。
多

く
の
会
員
の
方
々
の
ご
協
力
、
特
に
石
堂
先
生
は
教
え
子
に
も
ご
寄
付
を
頼
ま
れ
た
よ
う
で
、
こ
れ
で
大
口
寄
付
が
だ
い
ぶ
集
ま
り
ま
し
た
。

結
局
、
協
賛
金
は
、
二
四
三
万
円
ぐ
ら
い
集
ま
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
足
り
ま
せ
ん
。

　

五
〇
周
年
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー
は
、
関
西
外
国
語
大
学
で
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
第
一
〇
〇
回
総
会
及
び
研
究
会
の
と
き
で
す
ね
。
今

回
が
一
一
七
回
で
す
か
ら
、
平
成
二
六
年
に
六
〇
周
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
記
念
パ
ー
テ
ィ
ー
の
他
に
、
先
ほ
ど
藤
井
先
生
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
記
念
論
文
集
を
二
冊
出
版
し
ま
し
た
。
そ
の
費
用
と

し
て
三
二
〇
万
円
ほ
ど
か
か
り
ま
し
た
。
寄
付
は
二
四
三
万
円
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
か
な
り
学
会
財
政
も
好
転
し
て
お
り
ま
し
て
、
一
般

会
計
か
ら
三
〇
〇
万
円
を
こ
の
記
念
事
業
の
た
め
に
特
別
会
計
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
記
念
論
文
集
の
出
版
経
費
は
、
こ
の

特
別
会
計
か
ら
捻
出
し
ま
し
た
。
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話
は
前
後
し
ま
す
が
、
協
賛
金
の
二
四
三
万
円
は
記
念
事
業
に
使
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
が
、
一
般
会
計
に
こ
れ
を
組
み
入
れ
て

し
ま
い
ま
す
と
そ
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
特
別
会
計
で
処
理
す
る
こ
と
を
理
事
会
に
お
諮
り
し
て
承
認
を
得
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
特
別
会
計
と
し
て
は
、
約
三
〇
〇
万
円
を
残
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
古
橋
エ
ツ
子
先
生
が
理
事
長
の
と
き
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
実
施
し
た
い
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
幸
い
学
会

の
財
政
も
豊
か
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
一
般
会
計
か
ら
特
別
会
計
に
一
〇
〇
万
円
を
移
し
て
そ
の
費
用
に
備
え
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

韓
国
と
中
国
か
ら
ゲ
ス
ト
を
招
い
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

平
成
二
一
年
に
私
が
理
事
長
に
選
任
さ
れ
て
事
務
局
長
を
や
め
る
と
き
、
そ
の
後
任
を
龍
谷
大
学
の
長
上
深
雪
先
生
に
お
願
い
し
ま
し
た

の
で
、
事
務
局
が
私
の
研
究
室
か
ら
長
上
先
生
の
研
究
室
に
移
転
し
、
一
般
会
計
と
し
て
約
三
八
〇
万
円
、
特
別
会
計
と
し
て
約
二
〇
〇
万

円
を
長
上
先
生
に
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

事
務
局
長
を
九
年
間
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
後
、
た
ぶ
ん
理
事
の
先
生
方
や
会
員
の
皆
様
が
私
に
花
道
を
つ
く
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
平
成
二
一
年
か
ら
二
年
間
九
代
目
理
事
長
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

私
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
こ
の
学
会
の
よ
き
伝
統
を
、
二
年
後
の
新
理
事
長
に
無
事
に
引
き
渡
す
こ
と
だ
け
を
考
え
て
や
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
。
こ
の
学
会
の
い
い
と
こ
ろ
は
、
古
橋
先
生
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
正
直
言
い
ま
し
て
入
会
条
件
は
そ
ん
な
に
厳
し
く
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
研
究
者
の
卵
で
あ
る
大
学
院
修
士
課
程
の
学
生
や
お
年
を
召
さ
れ
た
社
会
経
験
豊
富
な
方
々
が
こ
の
学
会
に
入
会
す
る
こ
と

が
で
き
、
会
員
は
誰
で
も
日
頃
の
研
究
成
果
を
研
究
会
で
報
告
し
、
そ
れ
を
論
文
に
ま
と
め
、『
法
政
論
叢
』
に
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
業
績
が
契
機
と
な
っ
て
大
学
へ
就
職
し
て
い
っ
た
会
員
の
方
が
何
人
も
お
ら
れ
ま
す
。

　

大
学
に
職
を
得
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、こ
の
学
会
は
も
は
や
必
要
で
な
い
と
思
わ
れ
る
の
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、学
会
を
去
っ
て
い
っ

た
方
も
何
人
か
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
学
会
の
伝
統
で
あ
る
ま
さ
に
学
際
的
な
研
究
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
と
研
究
者
を
育
成
す
る
と
い
う

二
つ
の
こ
と
は
、
何
と
か
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
古
橋
先
生
が
理
事
長
の
と
き
に
ス
タ
ー
ト
し
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ま
す
ま
す
充
実
さ
せ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
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こ
れ
に
は
当
然
、
財
政
の
問
題
が
伴
い
ま
す
。
幸
い
私
が
理
事
長
の
二
年
目
の
平
成
二
二
年
、
神
尾
真
知
子
先
生
が
中
心
と
な
っ
て
、
韓
国

と
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。こ
の
と
き
は
、日
韓
文
化
交
流
基
金
か
ら
助
成
金
を
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
特
別
会
計
を
取
り
崩
す
こ
と
な
く
、
一
般
会
計
の
枠
内
で
賄
え
ま
し
た
。

　

来
年
は
、
台
湾
で
研
究
会
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
こ
の
新
し
く
で
き
た
伝
統
は
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
発
展
し
て
い
く
の

で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
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司
会　
　

林　
　
　

弘　

正

一
、
本
特
別
講
演
は
、
三
人
の
理
事
長
経
験
者
の
御
話
を
伺
っ
た
後
に
鼎
談
を
予
定
し
て
い
た
が
藤
井
名
誉
理
事
が
大
学
の
校
務
で
出
席
が

適
わ
ず
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
の
登
壇
と
な
っ
た
。
鼎
談
で
は
、
当
初
理
事
長
職
を
バ
ト
ン
リ
レ
ー
す
る
中
で
の
御
苦
労
等
に
つ
い
て
も
御
話
し
頂
く
予

定
で
あ
っ
た
が
、
急
遽
司
会
者
も
交
え
た
鼎
談
と
な
り
企
画
の
趣
旨
が
十
二
分
に
伝
え
ら
れ
た
か
心
も
と
な
い
。

　

司
会
者
が
用
意
し
た
御
三
方
の
理
事
長
在
任
期
間
に
つ
い
て
の
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
・
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
、
藤
井
德
行
理
事
長
に
は
「
学
会

賞
規
程
施
行
者
、
女
性
理
事
長
誕
生
の
牽
引
者
」、
古
橋
エ
ツ
子
理
事
長
に
は
「
日
本
法
政
学
会
最
初
の
女
性
理
事
長
、
国
際
交
流
へ
の
展

望
者
」、藤
田
弘
道
理
事
長
に
は
「
多
年
の
事
務
局
長
経
験
を
踏
ま
え
た
バ
ラ
ン
ス
型
理
事
長
」
と
い
う
独
断
と
偏
見
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

た
。

二
、
鼎
談
後
、
堀
江
湛
名
誉
理
事
か
ら
は
、
学
会
の
変
遷
に
つ
い
て
貴
重
な
御
話
を
頂
い
た
。
堀
江
名
誉
理
事
は
、
学
会
の
財
政
再
建
を
最

優
先
課
題
に
学
会
運
営
を
な
さ
れ
、『
法
政
論
叢
』
の
編
集
発
行
及
び
事
務
局
の
充
実
に
当
ら
れ
た
こ
と
は
藤
井
名
誉
理
事
及
び
藤
田
名
誉

理
事
の
御
話
と
相
俟
っ
て
御
苦
労
が
伺
わ
れ
た
。

　

古
橋
名
誉
理
事
は
、
講
演
で
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
が
広
報
委
員
会
作
成
の
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
第
一
号
の
ト
ッ
プ
を
颯
爽
と
飾
ら
れ
、
学

会
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
も
貢
献
さ
れ
た
。

　

改
め
て
こ
の
六
年
間
の
理
事
長
経
験
者
の
御
話
を
伺
う
中
で
会
員
各
位
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
日
本
法
政
学
会
と
私
」
に
思
い
を
馳
せ
た
も
の

と
思
慮
す
る
次
第
で
あ
る
。
司
会
者
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、
若
干
思
い
を
述
べ
さ
せ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

一
九
九
九
年
第
九
一
回
総
会
お
よ
び
研
究
会
は
、
完
成
年
度
を
過
ぎ
た
ば
か
り
の
清
和
大
学
が
当
番
校
と
な
り
初
め
て
の
全
国
規
模
の
学

会
を
開
催
さ
せ
て
頂
い
た
。
利
光
三
津
夫
学
長
は
、
会
員
に
な
る
こ
と
を
業
務
命
令
と
し
学
長
以
下
一
四
名
の
大
量
入
会
と
な
り
私
も
そ
の

一
名
で
あ
り
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

三
、
企
画
構
想
を
進
め
る
中
で
、
昭
和
四
六
年
（
一
九
七
一
年
）
一
一
月
の
日
付
の
入
っ
た
関
西
法
政
学
会
名
簿
を
見
出
し
た
（
法
政
論
叢
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八
号
）。
会
員
名
の
中
に
抱
喜
久
雄
理
事
の
御
芳
名
を
見
出
し
当
時
の
御
様
子
を
是
非
窺
い
た
い
と
願
っ
て
い
た
が
、
適
わ
ず
痛
恨
の
極
み

で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
フ
ロ
ア
と
共
有
し
た
質
疑
応
答
の
貴
重
な
時
空
の
テ
ー
プ
を
起
こ
し
得
な
か
っ
た
司
会
者
の
不
手
際
を
お
詫
び
申
上
げ
た
い
。

参
加
さ
れ
た
会
員
諸
兄
姉
の
御
記
憶
に
留
め
ら
れ
た
も
の
を
他
の
会
員
に
直
接
口
伝
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

　

な
お
、
当
日
の
堀
江
名
誉
理
事
の
御
発
言
を
補
完
す
る
た
め
以
下
に
【
資
料
編
】
を
付
記
す
る
。

【
資
料
編
】

一
、【
日
本
法
政
学
会
の
変
遷
】

　

日
本
法
政
学
会
の
前
身
で
あ
る
関
西
法
政
学
会
は
、
佐
々
木
惣
一
門
下
生
と
し
て
関
西
大
学
で
二
〇
年
間
憲
法
を
担
当
さ
れ
た
後
、
大
阪

商
業
大
学
及
び
大
阪
学
芸
大
学
教
授
と
し
て
憲
法
を
担
当
さ
れ
た
吉
田
一
枝
先
生
が
、
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
年
）
一
一
月
二
三
日
、
関

西
の
教
育
系
大
学
及
び
教
養
部
で
法
学
な
い
し
政
治
学
を
担
当
さ
れ
る
広
岡
隆
大
阪
教
育
大
学
教
授
（
行
政
法
）、
和
田
鶴
蔵
神
戸
大
学
教

授
（
憲
法
及
び
家
族
法
）、
吉
田
諒
吉
京
都
教
育
大
学
教
授
（
商
法
）、
神
谷
義
郎
愛
知
教
育
大
学
教
授
（
憲
法
）
及
び
今
井
直
重
奈
良
教
育

大
学
教
授
（
憲
法
）
に
声
を
か
け
創
設
さ
れ
、
吉
田
先
生
が
初
代
理
事
長
に
就
任
さ
れ
た
（
今
井
直
重
「
吉
田
一
枝
先
生
を
偲
ぶ
」
法
政
論

叢
一
一
巻
（
一
九
七
五
年
）
一
頁
）。

　

昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
年
）
五
月
、
関
西
法
政
学
会
は
、
日
本
法
政
学
会
と
改
称
し
、
吉
田
一
枝
理
事
長
御
逝
去
の
後
、
昭
和
四
九
年

四
月
、
今
井
直
重
教
授
が
理
事
長
に
就
任
し
、
日
本
学
術
会
議
登
録
学
協
会
と
し
て
の
承
認
を
受
け
た
（
中
川
淳
「
理
事
長
に
就
任
し
て
─

今
井
前
理
事
長
の
功
績
を
た
た
え
る
─
」
法
政
論
叢
二
二
巻 

（
一
九
八
六
年
）
三
頁
、「
日
本
学
術
会
議
だ
よ
り
」
法
政
論
叢
二
五
巻 

（
一
九
八
九
年
））。

　

昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
年
）
一
一
月
、
中
川
淳
教
授
が
第
三
代
理
事
長
に
就
任
し
、
日
本
法
政
学
会
を
全
国
規
模
の
学
会
に
発
展
さ
れ

る
（
榎
原
猛
「
理
事
長
就
任
挨
拶
」
法
政
論
叢
三
一
巻 （
一
九
九
五
年
）
一
頁
）。
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平
成
六
年
一
一
月
、
榎
原
猛
教
授
が
第
四
代
理
事
長
に
就
任
さ
れ
、
平
成
九
年
一
一
月
、
堀
江
湛
教
授
が
第
五
代
理
事
長
に
就
任
さ
れ
た
。

堀
江
理
事
長
は
、
学
会
財
政
の
建
直
し
を
最
優
先
課
題
と
し
、
事
務
局
長
に
藤
田
弘
道
教
授
を
指
名
し
た
（
堀
江
湛
「
ご
あ
い
さ
つ
」
法
政

論
叢
三
四
巻 
（
一
九
九
八
年
）
一
頁
）。
平
成
一
五
年
役
員
の
任
期
を
二
年
と
す
る
規
約
改
正
が
行
わ
れ
、
石
堂
功
卓
教
授
が
第
六
代
理
事

長
に
就
任
し
学
会
五
〇
周
年
事
業
を
行
っ
た
。

二
、【
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
等
の
開
催
】

　

研
究
報
告
（
個
人
報
告
）
を
中
心
と
し
た
研
究
会
は
、
平
成
元
年
関
西
外
国
語
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
七
一
回
総
会
お
よ
び
研
究
会
か
ら

時
宜
に
適
っ
た
テ
ー
マ
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
を
実
施
し
た
（
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
「
法
と
政
治
の
国
際
化
─
日
本
人
と
外
国
人
─
」
法
政
論
叢

二
六
巻 

（
一
九
九
〇
年
））。
平
成
七
年
、
近
畿
大
学
豊
岡
短
期
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
八
三
回
総
会
お
よ
び
研
究
会
で
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
の

二
企
画
な
い
し
ミ
ニ
・
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が
実
施
さ
れ
、
多
様
な
会
員
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
テ
ー
マ
が
論
議
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
（
シ
ン
ポ

ジ
ュ
ウ
ム
「
経
済
活
動
の
法
的
規
制
」、
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
「
高
齢
化
社
会
の
展
望
と
対
策
」
法
政
論
叢
三
二
巻
（
一
九
九
六
年
））。　
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